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第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（２月２６日）（木曜）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　　発言の申し出

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．会期の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．議案第１号～議案第３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

　　　説明、質疑　

　　　議案第１号、議案第２号　総務文教委員会付託

　　　議案第３号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第４号～議案第１３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３

　　　説明、質疑

　　　議案第４号～議案第６号　産業厚生委員会付託

　　　議案第７号～議案第１３号　総務文教委員会付託

　　１．議案第１４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７

　　　説明、質疑　産業厚生委員会付託

　　１．議案第１５号～議案第１６号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第１５号、議案第１６号（原案可決）

　　１．議案第１７号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑、各常任委員会付託

　　１．議案第１８号～議案第２７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　　説明、質疑

　　　議案第１８号、議案第１９号　総務文教委員会付託

　　　議案第２０号～議案第２７号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第２８号～議案第４１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３０

　　　説明

　　１．大隅肝属広域事務組合議会議員の選挙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

第２号（３月１０日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４４

　　１．議案第４２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４４

― 1  ―



　　　説明、質疑　産業厚生委員会付託

　　１．議案第１７号～議案第２７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４５

　　　委員長報告、質疑、討論、表決（原案可決）

　　１．平成２１年度施政方針並びに各会計予算委対する総括質疑・一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７

　　　葛迫　猛議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７

　　　　税収について

　　　　傾聴ボランティア事業について

　　　　消防行政について

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５３

　　　　施政方針について　安全・安心について

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６０

　　　　行財政改革について

　　　　振興会について

　　　　給食センターについて

　　　尾脇雅弥議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６５

　　　　子育て支援・少子化対策について

　　　　バイオマス事業について

　　　　行政組織の改革見直しについて

　　　　経済・雇用対策について

　　　　長期的ビジョンでの垂水づくりについて

　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７６

　　　　農業施策全般について

　　　　水産振興資金貸付金について

　　　　その他

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８１

　　　　第４次行政改革大綱について

　　　　高医療費市町村として国の指定を受けたことについて

　　　　学校の耐震化について

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８７

　　　　水産行政について

　　　　国道整備について

　　　　土砂災害対策について

　　　　子育て支援事業について

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

　　　　施政方針と予算について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

― 2  ―



第３号（３月１１日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８

　　　発言の申し出

　　１．平成２１年度施政方針並びに各会計予算委対する総括質疑・一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８

　　　　施政方針と予算案について

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０

　　　　施政方針と一般会計予算案について

　　　　特別会計　介護保険特別会計第４期の保険料の設定問題

　　　宮迫泰倫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３

　　　　構造変化の対応は　国際間の急速に悪化した景気の中、市政運営と予算編成の構造変

　　　　化への対応は

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４０

　　　　事業計画の策定方法とローリングについて

　　　　財政プログラムについて　特別会計

　　　　農業政策について

　　　篠原則議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９

　　　　農業振興について

　　　　商工観光行政について

　　　　教育行政について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０

第４号（３月１９日）（木曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６２

　　１．議案第１号～議案第１４号、議案第２８号～議案第４２号、陳情第１４号　一括上程・・・・・・・・・・１６２

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第１号（否決）

　　　議案第２号～議案第１４号、議案第２８号～議案第４２号（原案可決）

　　　陳情第１４号（採択）

　　１．議案第４３号～議案第５１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第４３号～議案第４６号、議案第５１号（原案可決）

　　　議案第４７号、議案第４８号（同意）

　　　議案第４９号、議案第５０号（適任）

　　１．意見書案第１６号、意見書案第１７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

― 3  ―



　　　質疑、表決

　　　意見書案第１６号、意見書案第１７号（原案可決）

　　１．陳情第１５号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０

　　　総務文教委員会付託

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１

― 4  ―



平 成 ２１ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

２・２６ 木 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託

２・２７ 金 休　会

２・２８ 土 〃

３・　１ 日 〃 　

３・　２ 月 〃 （質問通告期限：正午）

３・　３ 火 〃 委員会 産業厚生委員会（２０年度補正予算審査）

３・　４ 水 〃

３・　５ 木 〃 委員会 総務文教委員会（２０年度補正予算審査）

３・　６ 金 〃

３・　７ 土 〃

３・　８ 日 〃

３・　９ 月 〃

３・１０ 火 本会議

委員会 議会運営委員会

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、討論、

表決、

平成２１年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・

一般質問

３・１１ 水 本会議
平成２１年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・

一般質問

３・１２ 木 休　会

３・１３ 金 〃 委員会 産業厚生委員会（２１年度予算・条例等審査）

３・１４ 土 〃

３・１５ 日 〃

３・１６ 月 〃 委員会 総務文教委員会（２１年度予算・条例等審査）

３・１７ 火 〃 委員会
総務文教委員会（２１年度予算・条例等審査）

議会運営委員会



２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　議案第 １号　垂水市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

　　　　　　　 第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例　案

　議案第 ２号　垂水市企業立地の促進等による地域における固定資産税の特別措置に関する条例　案

　議案第 ３号　垂水市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例　案

　議案第 ４号　垂水市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ５号　垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ６号　垂水市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ７号　垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例等の一部を改正する条例　案

　議案第 ８号　垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ９号　垂水市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例　案

　議案第１０号　垂水市防災会議条例の一部を改正する条例　案

　議案第１１号　垂水市個人情報保護条例の一部を改正する条例　案

　議案第１２号　垂水市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第１３号　垂水市国民健康保険条例の一部を改正する条例　案

　議案第１４号　垂水市道路線の認定について

　議案第１５号　鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び鹿児島県市町村

　　　　　　　 総合事務組合規約の変更について

　議案第１６号　鹿児島県市町村総合事務組合の財産処分について

　議案第１７号　平成２０年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案

　議案第１８号　平成２０年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案

　議案第１９号　平成２０年度垂水市老人保健医療特別会計補正予算（第２号）案

　議案第２０号　平成２０年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号）案

　議案第２１号　平成２０年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第１号）案

　議案第２２号　平成２０年度垂水市病院事業会計補正予算（第２号）案

　議案第２３号　平成２０年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第２号）案

　議案第２４号　平成２０年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案

　議案第２５号　平成２０年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）案

　議案第２６号　平成２０年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）案

　議案第２７号　平成２０年度垂水市水道事業会計補正予算（第３号）案

　議案第２８号　平成２１年度垂水市一般会計予算　案

　議案第２９号　平成２１年度垂水市国民健康保険特別会計予算　案

　議案第３０号　平成２１年度垂水市老人保健医療特別会計予算　案
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３・１８ 水 休　会

３・１９ 木 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第３１号　平成２１年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算　案

　議案第３２号　平成２１年度垂水市交通災害共済特別会計予算　案

　議案第３３号　平成２１年度垂水市地方卸売市場特別会計予算　案

　議案第３４号　平成２１年度垂水市介護保険特別会計予算　案

　議案第３５号　平成２１年度垂水市老人保健施設特別会計予算　案

　議案第３６号　平成２１年度垂水市と畜場特別会計予算　案

　議案第３７号　平成２１年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計予算　案

　議案第３８号　平成２１年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算　案

　議案第３９号　平成２１年度垂水市簡易水道事業特別会計予算　案

　議案第４０号　平成２１年度垂水市水道事業会計予算　案

　議案第４１号　平成２１年度垂水市病院事業会計予算　案　

　議案第４２号　垂水市介護保険条例の一部を改正する条例　案

　議案第４３号　市長専決処分事項の指定の一部改正　案

　議案第４４号　垂水市職員定数条例の一部を改正する条例　案

　議案第４５号　過疎地域自立促進市町村計画の変更について

　議案第４６号　平成２０年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

　議案第４７号　垂水市副市長の選任について

　議案第４８号　垂水市監査委員の選任について

　議案第４９号　人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて

　議案第５０号　人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて

　議案第５１号　平成２０年度垂水市一般会計補正予算（第６号）案

　意見書案第１６号　ＷＴＯ農業交渉に関することについて

　意見書案第１７号　非正規労働者等の雇用とくらしを守るための意見書について

　陳　情

　陳情第１４号　ＷＴＯ農業交渉に関することについて

　陳情第１５号　垂水市運動公園陸上競技場「公認４種」申請について
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平 成 ２ １ 年 第 １ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２１ 年 ２ 月 ２６ 日



本 会 議 第１号（２月２６日 ）（ 木 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　葛　迫　　　猛

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　水　迫　恒　美

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　迫　田　裕　司

　　　財 政 課 長　　岩　元　　　明

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　三　浦　敬　志

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　村　山　満　寛

　　　生活環境課長　　太　崎　　　勤

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　川　畑　信　一

　　　会 計 課 長　　安　藤　　　章

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　城ノ下　　　剛

　　　消 防 長　　関　　　修三郎

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　押　川　和　成

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　礒　脇　正　道

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成21年２月26日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、平成21年第１回垂

水市議会定例会を開会します。

　ここで、去る１月１日付で課長の異動があり、

紹介のための発言の申し出がありますので、こ

れを許可します。

〇消防長（関　修三郎）１月１日付で消防長

を拝命いたしました関修三郎です。よろしくお

願いいたします。

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（徳留邦治）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において川畑三郎議員、大薗藤幸議

員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（徳留邦治）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る20日議会運営委員会が開催され、協議が

なされた結果、本定例会の会期をお手元の会期

日程表のとおり、本日から３月19日までの22日

間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から３月19日までの22

日間と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（徳留邦治）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成20年度定期監査結果の報

告及び平成20年11月分及び12月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

しておきましたから御了承願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）皆さん、おはようござい

ます。

　12月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

につきまして、御報告を申し上げます。

　まず、市制施行50周年記念事業についてでご

ざいますが、昨年４月のＮＨＫ「のど自慢」の

公開生放送に始まりまして、記念式典、そして

大盛況に終わりました先月の「垂水ふるさと夢

のステージ」など、数々の手づくりのイベント

を展開してまいりました。

　この50周年を契機とし、これまで垂水市を築

いてこられました先人に感謝をし、さらに大き

な一歩を踏み出すべく、市民一人一人がこれか

らの垂水市を考えるよい機会となったのではな

いかと思っております。そして、これまでの50

周年記念事業への議員、市民の皆様方の御協力

に心から感謝を申し上げます。

　記念事業も残すところ３月１日の太鼓公演の

みとなってまいりましたが、多くの皆様方の御

来場をお願い申し上げたいと存じます。

　次に、12月議会後の火災について御報告をい

たします。

　建物火災２件、その他火災４件の計６件の火

災が発生しております。

　建物火災は、11月30日に中俣におきまして、

たばこの火を原因とする火災が発生し、住宅１

棟部分焼、１月２日下市木におきまして、ストー

ブを原因とする火災が発生し、住宅１棟部分焼

でございました。

　その他火災で主なものは、１月６日牛根辺田
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海岸において、たき火を原因とする火災で陸揚

げされた廃船が焼損したものでございます。そ

の他は、いずれもたき火中の枯れ草火災等でご

ざいます。

　次に、主な出張用務について御報告を申し上

げます。

　昨年11月29日から30日にかけまして、全国過

疎地域自立促進連盟理事会総会への出席をいた

しました。地元選出国会議員への道路特定財源

の維持に関する要望等を行うため上京をしてま

いりました。

　１月８日から９日にかけましては、千葉県の

市町村アカデミー主催の市町村長特別セミナー

へ参加し、地方財政、地方分権、これからの自

治体経営などについて研修を積んでまいりまし

た。

　２月３日から４日にかけましては、特別交付

税に関する要望活動のため上京いたしました。

特別交付税の所要額確保のため、総務省の事務

次官を初め、関係部署などを訪問し、特段の配

慮をお願いしてまいりました。また、雇用創造

実現事業の獲得のため、農林水産省を訪問し、

要請をしてまいりました。

　２月５日は、県市長会定例会及び知事と市長

との意見交換会に出席し、県市長会では、平成

21年度事業計画外４件の議案が全会一致で承認

され、また知事との意見交換会では、景気後退

に伴います県の対応策等について意見交換がな

されました。

　２月18日から19日は、九州ブロックにおきま

す新たな過疎対策法の制定に関する要望活動の

ため、総務省及び地元選出国会議員を訪問し、

過疎地域の実情を説明し、新たな過疎対策法の

制定を強く要望してまいりました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）以上で、市長報告を終わ

ります。

　次に、議会運営委員会委員長から所管事項調

査の報告の申し出がありますので、これを許可

します。

　議会運営委員長川畑三郎議員。

　　　［議会運営委員長川畑三郎議員登壇］

〇議会運営委員長（川畑三郎）私ども議会運

営委員会の６名及び随行１名は、去る２月３日

から５日まで、京都府京田辺市、三重県伊賀市

及び奈良県香芝市に所管事項調査を実施いたし

ましたので、その報告をいたします。

　最初に、京田辺市においては、一般質問にお

ける一問一答方式と一括質問・一括答弁方式と

の併用について研修いたしました。

　京田辺市では、平成18年２月に一般質問にお

ける再質問の実施要領を作成し、同年３月定例

会から一問一答方式を導入しました。

　内容を申し上げますと、質問・答弁方式とし

ては、１、１回目は一括して質問し、一括して

答弁を行う。２、２回目以降は通告項目に従い

再質問を行い、再質問の回数は３回程度とする。

３、２回目以降の再質問においては、一問一答

または一括質問・一括答弁のどちらかを選択す

ることができる。

　質問時間は、質問のみで40分とする。

　質問場所は、１、１回目の質問・答弁はとも

に登壇して行う。２、２回目以降の再質問は、

質問は当初は自席でしたが、平成19年６月定例

会からは質問席で行うこととし、答弁は登壇し

て行う。

　運用としまして、次の質問項目に入ったか、

引き続きの質問かの判断を容易にするため、次

の質問項目に入るときに「次に、何々について

質問する」と発言するなどでした。

　さらに、実施要領の想定外の事項については、

議長において措置することや、実施状況を勘案

し、今後とも議運で協議するなどとしておりま

す。

　一問一答方式を実施した結果、傍聴者からは

「一問一答方式のほうがわかりやすい」という
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意見が多いとのことでした。

　また、再質問の回数を項目ごとにおおむね３

回程度とするとの申し合わせがあるにもかかわ

らず、実際には７回から８回質疑しようとする

議員もあり、その統制に議長が苦慮している面

も指摘されました。

　また、答弁者からすると、あらかじめの答弁

作成が難しく、答弁者自身の考えが反映される。

実施する前からすると質問の質が変わってきた。

１人の持ち時間が長くかかる場合がある。課長

級以上は勉強しないといい答弁ができないなど

が挙げられます。

　次に、伊賀市においては、議会基本条例につ

いての研修をいたしました。

　この条例制定の背景は、合併後の平成16年12

月に公布・施行された自治体の憲法と呼ばれる

伊賀市自治基本条例にあります。この条例の中

の第５章に議会の役割と責務を設けていました

が、市議会としてはこれらの規定だけでは不十

分と考え、具体化するには議会運営の基本的な

ルールを定めた議会基本条例の制定が必要との

判断からでした。

　経過を申し上げますと、議長が「議会のあり

方検討委員会」を設置し、１、議会基本条例の

制定、２、政務調査費の使途明確化、３、議員

定数の削減の３項目の検討を諮問しました。

　検討委員会は、まず、市民との懇談会を市内

56会場で開催しました。その後、先進事例を調

査・検討し、条例の素案をまとめ、タウンミー

ティングを実施し、取りまとめた条例案を議長

に答申しました。

　答申後、パブリックコメントを実施し、さら

に議員懇談会の議論を踏まえて、平成19年２月

の定例会に提出され、可決されました。

　具体的内容としましては、定例会終了後１カ

月以内に議会報告会の開催を義務づけているこ

と、議員と市長等は、論点の明確化と議会議論

の緊張感保持のため、一問一答方式と行政への

反問権の付与を定めています。反問権について

は、これまで３回の行使がありましたが、議員

としても反問権を行使されないよう質問事項を

真剣に検討するようになってきたとのことでし

た。

　また、議会の共通認識を醸成することと合意

形成を図るため、全議員で構成し、議員相互間

の自由討議を中心に運営する政策討論会を開催

しております。

　そして、地域や市民団体の要請に応じ出前講

座を実施し、各常任委員会で対応されているよ

うです。それから、各議員の議会対応を公表す

るなど、市民への情報提供のため議会広報の充

実にも努められていました。

　次に、香芝市においては、一問一答方式及び

議会改革検討会の設置について研修いたしまし

た。

　経過を申し上げますと、平成19年８月、議員

定数・報酬を含め、一問一答方式について検討

することが議長より提案されてから、議運で素

案を検討し、その後の協議を経た上で、平成20

年８月に議運からの報告を全員協議会で協議し、

同年９月から実施することが決定されました。

　内容としましては、回数は制限なしで質問時

間は質問のみ40分ということでしたが、議長提

案から決定までわずか１年という短期間での導

入には感心させられました。その原動力になっ

たのは、新しい議員が議会改革に非常に積極的

だったとのことでした。

　議事運営上の運用規範としての申し合わせが

ありますので、主なものを申し上げます。

　通告期限は、１、通常、議運で協議する。２、

通告書の記載はすり合わせをしないので、要旨

についてはできる限り具体的に記入する。３、

重複した質問事項の調整は行わないので、２回

目以降の質問がさきの質問と重複したときは、

理事者は「さきの答弁のとおり」との答弁をす

ることを妨げないとしています。
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　質問順位は議運で協議しますが、通常は議席

順です。質問回数は制限なしですが、質問が通

告趣旨から逸脱する場合、いたずらに同じ質問

が繰り返される場合、その他質問の内容または

表現が不適切な場合などは、議長の制止があっ

たら直ちにやめなければなりません。

　質問時間は、答弁時間を含まず、40分以内と

なっています。

　また、理事者は、質問の内容等が不明なとき、

または質問の内容が誤っていると認められると

きは反問することができるとなっています。

　そして、この申し合わせ事項に疑義が生じた

ときは、議運に諮り、決定した後、次回定例会

から適用されることになっております。

　実際の効果として、疑問点を１つずつ取り上

げられること。納得いくまで質問し、答弁を受

けられること。質問が微に入り細にわたること

で審議を深めることができること。市民にわか

りやすい。議員にも質問したという達成感があ

ることなどを挙げられました。

　しかし、逆に、手のうちを見せない議員もい

る。細切れの質問に対し、細切れの答弁がある

など委員会のようになり、議会の重みがなくな

ったなどのデメリットもあるように感じました。

また、理事者には効果があったが、議員の質が

高まったとは言えないとも言われていました。

　また、議会改革検討会を設置して、議会改革

について検討すべき課題がある場合にその都度

開催して、解決に向けての協議を行っていると

のことでした。このような事例は、本市議会に

とりましても大いに参考にするべきではないか

と思った次第でございます。

　今回の研修を通じて感じましたことは、地方

分権一括法が施行され、分権時代における市議

会のあり方がさま変わりしようとしている昨今、

我が垂水市議会も、あるべき議会像を模索し、

議会改革の真っ最中であります。私は、伊賀市

の議会基本条例に接したことで、これまでの議

会から、新しい発想に基づく議会改革を検討し、

分権時代にふさわしい自治権を踏まえた議会に

変わる必要があると思っているところでござい

ます。

　しかしながら、先を急ぐ余り、抽象論的な議

会基本条例になってしまうと、議会本来のあり

方さえも見失い、何ら意味のないものになって

しまうことさえ危惧されます。したがいまして、

議会基本条例の制定を目標に、まずはできると

ころからしっかりと足を地につけてやることが

肝要ではないかと思います。

　私ども市議会は、これまでもさまざまな議会

改革を断行してきました。現在、議運では、地

方自治体の主権者である市民にとってわかりや

すい、そして開かれた市議会にするためには、

一問一答方式の導入は避けて通れない問題だと

認識し、一問一答方式を検討課題として議論を

始めたばかりですが、今回の京田辺市及び香芝

市の実情を研修した成果を生かすことが、将来

の議会基本条例の制定への第一歩になると確信

しているところでございます。

　つきましては、私ども議運も、一問一答方式

の導入について、年内にもその結論を得るべく

真摯に検討していく所存でありますので、議長

を初めとする議員の皆様方にも御協力を賜りま

すようよろしくお願いいたします。

　今後とも、議会改革の灯を消すことなく、さ

らなる改革に向けて邁進していく決意の一端を

述べまして、議会運営委員会の所管事項調査の

報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△議案第１号～議案第３号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第４、議案第１号か

ら日程第６、議案第３号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。
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議案第１号　垂水市企業立地の促進等による地

　　　域における産業集積の形成及び活性化に

　　　関する法律第10条第１項の規定に基づく

　　　準則を定める条例　案

議案第２号　垂水市企業立地の促進等による地

　　　域における固定資産税の特別措置に関す

　　　る条例　案

議案第３号　垂水市介護従事者処遇改善臨時特

　　　例基金条例　案

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇企画課長（迫田裕司）おはようございます。

　議案第１号垂水市企業立地の促進等による地

域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める

条例案につきまして、御説明申し上げます。

　この条例の目的は、企業が本市に進出しやす

い環境にするために制定するものでございます。

　企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企

業立地促進法の規定に基づき、平成20年５月20

日付で国の同意を得た鹿児島県本土地域の産業

集積の形成または産業集積の活性化に関する基

本的な計画の中には、県内本土地域全28市町の

重点促進区域が明記されており、これに垂水市

は５つの区域を重点促進区域として同意を得て

おりますが、この同意企業立地重点促進区域を

有する市町村においては、企業立地促進法の規

定により、公表された緑地面積率等についての

準則にかえて適用すべき準則を定めることによ

り、同区域での工場等の緑地面積率等に関する

基準を緩和することが可能とされているところ

でございます。

　現在、工場立地法の規定では、緑地面積の敷

地面積に対する割合で申しますと、緑地面積の

割合は20％以上とされておりますものを、今回

の条例の制定により、甲種地域におきましては

15％以上、丙種地域におきましては１％以上に

緩和するものでございます。

　これは、工場敷地内における緑地面積や環境

施設について全国一律の基準を定める工場立地

法の規定に対し、企業立地促進法において、都

市部や地方の自然環境や生活環境の状況をかん

がみ、おのおのの基準の範囲内で独自に定める

ことができるようになったもので、この条例を

制定することにより緑地面積率等を緩和し、本

市における企業誘致のさらなる促進を図ろうと

するものでございます。

　条例の主な内容について、御説明申し上げま

す。

　第１条では、企業立地促進法の規定に基づき、

工場立地法の規定により公表された準則にかえ

て適用すべき準則を定めることを規定いたして

おります。

　第２条では、この条例で使用する用語の定義

を規定しております。

　第３条では、区域及び緑地並びに環境施設の

面積の敷地面積に対する割合を区域種別ごとに

規定しております。

　まず、区域の種類でございますが、甲種区域

とは、平成８年に策定された垂水都市計画用途

地域の準工業地域のことで、丙種区域とは、用

途地域が指定されていない地域のことでござい

ます。

　次に、区域の範囲ですが、錦江町１－２、１

－204、３－２は、旧フェリーターミナル第１駐

車場、本城3903－１は、し尿処理場跡地、二川

135－１は牛根中学校、中俣302は協和中学校、

新城753－１は垂水南中学校です。

　次に、緑地の面積の敷地面積に対する割合は、

敷地面積に対する緑地の割合のことでございま

す。

　環境施設の面積の敷地面積に対する割合の環

境施設とは、緑地面積と噴水、水流、池、その

他の修景施設、屋外運動場、広場、その他これ

らの用に供する区画された土地で、工場の周辺
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地域の生活環境保持に寄与するよう管理がなさ

れているものを合わせたものでございます。

　なお、鹿児島県では、鹿児島県本土地域産業

活性化計画を策定し、その計画には、自動車関

連、電子関連、食品関連、情報通信、新エネル

ギーの５業種について、用地・施設の整備や人

材育成、技術支援などの立地のための環境整備

に取り組み、2012年度までに企業立地100社、新

規雇用3,000人、製品出荷額と売上高増加額2,800

億円の目標を掲げています。

　鹿児島県本土地域で既にこの条例を制定して

いる自治体は、霧島市、薩摩川内市等の３自治

体です。垂水市を含む指宿市や肝付町などの５

自治体が３月議会で上程しています。

　なお、附則といたしまして、この条例は、公

布の日から施行しようとするものでございます。

　続きまして、議案第２号垂水市企業立地の促

進等による地域における固定資産税の特別措置

に関する条例案について、御説明申し上げます。

　このたび企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関する法律が制

定されたことに伴い、同法第20条の規定に基づ

き、固定資産税の課税免除に係る特別措置を適

用するため、条例を制定するものでございます。

　これは、企業立地重点促進区域に工場等を立

地していて、当該対象施設の用に供する家屋も

しくは償却資産の中の構築物またはこれらの敷

地である土地の取得金額の合計が２億円を超え

た場合、同等の対象固定資産、特に土地も対象

としており、３カ年度免除の対象とするもので

ございます。このことにより、本市における企

業誘致のさらなる促進を図るものでございます。

　なお、当該減収額の75％が普通交付税で補て

んされるものであります。

　条例の主な内容について、御説明します。

　第１条では、この条例の趣旨として、企業立

地促進法の規定により、企業立地を行う事業者

に係る固定資産税の課税免除について必要な事

項を定めることを規定しております。

　第２条では、その固定資産税の課税免除の内

容を定めております。

　第３条では、固定資産税の課税免除の期間及

び額について規定し、期間は、固定資産税を新

たに課することとなる年度から３年間で、免除

額は、当該固定資産税額に相当する額といたし

ております。

　第４条では、課税免除の申請について、第５

条では、申請書を提出した事業者に対し、固定

資産税の課税免除をするために必要な報告を求

めることができることを定めております。

　第６条では、課税免除の取り消しができる項

目を定めております。

　固定資産税の課税免除は垂水市産業開発促進

条例でも定められていますが、業種が製造業、

旅館業、ソフトウェア業のみと限られていまし

た。しかし、企業立地促進法では、製造業、情

報通信業、コールセンター、運輸業、卸売業、

自然科学研究所が対象となり、業種が大幅に拡

大されました。

　鹿児島県本土地域で既にこの条例を制定して

いる自治体は、霧島市、薩摩川内市等の４自治

体でございます。垂水市を含む指宿市等の３自

治体が３月議会で上程しております。

　なお、附則といたしまして、この条例は、公

布の日から施行しようとするものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇保健福祉課長（村山満寛）議案第３号垂水

市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例案につ

いて、御説明いたします。

　条例の制定の理由でございますが、介護従事

者の処遇改善を図るという介護報酬改定の趣旨

にかんがみ、介護保険料の急激な上昇を抑制す

るため国が基金設置を義務づけたことから、本

市においても基金を設置しようとするものであ

ります。
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　設置内容について説明をいたします。

　第１条は、設置目的と基金の名称について規

定しております。

　第２条は、基金の額でございまして、国から

の交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付

金の額を積み立てるとしております。

　第３条は、基金の管理方法についての規定で

あります。

　第４条は、運用益の処理についての規定であ

ります。

　第５条は、繰り替え運用についての規定であ

ります。

　第６条は、取り崩しについての規定でござい

ます。

　第７条は、必要な事項は市長が定めるとして

おります。

　なお、附則として、第１項に、この条例は公

布の日から施行するとしており、第２項には、

この条例は時限立法でありまして、平成24年３

月31日限りで効力を失うと規定いたしておりま

す。また、当該基金の残額は国庫へ返納するこ

とといたしております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　１号議案と３号議案について

質疑をさせていただきたいと思います。

　１号議案について、詳細な点については委員

会等で内容等について吟味をさせていただきま

すが、総体的なところでお聞きをしたいと思い

ます。

　先ほど霧島市、薩摩川内市がこれをもう決め

たということでしたが、一方では、出水市はこ

れを否決をしているということになっています。

この理由として、環境問題と地元植栽業者、い

わゆる植木屋さんとかそういう方々の仕事を奪

う可能性の問題、そういう地理的なまた条件が

あったということで、これを否決したというこ

とでした。

　そういうことを考えてみましても、要は促進

を図るためにそういう減らしていくと、緩和し

ていくという内容ですけれども、このあたり、

垂水市の場合にとって本当にこのことがそうい

う促進につながっていくということをしっかり

と吟味されて、出されたというふうに僕らは受

け取るんですけれども、ただ単に県がこういう

先ほど示された中身で言ったからすると、しな

きゃならないという側面だけでは非常に提案す

る理由があいまいだというふうに思うんですが、

そのあたりでは、やっぱりこういうことをしな

いと本当にだめなのかどうなのか含めて、どう

いう議論があったのか。それがないと、どうし

てもこの提案された理由が納得できないという

ふうに思います。

　もう１点の議案第３号ですけれども、名前は

処遇改善臨時特例基金条例ということで、従事

者のための中身かと思ったらそうじゃないと、

保険料の軽減を図ることを最大の目的としてい

るということでしたけれども、これを当然、介

護保険特別会計で受け入れていくというふうに

なると思うんですが、一方、介護保険のほうに

は介護給付準備金というのも設定をされていま

す。

　そうなってくると、今回、平成21年度予算を

見ましても、それに対しての取り崩しも行って、

ある意味での抑制ということが考えられるとい

うふうに思うんですが、このことは、ある意味

では保険料の軽減を図っていく、抑制に努めて

いくということですけれども、ということは当

然、保険料が上がるとなると、このために活用

していかなきゃならない、最大限その抑制とい

うことは、引き上げないぞというようなことも

含めて抑制というふうにこの準備基金の最大の

目的を理解していいのかどうなのか、そのあた
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りについて。そうでなければ、この条例を設け

る、基金を設けるということが私は余り正しく

ないんじゃないかなというふうに思うんですが、

その点についてお聞かせください。

〇企画課長（迫田裕司）先ほど説明いたしま

したように、鹿児島県が鹿児島県本土地域産業

活性化計画を策定し、その中で、来年度からの

４年間で企業立地を100社ということを目標に掲

げております。県のほうから、それを４年間で

するから、市町村では企業が来やすい環境をつ

くってくださいということで策定したんですけ

ど、現実にはこの不景気下でかなり厳しいかな

と個人的には思っています。

　ただ、しかしながら、県の目標に向けて市と

しては、企業立地に取り組む体制づくりという

のはやはり必要でございますから、この条例を

上程した次第でございます。 

　終わります。

〇保健福祉課長（村山満寛）御質問の基金の

関係の部分につきましては、中山間地域に対す

る加算金が出てくる関係で、第１号保険料の軽

減を図るということで措置されるものでござい

ます。

　よって、先ほど言われました、引き上げない

という理解でいいのかというのでなくて、その

抑制を図るというふうに理解をいたしておりま

す。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第１号から議案第３号までの議案３件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第１号から議案第３号までの議

案３件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△議案第４号～議案第13号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第７、議案第４号か

ら日程第16、議案第13号までの議案10件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第４号　垂水市病院事業の設置等に関する

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第５号　垂水市ひとり親家庭医療費助成に

　　　関する条例の一部を改正する条例　案

議案第６号　垂水市乳幼児医療費助成条例の一

　　　部を改正する条例　案

議案第７号　垂水市教育委員会教育長の給与に

　　　関する条例等の一部を改正する条例　案

議案第８号　垂水市職員の給与に関する条例の

　　　一部を改正する条例　案

議案第９号　垂水市職員退職手当支給条例の一

　　　部を改正する条例　案

議案第10号　垂水市防災会議条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第11号　垂水市個人情報保護条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第12号　垂水市認可地縁団体印鑑の登録及

　　　び証明に関する条例の一部を改正する条

　　　例　案

議案第13号　垂水市国民健康保険条例の一部を

　　　改正する条例　案

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇保健福祉課長（村山満寛）議案第４号から

６号までは、保健福祉課が所管する条例でござ

います。

　まず、議案第４号垂水市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例案について説
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明をいたします。

　改正の理由でございますが、医療法施行令の

一部を改正する政令及び医療法施行規則の一部

を改正する省令が平成20年２月27日に公布され、

同年４月１日から施行されたことから、本市条

例の該当診療科の名称変更及び標榜科目の名称

変更をしようとするものでございます。

　また、特別室への入所希望者が少ないため、

昭和62年当時の特別室料を引き下げ、入室希望

者増となるよう改正しようとするものでござい

ます。

　改正の概要でございますが、看板の書きかえ、

広告の変更を行わない限り、引き続き現在の診

療科目を広告することは認められておりますが、

今回の改正は、身体の部位や患者の疾患等、一

定の性質を有する名称を診療科とする柔軟な方

式に改められ、地域住民自身が自分の症状に合

った適切な医療機関の選択を容易にするため、

中央病院では例示された名称に基づき改正しよ

うとするものであります。

　新旧対照表をごらんください。

　改正は、第２条第２項の第３号「消化器科」

を「消化器内科」に、それから第５号の「呼吸

器科」を「呼吸器内科」に、それから第12号の

「泌尿器科」を「泌尿器科（人工透析）」に改

め、第13号の「皮膚科」を「糖尿病内科」に改

めるものでございます。

　皮膚科の廃止につきましては、平成16年４月

から非常勤医師の派遣が中止され、外来診療は

行っていないこと、それから市内に専門医が開

業されたことで対応可能ととられたためであり

ます。

　また、糖尿病内科の新設は、糖尿病の患者数

が増加傾向にあり、今後さらに重要となってく

るものと考え、市民ニーズに対応しようとする

ものでございます。

　別表の改正ですが、特別室の１日使用料6,300

円を特別室と準特別室に改め、準特別室料を4,

200円とするものでございます。

　附則としまして、条例の施行は、平成21年４

月１日からとするものでございます。

　御審議のほどよろしくお願いいたします。

　続きまして、議案第５号垂水市ひとり親家庭

医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

案について説明をいたします。

　改正の理由は、我が国における急速な少子化

の進行、児童虐待等の問題にかんがみ、児童福

祉法等の一部を改正する法律が平成20年11月26

日に可決・成立し、12月３日に公布され、里親

制度の見直しに伴い、児童福祉法第６条の３で

規定されていた里親の定義が改正されたことか

ら、本条例の一部を改正しようとするものです。

　新旧対照表をごらんください。

　第２条第４項中の「第27条第１項第３号」を

「第６条の３第１項」に改めるものでございま

す。

　条例の施行日は、平成21年４月１日からとす

るものです。

　御審議のほどよろしくお願いをいたします。

　続きまして、議案第６号垂水市乳幼児医療費

助成条例の一部を改正する条例案について説明

をいたします。

　改正の理由は、子育て支援の一環として乳幼

児医療費助成制度の助成を平成21年４月１日か

ら中学校修了前まで拡大することに伴い、条例

の一部を改正しようとするものでございます。

　新旧対照表をごらんください。

　この条例において、題名及び１条、２条、３

条、４条、６条の各条の「乳幼児」「助成対象

乳幼児」及び「乳幼児医療費助成金」の「乳幼

児」を「乳幼児等」に改めるものです。

　また、第２条第１項は、乳幼児等の意味につ

いて規定をしておりまして、「中学校修了前（15

歳に達する日以後の最初の３月31日以前）の者

をいう」というふうに改めるものでございます。

　第４条第２項は、今回の改正に伴う文言の整
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理でありまして、「幼児」を「満１歳から中学

校修了前」に改め、「乳児」を「満１歳に満た

ない者（月の途中において満１歳に達した者は、

その日の属する月の末日までは満１歳に満たな

い者とみなす。）」に改めるものでございます。

　附則といたしまして、この条例は平成21年４

月１日から施行し、平成21年４月１日以降の診

療分から適用することといたしております。ま

た、同日前の医療費については、従前の例によ

るものといたしております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇総務課長（今井文弘）議案第７号垂水市教

育委員会教育長の給与に関する条例等の一部を

改正する条例案について、御説明申し上げます。

　昨年に引き続き、市長、副市長及び教育長の

給料月額を減額しようとするもので、関係条例

３条例を一括して改正しようとするものでござ

います。

　添付してあります新旧対照表で御説明申し上

げます。

　まず改正案の第１条、垂水市教育委員会教育

長の給与に関する条例の一部改正でございます

が、附則第20項におきまして、平成21年４月１

日から平成22年３月31日の間の教育長の給料月

額を、本則に規定する額に100分の90を乗じて得

た額とし、附則第21項におきまして、この減額

は、期末手当及び退職手当の算定の基礎となる

給料月額には適用しない旨を規定するものでご

ざいます。

　次に、改正案の第２条、垂水市長等の給与に

関する条例の一部改正につきまして御説明申し

上げます。

　附則第22項におきまして、平成21年４月１日

から平成22年３月31日の間の市長及び副市長の

給料月額は、本則に規定する額に、市長にあっ

ては100分の75を乗じて得た額、副市長にあって

は100分の90を乗じて得た額とし、附則第23項に

おきまして、この減額は、期末手当の算定の基

礎となる給料月額には適用しない旨を規定する

ものでございます。

　次に、改正案第３条、垂水市長等の退職手当

に関する条例の一部改正につきまして御説明申

し上げます。

　附則第２項におきまして、市長、副市長の減

額は、退職手当の算定の基礎となる給料月額に

適用しない旨を規定するものでございます。

　なお、この条例は、平成21年４月１日から施

行しようとするものでございます。

　続きまして、議案第８号垂水市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案につきまし

て御説明申し上げます。

　改正の内容は、管理職手当を昨年同様に減額

しようとするものでございます。

　新旧対照表で御説明申し上げます。

　現在、管理職手当は定額制としておりまして、

手当額は５万1,100円となっておりますが、歳出

削減方策の一環として、平成21年４月１日から

平成22年３月31日までの間、管理職手当の額に

100分の70を乗じた額、つまり30％を昨年同様に

カットしようとするものでございます。

　なお、この条例は、平成21年４月１日から施

行しようとするものでございます。

　続きまして、議案第９号垂水市職員退職手当

支給条例の一部を改正する条例案につきまして

御説明申し上げます。

　今回の改正は、平成17年度及び平成18年度に

実施しました定年前早期退職優遇制度を再度実

施するため、改正しようとするものでございま

す。

　新旧対照表で御説明申し上げます。

　附則第12項の規定は、平成21年４月１日から

平成22年３月31日までの１年間で、対象年齢を

40歳から59歳とし、退職時の給料月額に100分の

５を乗じた額と、定年と退職時の年齢差、１年

につき100分の５を乗じた額の合計額を退職手当
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の算定の基礎額としようとするものでございま

す。

　今回の制度の退職金の加算上限は55％となり、

前回73％より低くなりますが、これは前回退職

された方々との整合性をとったものでございま

す。

　附則第13項につきましては、附則第12項の規

定を受けない職員に対して均衡を図ることを目

的に規定しようとするものでございます。

　なお、今回の制度は、前回の定年前早期退職

優遇制度同様、基本的に鹿児島県市町村職員退

職手当組合の制度に準じて実施しようとするも

のでございます。

　なお、この条例は、公布の日から施行しよう

とするものでございます。

　続きまして、議案第10号垂水市防災会議条例

の一部を改正する条例案について御説明申し上

げます。

　まず、本会議でありますが、災害対策基本法

において、総合的かつ計画的な防災行政の整備

及び促進を図る垂水地域防災計画の作成及び実

施のために置くこととされております。

　それと、平成12年４月の地方分権一括法の施

行に伴いまして、地域防災計画の部分計画とし

て位置づけられる水防計画につきましては、防

災会議に諮り、定めることができるとなってお

ります。

　また、現在、水防協議会委員と防災会議委員

が重複しており、これまで、同日、同会場で時

間をずらして開催してきている状況であります。

　そこで、今回、両計画の統一的対応を図りつ

つ行政効果を高めることを目的に、水防協議会

を廃止して、水防計画に係る調査・審議事務を

防災会議の所掌事務にしようとすることから、

改正を行おうとするものでございます。

　改正の内容につきましては、新旧対象表で御

説明いたします。

　第２条１号中に「垂水市水防計画」を加え、

第５条の見出しを「議事等」から「委任」に改

めた上、第６条に繰り下げ、第５条に本会議の

庶務を総務課で、水防法に関することは土木課

で処理するという旨を規定しようとするもので

あります。

　なお、附則におきまして、第１項で、この条

例は平成21年４月１日から施行するものとし、

第２項で、垂水市水防協議会条例を廃止し、第

３項では、関連いたします垂水市報酬及び費用

弁償条例につきまして、裏面のほうの新旧対照

表になりますが、別表中にあります「水防協議

会委員」の項を削除しようとするものでありま

す。

　続きまして、議案第11号垂水市個人情報保護

条例の一部を改正する条例案について御説明申

し上げます。

　統計法の改正により、統計のために集められ

た個人情報については、個人情報保護条例の規

定を適用除外としています。

　このことから、平成19年第４回市議会定例会

におきまして、国の行う統計調査において収集

された個人情報は、垂水市個人情報保護条例の

規定を適用除外する旨の条例改正を行っており

ます。

　しかしながら、平成20年10月に制定された統

計法施行令によりまして、新統計法の適用を受

ける地方公共団体は都道府県及び政令指定都市

であると限定されましたことから、本条例の一

部を改正しようとするものであります。

　改正の内容につきましては、新旧対照表で御

説明申し上げます。

　適用除外となった統計調査及び情報を規定し

ております第31条第１項第２号及び第３号を削

り、第４号を第２号とするものであります。

　なお、附則としまして、この条例は、平成21

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。

　以上、議案第７号から議案第11号まで、５議
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案について説明をさせていただきましたが、御

審議のほどよろしくお願いいたします。

〇市民相談サービス課長（島児典生）議案第

12号垂水市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に

関する条例の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。

　この条例は、地方自治法第260条の２が改正さ

れ、認可地縁団体について準用する民法の法人

に関する規定が削除されたことに伴い、準用規

定であった地方自治法第260条の２第15項も改め

られ、同法第260条の３以下に直接書き下ろすな

どの改正が行われています。

　このことに伴い、垂水市認可地縁団体印鑑の

登録及び証明に関する条例の中で、民法の準用

規定を引用しているため、改正後の地方自治法

における相当規定を引用するよう改正する必要

が生じたため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。

　それでは、新旧対照表で御説明申し上げます。

　条例第２条第１号から第４号までの各号を現

行から改正案に改めます。

　附則としまして、この条例は公布の日から施

行し、平成20年12月１日から適用するものであ

ります。

　よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〇市民課長（三浦敬志）議案第13号垂水市国

民健康保険条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明申し上げます。

　提案理由といたしまして、児童福祉法等の一

部を改正する法律が公布され、平成21年４月１

日から施行されることに伴い、垂水市国民健康

保健条例の一部を改正する必要が生じたため、

議会の議決を求めるものでございます。

　児童福祉法の改正内容は、小規模住居型児童

養育事業を創設し、虐待を受けた子供らを家庭

的な環境となる養育者の住居において養育する

事業であります。

　養育者は、住居では５～６人の要保護児童が

養育されます。ただ、これらの児童は、養育者

にとっては民法に規定する扶養義務のない児童

であるため、被扶養者とすることができません。

　そこで、新旧対照表をごらんください。

　この事業の創設に伴い、国民健康保険条例に

規定しています「被保険者としない者」の第４

条の２第２項の条文に「小規模住居型児童養育

事業を行う者若しくは」の文言を加え、条文を

整理するものであります。

　附則として、この条例は、平成21年４月１日

から施行すると規定しております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第４号から議案第13号までの議案10件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第４号から議案第13号までの議

案10件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△議案第14号上程

〇議長（徳留邦治）日程第17、議案第14号垂水

市道路線の認定についてを議題とします。

　説明を求めます。

〇土木課長（川畑信一）議案第14号垂水市道

路線の認定について、御説明申し上げます。

　提案理由でございますが、潮彩町の集合住宅

用地を戸建住宅用地として造成工事を行いまし

たが、その際、新たに築造しました道路を市道
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として維持管理する必要から、道路法第８条第

２項の規定に基づき、市道認定の議決を受けよ

うとするものでございます。

　認定します路線は、路線番号253、路線名潮彩

18号線、起点は、垂水市潮彩町三丁目４－８番

地先、終点は、垂水市潮彩町三丁目４－２番地

先でございます。

　今回認定します路線の延長は72.5メートル、

幅員６メートルでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本議案については、産業厚生委員会に付託の

上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第14号垂水市道路線の認定につ

いては、産業厚生委員会に付託することに決定

しました。

　　　△議案第15号・議案第16号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第18、議案第15号及び

日程第19、議案第16号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第15号　鹿児島県市町村総合事務組合を組

　　　織する地方公共団体の数の減少及び鹿児

　　　島県市町村総合事務組合規約の変更につ

　　　いて

議案第16号　鹿児島県市町村総合事務組合の財

　　　産処分について

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇総務課長（今井文弘）議案第15号鹿児島県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び鹿児島県市町村総合事務組合規約

の変更についてと議案第16号鹿児島県市町村総

合事務組合の財産処分についての両議案につい

ては、一括して御説明申し上げます。

　提案理由でございますが、本市が加入してい

る鹿児島県市町村総合事務組合から規約の一部

変更等の協議依頼があったことによるものでご

ざいます。

　まず、議案第15号鹿児島県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び鹿児

島県市町村総合事務組合規約の変更について御

説明申し上げます。

　平成21年４月１日から、大隅中部火葬場組合、

姶良伊佐環境保全センター管理組合及び肝属地

区介護保険組合を脱退させ、種子島産婦人科医

院組合を加入させ、肝属地区一般廃棄物処理組

合を大隅肝属広域事務組合に改めようとするこ

とから、組合規約を変更しようとするものでご

ざいます。

　次に、議案第16号鹿児島県市町村総合事務組

合の財産処分について御説明申し上げます。

　これは、平成21年４月１日から姶良伊佐環境

保全センター管理組合が解散することに伴い、

鹿児島県市町村総合事務組合を脱退することに

なり、それに基づき、財産処分について構成自

治体の協議を必要とするものでございます。

　以上、２つの議案を簡単に説明させていただ

きましたが、鹿児島県市町村総合事務組合規約

を改正するためには、同組合を組織する全部の

自治体と総合事務組合との協議が必要になるこ

とから、本市においても、ほかの自治体同様に

議会の議決を求めるものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。
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〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時58分休憩

　　　　　午前11時15分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました各議案に対し、これか

ら質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第15号及び議案第16号の議案２件を原案

のとおり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第15号及び議案第16号の議案２

件は、原案のとおり可決されました。

　　　△議案第17号上程

〇議長（徳留邦治）日程第20、議案第17号平成

20年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（岩元　明）議案第17号平成20年

度垂水市一般会計補正予算（第４号）案を御説

明申し上げます。

　今回の補正は、国の２次補正による地域活性

化・生活対策交付金を財源とする事務事業とそ

の他の本年度の事務事業費の確定に伴う増減な

どを予算措置しようとすることが主な理由でご

ざいます。

　今回、歳入・歳出とも１億9,560万7,000円を

追加しますので、これによる補正後の歳入歳出

予算総額は90億1,951万2,000円になります。

　補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

６ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲げ

てあるとおりでございます。

　７ページの第２表債務負担行為の補正は、本

年度借り入れる農業経営基盤強化資金に係る利

子補給が来年度から平成29年度まで発生するこ

との追加承認を得ようとするものでございます。

　８ページの第３表地方債の補正は、当初予算

等で御承認いただいておりました農業基盤整備

外５事業の借入限度額をそれぞれ右の欄に示す

限度額に変更し、あわせて借入総額を7,210万円

減額して、７億9,940万円にしようとするもので

ございます。

　９ページからの歳入歳出事項別明細のうち、

22ページからの歳出は、事務事業の確定に伴う

予算整理に係るものの説明は省略させていただ

きます。

　今回の補正の主な理由の地域活性化・生活対

策交付金事業につきましては、本日配付しまし

た資料を御参照願います。

　この事業の総額は２億1,713万円でございます。

このうち１億8,502万9,000円が国から交付され

るものです。

　事業数は53事業、事業の趣旨、目的ごとに分

類しますと、安全確保、環境保全、電子行政、

農林業活性化、防災強化、水産業活性化、観光

交流並びに建設業活性化のうち、住みかえの促

進、生活交通の維持、安全確保・防災強化など、

また地上デジタル放送対応、コミュニティ機能

再生、少子化対応に分類されます。具体的な内

容はお示ししてあるとおりでございます。

　なお、３月議会での議決をいただきましても
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本年度の予算執行は難しいと思われますので、

新年度に繰り越して予算執行することを想定し

ております。

　それでは、予算書に戻りまして、その他の補

正で主なものを説明いたします。

　23ページでございますが、ここの財産管理費

は地方自治法の規定に基づき、前年度繰越金の

半分を財政調整基金に積み立てようとするもの

でございます。

　24ページのふるさと納税制度事業費は、ふる

さと応援基金に積み立てようとするものでござ

います。

　26ページの介護保険事業費の補助金は、全額

国からの補助を得て、市内３カ所の地域介護施

設の車両等を購入しようとするものでございま

す。

　それから、46ページの公債費の地方債元金は、

牛根麓漁港の財産処分に伴い、かんぽ資金から

の借入残額を繰り上げ償還するものでございま

す。

　これらに対する歳入は、また前に戻りますけ

れども、９ページの事項別明細書の総括表及び

11ページからの歳入明細にお示ししてあります

ように、それぞれの事務事業の経費確定に伴う

国庫支出金、県支出金及び市債並びに建設残土

処分場使用料や諸収入などの特定財源を増額ま

たは減額し、なお不足する一般財源には地方交

付税繰入金などを増額して予算の均衡を図ろう

とするものでございます。

　なお、寄附金は、一般寄附として市内田神の

小田洋様より、また、市制施行50周年記念事業

への指定寄附として関西垂水会より賜ったもの

でございます。

　以上で説明を終わります。よろしく御審議願

います。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　議案第17号について、質疑を

させていただきたいと思います。

　要は、地域活性化・生活対策臨時交付金、こ

れがその趣旨に沿った形でやられているのかど

うなのか。そしてまた、そのことで財源的な来

年度との関係で運用が、市民の皆さんのそうい

う景気対策、経済対策の一環としてきちっと反

映されるものなのかどうなのか、その観点につ

いて質疑をさせていただきたいと思います。

　先ほどお配りして私も目を通したんですけれ

ども、もともとこの交付金は、地域経済が悪化

したということで、財源不足に大変だというこ

とで支援措置を行うという意味と、景気対策、

経済対策の一環として交付金を活用してきめ細

かなインフラ整備を取り組んでいこうと、そし

てそのことが積極的な地域の活性化につながっ

ていくようにやってくれということで、そうい

ったハード事業だけでなくてソフト事業にも使

っていってもいいというようなことがたしか書

かれていたというふうに思うんですが。

　そういうことを考えて、１つは、この中でも

そうですけれども、全体として、この交付金の

期日や制約、このあたりはあるのかどうなのか

ですね。

　２点目は、ソフト面も若干ありますけれども、

地元の経済の活性化ということを考えてきたと

きに、例えば電子行政整備、これはある意味で

は行政の中身の問題だと思うんですが、これが

地元の仕事に還元していけばいいなというふう

に思うんですが、単純にこれはそういかない面

があるというふうに思うんですが、こういう問

題を議論した中身で、この点については議論な

り、問題点はなかったのか、これが２点目です。

　それから、あとソフト面での議論というのは

どんな形でされたのか、これが３点目です。

　それから４点目は、交付金そのものが期日や

使い道に制約のあるものですので、そういう意

味では、ある一定程度の期限を使った形でこれ
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をしなければならないという面が出てくるかと

いうふうに思うんですけれども、当然、次年度

のものを本年度に持ってくるということもこの

中には結構あるかというふうに思います。

　そうすると、来年度の財源が浮くということ、

それは、ある意味での一般財源だというふうに

私は認識するんですけれども、そうなってきた

とき、その浮いた財源をもっともっと活用して

いくということを、極端なことを言えば前倒し

も含めて今の経済状況の中から考えなきゃなら

ないという面があるかというふうに思うんです

が、そういう点で、このいわゆる交付金を充当

した場合に、その後の今度は次年度の浮く財源

に対して、一般財源に対しての考え方、もしく

は、もし取り組みがあればその内容をお知らせ

いただきたい。

　そうでなければ、やっぱりそこも含めて活用

していかないと、今回の景気、経済対策として

の目的、趣旨には沿っていかないのではないか

なと、こういう考え方を持っているんですけれ

ども、いかがなんでしょうか。

〇財政課長（岩元　明）たくさん御質問をい

ただきましたので覚えてはおりませんけれども、

大体趣旨に沿った答弁をさせていただきたいと

思うんですけれども、まず、この名のとおり地

域活性化・生活対策交付金でございますので、

当然この趣旨、目的というのはございます。で

すから、私どもが当初各課から予算要求を受け

たときに、この趣旨に基づいた形で精査させて

いただくと。当然、各課はこれまでできなかっ

た事業あるいは新年度予算等で要求している事

業で予算化されないような部分をすべて上げて

くれと私どもは要求したんですけれども、それ

に当然上げてくるんですけれども、この趣旨に

沿った形での査定になるよということは申し上

げていたところでございます。

　ですから、お配りしました資料にもあえて書

いているのは、安全確保とか環境保全とかこう

いった趣旨、目的に分類わざわざしております

のは、こういった趣旨に合致するものでないと

だめですよということで取り上げたわけでござ

います。ですから、わざわざ予算とは別にこう

いった趣旨のもとののがこの活性化交付金の目

的であるということをお知らせするためにわざ

わざこれを配付したわけでございます。

　できれば新年度予算要求のあった中から前倒

し、それから新年度予算要求になくても、次年

度以降当然予算要求があるようなものにつきま

しても前倒しでこれで拾ったわけでございます。

ですから、先ほどほとんど繰り越しになるだろ

うということで申し上げましたけれども、これ

は21年度予算の第２予算というふうに私どもと

してはとらえております。ですから、その分だ

け、前倒しでした分だけ21年度の当初予算の額

が若干減っているわけでございますけれども、

そこに、おっしゃいますように、ある程度の余

裕が生じてきたということでございます。

　ですから、おっしゃるように、その余裕の生

じてきたところにさらに活性化するための予算

をつけたらどうかという御意見も当然出てくる

だろうと思っておりますけれども、それにつき

ましては、新年度予算の審議のときにも申し上

げようと思っていたところでございますけれど

も、財政改革プログラムの最終年度ということ

で、この中で最大の目標は財調基金を５億円以

上積み立てるということでございます。この目

標を達成するためには若干余裕のある新年度予

算になりますけれども、そちらのほうに回した

いと思っているのが私どもの本音でございまし

て、さらに、これ以上の経済対策あるいは活性

化に回す余裕があるのかどうかについては今の

ところお答えしにくいと思っております。

　この交付金、今度の補正そのものが活性化に

つながるのかという御質問もありましたけれど

も、できるだけ、これ額としては53事業と細か

く分けまして、市内の業者にほとんど発注し、
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あるいは受注していただく観点でつくり上げた

ものでございまして、先ほど指摘されました、

そういった一部には、ほんの一部ですけれども、

市外の業者に発注しなければならないものもあ

りますけれども、それを除きましてほとんど市

内業者に発注して、受注していただいて、活性

化につながればいいという趣旨で予算編成して

ございます。

〇持留良一議員　確かにおっしゃるとおり、今

回、市内の多くの業者の方々に仕事が行き渡れ

ば、本当に一時的であったとしても経済効果、

経済対策にはなるというふうに私も確信をし、

そういう取り組みをきっとされるだろうという

ふうに思います。

　ただ、この中身を見ても、実施中とか既定の

事業に充当するという部分の面はやっぱりぬぐ

えない部分があると思うんですよね。そうしち

ゃうと、新たなやっぱり事業というか、景気、

生活支援対策としての目的であるそのあたりも

きちっとやっていかないと、地域活性化、ある

意味での生活対策にならない面はあるのじゃな

いかなというふうに思うので、そういう意味で

は、ある程度今までの延長だと、さっき言われ

たような経済効果というのはどうなってくるん

だろうかという部分も若干やっぱり私は指摘を

せざるを得ないなというふうに思います。

　そしてもう１点は、先ほど言いましたとおり、

来年度の事業の単独事業に交付金を充当した場

合、その財源が浮くと。そうすると、やっぱり

もっともっと市民の皆さんの中にはソフト面も

含めていろんな要求が、ニーズがあるというふ

うに思うんですね。そのあたりを、さっき言わ

れた財源をふやすとかということじゃなくて、

その浮いた財源そのものをそのあたりにきちっ

と充当するような取り組みというのも一方では

検討する必要があるんじゃないか。せっかくこ

れだけ交付金が下りてきて、その分が単純に言

うと約２億円ぐらい浮くわけですから、その分

で今度は来年度の中でそのあたりを、新たな新

規事業で生活支援対策なんかを取り組むという

ことも重要ではないかなというふうに思うんで

すが、そのあたりはちゃんと押さえられるとい

うふうに思うんですが、再度お願いしたいと思

います。

〇財政課長（岩元　明）おっしゃることはご

もっともだと思っております。ですから、若干

余裕が出てくる財源をさらに活性化につぎ込め

というコンセンサスをいただければ、そうして

もいいとは思うんですけれども、ただし、財革

プログラムで財調は５億円積み立てるようにな

っていたじゃないかということを、それはそこ

まで考えんでもいいよとおっしゃっていただけ

れば、そのようなこともできるだろうと思って

おります。

　ただ、財政改革プログラムは、何度も言って

おりますように、もう最終年度の仕上げでござ

いますので、どうしても財政課としてはそれが

気がかりでございます。ですから、若干余裕が

出てきた財源をほかのいろんなものに充てなか

ったのはそれを十分意識しているわけでござい

まして、どうしても財政改革プログラムの財調

積み立て５億円以上というのを気になって私は

しょうがないんですけれども、ですから、この

後に続く、これだけ政府が大盤振る舞いをした

ということは、その後は大分緊縮財政を迫られ

るという懸念もございます。それは漠然とそう

思っておりましたけれども、きのう持留議員か

らいただきました資料の中にも、はっきりと23

年度以降交付税を引き締めていくんだよという

のが関連法案の中に出ているという御指摘も、

改めて私ども知りましたので、これはいよいよ、

やはりその後にも備えないかんのだなという気

がしております。

　ですから、これはもう皆さん方も一緒に御判

断いただきたいと思うんですけれども、両方兼

ね備えるということは非常に難しいと思います
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ので、議員の皆様方の意見を十分お聞きしなが

ら、御理解を賜りたいと思っているところでご

ざいます。

〇持留良一議員　市長にお聞きしたいんですけ

れども、最後は。今のをちょっと簡単にまとめ

ると、私の認識は、財源が今回１億8,000万円ぐ

らい来ましたよと、その分を極端なことを言え

ば来年度の関係も含めて充当したわけですから、

その分が浮きますよと。だから、当初の財政改

革プログラムにはそう左右されない形で動いて

きたはずなんですよ。だから、そこのところを

強調して、その浮いた財源を、もっと切実な要

求があるはずだと、そこのところに使ったらど

うかということだったんですけれども、再度、

議長、今の議論を聞いていただいて、市長の認

識をお聞かせください。

〇市長（水迫順一）財政課長がほとんど答え

たとおりなんですけど、私も全くそのとおり思

っております。

　例えば、景気も非常に冷え上がってきました。

うちだけでも大体5,000万円ぐらいの税収減があ

るかなというふうに思っておりますし、この際、

雇用対策として、また生活対策として本当に１

億8,000万円ちょっと、50万円ですか、いただい

たんですが、これはまたとないボーナスなんだ

けど、後にまたツケが来るんだよということは

しっかり考えていかなければいけないと、そう

いうふうに思っております。

　ですから、その中でも、この53事業をよく見

ていただければわかるんですが、なかなか今ま

でやろうと思っとってやれなかったのも幾つも

入っておるんですね。ですからこういうこと、

それから今後、要求があっても手をつけられな

いよというのも入れております。ですからこう

いうことをこの際やっていこうと。これは今度

やらなければずっとできないだろうというよう

な項目も幾つもあります。ですから、思い切っ

てそういうところをやっておるという意味では、

生活対策にもなっておるし、活性化にもつなが

っておると、そういうことであります。

　それと、財調の話。もう皆さん、この件につ

いては十分御承知のとおり、３年続きの災害の

中で６億円、市として吐き出しました。３億円

ぐらいしかない財調の中で、本当に皆さんとと

もに苦しんだ一時期がありましたけど、今もま

だ３億円ちょっとなんですね。やはり５億円以

上、できたら７～８億円の財調を持っとって、

どんな災害がいつ来てもいいよというような体

制はしっかり整えることがまず大事だと、そう

いうふうに思っております。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本議案は、各所管常任委員会に付託の上、審

査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第17号は、各所管常任委員会に

付託することに決定しました。

　　　△議案第18号～議案第27号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第21、議案第18号から

日程第30、議案第27号までの議案10件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第18号　平成20年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第４号）案

議案第19号　平成20年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第20号　平成20年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第３号）案

議案第21号　平成20年度垂水市老人保健施設特
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　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第22号　平成20年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第２号）案

議案第23号　平成20年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号）案

議案第24号　平成20年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計補正予算（第２号）案

議案第25号　平成20年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第26号　平成20年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第４号）案

議案第27号　平成20年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第３号）案

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇市民課長（三浦敬志）それでは、議案第18

号平成20年度垂水市国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）案について御説明申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、現在までの

診療分に基づき、今後の年間推計を行った結果、

保険給付費に変動が予想され、また、国、県、

国保連合会からの通知に基づき、共同事業拠出

金が不足することから、120万円の増額補正を行

おうとするものでございます。

　歳入歳出補正予算事項別明細により御説明申

し上げます。

　なお、金額はお示ししてありますので、読み

上げないことを御了承ください。

　12ページをお開きください。

　３、歳出から御説明いたします。

　２款保険給付費、１項療養諸費のそれぞれの

目は、今後の医療費の動向を勘案し、補正する

ものであります。

　次の13ページ、２項の高額療養費につきまし

ても、診療分の実績により年間推計を行った結

果、過不足が見込まれることから補正を行うも

のであります。

　４項の出産育児諸費の１目出産育児一時金は、

一般会計から繰入金に伴う財源更正を行ってお

ります。

　次の14ページの５項葬祭諸費の葬祭費は、75

歳以上の方々が後期高齢者医療制度に移行され

たため、当初見積もりの３分の１になったこと

による減額であります。

　３款後期高齢者支援金等は、歳入の１款国民

健康保険税に設けております後期高齢者支援金

分の減額に伴う財源更正であります。

　それに、次の15ページの６款介護納付金につ

きましては、介護納付金分の増額に伴う財源更

正であります。

　７款共同事業拠出金の１項１目高額医療費拠

出金につきましては国並びに県から、３目の保

険財政共同安定化事業拠出金は国保連合会から

の通知に基づき、補正並びに財源更正を行って

おります。

　これに対する歳入でありますが、６ページを

お開きください。

　１款の国民健康保険税並びに７ページの３款

使用料及び手数料の補正は、今後の動向を勘案

し、補正しようとするものであります。

　４款国庫支出金の１項国庫負担金、２項の国

庫補助金は、国から示された直近の年間概算交

付額を補正しております。

　あけていただきまして、８ページであります。

　５款の療養給付費交付金は、退職被保険者等

の医療費に対する交付金でありますが、社会保

険診療報酬支払基金からの通知に基づき、増額

補正をいたしております。

　７款の県支出金も、県からの年間概算交付額

が示されたことに伴う歳入の減額補正をしてお

ります。

　９ページであります。

　９款の共同事業交付金につきましては、国保

連合会からの通知に基づき減額補正しておりま

す。

　11款の繰入金、１項基金繰入金につきまして
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は、今回の補正に伴う財源不足として計上いた

しております。

　９ページから10ページにかけての２項他会計

繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金等

の確定に伴い、一般会計繰入金の補正を行って

おります。

　12款の繰越金は、平成19年度の療養給付費交

付金の返還額が確定したことに伴い、１目の療

養給付費交付金繰越金と２目のその他繰越金と

の費目の更正を行っております。

　13款の諸収入につきましては、今後の見込み

額を補正いたしました。

　この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、

それぞれ28億3,676万円になります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　続きまして、議案第19号平成20年度垂水市老

人保健医療特別会計補正予算（第２号）案につ

いて御説明申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、平成20年度

分の医療給付費の実績、推移を勘案し、今後の

見込み額分を補正し、それに見合う社会保険診

療報酬支払基金、国・県支出金、一般会計繰入

金の見直しを行った結果、1,879万8,000円の減

額補正をしようとするものでございます。

　歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明

申し上げます。

　なお、金額はお示ししてありますので、読み

上げないことを御了承ください。

　５ページをお開きください。

　歳出から御説明いたします。

　２款１項の医療諸費、１目の医療給付費は、

医療機関等への入院、外来、歯科、調剤などの

医療給付費に要する費用です。

　２目の医療費支給費の負担金、補助及び交付

金は、柔道整復施術料やコルセット等の現金給

付に要する費用です。これらの実績、推移を勘

案し、減額補正をいたしております。

　これに対する歳入でありますが、４ページか

ら５ページにお示ししております。

　冒頭、補正理由で申し上げましたが、医療諸

費に対する支払基金、国庫支出金、県支出金の

負担金、それに一般会計繰入金、それぞれを減

額し、収支の均衡を図っております。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、それ

ぞれ３億5,344万6,000円になります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（村山満寛）議案第20号平成

20年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３

号）案について説明をいたします。

　今回の補正は、今後の介護保険給付費見込み

額の精算に伴う介護給付費の減額と介護保険制

度改革に伴う介護従事者処遇改善臨時特例基金、

それから給付費の準備基金への積み立てが主な

理由でございます。

　今回の補正の額は、歳入・歳出それぞれ１億

1,820万6,000円を減額し、補正後の予算総額は、

それぞれ17億4,054万円とするものでございます。

　まず、歳出から説明いたします。

　４ページの事項別明細書に沿って説明いたし

ますが、９ページをお開きください。

　１款の総務費の補正の主なものは、13委託料

が法改正に伴う事務処理のシステム改修等でご

ざいます。それから25の積立金は基金への積み

立てでございまして、介護従事者処遇改善特例

基金が主なものでございます。

　続きまして11ページから14ページでございま

すが、11ページの２款の保険給付費でございま

すが、減額補正でありまして、今後の所要見込

み額に基づき、不用となる額について整理する

ものです。

　減額補正の主な理由は、グループホーム入所

見込みや通所利用者等の伸びがなかったこと、

それから増額の主な理由は、当初見込みより需

要がふえたことによるもので、在宅介護サービ
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スのケアプランの作成件数の増、それから福祉

用具購入、住宅改修の希望者増によるものでご

ざいます。

　それから、14ページから16ページの５款の地

域支援事業費の減額補正の主なものは委託料で

ございまして、通所型の予防事業、それから生

活機能評価医療関係の業務委託、これが640万円

の減、それから、20年度から始まった特定健診

制度に伴う65歳以上の生活機能評価電算システ

ムカスタマイズ費用が減額になったものでござ

います。

　歳入につきましては、４ページの事項別明細

書をごらんください。

　保険料を増額し、国庫支出金、支払基金交付

金、県支出金、繰入金を減額いたしまして、歳

入・歳出の均衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　続きまして、議案第21号平成20年度垂水市老

人保健施設特別会計補正予算（第１号）案につ

いて説明いたします。

　補正の理由は、収益の確定見込みに伴い、追

加補正をしようとするものでございます。

　今回の補正の額は、歳入・歳出それぞれ6,300

万1,000円の追加をし、補正後の予算の総額は、

歳入・歳出それぞれ５億9,021万円とするもので

す。

　歳出から説明いたします。

　５ページをお開きください。

　第１款事業費の追加でございますが、この中

の委託料は、指定管理料の中の材料費、それか

ら光熱水費、環境整備費などに伴う増額補正で

ございます。負担金、補助金は人件費に対する

負担金でありまして、看護師等の採用や夜間加

算手当に対する補正であります。基金積立金は、

前年度繰越金を積み立てるものでございます。

　歳入は、３ページの事項別明細書をごらんく

ださい。

　繰越金と諸収入を増額し、使用料及び手数料

を減額しまして均衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　続きまして、議案第22号平成20年度垂水市病

院事業会計補正予算（第２号）案について説明

を申し上げます。

　今回の補正の理由でございますが、病院事業

収益の増額及び病院事業費用の増額補正と、医

療機器の入札結果に係る企業債の減額及び建設

改良費の減額補正をしようとするものでござい

ます。

　１ページの予算に関する説明書をお開きくだ

さい。

　第２条の業務予定量は、外来患者増見込みに

より1,892人増とし、11万662人といたしており

ます。

　第３条の収益的収入及び支出の補正でござい

ますが、収入の病院事業収益を7,736万円増額し、

総額で21億1,071万6,000円にいたしております。

　内訳といたしましては、入院外来等の医業収

益を7,878万3,000円、医業外収益の一般会計負

担金を地方交付税確定により142万3,000円減額

いたしております。

　支出につきましては、病院事業費用を8,027万

7,000円増額し、総額で21億1,023万5,000円にい

たしております。

　内訳は、医業費用を8,400万2,000円増額し、

医業外費用を107万5,000円増額し、特別損失を

480万円減額いたしております。

　資本的収入及び支出について申し上げます。

　垂水中央病院の医療機器購入等の入札に伴う

減額補正でございまして、企業債を3,960万円減

額し、総額を5,040万円にし、支出につきまして

は、医療機器購入等である建設改良費を3,957万

2,000円減額して、総額１億6,220万1,000円にい

たしております。

　これに伴い、２ページの第５条関係の企業債
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の補正は、起債の限度額を9,000万円から5,040

万円に減額いたしております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（太崎　勤）議案第23号、議

案第24号及び議案第25号につきましては生活環

境課所管でございますので、一括して御説明申

し上げます。

　まず、議案第23号平成20年度垂水市と畜場特

別会計補正予算（第２号）案について御説明申

し上げます。

　補正の主な理由でございますが、年度末決算

見込みに伴う所要額の減額を行い、予算の整理

を行おうとするものでございます。

　６ページの歳出から御説明いたします。

　１款総務費、１目一般管理費の11節需用費の

光熱水費は、電気料に不足を生じるための増額

補正、消耗品費や13節委託料から27節公課費ま

では、不用額整理のため減額補正しようとする

ものでございます。

　２目財産管理費は、と畜場施設整備基金の利

子を同基金に積み立てるために増額補正をしよ

うとするものでございます。

　次に、４ページの歳入につきまして御説明い

たします。

　１款事業収入、１目と畜場使用料は、当初見

込みより豚のと殺頭数が大幅に減少しているた

め、減額補正しようとするものでございます。

　３款財産収入、１目利子及び配当金は、と畜

場施設整備基金利子の増額補正、５款繰越金は、

前年度繰越金を計上いたしております。

　５ページの６款諸収入の２項雑入は、消費税

申告の還付金、３項受託事業収入といたしまし

て、枝肉確認票発行業務の受託事業収入を追加

計上いたしまして、収支の均衡を図っておりま

す。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、それ

ぞれ１億1,633万8,000円になります。

　引き続きまして、議案第24号平成20年度垂水

市潮彩町排水処理施設特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、年度末決算

見込みに伴う所要額の追加を行い、予算の整理

をしようとするものでございます。

　５ページの歳出から御説明をいたします。

　１款総務費の１目一般管理費の13節委託料は、

維持管理等委託料の決算見込み額確定による減

額補正、25節積立金は、前年度繰越金等を垂水

市潮彩町排水処理施設整備基金に積み立てるた

めに追加補正しようとするものでございます。

　４ページの歳入につきましては、分譲住宅に

伴う施設維持管理手数料と前年度繰越金を充て、

収支の均衡を図っております。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、それ

ぞれ1,026万3,000円になります。

　次に、議案第25号平成20年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計補正予算（第１号）案に

ついて御説明申し上げます。

　補正の理由でございますが、この特別会計の

前年度繰越金を追加補正し、補正額の財源を組

み替えようとするものでございます。

　５ページの歳出で説明いたしますと、１款総

務費、１目一般管理費の補正額の財源内訳を、

特定財源中のその他であります一般会計とこの

特別会計の一般財源を組み替えようとするもの

で、したがいまして、今回補正額の増減はあり

ません。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇水道課長（迫田義明）議案第26号平成20年

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）案について、御説明申し上げます。

　今回の補正は、決算見込みによる整理等と執

行残の整理が主なものでございます。

　既定の歳入歳出予算総額から歳入・歳出それ

ぞれ41万8,000円を減額し、予算総額をそれぞれ
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3,440万6,000円にしようとするものでございま

す。

　歳出から御説明申し上げます。

　５ページでございますが、１款総務費、１項

一般管理費の役務費、通信運搬費でございます

が、景気後退に伴い、簡易水道使用料の督促及

び催告状の発送件数が増加したため、１万5,000

円を増額補正するものでございます。

　残りの節でございますが、今後の執行見込み

によります減額補正するものでございます。

　対応します歳入につきましては、４ページに

お示ししております。

　１款使用料及び手数料、１項使用料の84万5,

000円の減額でございますが、給水人口の減少だ

けでなく、水道料金の値上げ等もあり、各家庭

での節水により拍車がかけられたため、当初積

算より少なくなったことが主な原因と考えられ

ます。

　２項手数料、１目手数料でございますが、当

初見込みよりも新築工事が多かったこと等によ

り、６万1,000円増額補正するものでございます。

　２款繰入金、１項繰入金、一般会計繰入金で

ございますが、使用料の減額に伴い、人件費不

足分を補うため、増額補正することによりまし

て収支の均衡を図っております。

　続きまして、議案第27号平成20年度垂水市水

道事業会計補正予算（第３号）案について御説

明いたします。

　まず、補正の理由でございますが、送水管及

び配水管の布設がえ工事に伴い、固定資産の除

却費が生じたため、補正が必要になったもので

ございます。

　１ページでございますが、第２条中にありま

す第３条の収益的収入及び支出について補正を

行っております。

　補正内容は、営業費用を557万5,000円増額い

たしまして、総額を２億2,568万6,000円とする

ものでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇感王寺耕造議員　済みません。２つの議案に

つきまして、質疑させていただきます。

　まず、議案第19号なんですが、垂水市老人保

健医療特別会計補正予算ですね、５ページの歳

出の部分、目の２医療費支給費、減額への補正

ということで、この部分については別段異論な

いんですけれども、ただ柔術への医療給付とい

うことで、この分は本市だけではなくてやっぱ

り国の部分、全国レベルで問題になっていると

思うんですね。

　結局、柔術の部分の支払いという部分は、医

療対象は脱臼とか打撲、そういう部分しか認め

られていないと思うんですけれども、実際には

マッサージするために行っているという部分が

実際あると思うんです。市内の部分の認可の基

準の部分と、市外の部分も、これは当市が関与

できる範囲ではないんですが、そこの部分の支

払いという部分が、やっぱり受益者負担は当然

自分たちがやるべき部分ですから、この辺の部

分をどうか改善できる方法はないのかという部

分をまずお聞きいたします。

　それからもう１点、議案第23号と畜場の部分

なんですが、この部分につきましては、収入が

減っていると、歳入が674万4,000円の減ですか、

豚のと殺が減っているということですね。これ

は私も畜産業界におりますので、感染症によっ

て死亡した豚が多いということで収入減になっ

ていると思うんですけれども、この収入確保で

すね、これは業者さんの部分がやらなきゃいけ

ない部分と、またここの部分、収入確保、結局、

と畜場の部分を市外からの搬入という部分を確

保できないのかという部分がまず１点です。

　また、支出の抑制ですよね。と畜場について
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は老朽化しておりまして、この部分もやはり余

分な金がかかっていると、修繕費ですね、昨年

も物すごい金がかかっていたわけですが、この

部分、だましだまし使っていくのか、それとも

新設していくのか、また民間への移譲という部

分も考えられると思うんです。ここの部分をど

う考えているのかお聞きいたします。

　またあと、と畜場についてはもう１点、６ペー

ジですか、歳出の部分で、畜魂祭の負担金です

ね、マイナス11万円の部分で補正が組まれてい

るわけですけれども、このもとの部分が一体幾

らだったのか、実際幾ら支出されたのか。この

２点について、と畜場についてはお伺いいたし

ます。

　以上で終わります。

〇市民課長（三浦敬志）感王寺議員の議案19

号の老人医療特別会計に対する御質問でしたが、

一応老人保健医療につきましては、平成20年３

月以前に診療された分の整理を今現在やってお

ります。それの整理分で出てきた部分がこの医

療支給部分ということだと思います。医療支給

部分につきまして、まずマッサージ等が必要な

部分は、ほとんどは医師の指示というか、医師

の証明許可というようなものが必要となります。

それに基づいて、マッサージ等が出た場合には

支払いということを行っております。

　以上です。

〇生活環境課長（太崎　勤）ただいまの感王

寺議員の質問、３点ほどあったと思うんですが、

市外からの豚の搬入、と殺の搬入は見込めない

かということでございますが、今、大体市内の

業者の方と市外から持ち込まれる分と約半々だ

と記憶をしております。これは、私どものほう

で行政として、そういうと殺の搬入をというの

を今の段階では１社、大隅ミートさんにゆだね

ておりますので、今後のまた検討課題だと考え

ております。

　それと、修繕につきましては、ここ２～３年、

昨年も屋根の修繕をいたしましたけれども、基

金を取り崩してやっておりますけれども、特別

会計の中で基金を毎年取り崩しておりまして、

その部分で新たにそういう新設とかあるいは大

きな修理とかいうものについて大変苦慮いたし

ているところでございます。

　それと、畜魂祭の件でございますが、ちょっ

とただいま数字を持ち合わせておりませんけれ

ども、大体記憶としては５～６万円ぐらいかか

ったかなというようなことでございます。

　以上です。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇感王寺耕造議員　済みません。老人保健医療

の部分ですね、課長のほうから答弁いただいた

わけですけれども、医師の許可という部分で答

弁いただいたわけですが、実際上医師の許可な

くして行われているというのがこれは事実でご

ざいまして、この部分も当市云々でできる問題、

難しい問題かなとは思いますけれども、やっぱ

り、やみの部分なんですね、これは支出の部分

のですね。この部分をうまくどういう形で変え

られるのか、その方策を今後、検討いただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

もう答弁は要りません。済みません。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第18号から議案第27号までの議案10件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第18号から議案第27号までの議
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案10件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定いたしました。

　ここで、暫時休憩いたします。

　次は、午後１時15分から再開します。

　　　　　午後０時７分休憩

　　　　　午後１時15分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△議案第28号～議案第41号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第31、議案第28号から

日程第44、議案第41号までの議案14件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第28号　平成21年度垂水市一般会計予算　

　　　案

議案第29号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計予算　案

議案第30号　平成21年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計予算　案

議案第31号　平成21年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計予算　案

議案第32号　平成21年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計予算　案

議案第33号　平成21年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計予算　案

議案第34号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計予算　案

議案第35号　平成21年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計予算　案

議案第36号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　予算　案

議案第37号　平成21年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計予算　案

議案第38号　平成21年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計予算　案

議案第39号　平成21年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計予算　案

議案第40号　平成21年度垂水市水道事業会計予

　　　算　案

議案第41号　平成21年度垂水市病院事業会計予

　　　算　案

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）平成21年度の施政方針を発

表させていただきます。

　本日、平成21年３月定例市議会の開会に際し、

平成21年度予算案並びに関連諸議案の御審議を

お願いするに当たりまして、私はここに、市政

運営に臨む所信を明らかにし、議員各位を初め、

市民の皆様の御理解と御賛同を賜りたいと存じ

ます。

　私は、市長就任以来この６年間を「市民の目

線に立った市政の推進」をモットーにして、３

つの視点「改革」「協働」「前進」を念頭に置

きながら、経済、環境、福祉のそれぞれの領域

が調和のとれた、そして財政的にも「持続可能

な垂水」を目指して、全力で市政運営に取り組

んでまいりました。

　そして、市民の皆様が中心となる、共生・協

働のまちづくりが着実に進み、さらなる行財政

改革の取り組みにより、財政状況も徐々に改善

されております。これもひとえに市議会を初め、

関係者の皆様の温かい御理解と御支援のたまも

のであり、心から感謝を申し上げます。

　また、昨年は市制施行50周年という大きな節

目を迎えることができ、多くの市民の皆様の参

加により、記念式典などの事業を開催すること

ができ、すばらしいときに市長をやらせていた

だいていることに大きな喜びを感じますととも

に、今日の発展と繁栄を築かれた先人の業績に

対しまして感謝を申し上げます。

　さらに今後も、先人の方々に引き続き本市を

発展させるためには、長期的なビジョンでの垂
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水づくりが必要でございます。本市だけではな

く広域的に、大隅地域、そして広くは鹿児島県

の発展なくしては、本市の発展は難しいものと

考えております。そのために桜島架橋実現への

活動、東九州自動車道の利活用のための高隈山

トンネル実現への活動が欠かせないものと思っ

ております。そして、環境型社会の先進市とな

るように、バイオマスタウン化を目指し、地域

資源を活用した新エネルギー対策にも取り組む

べきと考えております。

　平成21年度の市政運営に当たっては、昨年度

までの３つの視点「改革」「協働」「前進」を

念頭に置きながら、昨年策定されました「第４

次垂水市総合計画」の基本理念であります、「市

民と協働のまちづくり」「将来へ自信を持って

引き継げる環境に配慮したまちづくり」「地域

資源を活用したまちづくり」を目指し、全力で

市政運営に取り組んでまいります。また、急激

な景気後退による雇用不安や消費の低迷など非

常に厳しい社会情勢にあり、本市においても、

国・県の動きとも連携しながら、雇用の創出や

基幹産業の振興など景気対策を講じてまいりま

す。

　第１の視点「改革」でございますが、改革な

くして発展なしを基本とし、市民の視点に立っ

た行政経営を進めるために、引き続き行財政改

革を着実に実行し、持続可能な財政づくりに努

め、積極果敢な行政改革に努めてまいります。

　しかしながら、本市の厳しい財政状況の中で

も、市民生活の維持、福祉の向上、産業の振興・

発展のもとなる必要不可欠な事務事業などにつ

いては、限られた財源の中で、より効率的、効

果的に施策の目的を達成できるように創意工夫

しながら、これまで以上に施策の選択を図り、

市民満足度が得られるよう市政運営を行ってま

いります。

　次に、第２の視点「協働」でございますが、

「住んで良かったと思えるまちづくり」「元気

な垂水」を基本として、安心して暮らせるまち

づくり、災害に強いまちづくりを進めていきま

す。

　市民と協働のまちづくりのためには、市民の

皆さんに「自分たちのまちは自分たちでつくる」

というまちづくりの意識を持っていただくこと

も必要でございますが、そのためにも、昨年か

ら始めました地域担当職員制度を充実させると

同時に、地域の振興につながる公民館活動の活

性化を図りたいと考えております。また、市職

員や市民のボランティア活動への積極的な参加

を促すことにも取り組んでいきたいと考えてお

ります。

　最後に、第３の視点「前進」でございますが、

市民生活、地域の日々の発展を基本として、限

られた財源、自然・社会資源、市民の皆様の能

力と知恵を有効に活用したいと考えています。

　本市の豊富な農林水産資源の魅力と恵みを活

かし、農・畜・水産品の流通の強化やＰＲに努

めるとともに、インゲン・キヌサヤ等に続くポ

スト商品の開発や液肥の活用対策を進めてまい

ります。

　また、観光に関しましては、大隅の玄関口と

しての役割を果たせるよう、高峠や道の駅、猿

ヶ城、宮脇公園を連携した観光拠点として、体

系づくりできますよう努力していきたいと考え

ております。

　まちづくりは人づくりからと言われます。次

代を担う子供たちの子育て環境の整備のために、

医療費の助成、定住促進住宅の家賃の軽減、子

育てグループへの支援に取り組みます。また、

生涯を通じまして主体的に学ぶことができる生

涯学習等の充実、高齢者や子育て中の方々に対

応する傾聴ボランティアの育成にも取り組んで

いきたいと考えております。

　ことし１月に鹿児島大学との包括連携協定を

締結いたしました。この協定は、地域社会の発

展に寄与することを目的に締結されたもので、
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今後の本市の住民福祉の向上、まちづくりに活

用していきたいと考えております。

　また、地方税法の改正により「ふるさと納税」

制度が導入されたことから、寄附金を財源とし

て、垂水市を応援する多くの人々の参加による

元気なまちづくりを進めていくため、「垂水市

ふるさと応援基金条例」を制定いたしました。

　平成20年度は、垂水市出身者を初めとして100

名を超す皆さんから寄附をいただいており、早

速平成21年度の施策に当該財源を活用していく

ことにしております。

　今年度も多くの人々の参加によります元気な

まちづくりを進めていくために、引き続き寄附

の協力をお願いしてまいります。

　続きまして、昨年策定いたしました「第４次

垂水市総合計画」の基本計画に沿った主要な実

施計画について、順次御説明を申し上げます。

　「自立した地域をつくるために」、共生・協

働によります地域づくりの推進、市民の多様な

交流と連携の促進、地域を支える人材の育成に

取り組んでまいります。

　男女共同参画社会の実現のために、人権の尊

重をもとに、生き方・価値観の多様性を認め合

い、支え合う意識・環境づくりを進めてまいり

ます。

　市民や各種団体の多様な交流と連携に対しま

す支援体制づくりの取り組みを進め、たるみず

市民活動ネットワークの活性化を図ってまいり

ます。

　また、鹿児島大学公開講座を開催し、地域づ

くりの核となる人材づくりを進めてまいります。

　「学びあえる地域をつくるために」、子育て

支援体制の充実、学校教育の充実、学びあう社

会の構築、地域文化の促進・保護・活用に取り

組んでまいります。

　児童福祉につきましては、平成17年３月策定

の「垂水市次世代育成支援対策行動計画」は中

間年次となっておりますので、本年度中に市民

の子育て支援に関するニーズ調査等を実施の上、

後期計画を策定することにいたしております。

　子供は次代の社会の担い手であり、それゆえ

に子育てしやすい環境づくりが重要でございま

す。また、近年少子化が社会問題となっており、

社会のさまざまな面でその深刻さが増しており

ます。この少子化の傾向を改善していくために

は、経済的負担の軽減やきめ細かな育児支援施

策など、子供を産み育てやすい環境の整備が求

められております。これらを踏まえまして、新

年度も引き続き当市独自の取り組みを加え、少

子化対策を実行してまいります。

　具体的には、医療費助成の拡大を行い、中学

校卒業までの医療費の自己負担を助成してまい

ります。また、病後児保育に関しましても継続

し、妊婦健診の公費負担の回数を５回から14回

に拡大いたします。

　そして、障害児保育を実施する保育所に対し

まして、障害児の受け入れの増進を図るため引

き続き支援してまいります。放課後の児童対策

としては、放課後児童クラブの推進を引き続き

進めてまいります。

　近年、児童・生徒数の急激な減少によります

学校の小規模化に加え、家庭・地域の教育力の

低下等で児童・生徒を取り巻く教育環境が大き

く変化しております。

　このような中で、垂水市の未来を担う大切な

子供たちの生きる力をはぐくむため、教育環境

を整備し、学校教育の一層の充実を図り、活力

ある学校づくりを目指します。

　また、学校の安全・安心づくりのため、施設

の耐震化を含めた施設の整備を進めてまいりま

す。

　学校規模適正化の推進におきましては、平成

22年４月１日の垂水中央中学校の開校に向け、

望ましい中学校づくりの準備を進めてまいりま

す。さらに、統合で必要となります施設整備に

ついても、統合中学校にふさわしい環境づくり
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を進めてまいります。

　また、閉校となります中学校の跡地利用につ

きましては、各地域の希望等をお聞きしながら

検討してまいりたいと思います。

　垂水高等学校問題につきましては、平成21年

度から普通科が１学級減となったことから、危

機感を持って行政、地域、学校が一体となって、

存続に向けた取り組みが必要と考えているとこ

ろでございます。

　学校教育につきましては、生涯学習の基盤を

培うという観点に立ち、知育、徳育、体育に食

育を加え、調和のとれた教育の充実により「垂

水の子らを光に」の実現を図り、感性豊かでた

くましい児童生徒の育成を図ってまいります。

　そのため、垂水の山や川、海などの自然や歴

史、文化のすばらしさに気づかせるとともに、

農業・漁業などの体験学習を通して「ふるさと

垂水を愛し、誇りにする子ども」の育成に努め、

基礎学力の定着と心の教育を推進いたします。

　さらに、「理科大好きな子ども」育成のため

の諸事業、和田英作ジュニア絵画展、ふるさと

俳句コンクール、複式学級のある学校が合同で

授業を行いますセカンドスクールなど、垂水ら

しい教育実践に努めてまいります。

　社会教育と地域づくりにつきましては、「心

あたたかい人々の住む、文化の香り高いまちづ

くり」を目指し、市民が生きがいを持ち、潤い

と活気に満ちた健康で明るいまちづくりを進め

てまいります。

　「まちづくり・ひとづくりを進める」につき

ましては、具体的事業としまして、瀬戸口藤吉

翁記念行進曲コンクールや市民文化祭・市民音

楽祭・市民体育祭・生涯学習のつどいなどの開

催を関係団体の協力によりまして実施するとと

もに、市民の学習機会を拡大するため市民講座

や公民館講座の充実を図ります。また、地域住

民の身近な存在であります地区公民館を地域活

動の拠点として位置づけ、地区民が集い、学ぶ

場所としての役割を担えるよう努めてまいりま

す。文化活動は、郷土の先人たちの偉業を市民

へ啓発する事業の実施に加えまして、島津墓地

の寄贈を受け、文化財保護の充実や文化財保存

活用のための人材育成に取り組みます。

　スポーツを通じて市民の健康づくり、生涯ス

ポーツの振興を図ってまいりますが、昨年４月

からスタートしました「柊原スポーツクラブ」

のほか、１～２カ所の総合型スポーツクラブの

設立を目指し、地域を拠点とした健康づくり、

スポーツレクリエーション活動の場が広がるよ

う支援してまいります。

　また、大野ＥＳＤ自然学校につきましては、

教育施設及び地域活性化施設としての機能を十

分発揮できるよう、地域住民の方々や鹿児島大

学との連携のもと、「生きる力」と「持続可能

性のある社会実現能力」を備えた人材づくりに

取り組んでまいります。

　「生きがいを持ち、健康に暮らすために」、

地域保健の充実、高齢者保健福祉の推進、障害

者保健福祉の推進、医療体制の充実に取り組ん

でまいります。

　生涯にわたり健康で生き生きと暮らせること

は、私たちだれもが願うところでございます。

近年は、心身ともに自立して健康に生きられる

「健康寿命」が注目される中、生活習慣病の予

防やその早期発見・早期治療がますます大切に

なっております。

　市民一人一人の健康づくりへの自覚と実践を

促すとともに、地域が一体となった取り組みを

進め、保健・医療・福祉の連携した笑顔と元気

のあるまちづくりを目指します。

　健康づくりといたしましては、各種検診の受

診率向上を目指すとともに、保健師などの専門

家を確保し、市民の健康づくりを積極的に支援

してまいります。特に、特定健診の受診率を高

め、メタボリックシンドロームに該当する方や

その予備群の方々に対しまして、生活習慣の改
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善を促す特定保健指導を行い、医療費の抑制を

図ってまいります。

　また、感染症対策では、昨年より実施してお

ります麻しんの予防接種につきましても、国が

策定した麻しん排除計画に基づき、13歳及び18

歳の方への定期予防接種を継続して実施してま

いります。新型インフルエンザ対策では、関係

機関と連携し、感染防止に努めます。

　次に、高齢者福祉でございますが、平成21年

度から23年度までの「垂水市第４期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画」を策定いたしま

したので、介護保険制度について適切な運用を

図るとともに、できる限り介護状態にならない

ように介護予防にも重点を置いてまいります。

比較的軽度な要支援の方には「地域包括支援セ

ンター」が相談窓口となってサービス利用計画

（ケアプラン）の作成を行い、適切に実施して

まいります。また、介護保険に該当しない方に

は介護予防の見地から、各種講習会の開催、情

報の提供等を行う地域支援事業のサービスを提

供してまいります。

　障害者福祉につきましては、「障害者自立支

援法」の枠組みにより、引き続き相談支援・コ

ミュニケーション支援・移動支援・日常生活用

具給付事業等の「地域生活支援事業」を実施し

てまいります。

　次に、地域医療の充実につきましては、市民

のニーズにこたえるため当番医制度や病院群輪

番制などを実施してまいります。

　地域福祉の充実につきましては、助け合い、

支え合う地域社会づくりが求められております。

ボランティア等の育成・支援を行うとともに、

地域住民等の連携により高齢者・障害者を見守

り支援する地域ケアシステムを引き続き推進し

てまいります。

　具体的に申しますと、高齢社会の進行に伴う

認知症の方・独居老人、子育て支援に対し、高

齢者や子育て中の方々が多くを話し、負担が少

しでも軽くなるよう手伝う傾聴ボランティア（心

の安らぎ支援）について育成することにいたし

ております。

　次に、母子・父子福祉でございます。母子・

父子家庭の生活安定と自立を図るため、関係機

関との連携を強化しながら相談や支援を行って

まいります。

　低所得者福祉につきましては、生活支援の必

要な市民が健康で文化的な生活水準を維持でき

るよう支援し、自立に向けた相談や助言を行っ

てまいります。

　「暮らしの安全を守るために」、地域防災対

策の推進、安心安全な地域社会の構築、快適な

都市基盤の整備に取り組んでいきます。

　平成17年度から３年続いて台風、豪雨災害に

見舞われ、昨年３月には竜巻被害が発生し、今

月に入り桜島の噴火活動が活発になるなど、あ

らゆる災害を想定しつつ、危機管理体制づくり

を含めた、災害に強い安心・安全なまちづくり

を推し進めてまいります。また、災害復旧・復

興対策につきましても、引き続き緊急課題とし

て取り組んでまいります。

　ソフト面での防災対策でございますが、地球

温暖化によります異常気象に起因すると言われ

る予測困難なゲリラ豪雨に伴う土砂災害や、台

風の強大化による風水害等の発生が十分に予想

されます。平成20年９月で鹿児島県が指定しま

した土砂災害警戒区域は本市内で351カ所にもな

りますことから、その区域に居住されている方、

特に自力での避難ができない要援護者対策、ハ

ザードマップの整備や確実な情報伝達、避難誘

導体制づくりに努め、地域防災計画の見直しも

行いつつ、「人的被害ゼロ」を目指して防災体

制の整備充実を図ってまいります。

　その１つ目としまして「自主防災組織」につ

きましては、「自分の命は自分で守る」「自分

たちの地域は自分たちで守る」という「自助」

「共助」の防災意識が住民の方々に醸成されつ
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つありますが、今後も自主防災組織の結成に積

極的に取り組んでいただけるよう啓発に努め、

地域特性に応じた組織の育成と連携を推進して

まいります。

　また、平成20年11月に自主防災組織役員や地

域防災推進員といった方々と職員を対象にした、

リーダー育成を目的にした地域防災力を高める

ための研修会を実施いたしたところであります。

今後も、引き続きリーダー育成のための研修会

に取り組み、自主防災組織による防災点検や防

災訓練などの活動推進を図ってまいります。

　２つ目には、特に危険な地域に居住する高齢

者など、災害時に自力で避難できない方々「災

害時要援護者対策」でありますが、対象者の把

握に努め、要援護者台帳の整備を進めていると

ころでございます。

　また、災害時要援護者で市が指定します指定

避難所での避難生活が困難な方々のために避難

施設として、市内社会福祉施設７施設６法人と

協定を締結いたしたところであり、今後もさら

に、「共助」「公助」による避難支援体制を図

れるよう取り組んでまいります。

　３つ目には、市民の生命と財産を守るために、

災害対策基本法及び垂水市地域防災計画に基づ

き、災害発生に際しまして防災関係機関が相互

に緊密に連携し、情報連絡・伝達・救出・救護・

避難誘導等及び災害応急対策が迅速・適切に行

われるよう、防災体制の確立と住民の防災意識

の高揚を図る目的で、牛根二川地区を会場にし

ました「総合防災訓練」を実施いたします。

　消防力の整備につきましては、市民の生命・

身体及び財産をあらゆる災害から守るためには、

複雑多様化した社会生活環境に対応できる消防

力の整備を図ることが必要となります。平成21

年度も引き続き消防職・団員の資質向上を図る

ために、県消防学校における教養・訓練を実施

いたします。また、消防団における各地区分団

の消防訓練を消防本部職員の指導のもとに実施

することにより、今後の消防防災活動に対応す

るとともに、消防体制の充実に努め、市民に対

する防火・防災意識の高揚に努めてまいります。

　次に、産業及び市民生活を支える社会基盤と

なる道路につきましては、国土交通省の事業で

は、海潟トンネルを含む鶴田川・早咲大橋間の

改良事業は20年度に用地測量が終了しておりま

すので、工事の早期着手と、海潟地区及び新城・

柊原地区改良工事の早期完成を要望してまいり

ます。なお、国道220号の辺田・二川地区の歩道

拡幅工事は平成19年度に事業が採択され、用地

交渉に入っております。牛根境地区の歩道拡幅

工事も用地測量をいたしておりますので、早期

の工事着手を要望してまいります。また、県道

につきましても改良工事の早期完成を要望して

まいります。市道につきましては、平成20年度

に引き続き、元垂水原田線の整備を進めてまい

ります。そのほか、災害防止対策としましては、

引き続き急傾斜地崩壊対策事業で脇登地区及び

中浜地区等の整備を行います。あわせて農村災

害対策整備事業の推進により、災害を未然に防

止できるよう取り組んでまいります。

　平成20年度で、市内全地区で土砂災害警戒区

域の指定を完了しましたが、これに関連した砂

防・急傾斜・治山等の事業を要望してまいりた

いと思っております。

　「自然と共生していくために」、循環型社会

の構築、環境の保全、地域資源の活用に取り組

んでまいります。

　循環型社会の構築につきましては、今年度は

バイオマスタウン構想を策定し、バイオガスを

初めとする今後の地域資源の利活用について構

想をまとめてまいります。

　次に、生活環境に関することでございますが、

地球温暖化問題は世界共通の課題とされており、

この対策における重要な施策の１つが温室効果

ガスの早期削減であり、特に、先進各国におけ

る積極的推進は緊急の役割とされています。
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　市の事務事業としましては、平成19年度策定

した実行計画をもとに、温室効果ガスの排出抑

制のための施策を推進しているところでござい

ます。

　地域におきましても各家庭へのエコポスター

の配布、マイバック持参運動など、市民・事業

者・行政がそれぞれの役割分担のもと、連携・

協働して環境への負荷の少ない循環型社会を構

築するために、あらゆる広報を駆使し、普及啓

発に努め、市民意識の向上を図ってまいります。

　ごみ処理につきましては、主に平成20年４月

に本格稼働した２市４町の広域で共同処理する

肝属地区清掃センターで処理しております。そ

のごみ処理体系につきましては、構成市町ごと

に取り組むこととなっておりますので、引き続

き、ごみの26分別を推進し、発生抑制・再使用・

再資源化の３Ｒの循環型社会の構築を目指して

まいります。

　生活雑排水対策としまして、川や海の水質保

全を図るため、引き続き合併浄化槽の普及促進

に努めてまいります。

　「経済が持続発展していくために」、魅力あ

る農林業の振興、魅力ある水産業の振興、活力

ある商工業の振興、働く環境の充実、魅力ある

観光の振興に取り組んでまいります。

　温暖な気候と自然環境に恵まれた地理的条件

を生かした産業振興が必要であると考えており

ます。

　本市の農業は、温暖な気候を生かした、園芸・

畜産・果樹を中心とした複合経営がなされてお

ります。しかしながら、消費者の食に対する変

化、生産資材等の高騰、農産物の輸入及び国内

の産地間競争、さらに農業従事者の高齢化、若

年層の農業離れによります後継者の減少、遊休

農地の増加など、農業を取り巻く情勢は一段と

厳しくなっております。

　このような状況を踏まえ、垂水市の農業・農

村を支える担い手育成確保等に積極的に取り組

み、垂水市に即した農業の構造改革の実現に向

けた事業を行ってまいります。また、農業振興

のために、バイオガス製造過程で発生する液肥

の有効利用を検討してまいります。

　次に、豊かな森と海づくりに向けて、森林が

持つ多面的な機能と水土保全の役割を十分発揮

できるよう、間伐実施事業や森林環境税関係事

業などを利用し、適切な森林整備を行ってまい

ります。

　堆肥センターの運営につきましては、環境に

やさしい土づくりを進め、堆肥の安定供給に努

めてまいります。

　畜産振興対策としては、資源リサイクル畜産

環境整備事業によります地域環境に配慮した生

産基盤の整備を進め、畜産農家の組織強化と経

営安定に努めてまいります。

　また、耕作放棄地の防止及び農地の多面的機

能の確保に努めるとともに、自立的かつ継続的

な農業生産活動等の体制整備を図るため、中山

間地域等直接支払事業と農地・水環境保全向上

対策事業を推進し、新たな中山間地域総合整備

事業の導入を図り、環境整備に努めてまいりま

す。

　次に、水産業の振興につきましては、長期に

わたるブリ、カンパチ等の魚価低迷や昨年来の

世界的な不況によります消費の落ち込みにより、

以前にも増して厳しい経営環境になっておりま

すが、引き続き両漁協と連携し、関係機関の協

力を得ながら、水産物の販路拡大の支援や消費

拡大に向けてのＰＲ活動の支援を行います。

　また、垂水市漁協が、種子島周辺漁業対策事

業により平成21年度から22年度にかけて実施し

ます、新城沖への養殖生けすの移転に対しまし

て支援してまいります。

　漁業生産の基盤となる漁港整備の充実を図る

ために、垂水南漁港・海潟漁港の整備促進を継

続して図ってまいります。

　牛根麓漁港の整備につきましては、鹿児島県
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が管理する漁港として整備してまいりますが、

平成20年度には深浅測量や基本設計等を行いま

したが、この漁港は国内でもまれにみる深さが

あることから、21年度はさらに詳細な調査研究

をする予定でございます。

　活力ある商工業の振興につきましては、景気

は後退局面の厳しい状況にありますことから、

これまでも支援策として行っております商工振

興資金利子補給事業や商工会運営事業を引き続

き継続してまいります。そのほかに、道の駅た

るみずのレストランと物販施設について、手狭

な状況にありますことから、サービスの改善と

収支改善のために店舗面積の拡張を行う計画で

おります。

　次に、働く環境の充実でありますが、景気の

後退で雇用環境は非常に厳しい状況にあります。

製造業などの企業立地が少ない本市にあっても

例外ではありません。本市においては、新たな

雇用の創出を図るために、平成19年度から３カ

年の事業計画で地域雇用創造推進事業に取り組

んでおります。今年度は、この事業に加えまし

て、平成20年度末に採択を受けました地域雇用

創造実現事業という新しい事業によって、本市

の特産品を使った新商品の開発や販路開拓事業

及び観光資源を活用した観光メニューの開発事

業などによります雇用の創出に取り組んでまい

ります。

　次に、魅力ある観光の振興についてでありま

すが、高峠公園のツツジの開花対策や新たな体

験型観光の導入に取り組みますほか、猿ヶ城渓

谷総合整備事業は、新キャンプ場の整備を今年

度内に終え、年度末の開設に向けて準備を進め

てまいります。また、さきに述べました地域雇

用創造実現事業を活用して、猿ヶ城渓谷を主体

にしました観光メニューや市域全体を対象とし

た観光メニューの開発に取り組んでまいります。

　「市民から信頼される行政経営のために」、

市民参画によります行政経営、市民の目線によ

る行政経営、市民の期待にこたえる職員の育成

に取り組んでまいります。

　人口減対策としては、空き家バンク制度や定

住促進住宅などを活用し、Ｕターン・Ｉターン

者に対します定住促進、若い世代の定住促進を

図っていく必要があると考えております。

　職員の育成につきましては、職員削減を実施

している中、一人一人の能力向上が求められる

ことから、専門研修や民間研修等を実施するな

ど、人材育成の取り組みを強化してまいります。

　また、市民との信頼関係を一層深め、住民サー

ビスの向上を図るために、接遇マニュアルの策

定をいたします。

　「無駄のない行政経営のために」、行政改革

の推進、財政運営の健全化に取り組んでまいり

ます。

　限られた財源の中で、創意工夫を重ね、効率

的で質の高い事務を行うことは現在の地方自治

において絶対条件であり、持続可能な財政への

取り組みをさらに推し進めなければなりません。

　平成21年度は、平成19年度から３年計画の第

４次行政改革大綱及び平成16年から５カ年計画

の財政改革プログラムのいずれも最終年度とな

ります。これら計画を着実に実現させることを

目指すとともに、22年度を初年度とする次期行

政改革・財政改革計画の作成に取り組みます。

　また、平成17年度に導入しました行政評価に

つきましては、21年度より、前年事業を評価す

る事後評価方式に変更し、評価項目等さらなる

改善を行い、総合計画や予算編成と連動した効

果的な制度確立を目指します。

　平成21年度の市政運営に当たりましては、こ

れまで申し上げた考え方に基づき、「第４次総

合計画」のまちづくりの将来像「水清く　優し

さわき出る温泉の町　垂水」を目標に全力を傾

けてまいりますので、市議会を初め、市民の皆

様方の一層の御理解、御支援をお願い申し上げ

ます。
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　次に、平成21年度の一般会計及び特別会計予

算の概要を説明いたします。

　平成21年度の国の予算は、「基本方針2006」

等に基づき、引き続き財政健全化に向けた基本

的方針を堅持しつつ、世界の経済金融情勢の変

化を受け、国民生活と日本経済を守るために、

状況に応じて果断な対応をとるとしているとこ

ろです。

　本市におきましても、平成21年度予算は、景

気悪化等による市税の減収が予想される中で、

市の貯金に当たります財政調整基金等の残高も

乏しく、これまで以上に地方交付税等の依存財

源に頼る構造となっておりますが、「第４次垂

水市総合計画」に伴う第１期実施計画の財源確

保や、扶助費等の歳出増もあり、非常に厳しい

予算編成となりました。

　このような状況の中で、平成21年度は、平成

16年度策定した財政改革プログラムによる財政

改革の最終年度に当たることから、歳入・歳出

両面から徹底した見直しとして、１番目に、聖

域を設けない徹底した財政構造の改革、２、市

行政の責任領域・関与の程度の見直し、３、費

用対効果のさらなる検証、４、事務事業の優先

度による峻別と重点化、５、受益者負担の見直

し、６、自主財源確保に向けた取り組みの視点

に立ち、予算を編成したところであります。

　それでは、一般会計から御説明を申し上げま

す。

　平成20年度は、大きな災害等はなかったもの

の、職員の退職手当等の増や、景気悪化の影響

によります市税の伸び悩み等により、財政調整

基金を取り崩すなど大変厳しい運営となってい

るところでございます。

　平成21年度においても、景気悪化による市民

税の減収を中心に、市税全体で約5,000万円の減

収が見込まれております。歳入の柱であります

地方交付税は、国が経済対策と地方の財源不足

対策として増額したことから、実質的な交付税

であります臨時財政対策債と合わせて約１億2,

000万円の増を見込んでおります。

　歳出においては、財政改革プログラムに基づ

き、一層の節減合理化を推進することであらゆ

る経費の見直しを図っておりますが、特に人件

費のうち、職員の基本給を引き下げる給与構造

改革と、管理職手当の一部カット、特別職の報

酬の一部カットを引き続き行います。また、「定

員適正化計画」の前倒し実行に努めることで、

さらなる削減効果を見込んでおります。

　一方、市民生活に直結する部分では、中学３

年生までの原則医療費無料化や妊婦健診回数の

拡大など、特に子育て支援等に重点的に予算を

配分することで、めり張りのある予算編成に心

がけました。

　また、経済対策として、平成20年度の国の２

次補正にあわせて、本市においても平成20年度

予算第４号補正を前倒しして編成しており、補

正予算と平成21年度予算をあわせまして、地域

活性化対策や雇用対策に対処していきたいと考

えております。

　なお、平成20年度の一般会計予算総額は82億

5,000万円で、前年度より２億5,000万円の減と

なっております。

　次に、特別会計について御説明いたします。

　まず、国民健康保険特別会計について御説明

いたします。

　国民皆保険の最後のとりでであります国民健

康保険制度は、市民の医療を確保し、健康の保

持と増進のために必要不可欠な役割を果たして

いるところでございます。

　しかしながら、国民健康保険を取り巻く環境

は依然として厳しい状況が続いております。こ

れまで、国においてはたび重なる制度改正が行

われ、また、本市においても保険税収納率向上

対策や医療費適正化などの内部努力を行ってき

ましたが、少子高齢化の進展や雇用の不安定化、

無職者や低所得者の増加などにより、国民健康
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保険制度が抱える脆弱な財政基盤の構造的問題

は一層深刻なものとなっております。

　さらに、本市は、１月31日付で厚生労働大臣

から平成21年度における高医療費市町村として、

国の指定を受けました。この指定を受けたとい

うことは、本市が、他の市町村に比べまして医

療費がかなり高いということを意味しており、

今後は、国が定めた指針に従い医療費抑制の計

画、いわゆる「安定化計画」を策定していくこ

ととなります。

　今年度は、この「安定化計画」や次の６項目

の推進により、国民健康保険の安定的運営がで

きるよう取り組んでまいります。

　６項目の内容は、１、適用・適正化の推進、

２、保険税収入確保の推進、３、医療費適正化

の推進、４、保健事業の推進、５、特定健診・

保健指導の推進、６、広報活動の充実ですが、

この中で医療費適正化の推進では、今年度、後

発医薬品使用促進のために全被保険者に対しま

して、「ジェネリック医薬品希望カード」を配

布いたします。

　これらの事業を実施するに当たりまして、平

成21年度の歳入歳出予算の総額は、26億838万円

を計上しておりますが、保険給付費の伸びによ

り基金や繰越金を充当し、収支の均衡を図って

おります。

　次に、後期高齢者医療特別会計でございます

が、昨年度から、「75歳以上の高齢者と、65歳

から74歳で一定の障害のある方のための医療保

険制度」として、新たな後期高齢者医療制度が

開始されました。この制度は、「医療保険制度

を維持するために、高齢者世代と現役世代が公

平に負担し、社会全体で支え合う制度」を設置

の目的としております。

　県内では、鹿児島県後期高齢者医療広域連合

が保険者として運営に当たっており、医療費の

支払いと保険料の設定は広域連合が行い、保険

料の徴収は市が行っております。

　これにより、歳入においては、後期高齢者医

療被保険者の保険料、及び低所得者等の保険料

軽減分を市と県が公費において補てんする保険

基盤安定制度に対し一般会計からの繰入金を、

また歳出は、後期高齢者医療広域連合への納付

金を主なものとして予算は編成されております。

　本予算におきましては、平成21年度の歳入歳

出予算の総額は、２億1,602万4,000円を計上し

ております。

　次に、老人保健医療特別会計でございますが、

昨年度の後期高齢者医療制度の創設により老人

保健医療制度は廃止となりましたが、平成20年

３月以前の診療分の保険給付費及び過誤調整に

係る精算のできていない費用については、平成

21年度の老人保健医療特別会計から支出するこ

とになります。

　これにより、平成21年度の歳入歳出予算の総

額は、4,761万8,000円を計上しております。

　次に、交通災害共済特別会計でございますが、

交通事故で被災された市民の相互扶助を目的に

昭和45年に設置されたこの共済事業は、市民各

位の御理解と御協力によりまして順調に運営さ

れてきております。今後とも、関係機関や各種

団体の協力を得て、市民の交通安全に対する意

識の高揚を図り、事業の健全運営とあわせて加

入者促進に努めてまいります。

　歳入歳出予算の総額は、668万8,000円を計上

しております。

　次に、地方卸売市場特別会計でございますが、

市民に新鮮な野菜等を豊富にかつ安定的に流通

させる拠点として設置された公設地方卸売市場

も、本年度で30年を迎え、市民生活に欠かせな

い食の安定供給に努めてまいりました。

　近年、流通機構の多様化や情報化の進展、あ

るいはたび重なる食品偽装事件を受けて、食の

安全への関心の高まりなど、生鮮食料品を取り

巻く情勢は大きく変化してまいりました。

　そのような中、卸売市場は、市場利用者や消

― 39  ―



費者のニーズに応じてその機構の充実が一層求

められております。

　今後も、社会・経済情勢の変化に適応できる

よう、垂水の特徴を生かし、健全な市場運営に

努めてまいります。

　歳入歳出予算の総額は、527万2,000円を計上

しております。

　次に、老人保健施設特別会計でございますが、

垂水市介護老人保健施設「コスモス苑」は、要

介護状態になった方々の心身の自立を支援し、

家庭生活への復帰を目指す施設として、平成９

年の開苑以来13年目を迎えました。

　施設運営につきましては、利用者の尊厳の保

持と、その有する能力に応じた自立への支援と

いう介護保険法の理念にのっとり、利用者の側

に立ったサービス向上に努め、より健全な施設

運営が行えるよう努力してまいります。

　歳入歳出予算の総額は、５億3,185万4,000円

を計上しております。

　次に、介護保険特別会計でございますが、平

成12年度から始まりました介護保険制度は、ス

タートから９年が経過し、市民の皆様の老後を

支える制度として定着しているところでござい

ますが、本市の介護保険事業も、地域包括支援

センターを中心に総合的な相談支援や介護予防

事業を実施するとともに、在宅介護支援拠点と

して小規模多機能型居宅介護を整備するなど、

身近で多様なサービスが受けられるような介護

サービス体制の確立に努めているところでござ

います。

　このような中、第４期介護保険事業計画の初

年度に当たる平成21年度は、間近に迫った療養

病床再編への対策強化や、第３期で整備した地

域密着型サービスの定着などを図ってまいりま

す。また、介護従事者の確保を目的とした報酬

改定等も踏まえ、介護保険料の基準月額の見直

しを行いました。

　予算の概要でございますが、歳出では、制度

の根幹であります保険給付費を、第４期介護保

険事業計画の見込みと平成20年度決算見込みに

基づき17億9,883万2,000円を計上して、その財

源として、国・県・市の負担金のほか、65歳以

上の第１号保険料２億4,162万1,000円、第２号

保険料相当分として社会保険診療報酬支払交付

金５億3,964万9,000円、基金繰入金1,495万7,000

円を見込んでおります。

　このほか、地域支援事業費、総務費等を合わ

せまして、歳入歳出予算の総額は、18億7,871万

8,000円を計上しております。

　次に、病院事業について申し上げます。

　垂水中央病院は、昭和62年度の開設以来22年

となりますが、診療の質、経営の質を高め、地

域の中核医療機関としてその役割を果たしてき

ました。その実績等も踏まえ、平成21年度から

23年度までの指定管理者を今回も肝属郡医師会

とすることに決定いたしました。

　全国の自治体病院については、医師不足と国

の医療制度改革による診療報酬の引き下げによ

り極度の経営難に陥っており、地域医療は崩壊

の危機に瀕していると言われております。

　本市の中央病院は、中核医療機関として市民

医療を担う公的病院でありますが、他の自治体

病院と同様、医師不足の状況にあります。また、

現状においては黒字を維持しているものの、採

算面で極めて厳しい状況にあります。このため、

昨年は、国のガイドラインに基づき｢改革プラン

｣を策定し、市における病院のあり方についても

検討してまいりました。

　本年度も、開放型病院として機能充実を図る

ため､市内開業医との協力のもと地域医療連携を

重点に、さらなる医療サービス提供に努めてま

いります。

　平成21年度の予算は、業務予定量の年間患者

数を、入院４万3,070人、外来６万5,700人の計

10万8,770人と設定いたしました。

　まず、収益的収支につきましては、収入の総
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額が21億1,217万8,000円、支出の総額が20億8,

365万9,000円であります。

　次に、資本的収支につきましては、企業債償

還金のみの１億4,102万3,000円を計上しており

ます。

　事業運営につきましては、今後とも独立採算

を維持し、経営の安定が図れるよう医師会と協

力してまいりたいと存じます。

　次に、と畜場特別会計でございますが、昨今、

食肉流通は不安定な市場環境が続いており、市

食肉センターにおきましては施設の老朽化が進

んでおりますが、安全で安心できる食肉を提供

することが、と畜場の社会的使命でございます。

国が示していると殺・解体時の衛生管理基準に

適合する施設の維持管理と経費等の節減に努め、

健全な運営に努めてまいります。

　歳入歳出予算の総額は、9,855万9,000円を計

上しております。

　次に、潮彩町排水処理施設特別会計でござい

ますが、この特別会計は垂水市土地開発公社が

所有していた排水処理施設で、市に寄附されて

から７年目に当たります。引き続き潮彩町にお

ける水質保全及び環境衛生の向上を図るととも

に、円滑な排水処理施設の運営管理に努めてま

いります。

　歳入歳出予算の総額は、729万4,000円を計上

しております。

　次に、漁業集落排水処理施設特別会計でござ

いますが、平成20年４月から牛根境地区の漁業

集落排水処理が供用開始されたのに伴い、牛根

境地区の生活環境の改善と川や海の水質保全の

向上を図るために、引き続き加入促進を推進し、

円滑な施設の運営管理に努めてまいります。

　歳入歳出予算の総額は、2,347万1,000円を計

上しております。

　次に、簡易水道事業特別会計でございますが、

上水道と同様に、ライフラインとしての機能の

確保・水道水質等の情報提供など、万全な体制

の維持管理に努めますとともに、コストの縮減

等事務事業の効率性の向上にも努め、地域の方々

へ「安全で安心な水の安定的供給」に努めてま

いります。

　歳入歳出予算の総額は、3,629万3,000円を計

上しております。

　次に、水道事業会計でございますが、安全で

安心な水の安定的供給を行うため、本年度が最

終年度となります内ノ野浄水場の施設改修整備、

国道拡幅に伴います配水管布設工事、また、ラ

イフラインとしての機能の確保及び災害に強い

管路網の構築を図るため、バイパス管の整備に

取り組んでまいります。

　給水件数、給水量につきましては減少傾向に

あり、経営的には厳しい状況でございますが、

平成21年度もなお一層の行財政改革へ取り組む

など企業経営努力をし、事業の安定的推進に努

めてまいります。

　予算の概要につきましては、業務予定量とし

まして、給水戸数7,000戸、年間給水量190万立

方メートルとし、所要の経費を計上いたしてお

ります。

　収益的収支につきましては、収益総額２億7,

508万7,000円で、その主な財源は水道料金とな

っております。事業費用につきましては、総額

２億5,517万円で、対前年度比2,786万6,000円の

減となっております。

　次に、資本的収支につきましては、支出総額

５億4,031万8,000円で、対前年度比１億7,066万

3,000円の減となっております。なお、資本的収

入が資本的支出に対して不足する額は、内部留

保資金を充当してまいります。

　事業経営の方針としましては、安全で安心な

水の安定的供給を念頭に、コストの縮減等経営

の効率化を図るとともに、引き続きホームペー

ジ等を通じて水道水質等の情報提供を行ってま

いります。

　以上をもちまして予算案の説明を終わります
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が、詳細につきましては、審議の過程におきま

して、私ほか、それぞれの担当課長から説明を

申し上げますので、よろしく御審議を賜わりま

すようお願いを申し上げまして、終わりたいと

思います。

〇議長（徳留邦治）ただいま平成21年度の施

政方針並びに各会計予算案について説明があり

ましたが、これに対する総括質疑及び一般質問

のための本会議を３月10日及び11日の午前９時

30分から開きます。

　質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、３月２日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出を願い

ます。

　なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内とします。また、質問回数

については３回までとし、初回の発言時間を20

分以内に制限しますので、御協力をお願いいた

します。

　　　△大隅肝属広域事務組合議会議員の選挙

　　　　について

〇議長（徳留邦治）日程第45、大隅肝属広域事

務組合議会議員の選挙についてを議題とします。

　お諮りします。

　選挙の方法につきましては、地方自治法第118

条第２項の規定により、指名推選によりたいと

思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、選挙の方法は指名推選によることに

決定しました。

　お諮りします。

　議長において２名を指名することにいたした

いと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議長において２名を指名することに

決定しました。

　大隅肝属広域事務組合議会議員に堀添國尚議

員及び田平輝也議員を指名いたします。

　お諮りします。

　ただいま議長において指名しました堀添國尚

議員及び田平輝也議員を大隅肝属広域事務組合

議会議員の当選人とすることに御異議ありませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、ただいま議長において指名しました

堀添國尚議員及び田平輝也議員を大隅肝属広域

事務組合議会議員の当選人とすることに決定し

ました。

　ただいま大隅肝属広域事務組合議会議員に当

選されました堀添國尚議員及び田平輝也議員が

議場におられますので、この席から会議規則第

32条第２項の規定により告知いたします。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（徳留邦治）明27日から３月９日まで

は、議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、３月10日及び11日に開きます。

　　　△散　　会

〇議長（徳留邦治）本日は、これをもちまし

て散会いたします。

　　　　　午後２時22分散会
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平成21年３月10日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、休会明けの本日の

会議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第42号上程

〇議長（徳留邦治）日程第１、議案第42号垂水

市介護保険条例の一部を改正する条例案を議題

とします。

　説明を求めます。

〇保健福祉課長（村山満寛）議案第42号垂水

市介護保険条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。

　介護保険施行令及び介護保険の国庫負担金の

算定等に関する政令の一部を改正する政令は、

昨年の10月24日に公布されておりましたが、報

酬の上乗せ分の改定、それに本市の第４回介護

保険運営協議会開催を２月26日としていたこと

により、議会初日に提案できず、本日の提案と

なりました。御理解のほどよろしくお願いいた

します。

　１号保険料につきましては、介護保険法によ

り、介護保険事業計画に定める保険給付に要す

る費用等の見込み額や１号被保険者の所得の分

布状況の見通し等に照らし、おおむね３年間を

通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ

ればならないと規定されております。

　計画の最終年度でありました今年度は、すべ

ての自治体が新たな介護保険事業計画を策定し、

今後の次期３カ年のサービス量等を見込み、平

成21年度から23年度までの１号保険料を決める

ものであります。

　今回の改正に当たりましては、介護保険料の

うち満65歳以上の高齢者に係る１号保険料につ

きましては、介護給付費準備基金の平成20年度

末残高が１億円余りとなることから、１号被保

険者の保険料負担の軽減を図る目的で、３カ年

で4,800万円を取り崩すこととし、月額基準額を

4,020円とし、当該条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

　それでは、改正内容について新旧対照表で説

明いたします。

　第２表の対象年度が平成21年度から23年度に

変わります。また、保険料等につきましては、

基準月額を3,900円から4,020円に改め、所得段

階の変更はいたしておりません。この基準金額

をベースに各所得階層ごとに年額を決めており

ます。同条の第15号につきましては、住民税非

課税世帯の老齢福祉年金受給者と生活保護者の

方でありまして、基準月額の半額となりまして

年額２万3,400円から２万4,120円になります。

この段階の方々は、全体の約1.5％を占めており

ます。

　次の第２号につきましては、本人を含む世帯

全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計

所得金額が80万円以下の場合でございまして、

第１段階と同様の基準月額の半額となります。

年額で２万3,400円から２万4,120円となります。

この段階の方々は、全体の34％を占めておりま

す。

　次の第３号につきましては、本人を含む世帯

全員が住民税非課税で第２段階対象以外の場合

でありまして、基準月額の75％となり、年額３

万5,100円から３万6,180円であります。この段

階の方々は、全体の23.1％を占めております。

　次の第４号につきましては、本人が住民税非

課税で世帯全員のいずれかが住民税非課税の場

合ですが、この階層が基準月額を適用しており

まして、年額４万6,800円から４万8,240円にな

ります。この段階の方々も、全体の約23％を占

めております。

　次の第５号につきましては、本人が住民税非
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課税でその所得が200万円未満の場合でございま

すが、基準月額の25％増となり、年額５万8,500

円から６万300円であります。この段階の方々は、

全体の約13.7％を占めております。

　次の第６号につきましては、本人が住民税非

課税でその所得が200万円以上の場合で、基準月

額の50％増しとなります。年額７万200円から７

万2,360円になります。この段階の方々は、全体

の約4.7％を占めております。

　附則につきましては、この条例は、平成21年

４月１日から施行することといたしております。

また、経過措置として、改正後の第２条の規定

は21年度からの保険料から適用し、平成20年度

以前の保険料については従前の例によるといた

しております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　２点だけ基本的なことでお聞

きをしたいというふうに思います。

　このことで高齢者の皆さんにまた新たな負担

を求めるという結果になろうとする状況ですけ

れども、１点は、先ほど介護報酬の引き上げ分

ということを言われましたけれども、私の知っ

ている範囲では、国等の関係でその分を見るの

ではなかったのかなというふうに認識をしてい

るんですが、その分がこんな形で今回、それぞ

れ被保険者で高齢者の皆さんに来るというのは

問題だと思うんですが、そのあたりの私の認識

が間違っていたのかどうなのか、そのことを１

点と。

　もう１つは、県下でも先ほど３年間で垂水市

も、本市も4,800万円ほどの基金の繰り入れで値

上げの抑制を努めているんだということでした

けれども、県下の中で全額これに入れたという

自治体があるのかどうなのか。その２点につい

てお願いします。

〇保健福祉課長（村山満寛）特例給付金のこ

とですが、基金を980万円程度でしたか積みまし

て、これを３カ年で取り崩すことにしておりま

して、本年度はこれに、この報酬改定分が109円

の保険料の増になるということで、これの２分

の１を国からの補助ということですので、55円

が国からの補助ということになります。

　それから、今回、基金を全額取り崩すところ

が３～４件ございますが、結局保険料を上げな

いところもありますし、保険料を上げないとい

うことで基金を全額取り崩すというのが３～４

件あるということです。

〇議長（徳留邦治）よろしいですか。（持留

良一議員「はい」と呼ぶ）

　ほかに質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本議案は、産業厚生委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第42号は、産業厚生委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第17号～議案第27号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第２、議案第17号か

ら日程第12、議案第27号までの議案11件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第17号　平成20年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第４号）案

議案第18号　平成20年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第４号）案

議案第19号　平成20年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計補正予算（第２号）案
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議案第20号　平成20年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第３号）案

議案第21号　平成20年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第22号　平成20年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第２号）案

議案第23号　平成20年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号）案

議案第24号　平成20年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計補正予算（第２号）案

議案第25号　平成20年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第26号　平成20年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第４号）案

議案第27号　平成20年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第３号）案

〇議長（徳留邦治）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長堀添議員。

　　　［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］

〇産業厚生委員長（堀添國尚）去る２月26日

の本会議において産業厚生委員会付託となりま

した各案件について、３月３日委員会を開き審

査いたしましたので、その結果を報告します。

　まず最初に、議案第17号平成20年度垂水市一

般会計補正予算（第４号）案中の所管費目につ

いては、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第20号平成20年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第３号）案、議案第21号平

成20年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

（第１号）案、議案第22号平成20年度垂水市病

院事業会計補正予算（第２号）案、議案第23号

平成20年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第

２号）案、議案第24号平成20年度垂水市潮彩町

排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案、

議案第25号平成20年度垂水市漁業集落排水処理

施設特別会計補正予算（第１号）案、議案第26

号平成20年度垂水市簡易水道事業特別会計補正

予算（第４号）案及び議案第27号平成20年度垂

水市水道事業会計補正予算（第３号）案につい

ては、いずれも原案のとおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）次に、総務文教委員長池之

上議員。

　　　［総務文教委員長池之上　誠議員登壇］

〇総務文教委員長（池之上　誠）おはようご

ざいます。

　去る２月26日の本会議におきまして総務文教

委員会付託となりました各案件について、３月

５日委員会を開き審査いたしましたので、その

結果を報告します。

　最初に、議案第17号平成20年度垂水市一般会

計補正予算（第４号）案中の所管費目・歳入全

款については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第18号平成20年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）案及び議案第

19号平成20年度垂水市老人保健医療特別会計補

正予算（第２号）案については、いずれも原案

のとおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第17号から議案第27号までの議案11件を

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第17号から議案第27号までの議

案11件については、各委員長の報告のとおり決

定しました。

　　　△平成21年度施政方針並びに各会計予算

　　　　案に対する総括質疑及び一般質問

〇議長（徳留邦治）日程第13、ただいまから、

平成21年度施政方針並びに各会計予算案に対す

る総括質疑及び一般質問を行います。

　１回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いします。

　なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内とします。また、回数につ

いては３回までとし、初回の発言時間を20分以

内に制限しますので、御協力をお願いいたしま

す。

　それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可します。

　最初に、13番葛迫猛議員の質疑及び質問を許

可します。

　　　［葛迫　猛議員登壇］

〇葛迫　猛議員　おはようございます。

　昨年の秋以来この５カ月、経済危機、不況が

言われ続け、新聞、テレビ等でも経済や雇用問

題など暗いニュースばかりでございます。特に

自動車業界や電気関連の企業などもろに影響を

受けているようでございまして、県内でも、出

水市のパイオニア工場が先月２月末までで閉鎖

されました。また、ＮＥＣが年内に閉鎖予定と

なっているようでございます。

　幸いといいますか、残念ながらといいますか、

垂水市にはそのような関連企業はなく、失業と

いう話を身近に聞くことも余りないわけでござ

います。しかし、垂水の基幹産業であります農

業・水産業におきましても、価格低迷が続き、

相変わらず厳しい状況が続いております。農業・

水産業、地場産業活性化のために市長を初めみ

んなで取り組み、この経済危機を乗り越えてい

かなければならないと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　それでは、質問に入ります。市長並びに関係

課長の答弁、よろしくお願いいたします。

　百年に一度と言われる世界的経済危機が続い

ています。このような中で、21年度予算も20年

度当初比３％の減とかなり厳しい予算となって

いるようでございます。歳入も、市税が14億4,

242万5,000円と今年比3.2％の減となっています

が、この急激な景気悪化による市税への影響を

どのように見ているのか、伺います。

　ふるさと納税についてですが、本年より始ま

りましたふるさと納税、これにつきましては、

市長を初め職員の皆様方、多くの方々の努力で

県内でもトップクラスの寄附金の申し込みがあ

ったと聞いております。21年度も取り組みに力

を入れないといけないと思いますが、初年度の

実績や反省点を踏まえ、どのように取り組んで

いくのか。また、目標額などがありましたらお

伺いします。

　次に、傾聴ボランティアについて伺います。

　21年度の新規事業として予算計上してござい

ますが、どのような事業なのか伺います。また、

ボランティアの育成とありますが、どのような

人材を考えているのか、また、今後の進め方に

ついてお伺いいたします。

　消防行政について。

　消防職員や団員の皆様には、市民の生命・財

産をあらゆる災害から守るために日夜頑張って

いただいておりますことに対しましては心から

感謝いたしております。この消防が３年後に広

域合併される計画でございますが、現在、この

広域合併に向けてどのように進んでいるのか、

お伺いします。

　また、救急車の乗務などの面で救命士など必

要な業務とかがあると思いますが、どのような

資格があるのか、また、資格取得状況はどうな

のか、お伺いします。また、これら資格取得に
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ついての研修会、講習会とかの参加について十

分配慮がなされているのかお伺いしまして、１

回目を終わります。

〇税務課長（川井田志郎）葛迫議員の質問に

対しまして、１番目の税収についてでございま

す。

　景気悪化による税収等への影響はとの質問で

ございますが、昨今の急激な経済環境の悪化に

よりまして、当然本市の税収にも影響が出てく

るものと思われます。今回の景気悪化の始まり

が平成20年度中とのことから、現在始まってお

ります平成21年度市県民税申告がまだ終わって

おりませんので、影響額は確定しておりません。

　平成21年度当初予算では、個人住民税が1,283

万5,000円の減、法人市民税で1,027万9,000円の

減額で、合計で2,311万4,000円の減を予想しま

して予算計上いたしております。

　景気悪化によりまして、本市の基幹産業であ

る水産業関係で、垂水市漁協で５業者、牛根漁

協で３業者の方が廃業・倒産されたということ

を把握いたしましたので、応急的な税務課の対

応としまして市税関係の減免申請指導を行った

ところでございます。

　また、直接の影響とは断言できませんが、景

気悪化による徴収率の低下も考えられますこと

から、今後、管理収納係を中心に効率的、効果

的な滞納整理に努めてまいります。

　以上です。

〇総務課長（今井文弘）ふるさと納税の見込

みと取り組みについての御質問にお答えいたし

ます。

　昨年４月に地方税法の改正により、ふるさと

納税制度が導入されたことから、寄附金を財源

として垂水市を応援する多様な人々の参加によ

る元気なまちづくりを進めていくため、平成20

年第２回定例会で垂水市ふるさと応援基金条例

を制定させていただきました。あわせて、市役

所職員や市民の方々の紹介者及び垂水市ゆかり

の方々が集う関東・関西垂水会へのパンフレッ

トの送付や、同窓会総会への出席、説明、本市

ホームページや「市報たるみず」での情報発信

等の方法で寄附の呼びかけを行ってまいりまし

た。

　また、鹿児島県と県内全市町村が一体となっ

て郷土・鹿児島への寄附金を募集するための組

織、かごしま応援寄附金募集推進協議会に加入、

県の寄附金募集の取り組みと軌を一つにして、

協議会のパンフレットも活用して寄附者を募っ

てまいりました。

　その結果、本市の寄附金受納額は120件で1,613

万7,000円となっております。内訳は、垂水市へ

直接の寄附が平成21年２月末現在で112件、1,468

万5,000円、協議会経由が１月末現在で８件、145

万2,000円となっております。そのため、先ほど

決していただきました３月補正で寄附金及び基

金への積立金を増額したところでございます。

　なお、垂水市へ１万円以上寄附された方には、

地場産業の振興とお礼を兼ねて垂水市の特産品

をお送りしております。特産品送付に対しては

お礼の電話や手紙をいただくなど好評であり、

その目的を達成していると考えております。

　平成21年度の取り組みでございますが、平成

20年度の寄附者に対しては、寄附の受け入れ状

況や活用状況などの中間報告書を平成21年度の

寄附協力依頼とあわせて出納整理期間終了後を

めどに送付する予定でございます。

　昨年パンフレットを送付、寄附の呼びかけを

したが、寄附に至らなかった約2,000名の方々に

は、寄附者同様中間報告書と再度の寄附のお願

いを送付する予定でございます。

　また、新たな寄附の依頼者の掘り起こしにつ

きましては、市民の方々を中心に取り組んでま

いりたいと思っております。

　また、首都圏在住の本県出身者等へ制度紹介

と寄附のお願いを全国紙に掲載する新たな手法

も、かごしま応援寄附金募集推進協議会事務局
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と協議を進めてまいりたいと考えております。

　平成21年度の目標額でございますが、本年度

の実績を参考に540万円を寄附金として平成21年

度予算計上させていただきました。先ほど申し

上げました寄附金受納額、20年度の受納額を申

し上げましたが、その額との開きは、市への直

接寄附金、協議会経由寄附金ともに大口寄附を

考慮せずに寄附金見込み額を試算した理由によ

るものでございます。

　議員の皆様におかれましても、寄附協力者の

紹介など御協力をくださいますようよろしくお

願いいたします。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（村山満寛）２番目の傾聴ボ

ランティアでございますが、どのような事業か

との質問でございますが、施政方針の中にもあ

りましたように、子育て世帯や認知症、独居老

人、高齢者世帯等に対する支援でありまして、

子育て中の若い母親たちの相談や高齢者の話し

相手や悩みの相談相手となり、話をすることに

よって、心も身体も元気になってもらおうとい

うことを目的としたものでございます。

　次に、ボランティアの育成とあるが、どのよ

うな人材を考えているかとの質問にお答えいた

します。

　年齢、性別にかかわらずボランティアとして

活躍できる方にお願いしたいと考えております。

傾聴ボランティアは、相手の話を聞くだけ、悩

みの相談等の解決をするのではない。また、相

手に結論を求めるものではないと言われており

ます。オウム返しによる話を聞き出すこと、相

手が心の安らぎを得るように接することだと言

われておりますので、各地域に募集し、傾聴の

趣旨や話の聞き出し方などについての研修を年

６回開催し、傾聴ボランティアとして活躍いた

だく方の育成を考えております。

　研修を行うについては、個人情報、面接技量

についての最低限の研修をと考えておりまして、

認知症のある方や高齢化が進みますと、何がな

くなったなどと疑うことが多々出てくるために、

それに対応できる心の準備も必要で、ボランテ

ィア自身の心のケアにも配慮すべきと考えたも

のであります。ボランティアの方が話を聞く中

で支援が必要ではと思われたときは民生委員へ

引き継ぐようにするため、民生委員には本年１

月15日の全体会で傾聴についての研修を実施い

たしたところでございます。

　以上でございます。

〇消防長（関　修三郎）葛迫議員の質問にお

答えいたします。

　消防広域化合併に向けての取り組み状況につ

いての説明をということでございますが、鹿児

島県は、推進計画の中で地域振興局単位の県域

７消防本部体制を示し、垂水市や大隅地域振興

局単位の中で現大隅肝属消防組合消防本部、大

隅曽於地区消防組合消防本部の３消防本部によ

る広域化を示しております。

　今後の広域化合併に向けての取り組み方です

が、20年度において10月中旬までに運営協議会

準備事務局の組織、人員、経費負担、事務室の

調整等を行う消防広域化運営協議会設立準備事

務局の立ち上げに向けた協議を行い、平成21年

１月26日、第１回大隅地域消防広域化運営協議

会設立準備事務局設置に関する協議会が開催さ

れました。

　協議事項として大隅地域消防広域化協議会設

立準備事務局設置要綱案の説明がなされ、今回

の協議では準備事務局をどこに置くか協議がな

されたが、決定を見ず、３月予定の第２回協議

会で決定される予定であります。平成24年度末

までの消防広域化の実現に向けての現在の広域

化合併取り組み状況は以上のとおりでございま

す。

　続きまして、消防職員の資格取得についてで

ございますが、救急隊員の資格状況については、

救急救命士取得者６名、救急課程修了者31名で
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ございます。救急救命士の研修については、県

消防学校の気管挿管科修了者２名であります。

また、21年度に気管挿管科に２名入校予定でご

ざいます。気管挿管科修了者２名につきまして

も、約４カ月ほどかかります30症例の病院実習

は未実施であり、気管挿管はできない状況でご

ざいます。

　大隅地区２消防組合消防本部におきましては、

気管挿管及び薬剤投与が実施できる救急救命士

がおります。当本部におきましては、新職員の

必要最低限の研修であります県消防学校６カ月

間の初任科教育及び２カ月間の救急科教育が最

優先されるために、現在の人員では救急救命士

の研修を実施するとなれば通常の勤務に支障が

発生するために、研修ができない状況でござい

ます。

　以上でございます。

〇葛迫　猛議員　それでは２回目に入らせてい

ただきますが、市税への影響、申告がまだ終わ

っていないということで確定していないという

ことでなかなか難しい部分もあろうかと思いま

すが、やはり今後景気回復がないと、税の滞納

というのもふえてくる懸念があるわけですね。

職員の皆さん、徴収率を上げるために夜間徴収

も含めまして一生懸命頑張っていらっしゃるわ

けでございますが、先日の新聞で鹿屋市の取り

組みが出ておりました。新年度からは税の滞納

者に対して電話で督促をするというのを外部委

託するというのが新聞記事が出ておりましたが、

電話をかけた後はやはり納付率がかなり上がっ

ているということでございますので、今後その

ような点も考慮していかなければならないんじ

ゃないかと思っております。これはもう要望で

いいです。

　今回、景気対策として国も一生懸命いろいろ

取り組んでいるわけでございますけれども、今

回決まりました定額給付金ですか、全国各地で

先週からもう支給が始まっているようでござい

ますけれども、県内でもいっときでも早く支給

しようということであちこち取り組みが始まっ

ているようでございますが、垂水の場合はいつ

ごろ支給ができるのかですね、その点、市長お

願いします。

　ふるさと納税についてでございますけれども、

初年度は本当にかなりの実績を上げているよう

でございまして、話にありましたように、１回

申し込みをすれば後もずっと続くということで

はないわけでございますので、引き続きお願い

していかなければならないわけです。特産品を

送って喜ばれるわけでございますけれども、や

はり垂水に納められた方々が垂水市に納めてよ

かったと思えるのは、どういう使い道をされた

のか、そこだと思うんですね。垂水にしてよか

ったという使い道をやはりきちっとした、でき

たらもう１年目から、こういうふうにことしは

使いますとかいうのが具体的な計画があれば、

市長、その点をお話しできればと思いますので、

よろしくお願いします。

　傾聴ボランティアについてでございますが、

やはりひとり暮らしとか老人世帯とか市内には

かなりございます。そのような中で、傾聴ボラ

ンティアの人材確保も大変かと思いますけれど

も、これまで地域の方々の相談事というのは民

生委員の方々が一番よくわかっているというか、

中心になっていろんな悩み事とか相談に乗って

こられたと思うんです。そういう民生委員の方々

と連携をとってやっていくということでござい

ますので、この事業、わずかな予算で行う事業

でございますけれども、また具体的に何か成果

というのが見えるわけでもないと思いますけれ

ども、市民の皆さん、高齢者の方々とかそうい

う方々が「垂水に住んでよかった」と思えるま

ちづくり、そのためにもこの事業は今後ずっと

続けていってもらいたいと思いますので、よろ

しくお願いします。この傾聴ボランティアにつ

いては、もう一応これで要望でよろしいです。
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　消防についてでございますけれども、24年の

合併に向けてやっていくということでございま

すので、そこらあたりしっかり進めていただき

たいと思っております。

　資格取得状況でございますけれども、例えば

救急科は31名でしたか、持っているということ

ですけれども、救命士６名、気管挿管士２名で

したかね。ここらあたりが現在の職員の数から

見るとかなり少ないような気がするわけでござ

います。なかなか少ないような気がするわけで

ございますけれども、ほかの市と比べて、ほか

の消防と比べてどういう状況なのか、やはり少

ないのかどうか、その点わかっていたらよろし

くお願いします。

　それと、研修会とか講習会なんかなかなか参

加が難しいということでございました。予算書

を見たとき、ちょっとそうだろうと思うんです。

今回のこの予算書を見ましたときに、各課、当

然時間外手当とか計上してございますけれども、

消防につきましては時間外勤務手当309万円、休

日勤務手当1,400万円というのが計上してござい

ますね。この休日勤務手当1,400万円についてち

ょっと説明をお願いしたいと思うんですが。

　今、市のほうで行財政改革を進めまして、職

員の数もかなり減ってきている状態でございま

す。しかし、職員の数が減っても人件費が減ら

なければ何ら意味はないわけでございます。こ

の1,400万円という金額を見ますと、私だけかわ

からんですけれども、若い職員の人件費の２～

３人分に匹敵すると思うんですが、ここら辺を

ちょっと消防長には説明をお願いしたいと思い

ます。

　以上で、２回目終わります。

〇市長（水迫順一）葛迫議員にお答えをした

いと思います。

　まず、定額給付金でございますが、当市に充

てていただいた金額は２億9,022万8,000円だっ

たと思いますが、今、鋭意分配をする作業に入

っておりまして、大体４月20日前後には振り込

みという形でできるんじゃないかというふうに

思っておりまして、議員のおっしゃるとおり、

景気が本当に当市も落ち込んできておりますの

で、できるだけこれを預金に回さずに、垂水市

内でお金が回るような形でぜひお使いをいただ

きたい、そのように思っております。

　それと次、ふるさと納税でございますが、議

員の御指摘のとおり、県内でもずば抜けて高い

金額のふるさと納税をいただきまして、これは

もう本当に郷里を離れて垂水を思っていただい

ておる方々がたくさんいらっしゃる、そのあか

しでもあろうというふうに思いますし、大変あ

りがたいことだというふうに思っております。

　これの使い道については、議員おっしゃると

おり、本当に寄附をしてよかったな。また来年

度も引き続いてしたいなというようなものにし

なければいけないとそのように思っておりまし

て、１番目から７項目つくりまして、寄附の際

に、「どこの部分に寄附をしていただきますか」

という問い合わせもしております。

　１番目は自然環境や景観づくりに関する事業、

それから６番目で、生きがいを持てる健康な暮

らしに関する事業、７番目に、その他目的を達

成するために市長にお任せをしますよというよ

うなものも含んでおります。これは第４次の総

合計画の基本構想の重点目標に沿った７項目を

充てておりまして、これからの垂水市づくりに

使うんだという意味でそういう目標を設定した

ところでございます。

　いろんな形で説明を申し上げましたので、こ

れは本当に関東垂水会、関西垂水会の名簿はも

ちろんですが、市役所の職員もかなりの名簿を

出してくれまして非常にありがたかったなと思

っております。

　これから２年目、３年目、また引き続いて続

くわけでございますから、これは引き続いてや

って、していただくようにすることが１つ、そ
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れにはまた特産品のＰＲも兼ねて、特産品を１

万円以上の方にお送りするということも実際や

っております。それとまた、新たな基金の納付

者の掘り起こしにもぜひ頑張っていきたい。こ

れは市民の方々の知恵も、また協力もいただい

たらありがたいと、そのように思っておるとこ

ろです。有効に使わせていただきたいと、そう

いう気持ちでございます。

　１つだけ今決めているのは、瀬戸口藤吉翁の

記念コンクール、これはもう基金がなくなって

おりまして、事業を行うには非常に厳しい環境

なんですが、これに100万円ほど使うということ

は決定させていただいております。そのほかは

これからいろんな角度から検討をして、先ほど

申しましたように有効利用していきたい、その

ように思います。

〇消防長（関　修三郎）葛迫議員の２回目の

質問にお答えいたします。

　消防本部の21年度当初予算に休日給が1,400万

円計上されているが、内訳についての説明をと

いうことでございますが、年間の休日給対象日

が20日あり、１日当たり70万円で計算し、予算

計上しております。消防職員34名の隔日勤務者

の祝祭日及び年末年始の休日に係る勤務者の休

日給でありますが、職員が休日に勤務した場合

に支給対象となります。休日給を支給しないと

なれば、34名の隔日勤務者に代休を与えなけれ

ばなりません。代休を与えるとなると、現在の

職員数では勤務体制に支障が生じる状況にあり

ます。他消防本部も休日給を支給して対応して

おります。以上でございます。

　それと、他市との救急救命士の数がわかりま

したらということでありましたが、他市の救急

救命士の数がわかっておりますので報告してお

きます。

　大隅肝属消防組合、救急救命士は29名、大隅

曽於地区消防組合26名、垂水市消防本部６名で

ございます。それと気管挿管科の講習修了者は、

大隅肝属消防組合22名、大隅曽於地区消防組合

20名、垂水市消防本部２名でございます。

　以上でございます。

〇葛迫　猛議員　３回目でございます。

　まず、市税への影響。

　なかなか新聞、テレビ等で「不況だ、何だ」

と暗いニュースばかりで、本当にそう思ってい

ない人までもが、本当に世間は不況なんだとい

うふうに思い込まされるような状況ぐらいまで

に報道がなされているような気がします。百年

に一度と言われる経済危機、個人的に私の場合

はもう１年１年が、毎日が経済危機を来してい

るような感じでございますけれども、やはり垂

水の場合は、基幹産業の農業・水産業が元気で

あれば消費も伸びまして、商店街も当然よくな

るわけでございますね。だから、みんな頑張っ

てここら辺の発展のために取り組んでいかなけ

ればならないと思っております。

　今ありました定額給付金も一日も早く支給さ

れまして、なるべく市内で消費していただくよ

うにお願いしないといけないと思っております。

４月20日ごろ振り込みということでございまし

たけれども、振り込みをなさればそのまま貯金

をされる人が多いんじゃないかと、現金であれ

ば使う人が結構いるんじゃないかという気もし

ますけれども、なるべく早く支給をお願いした

いと思います。もうこれも要望でお願いします。

　ふるさと納税についてでございますが、瀬戸

口藤吉翁のコンクールに100万円と具体的にあり

ました。こういうふうに、納税された方々にこ

ういう使い道をしているというのを具体的なの

をやはり初年度から出していただければ、みん

な納得して今後も続けていってもらえるんじゃ

ないかと思います。私がこの１年声をかけたの

で全然１件もしてもらった方がいなくてちょっ

と残念だったんですけれども、また今後も１人

でも多くの人に声をかけて、またみんなで垂水

に税金を納めてもらえるように、これからの垂
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水発展のために力をかしてもらえるようお願い

していかなければならないと思いますので、よ

ろしくお願いします。

　消防についてですが、やはり郡内ですね、曽

於と大隅、郡内の状況から見ますと、やはり資

格取得者もちょっと少ないようでございます。

休日勤務手当、祝祭日の分の支給ということで

ございます。代休をとれば当然人員も足りない

ということでございますので、なかなか人員的

には厳しいんだろうと思います。しかし、将来、

広域合併になりましたときに、今の若い職員、

垂水の職員が資格や技術などの面で合併になっ

たときに肩身の狭い思いをしないように、今か

ら十分配慮されまして資格取得などもできるよ

うな状況に持っていっていただきたいと思いま

す。

　以上で、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。

〇議長（徳留邦治）次に、７番北方貞明議員

の質疑及び質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　皆さん、おはようございます。

　それでは、質問に入らせていただきます。

　私は、今回市長が施政方針で述べられた消防

力の整備、ごみ26分別、中学校統合、垂水高校

問題並びに農家の担い手育成について質問いた

しますので、よろしくお願いいたします。

　まず、消防力整備について。

　市民の生命・財産を常に守り、昼夜を問わず

働いておられる消防職員の過酷な勤務体制によ

り、市民の安全・安心が脅かされているのでは

ないかという思いで質問いたします。

　まず、牛根分遣所の勤務体制について。

　次に、救急隊の対応について。消防法の救急

業務とは、また救急隊の編成について。

　次に、昨年の12月議会で池山議員の質問に対

し、新年度に消防本部及び消防団の車両を車両

整備事業として、牛根分遣所の水槽付消防ポン

プ自動車１台、第４分団水之上地区及び第９分

団牛根境地区の消防ポンプ自動車２台を購入を

計画していると答弁がありましたが、新年度予

算になぜ計上されなかったのか、お答えくださ

い。

　次に、ごみ26分別について。

　私は、昨年９月議会でもこの問題を質問いた

しました。私は、ごみ26分別は大崎町の28分別

よりも２分別少ないけれども、垂水市では生ご

みを堆肥化するなど全国でもリサイクルが高い

と評価しています。昨年から２市４町での肝属

地区環境センターも稼働し、廃プラ類も燃やせ

る環境にもやさしい施設ができました。

　垂水市では、家庭から出た燃やせないごみ袋

を一たん中俣清掃センターに持ち込み、燃やせ

るごみ、燃やせないごみを分別し、肝属環境セ

ンターへ燃やせるごみとして約80％が出ている

ことは既に市長も御存じのことと思います。こ

のような状況から、家庭から出る燃やせないご

みの一部を組みかえはできないのか、お尋ねい

たします。

　また、市長は、市長御自身の古くなった靴な

どは今、燃やせないごみ、燃やせるごみまたは

リサイクル袋に入れて出されているか、お聞か

せください。

　次に、学校及び生徒の安全・安心について。

　平成22年４月垂水中央中学校としてスタート

する中学校は、統合後、校舎を新しく建てかえ

る方向であったが、どのような経緯で大規模改

造工事となったのか。私たち議員は全員協議会

で一応説明は受けましたが、市民の方々にわか

りやすくもう一度説明をお願いいたします。

　次に、垂水高校の学級減と雇用について。

　少子化や市外への人口流出により、人口減に

より垂水高校への受験生が減り、学級減となっ

た現在、今後、垂水市の存続自体が危ぶまれて

います。これ以上生徒数を減らすことはできな

いことは皆様方も思いがあると思います。しか
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しながら、これを食いとめる特効薬はいまだに

見つかっておりません。これを食いとめるには

行政の力が必要と思われます。

　現在、不況の中、就職の内定も取り消される

時代です。そういう中、今一番注目されている

のは公務員への就職であります。垂水高校存続

並びに受験生をふやすのは、垂水市が垂水高校

卒業生を必ず採用すると打ち出すことが、これ

から受験する中学生の目を垂水高校へ向かせる

ことが一番と思いますが、市長のお考えをお聞

かせください。

　次に、農業、農村を支える担い手について。

　鹿児島銀行の調べによると、平成17年度の農

家１戸当たり耕地面積が全国平均で1.3ヘクター

ル、鹿児島県が1.4ヘクタール、宮崎県が1.4ヘ

クタールです。農家１戸当たりの可処分所得、

全国で428万円、鹿児島県で407万円、宮崎県で

421万円です。65歳以上の基幹的農業従事者割合

は全国で57.4％、鹿児島県で60.3％、宮崎県で

51.5％、耕作放棄比率が全国で12.2％、鹿児島

県で12.6％、宮崎県で8.3％となっています。お

隣の宮崎県と比べて、農家１戸当たり耕地面積

は同じでありますが、可処分所得、65歳以上の

基幹的農業従事者割合、耕作放棄比率がいずれ

も劣っているが、垂水市ではこのような数字を

踏まえて今後どうして担い手農家を育てていか

れるか、お聞かせください。

　これで、１回の質問を終わります。

〇市長（水迫順一）北方議員にお答えをした

いと思います。

　まず、消防力の整備についての質問でござい

ますけど、私は日ごろより市民の安心・安全を

テーマの１つと掲げまして、自主防災組織の向

上を初めとしまして、協働の精神を重視してま

いりました。しかしながら、協働という考え方

は、行政としてやるべきことをしっかりとやっ

た上でなければうまく機能しないということも

考えておるところでございます。

　牛根分遣所の勤務体制につきましては、今後

さまざまな問題を考慮いたしますと、条例改正

など皆さんの協力をいただき、平成21年度以降

消防職員の増員を図って、消防及び救急災害等

の体制づくりに努めてまいりたいと、そのよう

に考えております。

　次に、車両の整備計画についてでございます

が、本市におきましては、年次的に消防計画に

よる車両整備に努めてきたわけでございますが、

当然21年度につきましても、市民の安心・安全

の暮らしのために車両整備を進めていくという

所存でございます。当初予算には計上しており

ませんけど、計画が整い次第、６月議会には皆

様に提示できるものと思っております。

　あと詳細につきましては、担当部署でござい

ます消防長のほうからお答えをさせていただき

ます。

〇消防長（関　修三郎）北方議員の質問に市

長がお答えしましたが、補足をお答えいたしま

す。

　牛根分遣所の勤務体制でございますが、職員

数42名体制のときは分遣所の勤務体制は所長以

下11名でございましたが、職員２名退職により

40名体制となり、平成17年４月１日から所長以

下９名体制になっております。９名の内訳は、

所長１名、各班４名体制であります。最低確保

人員は３名体制であり、火災、救急等に対応し

ている状況であります。昼間については、土・

日・祝日を除き所長以下４名体制であります。

夜間については、３名体制で実施しております。

　続きまして救急車の対応で、救急隊員の編成

についての運用はどうなっているかとのことで

ございますが、消防法第２条９項に、救急業務

とは、災害により生じた事故もしくは屋外もし

くは公衆の出入りする場所において生じた事故

等の傷病者を緊急に救急隊によって医療機関に

搬送することになっております。また、消防法

施行令、救急隊の編成及び装備の基準について
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は、第44条に、救急隊は、救急自動車１台及び

救急隊員３名以上をもって編成しなければなら

ない。ただし、患者を病院から他の病院へ搬送

する場合に医師、看護師が同乗した場合には救

急隊員２名をもって編成することができます。

　救急隊の３名乗車については、平日の昼間の

４名当務時に限り３名出場することはあります

が、土曜・日曜日及び夜間は３名当務のため、

３名乗車は不可能であります。救急車の３名乗

車を実施するには人員増しかなく、来年度２名

の増員をし、今後も増員の検討を図りながら、

垂水市の消防、救急災害に対応できる体制づく

りが必要であると考えております。

　続きまして、消防本部及び消防団の平成21年

度計画の車両整備事業が当初予算に載っていな

いが、なぜかとの理由の質問でございますが、

消防本部は、車両整備事業といたしまして、老

朽化した牛根分遣所、水槽付消防ポンプ自動車

１台の更新と、消防団車両整備事業といたしま

して、老朽化した第４分団水之上地区及び第９

分団牛根境地区の消防ポンプ自動車２台ＣＤ－

Ⅰ型の更新、及び消防団施設設備整備事業とし

て第５分団垂桜の老朽化した小型ポンプ１台Ｂ

３級の更新を計画をし、当初予算に計上いたし

ましたが、過疎債について、過疎計画及び第４

次総合計画の10カ年計画の見直し等により当初

予算から外れたものであります。

　車両整備については、６月議会に合わせ、過

疎計画の変更と補正予算の要求を行う予定でご

ざいます。補正予算がつき次第、車両購入に着

手したいと考えております。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）北方議員のごみの問題に

ついてお答えをしたいと思います。

　さきの議会、９月議会でも数名の方から御質

問をいただいておりますが、今や環境問題につ

きましては、本当に御案内のとおり世界的に強

く叫ばれる重要な問題となってまいりました。

その一環としまして本市も平成14年の11月から

ごみの26分別化を推進しまして、循環型社会の

構築に向けて、市民と行政が協働で取り組んで

きておることはもう御承知のとおりでございま

す。

　循環型社会の構築のための分別の理念は、排

出抑制、再利用・再使用の意識向上であり、本

市は他の自治体に先駆けまして26分別を推進し、

市民の皆さんの協力をいただいてまいりました。

この結果が、去年10万人以下の都市でのリサイ

クルの全国９位という実績をいただいた、評価

をいただいたところでもございます。

　昨年の４月からは肝属地区の清掃センターの

ごみの共同処理が始まりまして、プラスチック

系も燃やすことができる熱回収施設として熱の

再利用や電力の売電を行えるなど、環境にやさ

しくリサイクルにも貢献できる立派な施設であ

ることは言うまでもありませんが、この施設は、

ごみ処理基本計画で排出抑制や再生利用などの

資源活用が基本理念として掲げられており、自

治体それぞれの分別の徹底も図れるようされて

おります。

　国は、循環型社会構築のために容器包装リサ

イクル法を制定しまして、廃プラなど資源活用

をすることとし、ごみの中でどうしても再使用・

再利用の資源化ができないものについてのみ焼

却し、発生する熱源に変えて利用していくこと

は最後の手段としてとらえております。

　本市も、昨年４月から稼働した肝属地区清掃

センターへ移行し、もうすぐ１年を経過しよう

としておりますが、不燃ごみの中身について中

俣の清掃センターで分別作業を行っております

が、家庭での分別が周知徹底されていないため

に作業がかなり手間取っているようでございま

す。

　分別作業をする中で、昨年度までは本市の高

峠最終処分場で処理していた不燃ごみのうち、

履物、水道用ホースなどで再利用・再使用でき
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ない、どうしても資源物とならないものについ

てのみ、今後は燃やせるごみとして品目の変更

をするよう主管課に指示したいと考えておりま

す。しかしながら、燃えるから燃やせるごみと

してではなく、今後も、循環型社会の構築に向

けた本市の26分別は市民の御理解、御協力をい

ただきながら推進していかなければならない、

そのように考えております。

　私も最近、ちょっと靴を使い古したのがない

もんですから、赤袋に入れていかなければいけ

ないんだという認識はございましたので、御了

解をいただきたいと思います。

　あと教育委員会のほうをお願いします。

〇教委総務課長（北迫睦男）垂水中学校の施

設整備についてお答えします。

　現在、平成22年４月の統合に向けまして準備

を進めているところでございますが、統合後の

受け皿となります現垂水中学校の施設整備につ

きましては、統合後できるだけ早い時期に改築

することを市議会の皆様や関係者に説明を行っ

てまいりました。

　改築とは、現在の敷地に既存校舎を解体し、

新たに建築するもので、新築とは、別の敷地に

全く新たに建築するものでございますが、新築

は敷地の関係で難しく、改築の方向で進めてい

たものでございます。

　本市の財政状況につきましては全員協議会で

市長から説明したとおりでございますが、財政

の問題や、統合後、現校舎を改築までの期間そ

のまま使用することは安全面で問題があること

等を考慮し、６～７年後の改築事業がいいか、

早い時期での耐震化を含めた大規模改造事業に

よる整備がいいのか研修等を行い、関係課で検

討をいたしました。その結果、大規模改造工事

での整備を進めるという方向を選択いたしまし

た。大規模改造工事は、面積こそふえませんが、

校舎の骨組みだけを残し、外装、内装をすべて

リフォームするもので、改築同様きれいになる

ものでございます。

　大規模改造工事を選択した理由としまして、

１番目に、改築事業費と大規模改造事業費を一

般財源ベースで比較した場合、改築事業のほう

が数億円の負担増となり、改築を選択した場合、

市債残高の増加による新規起債の発行制限など

を受け、他の教育機関の事業や市民生活に直結

する部門の多くの事業に中止もしくは延期とい

った影響を与えるおそれがあること、２番目に、

数年後に改築を予定していることで、現校舎等

の耐震診断や補強工事をしないままで改築工事

が完了するまでの６～７年間使用することは関

係者に大きな不安があること。また、早急に耐

震診断を行い、必要な耐震補強工事を含めた大

規模改造工事を行うことで安全面の確保を図り、

不安が解消できること。３番目に、国の施設整

備基本方針では、耐震化を進めるために、建て

かえより既存建物をできるだけ活用する改築か

ら改修への考え方であり、統合を行う場合、統

合後の新しい学校は新築に限らず既存の建物を

活用し、効率性を十分に考慮するよう求めてい

ることなどから、大規模改造事業への変更に至

ったものでございます。

　変更後の整備計画について申し上げますと、

平成20年度予算において耐震診断を行い、耐震

補強工事の必要性を判断いたします。また、22

年度から大規模改造工事に着手しますと、棟ご

とに年次的に整備する関係で仮設校舎が必要に

なりますので、その整備を進めてまいります。

また、統合後に通学手段としてスクールバスを

運行しますので、発着場として使用するために

旧給食センターの解体工事を行う計画でござい

ます。

　平成22年度から24年度の３カ年で校舎の改造

工事をいたします。単年度で工事が完了すれば

一番いいわけですが、補助事業費の上限額の関

係でやむを得ず３カ年に分けて施行するもので

ございます。校舎は４棟ありますので、仮設校
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舎に入る学年等を配慮しながら進めてまいりま

す。また、体育館につきましても大規模改造工

事により平成24年度に施行いたしますが、統合

中学校にふさわしい環境づくりをするために外

構工事や運動場整備等についても検討してまい

りたいと考えております。

〇市長（水迫順一）北方議員の垂水高校の学級

減と雇用についてにお答えをしたいと思います。

　市の職員の採用試験をする場合は、競争試験

により行っているところでございます。昨年の

採用試験におきましても、一般職、消防職とも

大卒、高卒、一般の方々が受験されたところで

ございます。

　採用につきましては、地方公務員法で職員の

任用につきまして、平等扱いの原則があり、競

争試験は、職務遂行の能力を判定する目的で平

等かつ公平に行われなければならないものであ

ります。議員が言われる特別に採用することは、

一般受験者にとって不平等扱いとなり、採用試

験について不信感を持たれるおそれがあります。

　また、今、職員が少なくなり、業務が増加す

る中、職員一人一人の能力が今後の的確な事務

処理や行政サービスに大きく影響していきます

ことから、競争試験によりすぐれた職員を採用

することが前提となってまいります。そのよう

なことで、特別枠を設けての採用は困難と考え

ます。

　それと、地元高校生を職員採用する優遇制度

を実施している自治体については、そのような

実例はないと聞いております。

　今後のことになりますが、ぜひ垂水高校の生

徒の皆さんも頑張っていただき、市職員となる

実績をつくってもらうことも大事であると考え

ております。また、そのことがこれからの生徒

さんの励みにもなっていくと、そのようにも考

えておるところでございます。

〇農林課長（山口親志）北方議員の質問にお

答えいたします。

　まず、本市の農林業の概況でありますが、平

成17年度の農業センサスによりますと、販売農

家としまして、専業・準専業農家226戸、兼業農

家222戸、自給農家589戸の合計1,037戸の農家戸

数で、うち担い手農家140戸、認定農家74戸とな

っております。

　そうした中で農業状況は、高齢化、後継者対

策、耕作放棄地等厳しい状況ではありますが、

農家がいかにして収益を上げてもらうかが一番

の問題であると思います。そのための対策とし

ましては、中間マージンを省く流通の強化、ま

た、本市の重点作物でありますキヌサヤインゲ

ン、サヤインゲンに続く新規の作物の導入、検

討を図ってまいり、また農業における情報提供

にも努め、担い手育成、農家育成に努めてまい

りたいと思っております。

〇北方貞明議員　それでは、２回目の質問に入

らせていただきます。

　消防力の整備についてですけれども、車両整

備のほうは６月補正でやるということでしたの

で、この件に関してはもうこれで了解いたしま

す。６月議会でよろしくお願いいたします。

　それから勤務体制ですけれども、それで２名

増員ということで前向きに検討されていること

で大変うれしく思います。その中で救急隊の編

成ですけれども、これも消防法で今述べられた

とおりと私も思っております。

　その中で今までの、これまでの牛根はどうで

あったかをちょっと触れさせていただきますけ

れども、夜間が救急車に乗るときは２名体制と

いうことを言われましたよね。夜間が２名体制

で出動しておったということは、１年365日、消

防隊の方々は24時間勤務されるわけですから、

夜間が365日の半分、182日が既に人員不足だっ

たと、１年のうちに、そう私は計算するんです

けど、これが半年。そして、土・日がまた夜間

と同じように３名体制であって52週、土・日52

週ということは、２回ありますから、この半分
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の52日、そして祭日がありますから、それを合

わすと、土曜日・日曜日・祭日合わすと60日ぐ

らいあるんですよね。だから、夜間が半年分、

土・日が60日分ということは８カ月分。私の計

算するところでは、少なくとも８カ月は隊員が

足らなかった。それで、ここで隊員の方々も年

休もとられると思うんですけれども、年休を加

算すればこれ以上に人員が足らなかったことに

なると思うんですけれども、消防長、この辺は

私が間違っていたら訂正してください。であっ

たらそのとおりと、それだけで結構ですから。

　そういうことで牛根の方々は本当に今まで、

市民は平等にサービスを受けなくちゃならない

のに、それだけ牛根の方々には大変危険な状態

に今までさらされていたんじゃないかなと私は

思うんですけれども、今回２名増員ということ

でそれをだんだん補っていかれるからよろしい

んですけれども、まだこの２名では恐らく足ら

ないんじゃないかと思うんですよね、まだまだ。

その辺のことを今後とも考慮していただきたい

と思います。消防力のことはこれで終わります。

　ごみ分別ですけれども、今、答弁の中で、使

えなかったホースとかそういうのは主管課に指

示を出すということで前向きにやっていただい

ておって、これも了解します。

　それで、今ちょっと市長のことをお伺いしま

したけれども、今まで赤袋に入れると言われた。

これはそのとおりと思います、今までの指示が。

汚れたもの、わからないもの、履物は赤袋に入

れなさいと、その他の項目に、垂水市はそうい

う冊子を出していますから、それでいいと思い

ます。私もそうしています。しかし、現状とし

ましては、私たちのそういう袋は、先ほども言

われましたように中俣で一応選別して、その私

たちが入れた履物類は燃やせるごみとして肝属

環境センターに運ばれているわけですから、こ

の部分はやはり見直すべきだと私も思います。

　それで、２市４町、私のところも入っていま

すけど、錦江町とか南大隅町ですか、そして鹿

屋、私もその分別表をもらってきました。ほぼ

一緒です。靴なんか、そして縫いぐるみ、あら

ゆるリサイクルできないものは全部燃やせるご

みのほうに分類されています。垂水もその他の

市町村ののを参考にされまして、やはり環境セ

ンターが扱ってくれる方向に向けていかれたら、

中俣の清掃センターですか、あそこの赤袋の量

もかなり減ると思います。９月から全然減って

いないというような私は認識を持っております

けれども、この間行ってきました。それで、若

干減っていました。そうしたら、職員の方々に

「大分減りましたね」と言ったら、「いや、こ

れは今、次に来たらまた一緒の状況になります

よ」ということで、結果的には減っていないと

いうことですから、今後そのように分類をすれ

ばかなり清掃センターも減るんじゃないかと思

いますので、早急にその辺の対策をお願いいた

します。

　次に、学校問題ですけれども、大規模改造、

これは安全面が確保されるということで、新築

じゃなくして改造、大改造ということで一応私

のほうも理解をいたします。

　それから旧給食センター、中学校のですね、

あそこの解体をしてバスの発着場にするという

ことですけれども、この点はもう一遍検討して

いただけないでしょうかと私は提案いたします。

あそこをバスの発着場にすれば、通勤帯が朝の

一番多いときにあそこに車を乗り入れるという

ことは、安全面からどうかなと思うわけです。

　そこで、発着場は、文化センターが近くにあ

るわけですから、あそこから通学をさせたら、

あそこに発着場を設けて中学校へ通学させたら

どうかと思います。雨なんかという教育委員会

の優しい対応もありますけれども、この中央区

に住んでいる方々は何分か、何十分かかけて歩

いてこられるわけですから、バス通学の方だけ

優遇というのもいかがなもんかなと思う次第で
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す。その辺のほうも考えていただけないでしょ

うか。

　それから、統合すれば生徒の数も多くなるわ

けなんですけれども、今の運動場のままでは手

狭じゃないのかなと思いまして、東側に市道が

あるわけなんですけれども、その市道の変更は

できないのか、そして、市道の東側には教育委

員会の用地もあると思うんですけれども、その

一部が民間の方々が使用されていますけれども、

それ等を買収して運動場を拡張できないかとい

うこと、それは土木課として、それは市道を変

えるということは可能なのかどうか、ひとつお

願いいたします。

　垂水高校の問題ですけれども、当然私もわか

っています。試験は公正であって競争であると

いうことは、それはもう認識しております。し

かしながら、その第一ハードルを越えて、面接

という形があると思うんですけれども、そうい

う形で一芸に秀でた生徒を採用することもいい

んじゃないかと思いまして、私はこういう提案

をしておるわけですけれども、その辺のほうも

また参考にしていただければと思っております。

　次に、担い手の農家のことですけれども、ま

ず課長が言われたように、農家の収益を上げる

ことが最も大事だと私も思います。そのために

新規作物とかそういうのを考えておられるとい

うことです。新規作物はどういうものなのか、

もう既にユズも植えられますけれども、新たに

まだあるのか。

　それから、流通の中間マージンを省くという

ことで、生産者から小売店まで行くまでにどの

あたりが省けるのか。省けたら確かに生産者の

ほうも直接小売店に行けば収益が上がると思い

ますので、どの部分が省けるのか、その辺をひ

とつよろしくお願いいたします。

　２回目を終わります。

〇消防長（関　修三郎）北方議員の２回目の

質問にお答えいたします。

　分遣所の勤務体制でありますが、現在の体制

は北方議員のおっしゃるとおりでございます。

今後、21年度２名増員を考えまして、その後ま

た２名の増員を考えております。それで対応し

ていきたいと考えております。よろしくお願い

します。

〇教委総務課長（北迫睦男）運動場整備の件

についてお答えします。

　旧給食センターの解体後の跡地につきまして

は、現時点ではスクールバスの発着場として利

用する計画でございます。議員御提案の文化会

館等の利用につきましては、学校始業時間との

関係や雨天対策等、検討課題が生じてまいりま

す。また、学校敷地東側の市道と市有地、民有

地と一体となった運動場整備につきましては、

市道のつけかえの問題、民有地の買収等が解決

できれば運動場として適切な広さが確保できま

すことから、スクールバスの発着場の問題とあ

わせまして検討したいと思います。

〇土木課長（川畑信一）議員の垂水中学校東

側市道の取り扱いについてお答えいたします。

　この市道は、地域住民や運動公園を利用され

る方のよく利用される道路と、市道となってお

ります。そのため市道の廃止はできませんが、

つけかえるということであれば可能かと思われ

ます。

〇農林課長（山口親志）まず、新規作物につ

いてお答えいたします。

　本年度農林課で試験栽培を行う作物としまし

ては、国内需要率が５％しかないことでさらな

る需要額が見込めること等の理由から、オリー

ブの導入をいたします。このオリーブについて

は、引き取り価格の設定等の協議も終わってお

ります。ただ、垂水市に適しているかどうかを

試験栽培で普及するための栽培の問題点等を検

証してまいりたいと思います。

　また、議員指摘のとおり、高峠で栽培予定の

ユズも新規作物として考えております。かんき
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つ類にかわる作物や園芸の補完作物として農家

の収益を上げ、農業の活性化対策の１つとしま

して、また後継者対策、耕作放棄地対策につな

がるものとして考えております。

　それと、２番目の流通のどの部分が省略でき

るかということですが、流通についても仲買、

特に農林課は市場を持っておりますが、そうい

うルートももちろん確保していかないといけな

いんですが、直でやることで、相対でやること

で、農家が作付した金額を価格設定もしており

ますので、そういった形で中間の仲買等のマー

ジンが省略できるということで、業者の方々、

いろんな方々と協議をしながら、接点を持ちな

がら流通の強化に努めてまいりたいと思ってお

ります。

　以上で終わります。

〇北方貞明議員　３回目ですけど、要望という

か。

　消防に関しても、ごみに関しても前向きに検

討されてくださるそうで、これはもう了解いた

します。

　中学校の問題で、始業時に間に合うために近

くで発着をということですけれども、始業はち

ょっと時間的なことはそこを調整すればいいん

じゃないかと思いますので、これもまだ１年、

時間がありますので、検討をよろしくお願いい

たします。

　それから、今、農林課の課長が言われました

オリーブは次の作物として上がってくる、これ

はまだ国内で５％でしたかね、そしてもう価格

も交渉中ということで、交渉はもう順調に進ん

でいるように見受けますけれども、この面も努

力して、垂水のために、農家のためになるよう

によろしくお願いいたします。

　皆さん、きょうはありがとうございました。

　それから、一言。

　今３月で退職される職員の方々、長い間本当

に御苦労さまでした。垂水の発展のために尽く

してくださったと感謝しております。

　

よろし

くお願いいたします。頑張ってください。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、11時15分から再開します。

　　　　　午前10時58分休憩

　　　　　午前11時15分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　６番田平輝也議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、御苦労さまでござい

ます。

　議長のお許しをいただきましたので、さきの

通告に従い、一般質問させていただきます。

　市長は、平成21年３月定例市議会の開会に当

たり、21年度の施政方針を明らかにされました。

その中で、市長就任以来この６年間を、市民の

目線に立った市政の推進をモットーにして３つ

の視点、「改革」、「協働」、「前進」を念頭

に置きながら、全力で市政運営に取り組んでこ

られたことを訴えられ、さらに、市民の皆さん

の協力のもと行財政改革に取り組んだ結果、財

政状況も徐々に改善されてきたと述べられてお

られます。

　また、「改革なくして発展なし」を基本とし

て市民の目線に立った行政経営を進めるために、

引き続き行財政改革を着実に実行し、持続可能

な財政改革づくりに努め、積極果敢な行政改革

に努めてまいりますと述べられておられます。

　それでは、まず、行政改革についてお尋ねい

たします。
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　今回は、特に平成17年度から始まった財政改

革についてでありますが、今、４年度の途中で

あるようですが、達成見込みをどのように想定

されておられるのか、また、その効果について

お尋ねいたします。

　また、定員適正化計画の職員数の推移につい

てもお伺いいたします。

　次に、振興会についてですけれども、今、全

国的に、そして私ども垂水市も高齢化社会が急

速に進んでおります。そして、報道などで限界

集落のことなどをよく聞きます。私は、昨年３

月議会で、振興会の合併などについて質問いた

しました。そのときの回答は、振興会は、その

設立から運営まで地域住民みずからの手で行わ

れている自主・自立の団体であり、行政が強く

指導できないのが現状であります。また、振興

会の合併にはメリットがなければ推進できませ

ん。将来的には振興連理事会とも協議をして、

均等割をなくし、戸数割合を増額して委託する

ことも検討したい。そして、今後、振興会合併

を議題として合併を推進する対策を考えるとの

回答でした。その後、どのように検討、協議さ

れているのか伺います。

　また、本市の振興会で65歳以上が50％以上、

いわゆる限界集落に該当の集落数はどれぐらい

あるのか、また、それに近い集落数はどれぐら

いあるのか伺います。

　次に、給食センターについてですが、昨年、

給食センターについて質問いたしました。そし

て市長は、行財政改革を今、推進している中、

給食センターの業務委託はどうしてもやらなけ

ればならないものと考えておりますと。具体的

には、23年の４月より実施できるように関係課

に協議をさせているとのことでございました。

その後、どのように協議されているのか、あわ

せて21年度の取り組み方をどのように計画され

ているのか伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（岩元　明）財政改革プログラム

の数値的な達成目標であります地方債残高、い

わゆる借金残高でございますが、これと貯金に

当たります財政調整基金の積立額は、本年度の

決算を待たなければ、４年目途中の達成額とそ

の効果は正確な数字は出せませんが、見込みで

申し上げれば、地方債残高は、目標額112億100

万円に対しまして108億7,400万円まで減少させ

られそうでございますので、予想以上の返済が

進み、十分に達成できそうでございます。しか

しながら、財政調整基金の積立額は、目標額４

億4,800万円に対しまして、本年度予算に計上し

た繰入金の解消がまだできておりませんので、

現在のところ３億3,000万円ということで下回る

ことが見込まれます。

　また、そのほかの効果につきましては、人件

費の削減を初めとする経常的な経費の削減や自

主財源の掘り起こしのほか、財政健全化法に基

づきます健全化判断比率の改善などが挙げられ

ると思っております。

〇総務課長（今井文弘）行財政改革について

の３番目の新定員適正化計画の職員数の推移に

ついてお答えいたします。

　垂水市新定員適正化計画では、策定当初の平

成17年４月１日の職員数285人を10年後の平成27

年４月１日には50名を削減し、235人とする予定

でございます。

　御質問の職員数の推移についてでございます

が、早期退職優遇制度の実施や退職者に対する

新規採用者の抑制などの結果、３年経過後の平

成20年４月１日現在で職員数は260人となりまし

て、同時期の計画上の職員予定数272人と比較い

たしますと、12人の前倒しの削減となっておる

ところでございます。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）振興会

について。

　振興連理事会での合併に向けての協議内容は
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ということですが、平成20年度第１回振興連理

事会で、委託料の変更ということで議題に上げ

ました。内容については、平成21年度より委託

料について、均等割を１万円から5,000円に、戸

数割を200円から300円に変更できないか。提案

理由として、地区の理事より振興連に対し、振

興会の合併に際しては委託料の均等割をなくさ

ないと進まないという意見が出ましたので、次

の振興連の理事会までに各地区で協議してほし

いと投げかけました。

　それで、第２回目の振興連理事会のとき、委

託料の改正について各地区で出た意見を述べて

もらい、協議してもらいました。さまざまな討

議の末に、結果として従来どおりでいくという

ことに決しました。

　また、限界集落に該当する集落はどれくらい

かということですが、平成19年度は26振興会で、

20年度は27振興会ですが、これに昨年新城の３

振興会の合併がないと、30振興会になります。

また、市全体で65歳以上の方は34％を占めます。

高齢化率が45％以上の振興会は46振興会になり、

市全体の31.5％を占めます。

　以上です。

〇学校教育課長（押川和成）給食センターの

民営化の質問についてお答えいたします。

　昨年の12月議会以降、１月26日に改めて職員

団体との話し合いを持ちました。教育委員会と

しましては、21年度には、仮称でございますが、

給食センター運営検討委員会を組織して、問題

点や課題を整理して、実施に向けての作業を進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。

　以上です。

〇田平輝也議員　それでは、２回目の質問に移

ります。

　私は、さきの議会で将来負担比率のことを質

問いたしました。その質問に対しまして、現在、

垂水市は将来負担比率が県内18市の中で３番目

に高く、それを引き下げるためには、その方法

として、損失補償の問題のほか、借金を減らす

こと、それから職員削減による退職手当の負担

額を縮小すること、そして土地開発公社が保有

する土地を早期処分することなどで将来の財政

不安を解消していかなければならないとのそう

いう回答でございました。その中で、特に土地

開発公社が保有する土地の早期処分についてお

尋ねします。

　まず、土地開発公社は何カ所ぐらいの土地を

保有されておられるのか。現在、全国的に景気

が大きく悪化しており、土地の価格も急激に下

がっております。そのような状況の中、土地開

発公社の土地処分について、価格を少しは下げ

てでも処分される考えはないのか、また、市と

して何か検討などされておられるのか伺います。

　次に、振興会でございますけれども、議員の

中にも振興会長さんやらいろいろおられるよう

ですが、今、振興会長さんなどへの委託が均等

割で１万円、戸数手当が１戸200円とした場合、

例えばですけれども、10戸数ある振興会は、均

等割が１万円、戸数手当200円の10戸で2,000円、

これを10戸数で割りますと、１戸数当たり月に

1,200円、年間１万4,400円を市が委託料として

支払っております。そして、また100戸数の振興

会は、均等割１万円、そして戸数割が100戸でご

ざいますので２万円、合わせて３万円、月にし

ますと１戸数が300円ですね、そして年間3,600

円ということでございます。これではなかなか

また戸数の少ない振興会ほど合併はしたくない

というふうに思います。市より委託料について、

振興連理事会で従来どおりと決まったとのこと

ですが、今後も検討はしていくべきではないか

と思います。現在の委託料を上げるのではなく、

現在の範囲内の委託料の改正などを検討すべき

だと考えます。

　新城、昨年ですけど、３振興会が合併しまし

た。そして、会長１名、副会長２名ということ
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でスタートしております。この３名の方々は、

市からの文書配布などほとんど以前のとおりで

あります。合併した振興会は特例として３年間

は均等割手当が以前のままで出ておりますが、

その後はどうなるのかというのが、そういう声

が聞かれます。今、均等割、３集落合併しまし

たので手当が３万円、そしてあと２年すれば１

万円、そういうふうになるようでございます。

　振興会は自主・自立の団体であり、行政が強

く指導できないとのことですが、市は会長さん

方に委託料を支払っております。高齢化が急速

に進展する中、振興会の合併を市が推進するの

であれば、行政指導が必要ではないかと思いま

す。市としては、今後、振興会の合併をどのよ

うに考えておられるのかお伺いいたします。

　次に、給食センターについてですが、給食セ

ンターが設立されまして、市内全体、牛根も当

時あったと思いますが、それらを合わせまして、

そのときの給食数と現在の給食数などの推移に

ついて伺います。

　以上で、２回目の質問を終わります。

〇企画課長（迫田裕司）土地開発公社につい

てお答えいたします。

　現在、土地開発公社は３カ所の土地を保有し

ております。まず、潮彩町３丁目４番の当初集

合住宅用地とされた土地は、既に市報でも広報

していますように、11区画の一戸建住宅用地と

して本年１月から販売を開始し、現在、４区画

売却見込みでございます。今のところ価格を変

更する予定はありません。残り７区画について

も、早期売却を目指して広報に努めるなど販売

努力を続けてまいります。

　次に、潮彩町２丁目の商業用地ですが、この

土地は、垂水共同店舗有限会社と契約しており

ます。ホームセンターやドラッグストアなどの

建物が建設されている敷地については既に売却

済みでございますが、そのほかの駐車場部分及

び空き地については賃貸となっております。賃

貸期間は10年間で、期間満了後の平成27年度に

は賃貸者が買い取る契約となっておりますが、

価格についてはその時点で交渉する予定でござ

います。

　次に、錦江町の旧フェリー第１駐車場の4,871

坪でございますが、この土地は、坪単価を採算

ラインである７万円と設定し、現在、企業誘致

に努めております。平成14年に岩崎産業株式会

社と土地交換した場所で、所有後６年ほどにな

りますが、これまで1,000坪単位の購入希望者は

数件ありましたが、価格の面で折り合いがつか

ず、売却できませんでした。面積が約5,000坪と

広いので、現在の設定単価で売却するのはかな

り困難でございます。公社としては余力がなく、

価格を下げることはできませんので、まず理事

会の御承認をいただき、さらに垂水市の御協力

がいただければ価格を下げることが可能となり、

処分が進むものと考えているところでございま

す。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）今後の

振興会合併についてお答えいたします。

　振興会の合併につきましては、振興会のいろ

いろな要素や昔からの流れがありまして合併が

難しいことを聞いております。御存じのとおり、

振興会は自主的、民主的な任意の団体でありま

すので、行政が強く指導できないのが現状です。

しかし、今年度新城地区で３振興会が１つにま

とまり、来年以降では牛根地区で３振興会を統

合するための実行委員会ができ、平成22年度よ

り統合したいという話も出ています。また、大

野地区では１振興会が隣と合併するような話も

聞いております。

　今後とも、合併・統合につきましては、住民

合意のもと住みよい生活環境をつくるというこ

とを目標にし、行政も協力していきたいと考え

ます。また、合併した振興会については、振興

会合併推進に対する委託料に関する覚書のとお
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り、３年間は均等割の減額分を上乗せしていき

たいと思います。委託料についても、振興会合

併に支障を来すようであれば、今後とも振興連

と十分協議し、改正すべきは改正していきたい

と考えます。

　以上です。

〇学校教育課長（押川和成）給食センターの

給食数の推移とコストについてお答えをいたし

ます。

　垂水市学校給食センターは、平成15年度から

業務を開始しておりますが、15年度と16年度は、

先ほど議員も御指摘のとおり、牛根の共同調理

場もまだありましたので、１つになった17年度

で申し上げたいと思います。

　コストを人件費ベースで試算をいたしますと、

年度当初の数字で食数が1,619食、職員及び臨時

職員の人件費が１億2,103万7,000円でございま

したので、年間１人当たり約７万4,800円かかっ

ていることになります。20年度は食数が1,403食、

同じく人件費が約１億848万6,000円ですので、

１人当たり約７万7,300円となります。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　３回目になりましたので、お

願いいたします。

　行財政改革についてですが、世界的に景気が

後退している現在、当分の間は土地の価格の上

昇は考えられません。逆に、年々価格は下がる

傾向でございます。今後いろいろと検討される

よう要望いたします。

　ところで、財政改革プログラムも最終年度と

なるようでございますが、平成22年度以降につ

いてはどのようなことを柱に考えておられるの

か、伺います。

　次に、振興会についてですけれども、先ほど

回答を受けました。１年前の回答も全く同じの

ようでございました。もう少し前向きに検討さ

れているのかと思っておりました。

　私どもの振興会は昨年３集落が合併し、合併

前の説明会では、高齢化が進む中、市も合併を

進めており、均等割の手当が減額改正され、戸

数手当を増額して調整されるとの説明であった

ようでございます。そして、新城校区の各振興

会も合併に向けて非常に機運も高まっておった

ようでございます。

　先月末合併した３振興会の役員と公民館長を

交えて反省会などがありました。その中で、な

ぜほかの振興会の合併が進まなかったのか議題

になりまして、その原因は、いろいろ先ほども

申し上げましたとおり、均等割の手当が改正さ

れていないこと、また、戸数手当を増額して調

整しない以上、少ない戸数の振興会はなかなか

合併はしない、そして振興会が「合併してよか

った」と言えるような行政の長期的な支援が必

要ではないかと、そういう意見でございました。

　今、市もいろいろと改革をしている中であり

ます。今で振興会の合併やいろいろの改革も行

政として検討すべきではないかと考えますが、

このことにつきましては市長のお考えを伺いた

いと思います。

　次に、給食センターについてですが、県内に

ある給食センターについては、給食内容などに

よりいろいろと作業内容も違うと思います。先

ほど、１日の給食数が現在1,403食ですか、との

ことでございました。本市と同じぐらいの給食

数をつくるほかの市の給食センターの職員数に

比べて本市の職員数、現在16名ですかね、どれ

ぐらい少ないのか、多いのかお伺いいたします。

　以上で、私の質問を終わります。

〇財政課長（岩元　明）御承知のように、財

政改革プログラムは平成21年度で終了いたしま

す。まずは、21年度の予算執行と決算の推移を

見守りまして、計画の成果目標に近づけなけれ

ばならないと考えているところでございます。

　22年度以降は、総合計画にも示されてありま

すように、財政運営の健全化が求められており、

持続可能な財政運営がなされていることが将来
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像でございますので、財政改革は引き続き実施

してまいらねばならないというふうに考えてい

るところでございます。そのためには、21年度

中に新たな財政改革プログラムの策定をするこ

とになるだろうと考えているところでございま

す。

　その基本となる改革の柱は、これまでのよう

に、歳出では経常的経費であります人件費の節

減と、それから将来の借金負担を軽減するため

の起債事業の圧縮であり、歳入では地方交付税

と市税収入の安定的確保であろうかと考えてい

るところでございます。

〇市長（水迫順一）田平議員の振興会合併問題

についてお答えをしたいと思います。

　振興会、１年前から合併については積極的に

取り組むということで、議員のおっしゃるとお

りの状況の中で進んできました。振興連の結論

が現状のままという結論が出た中身がもうひと

つ、個々の問題がそれぞれある中で妥当なのか

という、個々の本当に小さい振興会に合致して

おるのかということはもうちょっとやはり深く

掘り下げなければいけないかなと、そういうふ

うに思っておるんですね。

　本当にこれからの自治体運営は、地域の力、

地域力が非常に重要視される時代になってきま

すので、そういう意味では、振興会がいろんな

働きが元気になること、それからまた効率化で

きるところは効率化していくことはどうしても

求められるところだと思いますね。現状のまま

ではやはり高齢化が進んでリーダーがいないと

かいうような問題等もございますし、その振興

会自体の活性化をそぐような要因がやはり出て

くるという気がします。ですから、このことは

やはり行政としても合併を、統合を進めていか

なければいけない、そういうふうに思っており

ます。もうちょっとその辺の振興連の、先ほど

も言いましたように理由が、本当に小さいとこ

ろまで本当に条件として合う結論だったのかも、

もう１回検証してみたいなとそのように思って

おります。

〇学校教育課長（押川和成）給食センターの

質問についてお答えいたします。

　本市の学校給食センターは、日によって若干

の変化はありますけれども、通常は正規職員と

臨時職員の17名体制で調理をしております。

　県内の状況を見ますと、それぞれ条件が違う

かもしれませんけれども、指宿市山川の給食セ

ンターが1,332食で11名、南九州市川辺の給食セ

ンターが1,314食で12名、伊佐市の給食センター

が1,735食で15名となっているようでございます。

　以上でございます。

〇議長（徳留邦治）次に、３番尾脇雅弥議員

の質疑及び質問を許可します。

　　　［尾脇雅弥議員登壇］

〇尾脇雅弥議員　「食後の大変眠い時間帯に」

というフレーズを準備しておったんですけれど

も、急な御指名でございますので、一般質問を

させていただきます。

　おかげさまで宮脇周辺が大変整備をされてお

ります。国道も見通しがよくなりまして、それ

にあわせまして瀬戸山線もすっきりなっており

ます。けさもちょっと宮脇公園を歩いてみたん

ですけれども、非常に歩きやすくなっていまし

て、一緒に散歩しました御婦人方が「市長によ

ろしく伝えてください」ということでございま

したので。これもひとえに森山先生並びに水迫

市長、そしてアドバイスをいただいた篠原先輩、

国道整備の同僚議員の皆様のおかげだと思って

おります。

　それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。

　まず初めに、子育て支援並びに少子化対策へ

の総括的取り組みについて質問をいたします。

　昨年12月議会においても数名の同僚議員の皆

さんがそれぞれの立場で、また切り口で質問を

されました。施政方針でも大きく明記され、今
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回21年度の目玉の１つだと思います。具体的に

どのような項目として、また、どのような目的、

中身、予算を伴って盛り込まれているのか、総

括的に保健福祉課長に答えを求めます。

　次に、バイオマスフィールドテスト事業につ

いて質問をいたします。

　約３年前にＮＥＤＯの補助を受けて、日本総

研、前澤工業、コーンズＡＧ、吸着技術工業、

そして垂水市が共同研究を重ね取り組んで、今

年度３月20日をもって終了することになってい

ます。

　まず、３年間の実証実験の成果について商工

観光課長に答えを求めます。

　次に、行政組織の改革見直しについて質問を

いたします。

　行財政改革に伴い、職員の数は年々減少して

おります。一方で、地方分権に伴いまして仕事

の量がふえていく中で、市民サービスを維持し

ていくためにも、時代に合った組織の改革、見

直しが必要であると考えます。そのことについ

て、まずは総務課長に答えを求めます。

　次に、経済・雇用対策について質問をいたし

ます。

　百年に一度と言われる経済危機の中で、本市

においても直接あるいは間接的な影響も少なく

ないと思いますが、この件に関して本市の取り

組みについて商工観光課長に答えを求めます。

　また、地域活性化・生活対策臨時交付金を受

けて、53事業に総額２億1,713万円の予算がつい

ておりますが、事業の詳細について財政課長に

答えを求めます。

　最後に、長期的ビジョンでの垂水づくりにつ

いて質問をいたします。

　21年度施政方針の１ページ目に示されており

ます桜島架橋並びに高隈トンネル実現への活動

について水迫市長にお尋ねをして、１回目を終

わります。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、１時から再開します。

　　　　　午前11時49分休憩

　　　　　午後１時　　開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　尾脇雅弥議員の質問に対する答弁を求めます。

〇保健福祉課長（村山満寛）子育て支援・少

子化についての御質問にお答えいたします。

　保健福祉課が所管する子育て支援・少子化に

ついての本年度の目玉事業は、医療費助成と妊

婦健診の公費負担の拡大であります。

　まず、医療費助成でございますが、現行の０

歳児から６歳誕生月までの医療費助成を本年４

月診療分から、中学校卒業までの生徒を対象に

医療費の一部を助成しようとするもので、課税

世帯については、１月3,000円の控除後について

助成するものであります。非課税世帯と１歳未

満については、従前のとおり全額助成でありま

す。予算項目は、４款の衛生費、１項保健衛生

費、10目の乳幼児医療費、節は扶助費でありま

す。

　次に、妊婦健診の公費負担の拡大であります

が、国の子育て支援に対する支援に基づき各自

治体が取り組んでおりますが、平成20年度に５

回までは公費負担としておりましたが、今年度

から国に呼応して実施するものでありますが、

妊婦の方が健診費用の心配をせず必要な回数の

妊婦健診を受けられるよう公費負担とするもの

でございます。

　国は、平成22年度までの暫定措置として、地

方財政措置されていない５回目以降の９回分に

ついて、２分の１を国が援助するとしておりま

して、県を通じての補助となっております。予

算項目は、４款衛生費、１項保健衛生費、２目

母子衛生費の委託料となっております。

　その他の子育て支援に関する事業に要する予
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算計上は、昨年度とほぼ同額となっております

が、保育料軽減に伴う市負担額は対前年比263万

3,000円の増となっております。これは階層分布

により計上したもので、昨年の10月入所状況で

の試算であります。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）バイオマス事業

についての御質問にお答えします。

　地域バイオマスフィールドテスト事業の成果

についてでございますが、この事業は、政府が

定めた2010年までの新エネルギー導入目標を踏

まえ、地域の実情に応じた新エネルギーに係る

実証実験を実施しようとするものであり、本実

証実験の実施期間は平成18年より３カ年であり

まして、３月20日が事業終了の予定日でありま

す。実証実験は、大きく分けてバイオマスガス

の発酵工程、精製工程、圧縮・充てん工程、運

搬・使用工程の４つの工程について行われまし

た。

　実験の成果に関しては、毎年度２回、鹿児島

大学の教授を委員長とする専門家を含めた評価

委員会を開催し、成果報告に対する評価を行っ

てもらっております。最後の評価委員会は３月

６日にありましたが、この会での評価は、まず

発酵関係では、豚ぷん尿、焼酎かすとも問題な

く良好にガスを発生しており、高い評価を得て

おります。次に精製工程においても、不純物で

ある二酸化炭素や硫化水素を吸着する技術もほ

ぼ完成されており、精製されたメタンガスの濃

度は最高値で99％にまで達することができ、実

験は成功していると評価を得ております。次の

圧縮・充てん工程につきましては、高圧ガス規

制法の規定により人的な配置等については大き

な制約を受けたものの、装置自体は大きな問題

もなく、稼働することが確認されました。最後

の運搬・使用工程につきましては、運搬用のボ

ンベが非常に重いことからクレーンのついた運

搬車両が必要となること、使用する際、高圧で

充てんする関係で減圧装置が必要なこと、コー

ジェネレーションを使用しての電気回避コスト

は期待どおりでなかったことなどの問題点がご

ざいましたが、おおむね合格点はクリアしてい

るという評価を得ております。

　このように、実証実験が成功に終わり、商業

化を目指した垂水モデルができましたことが一

番の成果でございます。また、これまでの期間

にテレビや新聞、雑誌等での報道が何回も行わ

れ、プラントの視察に関しましても延べ300名以

上の視察者があるなど、バイオマスの実証実験

地として先進的な取り組みをしている自治体と

しての知名度は県内外で高まっております。

〇総務課長（今井文弘）行政組織の改革見直

しについての御質問にお答えいたします。

　職員数が減る中、時代に合った改革、見直し

が必要ではないかということでございますが、

まさにそのとおりでございまして、これまでも

行財政改革、集中改革プラン、新総合計画等、

各種の計画に基づき全庁を挙げて改革を推進し

てきております。

　これまで、企画課所管の事務改善委員会の結

果を踏まえまして、毎年全庁的な見直しの検討

をしてきておりますが、大きな組織の見直しと

なりますと、部屋の問題、配属職員数、所管業

務の振り分け、業務と法令等の整合性、システ

ム等の変更、さまざまな問題をクリアしなけれ

ばならないため、短期間での大きな組織の見直

しは困難な状況でございました。

　平成20年４月からの見直しの状況を報告させ

ていただきますと、総務課では危機管理対策室

を新設、ふるさと納税担当者の設置、企画課に

おいては行政改革推進室と計画調整係を統合し

計画調整係に、財政課では滞納整理室を税務課

へ所管がえをし、水道課の入札事務を契約管財

係へ一本化、それと税務課では班制を係制へ戻

し、生活環境課では水産課から下水処理施設の

管理業務を移しております。水産課では境漁業
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集落環境事業の完了に伴いまして水産振興係と

水産施設係を統合し、水産係としております。

土木課では土木係と維持係を統合し、土木係に、

商工観光課では商工観光係を廃止し、観光推進

係と商工業推進係を新設をしております。市民

相談サービス課では新たな地域担当職員制度を

所管業務とするなど、これまで見直しを行って

きております。

　職員数につきましては、退職者に対して新規

採用者を原則半分の補充としていることから、

職員１人当たりの業務量はふえてきております。

本年度の一般事務職の退職者は10名で、それに

伴う新規採用は５名でございます。本年４月１

日には例年のとおり職員が減る課が出てくると

いうことになりますが、見直し等により対応し

ていかなければ市民サービスの低下を招くおそ

れもございます。それに対処するには、行財政

改革を推進する中、体制に合った業務のスリム

化も必要であり、また、職員数に見合った組織

づくりも大事でございます。今後は、業務内容

の精査はもちろんのこと、もっと大きな組織の

改編が必要になってくるものと考えております。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）経済・雇用対策

についての御質問にお答えします。

　今回の経済危機は、議員御指摘のとおり、百

年に一度と表現されるような深刻な状況に進ん

でいるようであります。

　まず、雇用対策については、緊急なものとし

て、１月半ほどの短期雇用ではありましたが、

市役所の臨時職員の雇用を計画しました。また

継続的なもので、本県は雇用改善の動きが弱い

７道県の１つに数えられている背景もありまし

て、雇用創出のために、平成17年度に垂水市観

光・産業活性化協議会という組織を立ち上げ、

そこを事業主体にして平成18年度において調査

事業を行い、その成果をもとに、平成19年度か

ら厚生労働省の補助事業であります地域雇用創

造推進事業に取り組み、平成21年度まで継続し

て創業支援事業や人材育成事業、コンサルティ

ング事業などを実施し、就業や創業の支援を行

います。また、この事業に取り組んでいたこと

で、平成20年３月から平成22年度までの間、地

域雇用創造実現事業も実施し、新商品開発や旅

行商品開発を行うことでの雇用創出にも取り組

みます。

　そのほかに、国の交付金を県が基金造成し、

市町村にも補助金を交付して、短期や継続的な

雇用機会を創出するための事業である緊急雇用

創出事業臨時特例交付金事業及びふるさと雇用

再生特別基金事業という事業がございまして、

現在、この事業を実施するための申請作業を行

っております。

　このようなことのほかに、本市のホームペー

ジに雇用・求人情報というコーナーを新たに設

け、雇用情報、創業支援情報、求人情報にまと

めて新しい情報を検索しやすくしておりますほ

か、昨年末には原材料高騰対応等緊急保証制度

に関する臨時窓口に関する対応も行ってきまし

た。

　次に、経済対策でありますが、御質問にもあ

りますように、地域活性化・生活対策臨時交付

金事業や、４月下旬から給付を予定しておりま

す定額給付金給付事業が主なものになりますが、

そのほかに単独事業として、中小企業の資金繰

り支援のための原材料高騰対応等緊急保証制度

の認定申請が大変多い状況にありますことから、

垂水市商工振興資金利子補給補助金を100万円増

額し、支援する予定であります。なお、この予

算は平成20年度補正予算として対応させていた

だきたいと考えております。

〇財政課長（岩元　明）地域活性化・生活対

策交付金の使い道とその理由につきましては、

初日の補正予算第４号の説明でその概要を別紙

でお示ししたとおりでございます。補足して説

明いたします。

　市民の安全を確保するという観点から、自主
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防災組織の拡充を図る機器の購入及び避難体制

の整備を図るため連絡用機器の購入をしようと

するものでございます。

　環境保全の観点から、堆肥センターの車両や

機器の購入・修繕、生ごみ搬出用の容器購入並

びに低公害公用車の購入などをしようとするも

のでございます。

　電子行政の推進・整備の観点では、事務用パ

ソコンの購入及び改正される医療給付や老朽化

した学校図書システムの改修をしようとするも

のでございます。

　農林業活性化の観点では、地域住民の要望に

応じて農林道６カ所の改良整備を促進し、生産

体制の向上を図ろうとするものでございます。

　防災の強化の観点では、災害の発生した分水

路の整備や治山施設の管理により、地域住民の

安心・安全を確保しようとするものでございま

す。

　水産業活性化と観光・交流の観点では、物産

展用の機器の購入や道の駅の改修などで特産品

の宣伝や交流人口の増加を図ろうとするもので

ございます。

　建設業活性化の観点では、住みかえの促進と

して定住促進住宅の全戸シャワー設備設置及び

水之上定住促進住宅の高齢者向け改修などで、

本市への定住促進とあわせて家賃収入の増加を

図ろうとするものでございます。また、生活交

通の維持を図るため、橋梁の長寿命化の調査や、

地域住民の要望に応じて市道11カ所の改良を実

施しようとするものでございます。

　防災・安全確保の観点では、災害の際に避難

所となる垂水小、境小の体育館トイレ改修で避

難者の利便を図り、また、垂水中の耐震診断並

びに垂水小、牛根小体育館の床改修などを実施

して、生徒の安全確保を図ろうとするものでご

ざいます。

　地上デジタル放送への対応として、市内全小・

中学校のテレビ受信の整備を図ろうとするもの

でございます。

　それからコミュニティ機能再生の観点では、

市民館の屋根、会議室の改修や柊原公民館の外

壁改修、市内公民館の洋式トイレ化などで、地

域住民の利便を図ろうとするものでございます。

　また、少子化対応の観点からは、図書館の児

童図書を購入し、読み聞かせなどの幼児教育を

充実しようとするものでございます。

　この交付金による事業は総額２億1,713万円で

ございますが、この中には人件費や事務経費等

はほとんど含まれておりません。したがいまし

て純粋な事業経費でございますので、しかも、

できる限り市内業者に発注する考えでございま

すので、本市の景気対策につながることを願っ

ております。

　なお、直接の消費拡大を図る定額給付金２億

9,000万円は、最終本会議に５号補正案として提

出する予定でございます。

〇市長（水迫順一）尾脇議員の桜島架橋、そ

れから東九州自動車道への利活用のための高隈

トンネルについての御質問にお答えをしたいと

思います。

　この件につきましては、議員の皆様にも機会

を得て何回か御説明を申し上げております。私

の思いも語らせていただいております。重複し

ますが、再度ちょっと簡単に触れさせていただ

きますと、やはり長期的なビジョンで大隅半島

を考え、それから垂水を考えるには、どうして

もやはり桜島架橋の実現あるいはトンネルの実

現、これはもうぜひとも必要であるというふう

に思いますし。

　それから東九州自動車道路が大隅半島唯一の

高速道路として、今、年間ここのところ150億円

ぐらいずつの予算を確保しての工事が着々と進

んでおります。これを我々、今まで私自身は高

隈山を越えてのインターチェンジまでの距離を

考えますと、垂水からは大隅のこの東九州自動

車道路は使いにくいなというふうに考えており
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ました。ところが、ある技術者の知恵もいただ

きながら、猿ヶ城を中心にしてトンネルを考え

た場合に、インターチェンジに向かってトンネ

ルを掘った場合に非常に便利な道路になると、

利活用がしやすくなるという意味の助言をいた

だきました。

　このことについては、志布志港の発展も南九

州に及ぼす影響が大きいだけに、志布志市長と

も話をしました。そしてまた鹿屋のインターチ

ェンジ付近、串良を中心にした今後の鹿屋の発

展を考えますと、鹿児島市へのアクセスがここ

も問題でございますので、非常にこのことがま

た便利になるという意味から、２人の市長さん

とともにこのことを一緒にやっていきましょう

ということで、もちろん森山先生の御理解、御

協力もいただきながら、九州整備局あたりにも

陳情に行ってまいったところでございます。

　一方、最初申し上げました桜島架橋につきま

しては、垂水の経済同友クラブがもうここのと

ころ10年来この運動に一生懸命取り組んでいた

だいておりますし、６～７年前から鹿屋の経済

同友クラブと一緒になって、陳情活動初め、15

万人に及ぶ署名活動を初め、県知事あるいは国

交省、本庁から整備局、あらゆるところへの陳

情を一生懸命頑張っていただきました。

　そういうような結果等もありまして、本当に

これは難しいよという県知事の就任当初の見解

がありましたところを、皆さんも御案内のとお

り、来年度予算に約2,000万円の調査費が計上さ

れると、県予算のほうにという段階になりまし

て、これは本当に県知事自体も考え方を百八十

度変えて、大隅の発展のためにこれが果たす役

割の認識を十分していただいた結果だろうと、

そういうふうに思うわけです。

　そのことを考えますと、非常に民間を中心に

した団体がこれだけ一生懸命取り組んでいただ

いた成果でもございますので、これはまだ今か

ら一生懸命頑張って努力をしていかなければい

けません。もちろん大隅半島だけが燃えても鹿

児島市内への、鹿児島市議会初め、県議会初め、

いろんなところへの波及も必要でございます。

民間がこれだけのムードをつくっていただき、

またそういう成果が見え始めてきましたので、

今度は我々行政サイドが果たす役割が非常に大

きいと、そういうふうに思っております。

　そういう意味では、今後、この２つの実現の

ため私も一生懸命取り組んでいきたいと思いま

すし、また議員の皆様の力もいただきながら、

これで受ける恩恵が本市がやはり一番大きいだ

ろうと、そういうふうに思っております。そう

いう意味でも先駆的な役割を我々が今後果たし

ていかなければならないと、そういうふうに思

っておるところでございます。

　新幹線が、開通が23年でございますから、ポ

スト新幹線ということを考えますと、大きなプ

ロジェクトはそう見当たらないわけですから、

何とかポスト新幹線の大きなプロジェクトとし

て桜島架橋、それが実現に向かった段階で、今

度はポスト桜島で高隈山トンネルと、そういう

やはり大きなプロジェクトを２つも同時という

のはいろんな関係を考慮しましても難しいだろ

うと思いますので、そういうような順序で実現

できる方向でみんなで総力を挙げることが必要

だろうと思いますので、ぜひこの辺の御理解、

御協力を賜りますようお願いを申し上げます。

〇尾脇雅弥議員　こちらから見ておりますと、

お昼御飯の後なのか、皆さん眠い方もおられる

ようですが、３カ月に一遍の議会ですのでよろ

しくお願いいたします。

　それでは、２回目に入ります。

　子育てに関してですけれども、先ごろ新聞に、

2008年の10月１日現在で鹿児島県内46市町村の

高齢化率、年少化率というののデータが公表を

されました。垂水市はといいますと、高齢化率

が34.8％で高いほうから10番目、数にして6,178

人。注目すべきは、この年少人口率なんですが、
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最も低い南大隅町の10.4％に次いで10.5％とい

うことで２番目に低い。数にして1,864人という

ことでございました。65歳以上の高齢者に比べ

て中学生以下の子供の割合が少ないということ

ですけれども、いろんな要素はあると思います

が、１つには、これまで子育て支援の環境が悪

かったことも要因ではないかと思っています。

　先ほど課長に答弁いただいたように、中学生

の医療費の助成の拡大とか妊婦の健診の拡大な

ど、今回特に予算を伴って施策を講じていただ

いておりまして、そのことに対してお母さん方

から、非常に感謝をしているということで、期

待をしていると連絡もいただきます。

　そこで、今回、この施策の効果並びに今後の

子育て環境のさらなる充実について、水迫市長

に考え方をお尋ねしたいと思います。

　次に、バイオマスですけれども、４つの工程

でそれぞれ、圧縮、運搬に多少課題が残るもの

の、ほかの部分においては非常によかったと、

そのことによって知名度も上がったというよう

な商工観光課長の答弁でございました。そこで

お尋ねなんですが、プラントが残されたわけで

すけれども、そのプラントは今後どうしていく

のか。そして、実用化へ向けての考え方、バイ

オマスタウン構想というのも掲げてございまし

たので、その目的あるいは中身、そうすること

によって垂水市にどんなメリットがあるのかと

いうことを２回目の質問といたします。

　それから、３番目の行政組織の改革見直しに

ついてですけれども、総務課長の答弁で、必要

があると思うけれども、さまざまな問題をクリ

アして多少時間がかかるということでございま

した。全くそのとおりだと思いますが、これま

で水迫市長は行財政改革を断行されて、無駄を

見直して歳出削減をされてこられたということ

に関しては、本当に大変な私も評価をしており

ます。

　一方で、どういったものを目玉として歳入確

保あるいは財源を確保していくかという中で、

この観光行政が１つの大きな目玉なのかなと考

えております。例えば商工観光課なんですけれ

ども、現状どうかと言えば、商工の担当を除け

ば、課長も含めて４人というような現状ですよ

ね、正職の方はですね。

　私が考えているのは、担当所管が非常に多い

んじゃないかなと。例えば、道の駅ですし、バ

イオマス、高峠、そして猿ヶ城、さらに今回宮

脇公園というようなことで、非常に人員に対し

て仕事の量とか取り扱う中身が非常に重いんじ

ゃないかなというふうな気がします。結果とし

て、こなすという形の仕事になってしまうんじ

ゃないかなという不安を持っています。

　もちろん職員の皆さんは一生懸命努力をされ

ておられるんですけれども、制度的な、先ほど

話もありましたけれども、10人減らして５人を

ふやすという現状下がありますので、以前に比

べて１人当たり1.5倍ぐらいの仕事の量をこなさ

なきゃいけないということになりますので、２

人で３人分とか４人で６人分ということですけ

れども。そのためには、この縦割りの弊害をな

くして、もっと効率的な組織の見直しをしてい

かなきゃいけないんじゃないかなと思っていま

す。

　そこで、１つ提案なんですけれども、市長の

お手元には一部配付させていただいたんですけ

れども、あくまでも大まかなたたき台ですので、

参考にしていただきたいという程度でいいと思

うんですけれども、こういう感じでちょっとた

たき台をつくったんですが、５つぐらいの部み

たいな形にひっくるめればいいんじゃないかな

というふうな考えを持っています。

　口頭でちょっと読み上げます。例えば、総務

課、財政課、企画課、議会事務局、選管、監査、

この辺を１つに取りまとめて連携をしていただ

くと。例えばですけれども、保健福祉課、それ

にかかわるいろんな業務に携わる生活環境課と
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いうところを１つに取りまとめていただく。さ

らには、税務課、市民課、会計課、市民相談サー

ビス課、この辺を１つに取りまとめて連携を図

っていただく。そして、商工観光課、水産課、

農林課、農業委員会、この辺を取りまとめてい

ただく。もう１つ、土木課と水道課ですね。そ

ういった形で、中身はいろいろあると思うんで

すけれども、そういった形で現状の中身を見直

して、要するにコンパクトにまとめて、末端ま

で情報が流れて、末端からの情報がトップに伝

わるような組織の改革が必要ではないのかなと

いう気がします。

　現状、例えば職員間でも知っている人は知っ

ているけれども、知らない人は知らないと、あ

るいは一部職員が理解して一部で行動するとい

うような形に偏り過ぎるのはよくないと思いま

すので。今、商工観光課の例をちょっと挙げま

したけれども。商工観光といっても農林水産と

連携ということが必要ですので、その辺をコン

パクトにワンフロア化するなりしてやっていく

ことで、その足りない0.5を補っていけるんじゃ

ないかなというふうに思っています。

　ただし、当事者ではちょっと難しい部分があ

ると思いますので、外部なりに委託をしてその

たたき台をつくっていただいた上で、今後、時

間をかけて検討をしていただきたいなと思って

おります。そのことについて、市長に所感だけ

伺います。

　経済・雇用対策に関しまして御説明をいただ

きまして、理解をさせていただきました。

　経済危機の余波というのは、都会から田舎へ、

大手から中小零細へというような形で、今後、

本市でもそういった影響があるんじゃないかと

思いますので、注意深く見詰めながら対応して

いただきたいと思います。

　交付金事業についても理解をいたしました。

１つだけ市長にお尋ねをいたします。今回のこ

とでどういう効果が期待できるのか、また期待

をされておられるのかということを１点お尋ね

をいたします。

　最後になります。

　長期的ビジョンでの垂水づくりでございます

が、私も市長の考えに全く同感でございます。

もしそのことが実現をすれば、仮想ですけれど

も、志布志から垂水まで約30分で来れるように

なりますし、垂水から桜島を通って鹿児島中央

駅あたりまで30分で行けると。御案内のとおり、

２年後には九州新幹線が開通して１時間20分で

行けることがもうわかっていますし、さらには

「さくら」ですかね、大阪まで４時間で通ると

いうこともわかっています。ただ、その恩恵を

受けるためには、初めて橋がつながってこそ垂

水が大きく変わっていくんじゃないかなという

気がしています。

　これまで景観を理由に反対をされていた伊藤

知事。実際のところが最大のネックだったんで

すけれども、今、市長の御説明もありましたと

おり、昨年の夏ぐらいから、県知事選のあたり

から方向転換をされまして、マニフェストの89

番目にそういった可能性調査をやるんだという

ことを掲げて選挙を戦われて、実際に、21年度

の当初予算の中で2,000万円の調査費をつけてお

られる。

　さらには、先般２月26日に行われました県議

会の本会議の上村議員の代表質問の中でこうい

うことを答弁されております。上村議員が「錦

江湾横断交通ネットワークの可能性調査は事業

推進の意思表示と理解していいか」という質問

に対して、伊藤知事みずから「経済効果があり、

技術的に可能であれば実施することになる」と

いうことを答弁をされております。

　この基礎的な調査のデータになるのが、恐ら

くは国交省の外郭団体であります海洋架橋・橋

梁調査会のデータを参照されるものと見通しが

ありますので、そこの中では、非常に今あった

ような課題はクリアして前向きであるという結
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果が出ていますので、基本的に私は早いか遅い

かだけの問題じゃないかなと思います。５年後

なのか、10年後なのか、それとももっとかかる

のか、その辺はこれからの活動次第ということ

になりますけれども。

　最後に、市長に１つ質問なんですが、先ほど

も言われましたけれども、やっぱり一番この恩

恵を受けるのは垂水市であり、鹿屋、大隅だと

思うんです。これまで経済同友クラブを中心に、

民間の方々が自分たちのお金を出し合って署名

をしてここまで来たと言っても過言ではないと

思います。そういった中でそろそろ、県がこれ

だけ動きを始めたわけですから、その受益を受

ける我々も人を出したり、お金を出したりとい

う方法を考える時期じゃないかなと思います。

　以上で、２回目を終わります。

〇市長（水迫順一）幾つか御質問いただきま

したので、ちょっと私のほうで答えるべきもの

を答えさせていただきます。

　まず、子育て支援の考え方ということでござ

いますが、私は市長に就任して以来、子育て支

援が足りないな、本当に老人福祉については国

の制度その他いろいろございますので、ある程

度制度化されてきてはおるものの、子育てに関

しては非常におくれておるんじゃないかと、国

もそうだし、我々地方もそうだというふうに思

っておりました。何らかの形で本当に子供が少

ない当市では対策を講じなければいけないとい

うことは常々考えておったわけです。ですから、

今回皆様にお示しをしましたとおり、幾つかの

子育て支援が予算化できましたことを非常にう

れしく思っておりまして、ぜひ皆さんの御理解

をいただきたい、そのように思っておるわけで

ございます。

　中学生までの医療の負担、これにつきまして

は保健福祉課長が申しましたとおりでございま

すし、午前中、傾聴ボランティアにつきまして

も葛迫議員にお答えをしたとおりでございます。

　それと、水之上の雇用促進住宅の子育て支援

への利活用、これにつきましてはもう既に15件

の申し込みがございます。非常に私は、早い時

期にこれだけの申し込みがあったということは

非常に興味を持っていただいたなと思っており

ますし、子育て支援に本当に一助をできたなと、

支援の一端を担うことができたなと、そういう

ふうに思っておるところでございます。このほ

かにも今後やるべきこと、ソフト面をひっくる

めて考えていかなければいけないと、そういう

ふうに思っておりますし。

　もう１つ今考えておりますのは、子育てグルー

プが今５つぐらいございますが、これは議員の

ほうの提案もございましたとおり、何とかこの

グループの支援、拠点づくりをしてあげて、そ

こに傾聴ボランティアと違ったそういう専門家

の支援ができないか、そういうものをひっくる

めて考えるように指示をしております。このこ

ともぜひやっていきたいとそのように思ってお

るところでございます。

　次は、組織見直しの提言。

　非常にこれを見させていただきまして、いい

考え方だなというふうに思っております。ただ、

うちは課長制をしいておりまして、これを部長

制に変えるという気持ちは全然ございません。

課長制の中でこれが１つずつ、ある程度の似た

ような部署を統括した統括官を置くというよう

な考え方ですから、これは参考になるんじゃな

いかと思いますが、その辺、庁舎内で担当する

部署にも検討させてみようというふうに思って

おります。事務改善委員会がございますので、

その辺に指示をしてみたいとそういうふうに思

います。

　それから交付金の効果でございますが、これ

から配ってみなければわからないわけですけど、

希望としましては、非常にこれだけ冷え込んで

きた経済でございますので、垂水の経済の活性

化に少しでも役立つようにぜひ皆さんが、２万
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円いただかれる方は5,000円ぐらい足していただ

いて、１万2,000円の方は7,000円ぐらい足して

いただいて、ぜひ垂水市内で余計消費をしてい

ただくと、そういうことをしていただいたらあ

りがたいなと、そのようにも思っております。

（発言する者あり）地域活性化交付金のことで

すか。それじゃ、今のは取り消しさせていただ

きます。

　地域活性化交付金につきましては、もう全く

このようなことは今までないことでございまし

て、本当にありがたい機会をいただいたという

ふうに思っております。ですから、これはいろ

んな面で御提案を申し上げました、広く。です

から、垂水に効果がおりるような方策でもって、

かねてまたなかなか手をつけられないなという

ような事業等もひっくるめて、それから来年度

やろうとしておる分も前倒しでそういうものに

取り組んでいけば、より地元に効果があると。

２億2,000万円という大きな金額でございますの

で、いろんな業者さんも仕事の数はふえてくる

んじゃないか、そういうふうに思っておりまし

て、効果を期待しております。

　それからバイオマスについての２回目の質問、

ちょっとこれにお答えをしたいと思います。

　今回の実証実験に関しましては、日本総研を

初め、優秀な企業、技術者により、先ほど商工

観光課長がお答えしたとおり、実証実験として

の評価は非常に高く、実用化に関しての道筋も

見えてきたように感じております。実際に、こ

の実証実験のグループにおいて、これまでの実

験結果を踏まえたフルスケール化の可能性につ

いて検討に入っております。

　こうしたプラントの設置、運営に関しまして

は非常に専門的な技術が必要とされますことか

ら、フルスケールでのプラント設置に関しまし

ては民間企業の参入が不可欠であります。今後

どのような仕組みで実用化していけるのか、具

体的な提案がなされると思いますが、ただ、現

在のような急激な景気の後退による社会情勢が

今後どのように推移していくのか、予測が立た

ないのが気がかりでございます。

　しかしながら、大きな視点でとらえますと、

先日の日本版グリーン・ニューディール施策の

発表などに見られますとおり、これからの社会

にとって地球環境保全や地球温暖化の抑制、低

炭素社会の構築といった社会構築に関する考え

方はこれからも変わらないものと思われますの

で、今後の展開に期待を持っております。

　次に、平成21年度には、本市におけるバイオ

マスの利活用に関する基本方針となりますバイ

オマスタウン構想を策定する予定でおります。

バイオマスタウン構想の策定に関しましては、

これまでも各自治体が取り組まれておりますが、

本市の場合は、バイオマスタウン構想をつくり

ます以前から、実際にバイオマス利用の最先端

の実験を行ってきた経緯がありますことから、

策定に関しましても、これまでの経験を生かし、

協力してきてもらった専門家の幅広い助言等を

受けながら、家畜ふん尿や焼酎かす、植物残渣

などの静脈と呼ばれるバイオマスの利活用を中

心に、バイオガスの利活用、資源の肥料化・飼

料化など、本市独自のバイオマスタウン構想が

策定できればと思っております。

　なお、メリットでございますが、一般的な話

になりますが、バイオマスを使うメリットとし

ては、循環型社会の形成、地球温暖化の防止、

地域の活性化などに役立てることができます。

また、バイオマスタウン構想策定のメリットは、

地域のバイオマス利活用の基本方針として市民

の皆さんとの目標の共有に活用できますこと、

国・県などの関係先においても情報が共有され

ますので、地域の取り組みが関係機関に理解さ

れやすくなること、国などの支援が得られやす

くなることなどでございます。

　以上だったですかね。（尾脇雅弥議員「最後

の垂水づくりをちょっと総括的に伺いたかった
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んですけど、人とお金ということで」と呼ぶ）

　桜島架橋、その他ですね。

　おっしゃること、よくわかります。まず大隅

全体にこれは大きな影響を及ぼしますので、ま

ず架橋問題は。大隅総合開発期成会のほうにま

ずお願いをしようというふうに思っております。

今度総会が近くあると思いますので、そのとき

にまずそのことから提案をしていこうと。それ

から、活動がどんどんどんどん大きくなってい

きますと、どうしても経費も膨らんできます。

そういうときに、うちとして応分の負担は当然

しなければいけない、そういうふうに思ってお

ります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）バイオマス事業

についてのプラントに関する御質問についてお

答えいたします。

　現在行っております実証実験は、先ほどお答

えしましたとおり、今月の20日までで実験が終

了いたします。実験終了後のプラントに関して

は、プラントなどの施設の購入が過疎債の対象

となること、年間の維持管理費がバイオガスを

売買して得た収益で補えることなどの条件が整

った場合に、本市による施設の購入を予定して

おります。

　起債の申請が５月であること、ＮＥＤＯから

の無償譲渡手続の協議が３月以降になること、

今回の実験による維持管理コストを含めた最終

的な収支結果が出るのが３月末であることなど

から、これらのことを総合判断して、購入する

場合は６月議会における補正予算として提案さ

せていただこうと考えております。

〇尾脇雅弥議員　最後ちょっと所感を申し上げ

て、要望にかえさせていただきたいと思います。

　子育て支援に関してですけれども、これまで

いろいろおくれていました子育て環境を、大き

く英断をしていただいて新しくいろいろ施策を

講じていただいておりますので、私のところに

も電話が来たり手紙が来たりしておりますので、

その辺のところをまた頑張っていただきたいと。

ただ、どうしても行政主導という形になります

と、かゆいところをかいていただきたいんです

けれども、違う場所をかいちゃったりすること

がありますので、その辺に配慮していただいて

今後進めていただきたいと思います。

　それからバイオマスに関しては、今お話あり

ましたとおり、トウモロコシなんかの動脈エネ

ルギーじゃなくて、家畜のふん尿なんかの静脈

エネルギーを有効活用するというところに一番

のポイントがあるような気がします。それと、

お願いをしたいのは、以前も話をしましたけれ

ども、それを活用して垂水にお金が入る仕組み

も考えていただきたいなというふうに思います。

　それから行政組織に関しては、時間がかかる

ことですので、またこれは時期を見て再度質問

をさせていただきたいと思います。

　経済・雇用対策につきましては、今回、地方

にとって大変ありがたい交付金であったという

ことですけれども、一方で、将来の負担に対す

る備えも必要になってくるんじゃないかなと、

緩めた分は締められるという考え方もあります

ので、その辺のところも今後の課題としていた

だきたいと思います。

　最後に、将来の垂水づくりですけれども、将

来の垂水を豊かにしていくためには２つの大き

な提案は必要不可欠なんだろうと思います。た

だ、一方でストロー現象という不安もあります

ので、その辺のところも配慮しながら、同時に

地元の宝を磨く作業も忘れないで活動をしてい

ただきたいと思います。

　最後に１つ、先月２月６日に慰霊祭が行われ

ました「第六垂水丸」について少しだけ話をさ

せていただいて、質問を終わりたいと思います。

　ちょうど前教育長の川井田稔さんやＮＰＯ法

人代表の川井田孜さんなどの御尽力により、２

月６日に旧垂水フェリーの隣接地でこの慰霊祭、

法要が行われました。私は遺族代表の川井田稔
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さんの話に感銘を受けましたので、少し紹介を

させていただきたいと思います。

　当日は、軍の面会日などもありまして、340人

の定員に対して700名以上が乗船をして、そのま

ま沖合200メートル進んだあたりで方向転換しよ

うとした際に、船が傾いて466人の方が海に投げ

出されて犠牲になったという概略でございます。

　驚いたのは、一瞬の出来事ではなくて、９時

50分に傾き始めて船が完全に沈んだのは夕方４

時ぐらいであったと。約６時間にわたってそう

いった状況の中でさまざまな救助活動が展開を

されたわけですけれども、当然冬の海でしたか

ら非常に寒かったということで、感動したのは、

大変不幸な惨事ではあったんですけれども、そ

のときにみんなが協力をして家のまきとか家具

なんかを持ってきて「これで火をたいてくださ

い」と、さらには足りないと見るや家を取り壊

して、壁を取り壊して「これで暖をとってくだ

さい」という人ばっかりだったという話を伺い

ました。

　貧しい時代に我が身を犠牲にして他人のため

に尽くした、そんな人たちが我々の先祖であっ

たということで話を締められたわけですけれど

も、現代もさまざま大変な時代ですけれども、

そういった先人たちの子孫として皆様がそれぞ

れの立場で垂水発展のために努力をすることが

供養であり、務めであると感じました。

　50年の今回は節目の年でありましたけれども、

華やかなイベントだけでなくそういった足元を

見詰め直す機会をいただいたことが、非常に現

代の平和に感謝をしながら、ありがたかったな

と思いましたので、一言御紹介をさせていただ

いて、今回の私の質問を終わらせていただきま

す。

　ありがとうございました。

〇議長（徳留邦治）次に、２番大薗藤幸議員

の質疑及び質問を許可します。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　お昼の一番眠たい時間に、序

盤戦は終わりましたけれども、後半戦に向けて

眠たくならないように短時間で内容のある質問

をしていきたいと思います。

　今議会初日に教育委員会から全協において、

中学校の、あえて「新築」という表現をさせて

いただきますけれども、新築から改築と、大規

模改造ということで、昨年の３月議会におきま

して改築、正しくは改築でございますが、改築

という答弁をいただいております。そしてその

説明の中で岩川の大隅中学校を見ていただきた

いということで、早速行ってまいりました。大

規模改造でもこんなにきれいになるんだよと。

　大隅中学校で資料をいただきまして、その資

料に基づきましてお話を若干させていただきま

すけれども、11億円ぐらいの事業規模でござい

ました。全協においての説明では４億数千万円

の事業規模だと。その中で、その大隅中学校の

事業規模を精査してみますと、一部増築が入っ

ております。そのほかに、11億円の中には国庫

補助に値しない分が入っております。その合計

を計算しますと約５億円。といいますと、６億

円の事業規模で大隅中学校のように大規模改造

ができるのだなというふうに感じております。

ところが、垂水の今回の、概算ではございます

けれども、説明の中では、４億円台の事業規模

でございます。ここら辺は少し説明責任に問題

があるのではないかということと。

　昨年の３月議会での答弁が議会においていか

なる重みがあるのだろうかというふうにも疑問

にも思っております。しかし、私の通告の中に

「その他」と書いてあるのは、全協が終わりま

して、通告の内容にその他をつけ加えたわけで

ございますけれども、今のこの話をすべきとい

うことで、その他にいたしました。

　よく考えてみますと、26～27年度ごろに新築

をするということになりますと、一括20億円程

度の事業規模になるのだということでございま
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すが、工事の発注の仕方においては市内の業者

に発注する規定に当てはまらないのではないだ

ろうかと。その面と、大規模改造になりますと

３カ年かけて、仮校舎から入れますと４カ年か

けて発注されるということは、当然垂水の市内

業者にほとんどが発注していただけるのではな

いかと。26～27年を待たずに22年度ごろから３

～４カ年かけて前倒しをして、今この建設業も

不景気であえいでいる中に、逆にいいのかもな

というような意見も持ち合わせております。

　それと、教育委員会でお聞きしたところによ

りますと、現在の屋外にあるトイレは塗装程度

で改造とみなすというような計画でございます

けれども、今後この大規模改造においては、や

はり議会も、専門の方も当然でございますけれ

ども、市民の声も聞いて、トイレあたりは必ず

これは改装しなければ意味がない。生活におい

て、住環境の中でトイレというのは非常に大事

なスペースでございます。教育環境の整備の中

では、当然でございますが、雨漏りがしないこ

と、当然でございますね。しかし、次に来るの

はやはり住環境。１日何時間児童生徒は学校で

生活するのでございましょう、何回トイレを使

用するのでございましょう。そこをよく考えて、

トイレはぜひ計画に入れていただきたい、この

ようなふうに思っております。今の件に関しま

しては答弁は必要ございません。

　次に、昨年の９月議会でお願いをいたしまし

た不用な墓石の処分方法を考えていただきたい。

復習の意味で、その後、所管の生活環境課がど

のような対応をなされているのかお聞きしたい

と思います。

　実は、去年の９月議会が終わりまして11月ご

ろだったと思いますが、「議会だより」が市民

に配布されまして、何件か問い合わせをいただ

いております、「実際に困っているんだ」と。

これ共同墓地の話でございますけれども、昨年

の９月議会の中での答弁の中では、共同墓地に

関しては行政側から何ら指導はできない、難し

いのではないかという答弁をいただいておりま

す。しかし、市営墓地３カ所に関してはいろい

ろな方向で指導ができるのではないかというよ

うな答弁でございました。

　つい最近になりまして、平之町の市営墓地で

受益者がお寺さんの納骨堂等に移動をされて、

墓石もそのまま置いてある。将来垂水市の公費

でこれを処分しなければならなくなるのではな

いかという意見をいただきました。

　この市営墓地に関して９月議会では私は最後

に、垂水市だけじゃなく県内で困っていらっし

ゃる行政もあるはずでありますので、ぜひ県と

も協議を重ねていただきたいということをお願

い申し上げましたので、この件について、その

後の検証を、検討結果をお聞きしたいと思いま

す。

　次に、農業政策についてでございますが、農

林課長にお伺いいたします。

　垂水のサヤインゲン、キヌサヤは、確定して

いる数字上では10億円台の年間の売り上げがご

ざいます。しかし、午前中の質問でも、答弁で

もございましたが、農業就労人口の高齢化率は

目に余るものがございます。この農家が利用さ

れている農道で、上野台地あたりは改良区の所

管になっていると思いますが、ほかに舗装がさ

れていない道路、つい最近もそのような道路が

ございまして、軽トラックが底をこするような

農道がございました。

　今後、財政改革を行っていく中で、建設業の

育成の面から考えますと、工事として発注して

いただければ幸いでございますが、なかなかそ

うもいかないのが現状ではないでしょうか。よ

って、受益者が自分たちで労力を提供するとい

うような箇所がございましたら、ぜひ原材料支

給を惜しまずにお願いできないものか。

　次に、市長にお伺いいたします。

　午前中の先輩議員の質問の中でもございまし
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たが、過去３回にわたって私が議席をいただい

てから市長の答弁の中で、キヌサヤとインゲン

にかわる新しい作物を考えなければいけない。

施政方針にも入っております、ポストキヌサヤ・

インゲンを早く確立をしたい。どのような作物

を検討をされているのか、また、現在がどの段

階なのかをお聞きいたします。

　次に、水産振興資金貸付金についてお伺いを

いたします。

　20年度から、魚価の低迷、消費の低迷に行政

は１億円という貸付金を行っていらっしゃいま

す。20年度は垂水市漁協が１億円使われたそう

でございます。21年度も垂水市漁協が１億円使

われるというふうにお聞きしております。現在、

損失補償が20年度末、牛根漁協が９億円程度、

垂水漁協が５億6,000万円、残額が残っているよ

うでございます。牛根漁協が年３億円、垂水漁

協が年２億8,000万円の返済をなされているそう

です。過去において損失補償の債務保証がなさ

れてから遅滞なく返済されているとのことでご

ざいます。

　この損失補償が、垂水漁協が来年の11月、牛

根漁協が再来年の４月には失効いたします。損

失補償なるもの、連帯保証人という考え方をし

てみますと、連帯保証人が、損失補償期限が切

れますといなくなるということになるわけです

ね。その中で、果たしてこの現在の貸付資金が

１億円で十分なのかと。現在は損失補償の期限

がまだ残っておりますので、１億円でいいかも

しれません。将来負担比率もこの案件で174％と、

現在垂水の置かれている現状でございますので、

損失補償が遅滞なく完済された22年度からはこ

の１億円を、垂水漁協１億円、牛根漁協１億円

として貸し付ける考えはないのか。

　と申しますのは、現在、魚価の低迷、水産物

の消費の低迷で両漁協とも苦慮しているわけで

すが、過去には２億円所得税を払った水産業の

業者もいらっしゃいます。よって、我々が苦し

いときに垂水の漁業者が垂水の行政に力をかし

ていただいたことは紛れもない証拠でございま

す。現在、景気の低迷で漁業組合等も大変な難

儀、苦労をされていらっしゃるわけでございま

すので、損失補償の期限が過ぎまして漁業組合

等がしっかりと返済をなされた後には新たな貸

付金のお考えはないのか、水産課長にお聞きい

たします。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇生活環境課長（太崎　勤）３番目のその他

の欄のところで、墓石に関する御質問をいただ

きました。

　議員の言われるとおり、市営墓地の中には不

用となった墓石があります。市営墓地につきま

しては、市営墓地の設置及び管理に関する条例

及び同条例施行規則の規定に基づきまして、不

用となった墓地は、使用者により墓石など撤去

して原形に復して返還されるよう指示いたして

おります。また、現状において使用されていな

い放置された墓地への苦情処理の対応は、名義

人の相続など調査し、返還処理についての行政

指導を行っており、引き続き行ってまいりたい

と思います。

　しかしながら、昭和30年制定された墓地条例

により許可をして以来、50年以上経過した今日、

墓地の承継者不在やお寺の納骨堂への移転など、

市への無届けなどによる不用墓地があり、今後

も過疎・高齢化の進展に伴い不用墓地が増加す

ることが懸念され、参拝者への危険性、景観環

境の観点からも重要な問題であると考えます。

　墓地の移転等で役目を終えた古い墓石は、所

有者みずから専門業者に依頼して、通常産業廃

棄物として適正処理されることとなります。こ

のことで多額の費用が伴いますが、所有者が負

担して処理することは受益者負担の原則からし

て当然のことではないかと考えます。

　国・県は、墓石自体、宗教上の観点から廃棄

物としての取り扱いではないと示しております。
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しかしながら、現実問題として、役目を終えた

墓石は産業廃棄物として処理されていることも

認識しているようであります。したがって、処

理経費に対する助成など今のところは考えてい

ないようでございます。

　このような不用墓石のさまざまな問題は、市

営墓地に限らず各地域に点在しております共同

墓地も同様であると推測できることから、将来

の環境行政の逼迫した課題としてとらえ、不用

墓石の適正処理につきまして市報等で市民の方々

に周知をしてまいります。

　さらには、墓地の承継者不在の放置された墓

石や墓地の片隅に不法投棄された墓石の処理問

題は本市のみではないと思いますので、鹿児島

県内の自治体が集まり、さまざまな環境行政問

題を議論する県都市環境衛生問題協議会などの

議題として本市が積極的に提案するなど、市行

政として何ができるのかを調査、研究してまい

りたいと考えます。

〇市長（水迫順一）大薗議員のポストインゲ

ン・キヌサヤの商品について、何かというよう

なお話でございました。

　いろんなことを実は考えておるんですが、午

前中、北方議員に対しまして農林課長が答えた

中に、やはり今後いろんな農業問題を片づける

中の一番大きい問題は、所得をふやすことなん

だという話がございました。後継者問題も全く

そうだと思うんですね。後継者として農業研修

をして、実は６割の方がやめていらっしゃるん

ですね、４割しか残っていないと。それは何か

というと、やはり定期的な収入が思ったよりな

かったというような意見等が主でございまして、

その他もちろん理由はございますが、これは本

当に安定した経営ができる環境づくり、それは

本当に安定した収入がなければいけないという

ことだと思います。

　幸いにして垂水市の農業の場合は園芸作物が

中心でございます。そうすると、豆類なんです

ね、キヌサヤにしても80年の歴史があるし、イ

ンゲンもここのところ日本一の出荷量だという

環境にあります。これは豆類というのは単価が

高いですから、それで重さは余りないですね。

それで、消費地に遠い垂水にとっては非常に有

利な作物であると、輸送コストがかかりません、

そういう意味からも非常に有利であると。そし

て、また県内でも大隅半島では反収、反当たり

の収入が２番か３番だと思います、垂水市の園

芸作物。そうすると、県内でも５～６番の反収

を上げているということだと思うんですね。

　ところが、一方で、インゲンが、キヌサヤが

15年ぐらい前から、いつも僕が話しているよう

に、世界の競争の中で、中国の福建省との競争

の中で負け出したと。そうすると、キヌサヤが

だんだん減って、そのかわりインゲンがふえて

きて出荷量日本一になっているわけですが、イ

ンゲンもいつまでも日本一を続けられるかとい

うと、そうじゃないよと。だから、いつ強敵が

来るかわからない。国際競争の中で水産物ひっ

くるめて一次産品は今、生きていかなければい

けない。

　その中で、それじゃ、インゲンが今いいよと

言っておっても、いつ競争相手が来るかわかり

ませんという話を今しましたが、もう現に本当

に与論島あたりがどんどんつくっておるんです

ね、沖永良部、与論、それから沖縄がインゲン

をつくり始めておるんですね。そうすると、向

こうは火をたく必要はありません、12月、１月、

２月。そうすると、有利な作付ができるし、コ

ストがかからないわけですから。ただ、輸送が、

向こうは船運賃が余計かかりますから、それと

の兼ね合いはどうなのか、今後考えていかなけ

ればいけないと。ただ、露地栽培でそれをつく

っていますから、非常に光沢のいい、緑の濃い、

いいインゲンができておるんですね。ですから、

その辺の競争もあります。

　ですから、今、いい間にインゲンとして、イ
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ンゲンで食っていける間に次のものを、このイ

ンゲンにかわるものを、ポストインゲン、イン

ゲンが悪くなったときにこれで食っていけるよ

というようなものを今、試作する必要があると

いうのはいつも言っているとおりでございまし

て、その品目は、農家の収入を上げるために午

前中に農林課長が言いましたように、オリーブ

をやりますよと、それからユズもやりますよと。

　本当に農産物はつくってみて、それでまた安

定した収入を得るためには流通が非常に大事な

んですね。市場原理でたたかれますから、いい

ものをつくっても本当にその日の市場価格で決

められますから、自分がコストはこれだけかか

っておるよというのを持っておっても、それ以

上に必ず売れるかというとそうじゃございませ

ん。市場で形成される価格に非常に影響される

という意味では、非常に安定した収入を得るに

は大変なんですね。そこを安定させるためには、

やはり流通のところをちゃんとしっかりしてあ

げなければいけない、手助けをできるところを

行政がしてあげなければいけない、そういうふ

うに思います。

　ですから、ユズにしても今後、試作をします

よ。それからオリーブにしても今後、試作をし

ますよ。でき上がったら幾らで買ってください

よというところまで今やっておるんですね。で

すから、ポストインゲンの品物についても価格

を決めなければ、いいものが本当にできても、

たたかれればもう続かないんですね。

　ですから、その辺もひっくるめて今、検討を

しておりまして、実は大葉を検討しております。

これは10枚束で非常に結構高い値段で売ってお

るんですね、それから輸送費は非常にかかりま

せん、軽いですから。それで、これを価格面も

一応決めておりますが、その価格で本当にやっ

ていけるのか、収穫が大変なんですよ、あれ。

収穫に手間がかかります。ですから、それで本

当にやっていけるのか、１年ぐらいテストして

みないと結果はわかりません。ですから、大葉

がだめなら、それにまたかわるようなものを早

くやっていかなければいけないということです。

　いろんなことを農林課長も中心に、農林課が

一生懸命頑張ってくれておりまして、このこと

は何とかポストインゲン、ポストキヌサヤのも

のも見つけ出していこうと、そういうふうに思

っています。

〇農林課長（山口親志）大薗議員の農道整備

状況及び材料支給の考え方についてお答えいた

します。

　農道整備については、ここ数年、県単事業、

中山間地域総合整備（ＫＡＭ大隅西部地区）事

業、それから市の単独事業等で整備をしてまい

りましたが、要望については十分な整備に至っ

ていないような状況であります。また、垂水市

の農道の舗装率も、交付税の対象にほとんどな

っていないことから農道台帳の整備を行ってお

らず、舗装率はきちっとつかんでいないところ

であります。

　そうした中、中山間地域等直接支払事業の12

の集落協定地区や農地・水・環境保全向上支援

対策事業の６地区で農道の整備、それから環境

の整備を地域住民の方々に実施していただいて

おります。

　御指摘のとおり、受益者の協力による農道等

の整備を行っていただく場合の材料支給につい

ては、共生・協働の理念から、当然のことなが

ら支援を検討、協議してまいりたいと思います。

　以上で終わります。

〇水産課長（塚田光春）次に、水産振興資金

貸付金についての御質問についてお答えいたし

ます。

　養殖漁業につきましては、長期にわたるブリ、

カンパチの魚価の低迷や昨年来の世界的な不況

による消費の落ち込みにより、魚の需要の減少

等で以前にも増して厳しい経営環境になってい

ます。そのようなことから、21年度も昨年度に
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引き続き、市の基幹産業である養殖漁業の振興

と経営の安定化を図るため、水産振興資金とし

て漁協に１年未満の短期の貸し付けを行います。

　この水産振興資金は昨年度から実施している

もので、これまでは損失補償により養殖漁業の

振興と経営の安定化を図ってまいりましたが、

昨年３月議会の持留議員の一般質問でも答弁し

ましたように、川崎市における横浜地裁の判決

例と財政健全化法の制定により、損失補償がで

きなくなったところでございます。そのような

ことから、基幹産業を支援するために損失補償

にかわる次の金融施策として水産振興資金制度

を創設し、資金貸し付けの支援をしたところで

あります。

　そこで、御質問の22年度以降の水産振興資金

の増額についての質問でございますが、御承知

のように、市の財政事情も厳しく、損失補償の

償還期限も23年３月末までとなっていることか

ら、増額についてはかなり厳しいものと思われ

ます。

　以上で説明を終わります。

〇大薗藤幸議員　おさらいでありました墓石の

件に関しましては、今後、県のほうに同様の自

治体があるはずだということで頑張っていただ

くということでございますので、それで了解し

ておきます。

　次に、農業政策については、今、市長のほう

でも答弁いただきましたけれども、ポストキヌ

サヤ・インゲンに何がなり得るんだということ

で、過去３回の市長の答弁の中でそれなりに検

討をされてきた結果を御返事をいただきました

が、遅滞なく実際に現実的なものになるように、

さらに研究を重ねていただきたいと思っており

ます。

　水産振興資金貸付金につきましては、現時点

ではということではございますが、20年度に貸

し付けてございます１億円に関しまして、遅滞

なく組合に返済をしていただくように水産課の

ほうからは組合にお話をしていただきたいと思

います。しかし、それはそれとしまして、決め

られたことを組合が決められたとおり実行され

るのであれば、損失補償の期限が来ましたら、

現在の１億円ではなかなか経営の立て直しは厳

しいものじゃないかなというふうには思ってお

ります。

　ですから、この損失補償が実際に法的に発効

をされるのはということを少し勉強をさせてい

ただきましたけれども、垂水に全事業者が、水

産業、養殖業者がいらっしゃらなくなるという

ことになるということでございますので、これ

は先ほどの判例のもとで、以前に国内ではそう

いう事例があったようでございますが、現実的

には非常に不可能に近いような感じがいたしま

す。まだまだ健全な体力のある業者の方もたく

さんいらっしゃるとお聞きしておりますので、

水産課のほうではそれなりに実態を期限が来る

までには確たる調査をしていただきたいと、そ

して損失補償の期限が来るころには新たな政策

が実行できるように希望をして、質問を終わり

たいと思います。

　ありがとうございました。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、２時40分から再開します。

　　　　　午後２時22分休憩

　　　　　午後２時40分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　９番森正勝議員の質疑及び質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、お疲れさんです。

　２月14日、主要７カ国財務相・中央銀行総裁

会議（Ｇ７）がローマで開かれ、経済成長や金

融部門の強化のため、各国が協調して財政出動

などあらゆる政策手段をとることを盛り込んだ
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声明を採択し、同日午後に閉会しました。そこ

まではよかったのですが、会議後の記者会見の

模様が飛び込んでまいりました。

　「天声人語」の表現によりますと、「まぶた

は重く、受け答えはしどろもどろ、あくびも出

た。酒が過ぎたとは思いたくないが、画面外に

まで熟柿がにおう、ふやけた絵だった。理由は

ともかくあの姿はなかろう。せっかくの情報発

信が台無しだ」。米ＡＢＣテレビのサイトは、

「15時間のフライトはきついものだが、お国の

トヨタや日産が何万人も削減している時に居眠

りしている場合か。醜態は地球を巡り、国民の

赤面は大臣の比ではない」となっておりました。

　ところが、中川氏の前に元祖酔っ払い大統領

がおりました。ロシアの元大統領だったエリツ

ィン氏は、就任当時イギリスに招待された後の

記者会見でサッチャー首相の印象を聞かされ、

「普通のおばさんだった」、ロシア語でちょっ

とわかりませんけれども、と言ったそうです。

イギリスのパーティーではアルコールは出ない

そうですが、たまたまサッチャーさんがエリツ

ィン大統領に敬意を表し、アルコールが出たと

のことです。

　中川前財務相の場合、秘書官や周りの者が会

見に出席するのをとめるべきだったのではない

でしょうか。気の緩みがあったとしか思われま

せん。何か不測の事態が発生したときは機転を

きかせることが大事なようです。

　早速、質問に入ります。

　まず、第４次行政改革大綱についてでござい

ますけれども、平成21年度は第４次行政改革大

綱と財政改革プログラムが最終年度となります

が、財政改革については理解しているつもりで

ございますので、行政改革の進捗状況と課題に

ついて説明をお願いいたします。

　２点目は、高医療費市町村として国の指定を

受けたことについて、本市は、１月31日付で厚

生労働大臣から平成21年度における高医療費市

町村としての国の指定を受けました。今後の医

療費抑制についての計画、いわゆる安定化計画

についてわかりやすく説明をお願いいたします。

　３点目は、施政方針の中に「学校の安全・安

心づくりのため施設の耐震化を含めた施設の整

備を進めてまいります」とありますが、現在ま

での進捗状況を説明いただきたいと思います。

　最初の質問を終わります。

〇企画課長（迫田裕司）森議員の質問にお答

えいたします。

　平成19年３月に３年計画で策定しました第４

次行政改革大綱は、御指摘のとおり平成21年度

が最終年度となります。また、平成16年10月に

５年計画で策定し、途中17年３月、18年12月に

中期財政計画の見直しを行い、取り組んできま

した財政改革プログラムも平成21年度が最終年

度となります。

　まず、第４次行政改革大綱の進捗状況につい

て御説明いたします。

　大綱を実現するため106の推進項目を設定し、

取り組んできたところです。その推進項目のう

ち２月末で実施済みが72件あり、約68％が取り

組み済みとなります。

　次に、行政改革の課題についてお答えいたし

ます。

　行財政改革は、行政に課せられた永遠の課題

と考えているところでございます。単に収入の

増加、経費の削減を目的とするものではなく、

第４次垂水市総合計画のまちの将来像「水清く

　優しさわき出る温泉の町　垂水」の実現のた

めにも、今後も行財政改革を推進していく所存

でございます。

　以上でございます。

〇市民課長（三浦敬志）森議員の高医療費市

町村として国の指定を受けたことについてのお

尋ねにお答えいたします。

　国民健康保険に関し、市町村が医療機関に支

払う医療費の地域格差を解消することを目的に、
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昭和63年度から高医療費の市町村を厚生労働

大臣が指定し、指定を受けた市町村が国民健

康保険事業の運営の安定化に関する計画、いわ

ゆる安定化計画を作成し、国及び都道府県の

指導及び助言のもとに、医療給付費等の適正

化のための措置を講じることとされておりま

す。

　高医療費の判断でありますが、平成21年度の

指定の場合は、平成19年度に垂水市が医療機関

に支払った医療費、いわゆる実績給付費が、災

害や他の地域と特別に異なる事情、例えば精神・

結核病棟への入院が多いとか、病床数が多過ぎ

ることや年齢構成の違いによる医療給付費の高

低の影響を除外して、市町村の医療費を比較す

るために求めた基準医療費の1.14倍を２年連続

超えた場合に、高医療費市町村として国の指定

を受けます。

　垂水市の場合、今回これが1.143倍となり、昨

年度の1.195倍に引き続き２年連続国の基準を上

回ったため、平成21年度の国の指定を受けまし

た。

　安定化計画は、医療給付費の適正化と国民健

康保険事業の運営の安定化に資することを主眼

としておりまして、その内容は、従来の国民健

康保険の担当課による適正化対策ばかりでなく、

保健、医療、福祉の各分野の施策のうち結果的

に医療給付費の適正化等につながる施策を盛り

込むこととする等、市町村の所管行政全般にわ

たる総合的な計画と位置づけられています。

　安定化計画の作成については、まず、安定化

計画案を作成するための体制の整備をいたしま

す。次に、国民健康保険事業運営の現状と問題

点について把握するために、高医療費の分析や

保健、医療、福祉の各分野の現状分析を実施し、

これらの分析結果から見えてくる垂水市の課題

を見つけて、重点目標を定めます。最後に、こ

の重点目標を達成するための具体的な対策を策

定いたします。

　平成21年度の安定化計画については、３月末

までの国の提出に向けて現在策定中であります

が、具体的な対策の例といたしまして、レセプ

ト点検、後発医薬品、いわゆるジェネリック医

薬品のことでありますが、の使用促進等の充実・

強化、健康づくりに関する各種啓発資料の配布

や健康づくりのイベント開催を行います被保険

者の指導の推進、特定健診・特定保健指導等の

充実に関する保健事業の推進、医療連携体制の

整備推進、介護サービスや高齢者向けの住まい

と見守りサービスを行う地域ケア体制の整備、

施設入所支援、生活介護、居宅介護等に関する

障害者福祉サービスとの連携、被保険者資格の

適正な管理、それに保険税の適正な賦課徴収等

収納確保対策の強化・充実などについて策定し、

取り組んでまいります。

　以上であります。

〇教委総務課長（北迫睦男）学校施設の耐震

化の状況についてお答えします。

　現在、市内小・中学校12校の校舎、体育館の

棟数は合計で54棟ございます。そのうち耐震補

強の必要のない棟数は８棟で、耐震化率は14.8

％となっております。

　本市では、学校耐震化計画に基づきまして平

成20年度から年次的に整備する計画で、本年度

はまず垂水小学校について耐震診断を実施いた

しました。垂水小学校の診断結果は、校舎は１

階部分の一部で強度不足、体育館は西側柱の一

部に強度不足という結果が出ました。現在、耐

震補強計画を作成中で、平成21年度には実施設

計を行い、補強工事まで実施する予定で進めて

おります。

　また、昨年中国四川省の大地震を受けまして、

地震防災対策特別措置法が改正され、国の支援

措置が講じられましたことから、計画の前倒し

を行い、現在、境小学校、協和小学校、柊原小

学校の耐震診断を実施中でございます。近日中

に診断結果が出る予定でございますので、必要
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であれば補強工事まで進める計画でございます。

平成21年度は新城小学校、牛根小学校及び松ヶ

崎小学校の耐震診断を実施いたします。診断結

果により、平成22年度末をめどに補強工事を行

う予定でございますので、小学校校舎の耐震化

は完了する予定でございます。

　また、中学校におきましては、平成22年４月

の統合後に使用する現垂水中学校の建物を大規

模改造工事で年次的に整備する計画ですが、耐

震診断が必要であり、経費について今議会に補

正予算の審議をお願いしておりました。先ほど

午前中に可決していただきましたので、早速発

注の準備をしたいと考えているところでござい

ます。

　診断結果次第では補強工事もあわせて進める

予定でございますが、大規模改造工事を平成22

年度から24年度までの３カ年計画としておりま

すので、この工事と合わせた補強工事となり、

これらの計画が順調に達成できれば耐震化が完

了する予定でございます。

〇森　正勝議員　再質問をいたします。

　行政改革につきましては、106項目中72件が実

施済みだということで、進捗状況が68％という

ことでございます。

　行政改革大綱の改革の柱として、１つ目が市

民の参画と協働、２つ目が簡素かつ効率的な行

政の推進、３つ目が行政体制の整備と職員の意

識改革、４つ目が行政評価システム等の推進、

１と２についてはある程度評価してよいのでは

ないだろうかと私も思っていますので、３つ目

の行政体制の整備と職員の意識改革、それから

４つ目の行政評価システム等の推進について、

少し詳しく説明をお願いいたします。

　それから国民健康保険についてでございます

けれども、要するに地域差指数が1.14を２年連

続超えたため、高医療費市町村としての国の指

定を受けたということでございます。今後、当

然医療、福祉、保健の三者が連携して医療費の

適正化を図るとのことですが、そこで、現在の

状況を認識した上で８つの安定化対策を挙げら

れました。何を重点として進められるのかお聞

きいたします。

　耐震化につきましては、市内の小・中学校12

校の校舎、体育館を含めて54棟あるそうでござ

いますけれど、その中で耐震が必要ないのが８

棟であるということで、耐震診断から補強する

までの流れについて、期間を含めてその辺のと

ころをちょっと詳しく説明をお願いいたします。

　これで、再質問を終わります。

〇企画課長（迫田裕司）第４次行政改革大綱

についてお答えします。

　行政改革大綱は、推進計画の中で106の推進項

目を設定し、実現に向けて取り組んでいます。

この中で、行政体制の整備と職員の意識改革と

しましては、14の推進計画を掲げているところ

です。

　議員御指摘の職員の意識改革については、推

進項目として人事管理システムの導入と行革講

演会等の実施の２つを掲げています。人事管理

システムの導入については、平成20年12月に垂

水市人材育成基本方針を策定しました。今後は、

この方針に基づき、人事評価制度の構築や職員

研修等の充実を図っていく予定です。行革講演

会は、今年度は講師の都合で急遽中止となった

８月を除き、２月までで10回開催し、職員から

講師の紹介をしていただくなどして参加者の増

に努めているところでございます。

　行政評価については、平成17年度の事務事業

評価からスタートし、18年度政策・施策評価、

19年度の外部評価と拡大してきたところです。

19年度までは年度途中の評価でしたが、平成20

年度事業から事業完了後の翌年度に評価する事

業評価に変更し、さらに、総合計画と連動させ

るため評価システムの再構築を行っているとこ

ろでございます。

　以上でございます。
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〇市民課長（三浦敬志）重点目標についての

お尋ねにお答えいたします。

　平成19年度の医療費の分析の結果から、垂水

市の医療費の３割は脳卒中や心臓病などの循環

器系、いわゆる生活習慣病と言われるもので占

められております。この中で、腎不全で特定疾

患の認定を受け透析治療をしている方が、平成

19年度には36名いらっしゃいました。この方々

の平成19年度中の医療費が１億9,281万5,000円

で、医療費全体21億7,250万円の約９％を占めて

おり、これは、この方々に不幸があるかもしく

は後期高齢者医療制度に加入されるまではずっ

と続いていく医療費です。しかも、平成19年度

中に新規に透析治療が開始になられた方が８名

もいらっしゃることを勘案して、平成21年度は

糖尿病に対する予防に重点目標を定めていきた

いと考えております。

　具体的な対策といたしましては、保健福祉課

の保健師との連携をとりながら、糖尿病の教室

や、特定健診の結果から血糖値の高かった方を

優先的に保健指導を実施していきたいと考えて

おります。

　以上です。

〇教委総務課長（北迫睦男）学校耐震化の流

れについてお答えします。

　まず、２次診断と言われる耐震診断を行う必

要があります。これは、柱、壁、コンクリート

強度、鉄筋量等から建物の強さと粘りを調査す

るもので、構造耐震指標、Ｉs値と呼ばれる数値

が学校施設では0.7を超えれば、地震に対して倒

壊または崩壊する危険性が低いとされており、

補強工事の必要はありません。この調査には約

半年かかります。

　２次診断でＩs値が0.7以下となった場合は補

強工事が必要となります。まず、診断結果を公

的機関である判定委員会の確認を受け、どのよ

うにすれば建物が倒壊しなくなるかを設計する

ための補強計画を作成する必要があります。こ

の作成にも約半年を要します。

　計画作成後、さらに判定委員会の確認及び県

の内容聴取を受けてから、工事の実施設計を行

いますが、この期間が約半年を要します。

　この実施設計に基づき、補強工事を実施する

ことになりますが、工事は約４カ月から５カ月

を要し、完了となります。

　作業のみ申し上げますと、耐震診断の実施、

判定委員会の確認、補強計画の作成、２回目の

判定委員会の確認、実施設計、補強工事という

流れになりますが、耐震診断から補強工事まで、

判定委員会の状況にもよりますが、約２年間を

要するようでございます。

〇森　正勝議員　再々質問をいたします。

　関連ということで、行政改革大綱の中に支所

の見直しが挙げられております。「支所の存廃

について早急に検討します」というのがあるん

ですが、どのような考えなのか教えていただき

たい。

　国民健康保険なんですが、医療費抑制につい

ては長野県が先進地でありますので、長野県の

泰阜村、それから原村あたりを参考にしていた

だければと思います。我々も数年前に原村に行

政視察に行きましたけれども、やはり元気な老

人が多いわけです。当然あそこは働く場所があ

るんですけれども、元気な老人をふやせば医療

費も少しは抑制できるんじゃないかと思います

ので、長野県あたりを参考にしていただければ

と思います。垂水の場合は糖尿病対策を重点的

にやるということでございますので、長野県あ

たりも少し参考にしていただければと思います。

　保険料がことしは据え置かれているんですが、

我々被保険者としましては当然、値上げしても

らいたくないわけです。来年度の見通しとして、

値上げはしないと断言していただけるかどうか、

その辺のところをちょっとお聞きしたいと思い

ます。

　それから、これは市長にお願いしたいんです
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が、現在、国保の国庫負担比率が34％ぐらいな

んです。やはり国民皆保険という意味から言え

ば、やはり私は国のもう少し負担を上げてもら

って、市町村の負担をやはり少しは緩和してい

ただきたいというふうに思うんですが、市長は

この辺のところをどのように考えていらっしゃ

るか、ちょっとお答えをいただきたいと思いま

す。

　耐震につきましては、22年度で全小学校を完

了するということのようでございます。私、も

う少しスピードアップできないかということで、

例の地域雇用創造推進費という国のこういった

のを使って耐震化をちょっと早めたらどうかと

いうふうに考えていたんですが、今、課長のお

話を聞きますと、耐震診断とか判定の委員会の

確認、それから補強計画の作成とかいろいろご

ざいまして、やはり２年ぐらいかかるというこ

とでございますので、一応課長の話を信用しま

して、理解したいと思います。

　ただ、この22年という補強まで完了するとい

うここはぜひ守っていただきたいと思いますの

で、このことについて必ずやるということを一

言おっしゃっていただければと思うんですが。

　以上で、私の３回目までの質問を一応終わり

ます。

〇企画課長（迫田裕司）支所の存廃について

お答えいたします。

　支所の存廃については、地域住民感情への配

慮や地域政策との関係など、地域にとって支所

の存在は大きく、早急な廃止に向けた検討は困

難であると結論が出ているところでございます。

　戸籍電算化に伴い、支所職員は原則、正規職

員２人、臨時職員１人としているところでござ

いますが、今後さらに職員数の削減が進み、本

庁各課においても正規職員の配置に苦慮するこ

とが予想されています。支所につきましては、

全庁的な組織の見直しの中で当面は存続してい

くための方策、例えば市役所退職者を嘱託でお

願いするなどの対応策を検討してまいりたいと

考えているところでございます。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）森議員の国保に対する私

の考え方の質問がございました。

　国保財政というのは、本当に地域のそれぞれ

の自治体が単位で持っておりますので、非常に

厳しいのは事実なんですね。国民皆保険の見地

からいきますと、果たしておる役割というのは

非常に大きいし、ただ、非常に加入者が低所得

者が非常に多いという意味と、高齢化が進んで

医療費がどんどん上がってきておるんだという

ことから、基金を初め、非常にこれの安全な財

政運営は非常に厳しさをますます増してきてお

るというのがございます。

　ですから、おっしゃるとおり、国のほうがも

うちょっとやはりこれに負担をしていただくと

いうのは基本的に非常に大事じゃないかと、そ

ういうふうに思っております。やり方とすれば、

後期高齢者みたいに市町村単位じゃなくて県単

位ぐらいで大きくくくっていただきますと、も

うちょっと安定した経営もとれるんじゃないか

と。それと、国のほうの負担という面からも、

医療費がどんどん上がって高齢化が進む中で非

常に大事な部門だと、そういうふうに思います。

〇市民課長（三浦敬志）市長のほうが先に国

庫負担に関しての御答弁をいたしましたけれど

も、私は国保実際についての見通しについて御

説明いたします。（森　正勝議員「値上げをす

るかせんかで、一口ですね。せんとなら、せん

と」と呼ぶ）

　確かに平成20年度相当の改正がございました。

これらにつきまして不確定要素が多く、平成20

年度の収入につきましても確かな推計ができな

いような状況であります。毎月の医療費につき

ましても、１億3,000万円の月もあれば１億1,000

万円の月もあったりで、支出の推計に厳しい状

況であります。これらの不確定要素が多いため、
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平成20年度の財政状況すら見きわめが困難な状

況であるため、平成21年度につきましては、平

成20年度の決算状況を見てからの判断とするこ

ととしたいと思っております。よろしくお願い

します。

〇教委総務課長（北迫睦男）計画を説明申し

上げましたが、全力を尽くして取り組みたいと

思います。（森　正勝議員「どうもありがとう

ございました」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）次に、16番川畑三郎議員の

質疑及び質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　２月は１年の中で寒さが厳し

い月でありますが、ことしは暖かい日が多く、

後半には春雨前線が停滞し、雨の日が続きまし

た。本来ならば３月に入ってからの長雨が続く

ものですが、先日のラジオ放送からは、何もか

も２週間以上は早くなっているとのこと。鹿児

島地方気象台は、屋久島、名瀬で50年ぶり平均

気温が最高となり、県内すべての地点でかなり

高いと発表いたしました。垂水特産のキヌサヤ、

インゲンにも悪影響を及ぼしているのではない

でしょうか。地球温暖化がもたらしたものでし

ょうか。

　桜咲く３月に入り、春本番であります。出会

いと別れの季節でもあります。そういった中で

の３月議会で、先日通告いたしておりました案

件について質問いたしますので、市長並びに関

係課長の御答弁をよろしくお願いいたします。

　まず最初に、水産行政について。

　長期にわたるブリ、カンパチ等の魚価低迷や

不況による消費の落ち込みにより、以前にも増

し厳しい経営環境が続いている中、垂水市漁協、

牛根漁協も精いっぱい頑張っていると私は考え

ます。両漁協の垂水市及び市民に対する貢献は

絶大なものがあります。両漁協のいろんなイベ

ントへの協力があればこそ、垂水市の発展の１

つがあると私は信じております。

　そこで、これまで両漁協がどんな形で市や住

民に接してきたか、ここ数年の実績をお知らせ

ください。

　長い海岸線を利用した地場産業であります。

水産業の発展こそが垂水市発展であります。こ

としもいろいろな事業が予算化されております。

それぞれの事業についてお知らせください。

　国道整備について。

　海潟トンネルを含む鶴田川から早咲大橋間の

改良事業は、20年度で用地測量が終了しており、

早期の工事着工が待たれます。この区間の工事

内容がわかっていたらお知らせください。

　海潟地区及び新城・柊原地区の改良工事も着々

と進んでいるようです。辺田、二川地区の歩道

拡幅工事及び牛根境地区の歩道拡幅工事につい

てもお知らせください。

　土砂災害警戒区域について。

　平成20年度鹿児島県による垂水市民への説明

会が各地域であり、351カ所の指定が完了したよ

うであります。垂水市は、これまでも土砂災害

で多くのとうとい人命を失っていることは皆さ

ん御承知のことであります。この指定区域に居

住されている方々への防災体制の充実が大事で

あることは言うまでもありません。施政方針の

中で、暮らしの安全を守るために地域防災対策

の推進等の取り組みについて示されています。

それぞれの取り組みについてお知らせください。

　土砂災害警戒区域指定後、関連した事業の要

望をしていくとのことですが、主なものをお知

らせください。

　子育て支援について。

　12月議会で質問いたしましたが、諸取り組み

の中で医療費の助成の拡大についても触れまし

た。早速、中学校卒業までの医療費の自己負担

の助成を行うよう予算化されているようです。

先日の新聞にも医療費助成の報道が掲載されて

おり、該当する方々には大変な朗報であります。

　子供は、次代の社会の担い手であります。子
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育てしやすい環境づくりが重要であります。施

政方針でも示されていますが、それぞれの事業

と内容についてお知らせください。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇水産課長（塚田光春）水産行政についてお

答えいたします。

　水産業は、農業と並びます垂水市の基幹産業

でございますが、養殖漁業は、世界的な不況に

より魚食の消費低迷による需要の減少、数年続

きの魚価の低迷など、以前にも増して厳しい状

況が続いております。ただ、昨年に比べ、重油

価格と生えさの価格がほぼ以前の価格に戻り、

少しは安心しているところでございます。

　そのような中で、両漁協が垂水市や市民とど

のように接してきたかという質問でございます

が、数年間の事例をということでしたけれども、

20年度を例に日にちと要件だけを簡単にお答え

いたします。

　６月12日は、境小学校３年生から６年生を対

象に養殖の生けす見学、７月１日は、協和小学

校６年生を対象としたカンパチ料理教室、７月

15日は、松ヶ崎小、牛根小、境小を対象にマダ

イ放流体験、７月16日は、水之上小学校マダイ

放流体験、８月２日は、とんとこ館オープニン

グイベントでカンパチのつかみどり大会や、エ

ビ、カンパチの安売りをしていただきました。

11月２日の秋の産業祭ではエビやカンパチの試

食販売、12月19日は市内の４福祉施設へカンパ

チ16本とお歳暮ギフト８セットの寄附、12月26

日から30日までは、５日間にわたり道の駅でブ

リ、カンパチなどの年末安売りを行いました。

　２月24日は、ブリ、カンパチの魚食普及促進

ということで、市で企画立案し、漁協と共同で

垂水中学校２年生とその保護者を対象として、

家庭科の授業の中でカンパチ、ブリを使ったさ

ばき方体験、４つのメニューの料理体験、最後

は給食時間に合わせ試食体験を実施したところ

でございます。

　そのほか、両漁協は、垂水市と災害時の応急

活動支援協定を結ぶなど、垂水市や市民へいろ

いろなかかわりをいただいているところでござ

います。

　次に、21年度の水産業関係の主な事業につい

ての質問についてお答えいたします。

　まず、水産振興関係では、カンパチ、ブリの

キャンペーンをするために関西垂水会でのＰＲ

活動、またイオン九州福岡店等で開催される「鹿

児島うまいもんフェア」等での試食販売ＰＲ活

動を行い、両漁業のカンパチ、ブリの販売促進

の支援をしてまいります。

　次に、つくり育てる漁業の一環として、20年

度に引き続き、豊かな海づくりパイロット事業

により、ヒラメ、マダイを牛根及び垂水市漁協

管内にそれぞれ放流しまして漁船漁業の振興を

図ってまいります。

　次に、垂水市漁協が江ノ島沖の養殖カンパチ

生けすを新城地区の垂水南漁港沖に40台移転設

置するために、国の補助事業であります種子島

周辺漁業対策事業により整備をしてまいります。

　次に、市の基幹産業である養殖漁業の振興と

経営の安定化を図るため、昨年度に引き続き、

水産振興資金として１年未満の短期貸し付けを

行います。

　次に、中小漁業者が漁業経営に必要な資金を

金融機関から融資を受けやすくするために、昨

年度に引き続き、今年度も鹿児島県漁業信用基

金協会へ出資を行います。

　次に、漁港建設でございますが、20年度に引

き続き、新城地区の垂水南漁港の整備を行いま

す。

　また、鹿児島県管理の漁港におきましては、

20年度に引き続き、海潟漁港、牛根麓漁港整備

の負担金を計上して整備してまいります。牛根

麓漁港につきましては、20年度は深浅測量など

を行いましたが、この漁港は国内でもまれに見

る深さであることから、21年度はさらに詳細な
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調査研究をする予定であります。

　次に、漁場の環境をよくするために、20年度

に引き続き、桜島から流れ出す軽石等の除去作

業をしてまいります。

　以上で、水産関係の事業についての説明を終

わります。

〇土木課長（川畑信一）議員質問の国道整備

についてお答えいたします。

　国道220号線の21年度の整備予定について、大

隅河川国道事務所にお聞きしておりますので、

その結果を報告いたします。

　まず、海潟地区及び新城地区の拡幅整備につ

きまして、海潟の拡幅整備事業は、平成19年度

までに延長約4.7キロを供用いたしております。

20年度は脇登地区の用地買収を行っており、21

年度も引き続き用地買収を推進して改良舗装工

事に着手する予定であります。新城地区は、19

年度までに約4.9キロを供用しており、20年度末

には宮脇の200メートルを供用開始する予定であ

ります。21年度以降も引き続き柊原地区の残区

間の整備を進めてまいります。

　早崎防災区間の脇登―早咲大橋区間は、20年

度にトンネルを除くところの測量設計を実施し

ております。21年度は一部用地買収に着手する

予定であります。トンネル部分については、今

後、事業費等の比較検討を行い、実施設計に入

る予定であります。

　歩道整備の牛根麓地区及び二川・上ノ原地区

につきましては、19年度に新規事業として測量

設計を行い、20年度は用地買収に着手しており

ます。21年度も用地買収を進めるとともに、工

事に着手する予定であります。

　境地区の歩道整備は、20年度に設計に着手し

ており、３月末には計画案を関係者に説明する

予定となっております。21年度は、用地幅杭の

設置及び用地測量を行う予定であります。

　以上で終わります。

〇総務課長（今井文弘）地域防災対策の取り

組みについての御質問にお答えいたします。

　本市は、平成17年度から３年続きでの台風・

豪雨災害のほか、平成20年３月には竜巻災害、

また最近、桜島の噴火活動も活発になるなど、

これからもあらゆる災害を想定し、災害に強い

安心・安全なまちづくりに努めていかなければ

ならないと考えております。

　それでは、平成21年度の防災対策であります

が、総務課が所管しております３つのソフト面

の取り組みについて御説明申し上げます。

　まず、自主防災組織につきましては、達成率

75％を目標に、これまで組織されていない振興

会に対しまして、土砂災害警戒区域指定の説明

会等を利用いたしまして、機会あるごとに組織

結成に積極的に取り組んでもらうようお願いを

してきたところでありまして、その結果、現在、

結成率は75.0％となっております。

　平成21年度の取り組みでありますが、住民の

方々の自助・共助の防災意識の向上に向けて、

さらなる啓発に努め、地域の特性に応じた組織

の育成、連携に努めてまいります。

　また、防災マップにつきましては、土砂災害

警戒区域指定に伴い、新たに作成することにな

りますが、自主防災組織にあっては、市が作成

した防災マップをもとに、地域の皆さんによる

手づくりの防災マップづくりを進めてまいりた

いと考えております。

　そのためには、自主防災組織役員、地域防災

推進員や市職員も対象に、昨年同様、リーダー

育成を目的にしました地域防災力を高めるため

の研修会の開催や、県が開催いたします地域防

災推進員養成講座への参加をお願いし、さらな

る育成に努めてまいります。あわせて、各自主

防災組織による防災点検や防災訓練などの活動

推進にも努めてまいります。

　次に、災害時要援護者対策でありますが、平

成20年６月から要援護者台帳の整備のための検

討会を立ち上げ、要援護者台帳及び避難者台帳
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システムの構築を初め、対象者の把握を含めた

体制整備に、保健福祉課を中心に関係課で協議

を進めてきたところであります。また、災害時

要援護者の避難施設としまして、ことしの２月

10日に市内社会福祉施設、７施設６法人と協定

を締結したところであります。

　平成21年度は、要援護者対策に係るシステム

の有効な活用を行い、災害時要援護者の避難施

設との連携を図りながら、共助・公助による避

難支援体制が十分に図れるよう取り組んでまい

ります。

　次に、総合防災訓練についてでありますが、

議員御承知のとおり、これまでは中央地区だけ

で実施してきております。その結果、訓練会場

まで距離のある住民には参加が困難なこともあ

り、そのことも考慮しますと、訓練会場が確保

できるのであれば牛根や新城地区でも実施すべ

きと考えたところであります。また、土砂災害

は、本市の場合、地形的に見ましてどこで起き

てもおかしくない状況でございます。そのよう

なことから、平成21年度は、場所を変えまして

牛根・二川地区を会場としまして、５月24日日

曜日に総合防災訓練を実施することにしており

ます。

　これまで同様、防災関係機関が連携し、情報

連絡・伝達、救出・救護、避難誘導等、災害応

急対策が迅速適切に行われるよう、住民の皆さ

んの防災意識の高揚を図る目的で行うこととし

ております。

　具体的な訓練種目等は、現在、関係機関と調

整中でありますが、牛根中学校体育館を避難所

に見立てた避難所開設運営訓練等、新たな訓練

種目も導入し、実施してまいります。今回は、

特に陸上自衛隊の協力によりまして、牛根中の

生徒や保護者も一緒になって、前夜から宿泊し

ての夜間避難所生活体験訓練も予定していると

ころであります。

　最後に、情報伝達の確保ということで、今回

新たな災害情報伝達手段といたしまして、今月

３月１日に開局いたしました「たるみずコミュ

ニティエフエム」の御協力をいただきまして、

これから台風や集中豪雨時にはＦＭ放送を活用

した情報提供にも取り組んでまいりたいと考え

ております。

　以上でございます。

〇土木課長（川畑信一）土砂災害対策につい

てお答えいたします。

　防災事業として砂防事業、急傾斜地対策事業

等がありますが、これらは地区住民の要望によ

り、県に事業実施のお願いをいたしております。

　大隅地域振興局によりますと、これらの実施

要望の中で、21年度は激甚災害対策特別緊急事

業の20年度繰り越し分が井川など３カ所、21年

度分が２カ所の計５カ所、通常砂防事業の20年

度繰り越し分が海潟谷など６カ所、21年度分が

10カ所の計16カ所、急傾斜地対策事業が20年度

繰り越し分が中浜地区の１カ所、21年度分が脇

登地区の４カ所の計５カ所で、土砂災害対策事

業として16地区の26工区の工事が実施される予

定であります。

　今後も、地区住民から出される要望に対しま

しては、積極的に県へ対策事業の実施を要望し

てまいります。

〇保健福祉課長（村山満寛）少子化対策につ

いての御質問にお答えいたします。

　先ほど尾脇議員への答弁と重複となります。

　まず、医療費助成につきましては、現行の６

歳未満までの医療費助成を中学校卒業までとす

るもので、非課税者以外の方は従前の3,000円控

除後について助成するものであります。これに

対する予算は、国保連合会への手数料と医療費

助成分で約620万円を計上いたしております。社

会保険加入者については加味しておりませんの

で、状況を見て補正もあり得るものと思ってお

ります。

　次に、妊婦健診の公費負担の拡大についてお
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答えします。

　昨年までは公費負担を年５回までとしており

ましたが、国の子育て支援の方針に基づき、今

年度から、妊婦の方が健診費用の心配をせず妊

婦健診が受けられるよう公費負担を14回までと

いたしました。国におきましては、暫定措置と

して６回から９回分について２分の１を援助す

るとしております。

　予算は、９回分の予算計上が763万1,000円と

見ているところでございます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　再質問を行います。

　丁寧に説明をしていただきましたけれども、

まず水産行政についてですけれども、両漁協が

垂水市、垂水市民に対していろいろなイベント

で私は貢献しているということを感じているわ

けですけれども、皆さん御承知のように、今の

魚価の低迷ですね、消費が伸びないということ

で大変苦しい業者がいらっしゃいます。そうい

った中で、やっぱりそれを管轄する両漁協も大

変厳しい状況になっているというところでござ

います。

　これまで両漁協は、それぞれ垂水市にたくさ

んの貢献をしてきたと思います。そういったこ

とからも、市といたしましても、元年の、元年

でしたっけね、台風災害で係留施設、垂水市漁

協は全滅したわけですけれども、そのときは当

時の市長が損失補償というところで助けていた

だいたことがあります。

　そういったことから、漁協と市が提携しなが

ら再度損失補償を繰り返してきたわけでありま

すけれども、今の状況も、その損失補償のおか

げで漁協も苦難を乗り越えてきたわけですけれ

ども、今回、先ほども質問があった中で、答弁

の中で、損失補償の後をするということはなか

なか難しいということのようであります。

　そういった中で昨年ですか、今、大薗議員も

おっしゃったように振興資金を創設していただ

いて、両漁協で１億円という貸付金をつくって

いただいたと、それを垂水市漁協が借りて運営

したわけですけれども、３月で返して、また４

月に新しく借りるということのようです。牛根

漁協と一緒にそれを借りるわけですけれども、

垂水市漁協が優先して今回も借りるというよう

な話のようですけれども、それはまだ４月に借

りるときでないとわからないんですけれども、

そういう状況のようでございます。

　そういったことで、大変垂水市には両漁協は

温かい恩恵は受けている中ですけれども、それ

にこたえるように両漁協も私はいろんな面で頑

張っているのではないかと、そう思っておりま

す。

　今、水産課長のほうでいろんな面について説

明がございました。まだまだこれよりも、垂水

市以外に鹿児島県といったそういうところとも

いろいろな連携をとって、垂水市漁協が協力し

て垂水市のために頑張っているというところが、

私はまだまだあるんじゃないかと思っておりま

す。

　そういった中で、今後の取り組みというんで

すか、こういった厳しい状況の中でやっぱり垂

水市もこれからもまたいろいろ両漁協を後押し

していかなければならないと思うんですが、今

後の取り組みですか、そういった面について質

問をいたしたいと思います。

　水産事業についてはいろいろ今お話がござい

ました。水産振興資金の貸し付けとかですね、

１億円を用意して予算化されておるようでござ

いまして、それについてはいろんな面で、垂水

市漁協もまた新城沖に対する生けすの移動とい

うこともありますので、いろんな面でまた御支

援いただくと思いますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。

　次に、国道整備についてですけれども、海潟

改良事業とか、新城、柊原の国道拡幅が着々と

進んでいるわけですけれども、海潟のほうも今、
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海潟岡の集落までは済んでおりまして、20年度

で農地、次は農地に入ってくるわけですけれど

も、買収が一部進んでいるようでございます。

それが進む中で、脇登トンネルの、海潟トンネ

ルの改良工事も予定されているわけですけれど

も、先ほどの話ではトンネルについてはまだ決

定していないようなことでありまして、しかし、

それをしながら、21年度で一部改良工事に買収

して着工するというようなお話を承りましたが、

この事業についてはどういったことで、場所的

にはどうなるのかお知らせいただきたいと思い

ます。

　それと、この海潟の改良事業についても、用

地買収が進んでいるわけですけれども、21年度

でその工事に着工できる予定であるのかどうか、

ここら辺も少しお知らせいただきたいと思いま

す。

　それから土砂災害対策について総務課長のほ

うから詳細に説明をしていただきまして、自主

防災組織も75％達成しているということであり

がたいことですけど、まだまだこれからがまた

たくさんの防災組織も結成されなければならな

いかと思いますので、どうかこれについては施

政方針どおり、市長が主になって防災対策につ

いて頑張っていただきたいと。

　ことしは防災訓練ですか、総合防災訓練が牛

根の二川で予定をしているということで、お話

によりますと新城地区あたりも考えていくよう

なことですけれども、今までは本城川を中心に

防災訓練をしてきたわけですけれども、牛根地

区でやるということも大変私はいいのではない

かと思います。そういったことで、ことしもそ

ういう方向で地域の、特に牛根も災害の多いと

ころですので、そういったのを取り入れて訓練

を進めていければなと思いますので、どうか実

現するようによろしくお願いいたしたいと思い

ます。

　子育て支援事業についてですけれども、午前

中、尾脇議員のほうでも質問されて、私も同じ

ような質問で課長のほうで御答弁いただいたわ

けですけれども、これも南日本新聞にも掲載さ

れたり、地域の南九州新聞にも掲載されたりし

て、画期的な私は事業ではないかと思っている

ところです。

　予算確保については、こうして予算化が今、

620万円と言われましたけれども、これで足りる

のかなとは思うんですけれども、一部補助とい

うことでありまして、該当する方々には大変私

はいい事業だなと思っていますので、どうかこ

れをいい方向にまた推進していっていただきた

いと要望していきたいと思います。

　次に、定住促進住宅の家賃について書いてあ

りますけど、１回目では言いませんでしたけれ

ども、総合的に私は子育て支援で入っているの

かなということで書き出しておったわけですけ

れども、この住宅の補助だと思いますけれども、

これについて少し、もう１回詳しく御説明して

もらえればと思いますので、よろしくお願いし

ます。

　以上で、再質問を終わります。

〇水産課長（塚田光春）川畑議員の２回目の

御質問の、水産行政についての今後の取り組み

についての御質問にお答えいたします。

　市の水産業の中でも養殖漁業は数多くの後継

者が育ち、水産業の重要な位置を占めており、

漁協もこの経営の厳しい中で、県漁連や信漁連

を初め、漁協取引先会社などとの支援体制のも

とに経営改善計画書をつくり、何としても自助

努力によって立て直しを図っていきたいと必死

になっていることから、市としましても、養殖

漁業を支援する金融施策として、昨年度に引き

続き今年度も水産振興資金の短期貸し付けと、

中小漁業者が漁業経営に必要な資金を金融機関

から融資を受けやすくするために、今年度も鹿

児島県漁業信用基金協会への出資を行い、養殖

漁業を支援してまいりたいと考えているところ
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であります。

　また、商工観光課の所管であります雇用対策

の一環として、雇用創造実現事業を利用したと

ころのブリ、カンパチなどを使った新商品開発

事業や、緊急雇用対策として４月以降実施予定

のふるさと雇用再生特別基金事業を利用し、ブ

リ、カンパチなどを初め、ブリ、カンパチなど

を使った新商品の販路開拓を、国の補助金を利

用し、支援してまいりたいと考えているところ

でございます。

　以上です。

〇市長（水迫順一）川畑議員のほうで、国道

整備の一部と子育ての分、私のほうでちょっと

答弁をさせていただきます。

　国道整備、特に海潟の件を触れておられるわ

けですが、詳しくは今、課長が説明をしたとお

りです。だけど、トンネルが、崩したほうがい

いのか、２つトンネルを掘ったほうがいいのか、

どっちが効率的なのかをひっくるめて、ずっと

まだ計算をしておるところなんですね。ですか

ら、トンネルの両脇から事業が始まると、特に

向こう側、北のほうも多分トンネルを除いて桜

島側のほうも始まるだろうと、そういうふうに

私は想像しております。

　ただ、いっときでも早く実現をするようにあ

わせて陳情は続けていきたいと思いますし、国

道の特別委員会も大変、力をいただいておりま

すので、牛根方面の拡幅についても、ここのと

ころいろんなところで言うんですが、５年以内

に何とか境まで済ませていただきたい。そして、

そうなれば本当に海岸線37キロが整備がつくこ

とになりますので、国道１本に頼っておる私ど

も垂水にとっては、このことはもう本当に早く

やってもらわないといけない、そういう迂回路

もない中でそういうような生活をしておるんだ

というようなことは、もう皆さんとともに声を

高くしておるとおりでございますので、その期

間内に、何とか３年か４年、できましたら５年

以内に境までという気持ちで今後もやっていき

たい。随分御理解はいただいておるものという

ふうに私は思っておるところでございます。

　それと、子育て支援の中で、前に打ち出しま

した雇用促進の件につきましては、もう１回詳

しくという話でしたが、18歳未満の子供を１人

以上持っておる家庭については、３万2,000円の

現行家賃を１万7,000円にしますよと。それから、

駐車料は１台目は無料にしますよと、２台目以

降は1,000円にしますよと。それから、２人以上

持っておる家庭については、現行３万2,000円を

１万5,000円にしますよと。駐車料は同じ条件で

すよということでございまして、先ほどお答え

をしましたように、若干反響が出てきたようで

ございますので、あわせてまだあいていますか

ら、ここの有効活用をし、やはり水小の対策に

もつながっていくというふうに思っているとこ

ろでございます。

　以上です。

〇土木課長（川畑信一）川畑議員の早崎防災

の工事の中で、工事場所はどこかという質問が

ございましたので、それにお答えいたします。

　小浜集落の外れから海潟トンネルの間の山手

側、この部分に一部擁壁のないところがござい

ますので、この部分の工事をする予定でござい

ます。

　それからもう１つ、海潟地区、この早崎防災

地区の工事着手時期でございますが、これらに

ついては用地買収が済み次第着手したいという

ことでございます。ただ、工事費についても予

算化されておりますので、いつでも着工できる

という返答をもらっております。

〇川畑三郎議員　最後になります。

　最後に、市長の思いを水産行政と国道整備と

子育て支援を聞きたかったわけですよ、最後に

ですね。ちょっと２回目で市長のほうで話をし

ていただきまして、市長が今後取り組まれる状

況を最後で聞いて終わろうかと思ったんですけ
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れども、国道整備と子育て支援については詳し

く市長のほうがお話しされてありがたいと思い

ます。

　もう少しお話があったらこの子育て支援につ

いても、再度水産業の今後について、市長のこ

れから力が必要だと思いますので、水産行政に

対する両漁協への取り組みとこの子育て支援に

ついて、市長が思いがございましたらお話しい

ただいて、私はこれで質問を終わりたいと思い

ます。

〇市長（水迫順一）先ほど、子育て支援と国

道整備、この辺はお話をさせていただきました。

水産業につきましては、課長のほうで答えてく

れました。全くそのとおりでございます。垂水

の基幹産業であるということはもう全市民がわ

かっておることでございますし、農業とともに

これをしっかりと今後、立ち上げていかなけれ

ばならない。税収が非常に、純粋な税収が14億

円しかない垂水にとっては、これの２つの本当

に産業の振興がもうどうしても必要なわけでご

ざいますので、この辺は努力をしていかないと

いけないということだと思うんですね。

　ただ、水産業の損失補償についても環境がぐ

るっと変わってきましたので、御存じのように

継続することはできません。そしてまた、振興

資金も今つくりましてやっと１年目が終わろう

というところでございますので、新たな振興資

金というのは今のところなかなか厳しいという

ふうに思っておるところなんです。

　ですから、この辺、非常に環境が、もう７年

間も魚価が低迷して大変な状況に陥ったという

ことはよく認識をしております。ですから、売

るほうの手助けとかＰＲとか、そういうソフト

面でも今かなり、水産課も課員挙げて努力をし

てくれておりまして、実は地元の九州管内のイ

オン、大きな量販店でございますけど、ブリの

販売も始めようかとかいうような話も来ており

ます。これが具体的に今後、契約になっていく

と思いますけど、これは水産課でＰＲを、イオ

ンのあちこちでＰＲをしてきた結果、こういう

ものにつながったというふうに思っておりまし

て、今後もそういう売り方の面で有利販売をし

ていかなければいけない、中間マージンを省く

中で、そういうような売り方をしていかなけれ

ばいけないと思っております。ですから、そう

いう面の支援は引き続いてやっていきたい、そ

ういうふうに思っております。（川畑三郎議員

「ありがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、４時０分から再開します。

　　　　　午後３時47分休憩

　　　　　午後４時　　開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　５番池之上誠議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、お疲れさまでご

ざいます。長くてあと１時間、御辛抱をお願い

いたします。

　議長より許可をいただいております。早速、

通告に従い、順次質問をしていきます。

　12月議会一般質問の冒頭、「今回の質問は、

夢物語であった第４次垂水市総合計画にやっと

具体的な第１期実施計画書が提示されましたの

で、それらについて、実施できる、する計画と

して純粋に質問をしてまいります」と述べまし

た。

　本議会初日、市長は、施政方針で第４次垂水

市総合計画の基本計画に沿った主要な実施計画

について順次説明されました。昨年来、第４次

総合計画が垂水市の今後10年間を方向づける最

上位に位置づけられる計画であり、バックボー

ンであることは何回も繰り返された説明であり
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ます。耳にたこができるほど、市民共有の認識

であろうと思います。21年度予算を見ましても、

子育て支援策等などには新規事業として的確な

予算措置が組み込まれているものもあり、厳し

い財政状況の中でやりくりされている市当局の

予算編成に対し、御慰労を申し上げるところも

あります。

　さて、今回は、平成21年度一般会計予算中の

新規事業の具体的内容と地域活性化・生活対策

交付金を前倒し編成した平成20年度４号補正予

算を含めた一般会計予算総額の中の各事業につ

いて、とりわけ垂水市の最高位に位置する総合

計画の中の唯一具体的数字を持って垂水市民に

発表された、背骨の中の骨髄に当たる実施計画

中の各事業を対比しながら質問をしていきたい

と思います。

　まず、企画課に質問いたします。

　21年度新規事業として第４次総合計画関連事

業と鹿児島大学公開講座負担金の２事業が予算

資料の中で説明されております。施政方針でも、

実施計画でも鹿児島大学との包括協定関連事業

は説明され、この中に公開講座の負担金がある

のだろうと推測しますが、第４次総合計画関連

事業については実施計画の中でも平成20年度か

ら予算が組まれており、継続した事業に思われ

ますが、新規事業としてどのような事業内容な

のか、具体的に説明をいただきたいと思います。

　次に、大野ＥＳＤに関係する自然学校設立準

備事業の事業規模が実施計画の事業費と比較し

て大幅マイナスとなっており、事業の内容等を

大幅に変更されているのかどうか、実施計画と

予算の整合性をお伺いいたします。

　次に、生活環境課に質問いたします。

　一般廃棄物処理事業において実施計画事業費

では、20年度２億1,000万円ベースから毎年1,000

万円の事業費の伸びを計画されておりますが、

当初予算の衛生費を見ますと、当該事業費はお

よそ１億5,000万円で7,000万円のマイナス、家

庭排水浄化推進事業では実施計画事業費１億2,

000万円の計画に対し、浄化槽設置、し尿処理事

業、漁業集落排水処理施設特別会計繰出金等の

当該事業費合計は同額程度となっております。

事業により大分予算の配分に差が見られますが、

生活環境課として、実施計画に対する予算の整

合性についてお伺いいたします。

　次に、商工観光課に質問をいたします。

　尾脇議員と重複するかもしれませんが、バイ

オマスタウンの構想策定調査委託、これは新規

事業でございますが、その具体的内容をお聞き

いたします。

　そして、バイオマス関連の検証につきまして

も、重複するかもしれませんけれども、予算と

実施計画に対する整合性について質問いたしま

す。

　観光開発の目玉としての猿ヶ城渓谷総合整備

事業についてお伺いいたします。

　20年度繰り越し事業を含めた当初予算が２億

2,000万円強充てられ、開発も今年度竣工を目指

し、最後の追い上げに入ろうとしております。

　さきの委員会の席上、商工観光課より、農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金の事業採択

で２分の１補助の有利な事業展開ができる旨の

説明を聞き、なお一層開発に弾みがつくものと

思うところです。ほかにも３事業を計画され、

懸案事項の早期取り組みが可能となり、財政的

に苦しい本市には朗報かと思います。

　そこで質問いたしますが、早期完成が待たれ

る猿ヶ城渓谷総合整備事業の今後の計画につい

て、実施計画との整合性を含めた中でお伺いい

たします。

　同じく商工観光課にお聞きいたしますが、基

本構想実施計画の政策目標「働く環境の充実」

の中で、企画課とともに雇用推進事業を計画さ

れておりますが、どのような内容で、予算にど

う反映されているのかお伺いいたします。

　次に、農林課に質問いたします。
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　新規事業として、中山間総合整備事業調査事

業一般型と、農村災害対策事業負担金等が予算

計上されております。その中で、中山間地域総

合整備事業調査事業一般型について、具体的内

容を説明いただきたいと思います。

　また、農業公社設立事務につきましては、大

変難しい問題を抱えられた中で実施計画を策定

されておりましたが、21年度当初予算はついに

ゼロとなっております。予算ゼロでは整合性も

見出せませんが、あえて整合性についてお聞き

いたします。

　防災営農対策事業については、実施計画と予

算に7,000万円ぐらいの開きがあります。また、

農業施設管理事業では当初予算927万円で、実施

計画2,750万円とは1,800万円ぐらい差がありま

す。補正予算の地域活性化・生活対策交付金事

業の農林業活性化７事業1,000万円で事業量はふ

えておりますが、今回限りの景気対策ですので、

やはり実施計画に示される事業費確保はなかな

か難しいと考えますが、それらの整合性につい

てお伺いいたします。

　次に、土木課に質問いたします。

　市道改良事業では、元垂水原田線のみが予算

計上され、内ノ野線、瀬戸山線については計画

されていないように見られますが、このことは

大きく実施計画と異なるところであります。主

要道路と認識して計画に盛り込まれている以上、

少しずつでも継続する必要がありますが、これ

についてまずお伺いいたします。

　また、12月議会で修正案まで出されました中

央地区雨水対策事業も予算計上なし、道路維持

改良事業については実施計画事業費6,000万円に

対し、10分の１の645万円、補正予算の地域活性

化・生活対策交付金事業の建設業活性化12事業

3,000万円ですが、農林課同様に実施計画に示さ

れる事業費確保はなかなか難しいと考えますが、

それらの整合性についてお伺いいたします。

　最後に、財政課に質問いたします。

　12月議会におきまして、財政面の裏づけがな

された実施計画だろうと想定して、あえて財政

課には質問はいたしませんでした。今回の予算

を見ますと、いずれも厳しい査定となっており

ます。事業費ベースの実施計画であり、財源ベー

スではないと聞きましたが、当然、企画からは

そのような説明もなされておりません。

　そこで質問いたしますが、実施計画に示され

る事業費に経常経費を加えた一般会計予算はお

おまかな数字で幾らになるのか、まずお伺いい

たします。

　さらに、全体的にも実施計画事業費と予算の

隔たりが多く見られます。総合計画が最高位で

あるならば、その整合性について財政課の総括

をお伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇企画課長（迫田裕司）池之上議員の御質問

にお答えいたします。

　まず、１番目の各新規施策の具体的内容の中

で、第４次総合計画関連事業の内容について御

説明いたします。

　この事業は、第４次総合計画基本構想に定め

た基本理念とまちの将来像を実現するため、基

本計画及び実施計画の進捗や成果確認を行うも

ので、特に実効性を高めるために、組織機構、

予算編成、行政評価に対する研究を進めていく

ものでございます。

　今回の予算は、本年１月27日に、まちづくり

と住民福祉の向上を図ることを目的に鹿児島大

学と包括連携協定を締結したことから、今後、

両者で定める連携事業に対して、事業に必要な

調査や研究に対する経費を包括協定に伴う研究

等委託費として50万円計上し、その他の経費は、

附属機関であります総合開発審議会の運営費用、

市民満足度調査費用などでございます。

　次に、２番目の一般会計補正予算第４号と当

初予算に対し、第４次垂水市総合計画との整合

性についての自然学校設立準備事業について御
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説明いたします。

　自然学校設立準備事業につきましては、平成

21年度当初予算では事務補助費等を245万円計上

しております。それに対しまして、第４次垂水

市総合計画の実施計画では、平成21年度にシャ

ワー施設整備等を1,269万円、平成22年度に飲料

水施設整備等3,069万円を計上しております。

　当初予算では、シャワー施設整備などを要求

しておりましたが、市単独の事業として整備す

ることは財政上負担が大きいことから、国や県

の補助事業として整備できないか、財政課を含

めた関係各課と検討いたしました。その結果、

今回、農林水産省に対して、平成20年度２次補

正の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の

メニューの１つとして、自然学校のシャワー施

設整備等を提案しましたところ、採択される見

込みとなっております。

　この補助事業は、補助率が50％で残りは辺地

債を充てられるため財政的に非常に有利な事業

で、関係各課と協議した結果、平成22年度にシ

ャワー施設整備、飲料水施設整備等を4,600万円

計上する予定となりました。

　結果として、財政的に負担が軽くなるように

関係各課と協議したことで、シャワー施設整備

は１年延びることになりましたが、実施計画と

の整合性につきましては保たれると思っておる

ところでございます。

　以上でございます。

〇生活環境課長（太崎　勤）生活環境課所管

の事業における実施計画と、今回予算の整合性

についてのお答えをいたします。

　まず、②の一般廃棄物処理事業についてでご

ざいますが、事業内容は、一般廃棄物処理と肝

属地区一般廃棄物処理組合負担金でございます。

　その内訳ですが、まず一般廃棄物処理は、地

域活性化・生活対策交付金の補正第４号分と処

理事業における人件費並びに行政事務委託費が、

当初予算の増額で実施計画に対し大幅な増額と

なっております。

　次の肝属地区一般廃棄物処理組合負担金は、

ことし４月から一部事務組合が統合され、大隅

肝属広域事務組合となりますが、本市の一般廃

棄物処理の当初負担金が同事務組合より示され

たことで、実施計画時の負担金よりも大幅な減

額、1,393万5,000円となっております。

　②の一般廃棄物処理事業の総額では、実施計

画に対し、補正第４号及び当初予算は減額、300

万円程度の減額となっております。

　次に、③の家庭排水浄化推進事業についてで

ございますが、環境の保全を総合計画基本構想

とし、事業内容は、合併処理浄化槽設置整備事

業の推進並びに、し尿処理場、潮彩町及び漁業

集落排水処理場の適正な維持管理の事業でござ

います。

　その中のし尿処理場事業は、年次的に行う維

持管理経費を第４号補正の地域活性化・生活対

策交付金により大幅な増額となっております。

　③の家庭排水浄化推進事業の総額では、実施

計画に対し、補正第４号及び当初予算は増額と

なっております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）まず、バイオマ

スタウン構想策定に関する御質問にお答えいた

します。

　バイオマスタウン構想につきましては、さき

に策定しました第４次垂水市総合計画の中に「環

境と経済が共存し、循環していくまちをつくる」

という基本目標を掲げてあり、その中の施策と

して盛り込んでおりまして、循環型社会の構築

を行うために本市が持つ潜在的なバイオマスの

賦存量の推計や有効利用をするために方法、施

策等を有識者や市民を交えて策定しようとする

ものでございます。

　バイオマスタウン構想の策定方法は、大きく

分けまして２通り考えられます。

　１つは、国の補助事業など活用して専門のコ
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ンサルタントに策定一式を委託する方法です。

バイオマスに関する資料等がそろわないなどの

場合は、専門家がつくりますので職員を専任さ

せなくて済みますし、有効な方法でありますが、

その分、経費もかかります。

　もう１つの方法は、自治体の職員が中心とな

り、市民の皆さんや市内の事業所等の協力をも

らいながら、特に専門的なところのみコンサル

タントの助言をもらってつくっていく、いわゆ

る手づくりで策定する方法です。こちらは手間

暇はかかりますが、地元の実態に即したものが

つくりやすいなどメリットもあり、また経費も

安く済みます。

　本市のバイオマスタウン構想の策定に関しま

しては、当初、補助事業による策定を計画して

おりましたが、これまでの地域バイオマスフィー

ルドテスト事業等を通じて得た知識、資料等が

あることや、テスト事業に参画している企業か

らの専門的な助言等が得られる見込みでありま

すこと、また鹿児島大学の御協力もいただける

と思いますので、後に述べました手づくりで策

定する方法で行い、コンサルタントの助言等を

必要とする部分について委託する予定でおりま

す。

　なお、平成21年度予算にはこの委託料のほか

に、構想策定のための先進地研修視察の旅費、

高速道路の使用料、資料作成のための印刷製本

費などを計上いたしております。

　次に、バイオマス関連検証についてでござい

ますが、このことにつきましては、さきの尾脇

議員の御質問にお答えしたとおりでございます

が、実証実験の結果は特に問題ないようであり

ますので、実験終了後に関しては、プラントな

どの施設の購入が過疎債の対象となること、年

間の維持管理費がバイオガスを売買して得た収

入で補えることなどの条件が整った場合に、施

設を購入する予定にしております。

　実施計画に計上してある事業費は施設等の購

入費でありますが、起債の申請時期が５月であ

ること、ＮＥＤＯとの協議、最終的な収支結果

が３月末になりますことなどありまして、６月

議会での補正予算提案を予定しておりますので、

予算としては当初予算に計上いたしておりませ

ん。

　次に、猿ヶ城渓谷総合整備事業については、

今後の計画についてという御質問でございまし

たが、現状の整備状況を申し上げますと、計画

のほうは、造成工事がほぼ終わりまして、園路

の一部を工事をし、水道施設の一部の工事が平

成20年度までに終わる予定でございます。

　平成20年度の当初予算におきましては、あと

の残りの園路と電気給水設備等を整備する予定

でございましたけれども、この部分は中山間活

性化施設や現場の状況等から実施できなくなり

ましたことから、平成21年度に繰り延べて事業

をする予定でおりました。

　先ほど議員の御質問の中にもありましたよう

に、この事業につきましては、農山漁村活性化

プロジェクト支援交付金事業での事業を予定い

たしておりまして、平成21年度に予定いたして

おりましたバンガロー等の建物の工事につきま

して、平成20年度事業として前倒しの形で取り

組む予定にしております。

　内容といたしましては、バンガロー８棟、ト

イレ・シャワー棟、炊飯棟の建物についてと、

それと、現キャンプ場と新キャンプ場を結びま

す遊歩道の整備をこの事業で行う予定でござい

ます。残りにつきましては、平成21年度事業で

園路の残り、それと電気給排水設備の残りとそ

れと植栽工事等の修景施設をやる予定でござい

ます。

　全体的な工事でいきますと、各年度事業内容

に若干のずれはあるんですけれども、終了年度

といたしましては当初計画のとおり進んでいる

というふうに理解いたしております。

　次に、雇用推進事業でございますが、創業支
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援事業や人材育成事業による雇用創出のための

支援事業であります地域雇用創造推進事業を平

成19年度から平成21年度にかけて行いますが、

その事業費を実施計画に計上しているところで

ございます。

　しかし、この事業は厚生労働省の補助事業で

あり、事業費については、本市の予算を経由せ

ずにこの事業の実施主体である垂水市観光・地

域産業活性化協議会に直接補助されますことか

ら、本市予算への計上をいたしませんので、こ

の分が予算としては計上されておりません。

　なお、この事業を実施計画に計上しましたの

は、補助事業終了後も数年間は雇用創出のため

に少額でも事業を継続していきたいという思い

がありまして、実施計画に平成22年度以降の単

独予算での実施を想定した事業費を計上してお

りますが、この全体の流れをわかりやすくした

いと思って、現在実施しております地域雇用創

造推進事業の事業費を計上したものでございま

す。

〇農林課長（山口親志）池之上議員の農林課

所管の質問にお答えいたします。

　まずは、新規施策の具体的内容の中山間地域

総合整備事業について御説明申し上げます。

　現在、ＫＡＭ大隅西部として実施しておりま

す中山間地域総合整備事業は、21年度が最終年

度でございますが、御存じのとおり、牛根地区

を除く地域と鹿屋市の花岡、高隈地区が対象地

区となっております。そこで、今回新規事業と

しまして、垂水市全体を対象とした新たな中山

間地域総合整備事業の実施に向けて、国の補助

を受け、調査設計しようとするものであります。

　これまでの取り組みを申しますと、19年度に

岳野集落と牛根麓地区、そして本年度に新城地

区で地域住民の方々とワークショップを行いま

したが、いずれも中山間地域総合整備事業にで

きるだけ反映しようとする目的で開催いたしま

した。

　また、関係課長で組織します農業・農村整備

計画調整会議を昨年５月に設置いたしまして、

今後10年間における事業メニューについて検討

してまいりましたが、21年度も引き続き検討、

協議することとしております。

　そこで、21年度の事業内容ですが、中山間地

域総合整備事業の採択申請を目的として２つの

調査設計を行います。

　１つは、トータルプランとして、県単事業に

より関係各課で掲げる事業について検討し、最

終的には中山間地域総合整備事業で実施可能か

選択し、決定することとしております。

　もう１つは、先ほど申しました補助事業によ

る調査設計事業で、総合計画の長期計画及び各

課から提出されております事業について計画書

を策定することとしております。当然、現地調

査を行いながら採択要件と照らし合わせること

となりますが、地域住民の方々の合意も必要と

なりますので、意見、要望等を取り入れながら

策定することになります。

　なお、この調査設計事業は県が事業主体であ

りますが、事務作業のほとんどを農林課で行う

こととなりますため、関係各課と連携をとり、

さらに地域の実態を十分把握しまして、22年度

の採択に向けて努めてまいりたいと思います。

　続きまして、第４次垂水市総合計画と農林課

関係の３つの事業との整合性についてお答えい

たします。

　まず、農業公社設立事務費でありますが、当

初予算は、平成20年12月１日に公益法人制度が

改正される中、公益事業を目的とする法人につ

いては農業関係団体の参入がなければ単独での

認可は難しいとの県の意見でありましたので、

市長と鹿児島きもつき農協組合長と参入の協議

をしていただきましたが、農協参入が非常に厳

しいということで、今回、準備委員会幹事会で

農業公社設立については断念いたしました。そ

の結果、農業公社の公社設立の事務を中止した
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ため、ゼロ査定となっております。

　次に、防災営農対策事業についてであります

が、実施計画の金額は第12次、国・県に要望し、

採択を受けた金額であり、当初予算については、

希望をとりました組合の参加の決定による金額

になったことから、大幅な減額となっておりま

す。なお、21年度は野菜の１組の参加となって

おります。

　最後に、農業施設管理事業については、第４

号補正の地域活性化・生活対策交付金事業によ

ります補正に伴いまして大幅な増額となってお

ります。

　以上で、農林課の関係を終わります。

〇土木課長（川畑信一）議員お尋ねの補正予

算４号及び当初予算に対し、第４次総合計画の

実施計画との整合性についてお答えいたします。

　第４次総合計画の「安心して暮らせるまちを

つくる」の基本目標の中で、「快適な都市基盤

の整備」の実施計画として、議員お尋ねの３事

業も計画しておりますが、計画の市道改良事業

の中で瀬戸山線や内ノ野線等は、過疎計画や辺

地計画として事業費等が議会の承認を得ていな

いことにより、当初の予算化されておりません。

　また、中央地区の雨水対策事業は、排水路の

計画地区の住民の承諾が得られていないため、

予算要求をいたしておりません。

　道路維持事業は一般財源となりますが、財源

不足により少なくなっております。これらのこ

とにより、３事業とも実施計画の事業費に満た

ない予算となっております。

〇財政課長（岩元　明）まず、最初言われま

した21年度の総合計画の事業費が幾らかという

ことでございましたけれども、約34億円でござ

います。それから、経常的な経費がどれくらい

かということでございましたので、大体これを

51億円と見込んでおりますので、合わせまして

85億円というふうに答弁させていただきます。

　それから、総合計画の実施計画に予算を整合

させたかにつきまして答弁いたします。

　御懸念のように、総合計画と予算措置は往々

にして整合しないこともあったわけでございま

すけれども、今回かなり意識して実施計画との

整合を図ったつもりでございます。

　実施計画は事業費ベースで計画されており、

実施年度のローリングや計画の見直しで推進し

ていくことになっております。必ずしも財源ベー

スではございません。予算編成はもちろん財源

ベースでございますので、実施計画と整合させ

ることは容易ではないということは覚悟してお

りました。幸い、今回の地域活性化・生活対策

交付金という願ってもないような財源が生まれ

ましたので、この地域活性化・生活対策交付金

を最大限活用いたしました。

　まず、新年度に予算計上しようとしていた事

務事業の中から前倒しできるものは、本年度４

号補正で予算化いたしました。前倒しができた

分だけ、新年度当初予算で予算計上できる余裕

ができたわけでございますが、この結果が、先

ほどから各課長が答弁したとおりの予算化でご

ざいます。

　このどちらにも予算計上できていない事務事

業もありますが、これらは特定財源の確保のた

めに事務手順を踏む必要があることから見送っ

ているものでございまして、それが確定したと

きに補正対応する考えでございます。

　そして、なおも22年度中に予算化できない事

務事業は、次の年度以降にローリングして予算

化を検討することになろうかと考えているとこ

ろでございます。

〇池之上　誠議員　それぞれ詳しい御説明をあ

りがとうございました。

　私も実施計画が全部できるという思いで今回

の予算を見ておりましたので、補正でやるんだ

よという言葉もありますし、いろいろと今、事

務手続の関係とか、そういう問題もあったんだ

ろうなということで納得はしたんですけれども、

― 100  ―



私は今回なぜこの質問をしたかといいますと、

総合計画は背骨だと、垂水の最高位の中に入る

計画だということをずっと説明されてきました。

　それであれば、基本構想も夢だと、雲の上の

中のその夢をつかんでくれということで議決を

しました。それで基本計画になりましたら、具

体的なものは実施計画で出しますから、それを

また検討してくださいということで、我々は議

会は説明を受けてきたわけです。垂水市民にも

そういう広報をされたと思います。

　私はだから、総合計画が一番中心であるのな

ら、全部それに沿ってせんないかんというふう

に思っていたわけです。それで、今、財政課長

が今言われましたけれども、事業費ベースだと

いうこと、各課事業費ベース、したい項目を全

部上げているということで大幅な、事業費の金

額に対して大幅な違いが生じてきたんだと。

　そこで、なぜこういうのが生じたかというと、

実施計画をつくる段階でまずそういう調整がな

されたのか、私はいろいろと去年聞いたんです

けれども、そういうことはなかったということ

でした。背骨である、バックボーンであるなら

ば、違っても、わかる程度の違いで抑えてほし

いなというぐらいの気持ちなんです。

　そのためには、財源ベースがやっぱり市民に

対しても説明はできるし、我々議会も財源ベー

スの中で総合計画を考えながらやっていけば、

いろいろと今回の質問に、私の今回の質問には

つながらなかったと思うんですけれども、いろ

いろと実施計画から予算獲得までは各事業課、

難儀をされているんだなと思います。ここに書

いていないたくさんの課も多分一緒だろうと思

います。

　１つ、ここの問題を企画課として、企画でも

いいし財政でもいいし、調整はできなかったの

かですね、実施計画をつくる段階で、昔のこと

ですけれども。その辺の調整能力ということに

関しては担当課は企画ですから、その辺につい

てはどうなのか。あるいは、この事業費ベース

で総合計画はオーケーなんだと、それでいいん

だという思いなのか、企画の見解を聞きたい。

　もし、非常に金額的に差が大きいものだから、

これを鹿児島大学と包括協定を結んでこの検証

をしていくんだよと言われても、本当に詰まっ

た事業費じゃないのに何を検証していくのかな

と、やっただけのことをただしていく、それで

またできんかった分は来年度に回していくんだ

よと言えば、３年目はもうできんとばっかりで

すよ。そういうところを企画の今回鹿大と連携

した中でどういうふうに解決していくか、そこ

辺の見解をまず企画のほうにお聞きしたいと思

います。

　それとあと１つ、内ノ野線、瀬戸山線ですね、

市道改良、予算的には２億円以上だったですか

ね、実施計画の中では。その中で今、課長が説

明されたのは、過疎計画において議会承認され

なかったから予算をしていないと言われました。

こういう過疎計画が出ましたかね、議会が承認

するようなそういう過疎計画が出ましたかとい

うことを聞きたい。

　私たちはこの内ノ野線については地元ですか

ら、県道までつながるというのがこの内ノ野線

の辺地債ですか、これは、ですよね、その事業

計画だとずっと思っておりました。それを突然

として議会の承認がないから載ってないという

ことみたいです。ちょっとその辺をもうひとつ

詳しく教えていただきたい。瀬戸山線について

も一緒のことです。その２つ。

　本当に交通量は多いんですよ。浜平大都線が

フェリーまで通っていますけれども、市内の中

心部からはこの内ノ野線、県道から上ノ宮を抜

けるあの道路、それが瀬戸山線につながる。あ

そこは本当に交通量は多いです。主要な道路だ

と認識していただいているからこそ総合計画に

も載っているんだろうと思いますので、そこ辺

をひとつちょっと答弁をしていただきたいと思
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います。

　それから猿ヶ城渓谷ですね、活性化施設がま

だ19年度中、予定は19年度だったと思いますけ

れども、まだできていないと。だけど、今度も

う多分発注もされていまして、今年度中には全

部完了するということであると思います。キャ

ンプ場も今回全部竣工しますので、その中で猿

ヶ城計画の今後の見通しというんですか、集客

が幾らあってとか、そういう計画も当然市役所

内ではできていると思うんだけれども、公共施

設です、キャンプ場はですね。その中で、この

公共施設のあり方というのを市役所の中でどう

いうふうにとらえているのか。活性化は農林課、

キャンプ場は商工観光課、担当ですね。なんだ

けれども、それをどういうふうに今後されてい

くのか、調整はできているのかですね、その辺

をちょっと聞きたいと思います。

　企画も、公共施設に対しての効果的・効率的

配置という面では管理運営、そこに指定管理者

を入れるのかどうか、その辺の調整も多分必要

だろうと思います。あと１年で全部市のほうに

移譲されるわけですから、そこら辺はもう当然

できているんだろうと思いますけれども、３者、

３課わかる範囲内でお答えをいただきたい。

　それで、さっき言いました費用対効果ですね、

その辺についてもちょっと聞きたいと思います。

　それとあとバイオマスですけれども、尾脇議

員の質問の中でも、発酵、精製、圧縮、運搬。

圧縮、運搬に対してはちょっと問題があったけ

れども、ほかの件については非常にいい結果が

出ているということを言われました。私が聞い

たのが間違いであればいいんですけれども、現

在はその検証の結果をまとめている最中で、プ

ラントが動いているのかどうか、それもちょっ

と定かではないんですけれども、そのプラント

は今どういう状態にあるのか、それをちょっと

聞きたいと思います。

　以上４点ばっかりですかね、再質問をお願い

します。

〇企画課長（迫田裕司）まず、総合計画とお

金の予算の関係なんですけど、まず総合計画を

つくるときの最低限の約束事として予算が必要

でございます。つまり、マニフェストと同じよ

うなイメージで総合計画をつくることができる

かどうかということなんですけど、実際事業自

体は、計画はつくるわけですけど、それが毎年

毎年度の予算と連動したものでなければ意味が

ございません。そのためには、個人的なあくま

でも意見なんですけど、鹿児島市が今回、企画

部と財政部を一緒にしました、企画財政部と。

やはりうちのほうも来年度そういう企画と財政

を一緒にしなきゃ、計画と予算が伴わないとい

うことから、個人的にはそういう機構改革を提

案していきたいなと思っているところでござい

ます。

　次に、過疎計画の件でございます。

　現在、内ノ野辺地総合整備計画を策定してお

りますが、それは平成13年６月に策定しており

ます。当時の計画では、平成13年から17年の５

年間を１期工事として、井川から猿ヶ城キャン

プ場までの市道改良を計画し、次に平成18年か

ら平成22年の５年間を２期工事として、手貫神

社から県道垂水南之郷線の市道改良を計画して

おったところでございます。

　しかしながら、１期工事の計画変更や事業が

おくれた関係で、１期工事自体が平成20年度ま

でかかっております。手貫神社から県道垂水南

之郷線の２期工事につきましては、再度関係各

課と協議し、次の６月議会に提案できるよう努

めてまいる所存でございます。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）猿ヶ城渓谷総合整備

事業の中の活性化施設についての質問がありま

したので、活性化施設については農林サイドの

事業で導入しておりますので、農林課のほうで

答えられるところを答えたいと思います。
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　まず、猿ヶ城活性化施設は12月に引き渡しと

いう計画で今進めているところですが、もちろ

んこの事業は中山間地域総合整備事業（ＫＡＭ

大隅西部地区）で整備している施設であります。

この利用計画については、大会議室については、

農林業関係の団体、緑の少年団等の会議、研修

の場として計画をしております。

　小会議室、体験学習室は、緑の少年団、親子

会、子ども育成会と猿ヶ城キャンプ場・渓谷等

の利用者との触れ合いの場として、また加工等

の体験の場として計画をしております。

　最後に、加工室については、生活改善グルー

プ、婦人会等の加工品の開発や調理・指導の体

験の場として計画をしております。

　最後に、利用計画についての運営事項ですが、

運営体系、それから予算等についても商工観光

課それから企画課、指摘がありましたそれは４

月に入って早々に各課で管理運営事項、予算等

について協議に入るつもりで協議を済ませてお

ります。４月に早々する予定でおります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）まず、猿ヶ城総

合整備計画についてお答えいたします。

　まず、猿ヶ城の今後の運営面での総体的なお

話から先にさせていただきますと、キャンプ場

は、できましたら、これまでの夏場だけのもの

から周年型のものの利用で使っていきたいとい

うことで、その利用計画につきまして、現在、

電源地域振興事業によりまして専門家を派遣し

ていただいて、その専門家の意見をもらいなが

ら運営方法の検討を進めているところでござい

ます。

　具体的には、宿泊施設をキャンプ場という位

置づけでなくて、総合宿泊施設というような見

方で、名前も公募して「何とか田舎村」とか、

何かそういうイメージにしたらどうかとかいう

提案をいただいたりしているところで、どうし

てもキャンプ場ということになりますと、期間

を夏場だけというイメージにもなりますので、

そこら辺を含めて、また利用の方法につきまし

ては、いろんな体験メニューを今つくっており

ます。これらのことを整備いたしまして、当初

では６月までにまとめ上げようと思っておりま

したけれども、電源地域の事業の導入が少しお

くれたこともありまして、最終的には９月まで

にはそれらを取りまとめたいというふうに思っ

ております。

　次に、バイオガスの現状でございますけれど

も、バイオガスの実証実験につきましては、最

後の検証過程でありました投入過程における焼

酎かすの投入が一番最後になったんですけれど

も、その投入の実験を終えまして、その投入の

結果も、さっき尾脇議員の御質問でお答えしま

したとおり、３月６日の評価委員会でよかった

というふうに了解をいただいているところで、

プラントは現状ではもう３月20日に事業終了と

いうことで、とめることになります。現在とめ

ております。

　今後につきましては、先ほど申しましたとお

り、ＮＥＤＯの財産の譲渡、それと収支関係の

ことなどを整理いたしまして、次をどう展開し

ていくかを早急に検討してまいります。

〇池之上　誠議員　最後、３回目になります。

　内ノ野線等も事業がおくれたということで、

６月でやりますという確約をいただきましたけ

れども、事業はおくれたんだと、何というか、

その事業の持っていき方だから余り言ってもし

ょうがないのかなと思いますけど、継続してい

るんだったら、やっぱりそこにちょっと2,000万

円なら2,000万円ばっかりずつつけて、6,000万

円つけるんだったら1,000万円、1,000万円つけ

てこの事業は残っていますよというのを予算で

あらわしてもらえば安心をするわけですよ。

　それで、私はこういう質問はしない、時間が

むだだから。まだほかのことをしたいけれども、

いっぱいその辺があったものだから。もうちょ

っとそこ辺を土木課と企画の調整ですね、この
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過疎債、辺地債というのはですね。その辺をも

うちょっと予算編成する中でやっていただけれ

ばいいのかなと思うわけです。

　今回の質問全般にわたりまして、そういう何

か各課ばらばらだなという思いがあるもんです

からね、何かそれに対して、今、企画課の課長

が私案を申されましたけれども、企画と財政の

一本化ですか、それをするよっか、まず企画が

調整役としての機能をもうちょっとはっきりせ

んないかん。いや、本当ですよ、実施計画から

何から予算から全部、何か、この総合計画もつ

くればよかと、今度は実施計画もつくればよか

と、ばらばらですよ。私たちは何を見て垂水市

をつくっていけばいいんですか。あなたはその

責任者ですよ。そこはぴしゃっとやってくださ

い。それから先です。財政課が一本とかそうい

うのはもうなし。それからですよ、あなたが調

整をできたら考えましょう。あと２年ですけど

ね、私もね。そういうことです。

　本当に何か各課ばらばらだなという思いがい

たしてなりません。そのためには、課内を、庁

舎内をまとめるのはいろんな事業において企画

課だろうと思っております。どうかお願いをし

ますので、今後、そういうお金を握るよりも、

まず各課の調整をやっていただきたい。本当で

すよ、そう思っております。よろしくお願いし

ます。

　そういうところで最後、市長のほうに答弁を

いただきたいと思いますが、さきの行革、財革、

森議員だったですかね、質問がありました。当

然やっていくということで理解をいたしており

ます。その中で、21年度中に３年か５年か何年

になるかわかりませんけれども、そういう計画

をされていくだろうと。それは本当に財源ベー

スの多分プログラムになっていくんだろうと思

います。

　その中で、総合計画もローリングをしたり、

見直しをしたりということは言われております。

それであと、事業の実施を確約するものではな

いという言葉も使われておりますけれども、せ

っかくそういう見直しをするのであれば、総合

計画も実施計画もそれにやっぱり連動した施策

を打ち出していただきたい。そうすれば、私た

ちも理解しやすいし、市民にも説明をしやすい。

それでこういう質問もしなくても済むというふ

うに思いますので、そこ辺を、市長の思いとい

うか、する、せんは多分行革も財革も継続中だ

ということでされるだろうと思いますけれども、

そういうローリングに対して、見直しに対して、

学校関係にしてもいろいろとまた変わってきま

した。早い、素早い対応が必要なんじゃないか

と。３年目で見直すと言われましたけれども、

どうか事業費ベースじゃなくて、財源ベースに

合わせた実施計画を再度示していただきたいな

と思っております。それは、市長の思いが一番

いるだろうと思いますけれども、その辺につい

て１点だけ市長に対して質問をして、私の質問

を終わりたいと思います。

〇市長（水迫順一）もちろん実施計画につい

ての計画自体は、総合計画自体はローリングを

していかなければいけません。今、例で挙げら

れた学校問題も急変しました。このことは私は

決して悪いことじゃないと、いい方向へ市民に

対していい方向であって、時代の変革が激しい

ときであれば、本当にどっちが、今この道来た

けど、どっちが市民のためになるのかというの

は、その時点で考えていかなければならないと

いうふうに思うんですね、そのことはもうあえ

て否定はしませんし、その方向でやっていきた

い。あくまでもそれは市民の立場を中心にして

考えていかなければならない、そういうふうに

思っております。

　今度の計画も、確かに生活対策緊急支援があ

ったり、いろんなことがありました。非常に助

けられた部分もありました。ただ、地方が非常

に疲弊してきておる、経済初め、雇用初め。そ
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の中で政府のほうもいろんな施策を、農水にし

ても、厚生省にしても、本当に経産省にしても

いろんな事業を手を挙げさせております。やる

気のある地方にそういうのをどんどん投げかけ

ているんですね。こういういいチャンスはない

と私は思っておりますから、だから、それで有

利なことを取り組んでいくというのはまだ必要

だと。そのことをうちの関係各課が一生懸命取

り組んでくれておるということは、私は評価し

ていただきたい。そのように思っております。

（池之上　誠議員「ありがとうございました」

と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（徳留邦治）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、総括質疑及び一般質問を続

行します。

　　　△散　　会

〇議長（徳留邦治）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後４時55分散会
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平成21年３月11日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　ここで、北方貞明議員から発言の申し出があ

りますので、これを許可します。

〇北方貞明議員　皆さん、おはようございます。

　私が昨日発言いたしました副市長に関すると

ころは、削除をお願いします。

　以上。

〇議長（徳留邦治）次に、商工観光課長から

発言の申し出がありますので、これを許可しま

す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）おはようござい

ます。

　昨日の池之上議員のバイオマス関連検証に関

するプラントの現状についての御質問に、現在

はプラントをとめているとお答えしましたが、

再確認いたしましたところ、私の解釈違いで、

一時的にはとめましたが、３月20日までは稼働

させるとのことでございました。

　おわびして訂正させていただきます。

〇議長（徳留邦治）これより、議事に入りま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△平成21年度施政方針及び各会計予算案

　　　　に対する総括質疑・一般質問

〇議長（徳留邦治）日程第１、昨日に引き続

き、平成21年度施政方針並びに各会計予算案に

対する総括質疑及び一般質問を続行します。

　それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可します。

　最初に、８番池山節夫議員の質疑及び質問を

許可します。

　　　[池山節夫議員登壇]

〇池山節夫議員　おはようございます。

　東京商工リサーチの鹿児島支店がまとめまし

た2008年の県内企業の倒産状況は、負債総額

1,000万円以上の倒産が144件で、負債総額650億

7,500万円でありました。業種別では、建設業が

最も多く68件、小売業16件、卸売業15件、製造

業14件、サービス業８件、運輸業６件などとな

っており、事業を継続しながら再生を図る民事

再生法の適用が前年と同じ７件だったに対し、

事業を停止する破産が前年比21件増の45件とな

り、厳しい経済情勢から再建意欲もそがれてい

るようであります。

　地域経済にとっては暗いニュースばかりが続

く中で、景気回復の目玉とされる定額給付金の

支給がスタートいたしました。

　垂水市でも、４月20日前後の振り込みができ

るように作業中という答弁が、昨日の葛迫議員

の質問にありました。事務作業の煩雑さに、各

自治体は頭を悩ませているようですが、事務経

費の多さまでを含めて景気刺激になるとお考え

いただきまして、職員の皆さんには頑張ってい

ただきたいと思います。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきに通告しておきました順に従いま

して質問をしてまいります。市長並びに関係課

長の御答弁をよろしくお願いいたします。

　施政方針に、「高隈山トンネル実現への活動」

という言葉を使われましたが、昨日の尾脇議員

の質問に対する答弁で、長期的なビジョンでの

垂水づくりという観点から、志布志市長との連

携や森山先生へのお願いをされている思いの強

さと、その意気込みは理解をいたしましたが、

今後、鹿屋市やその他の大隅地域のまちに共感

共鳴してもらう具体的なアプローチが必要と思

いますが、お考えを市長にお聞かせください。

　バイオマスタウン化につきましては、昨日の

尾脇議員や池之上議員の質問で理解いたしまし
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たので、割愛いたします。

　ボランティア活動への積極的な参加を促す取

り組みと傾聴ボランティアの育成についても、

昨日の葛迫議員の質問で、内容については理解

をいたしました。

　霧島市は、ボランティア活動に参加した高齢

者に介護保険料の負担軽減になる資金を交付す

る介護保険ボランティア制度を４月から始めま

す。登録した65歳以上の人がボランティア活動

をした場合、１日２時間を上限に１時間で100ポ

イントを与え、500ポイント以上持っていれば100

ポイントを100円に換算して、市から年間5,000

円まで受け取り、介護保険料として使うことが

できるそうです。ポイントは、専用の手帳にス

タンプで押印し、介護保険施設や学校など100カ

所以上が制度に協力する見込みであります。垂

水市でも、このような取り組みが検討できない

か、見解を伺います。

　少子化対策については、鹿児島県が2009年度

から実施する第３子以降の保育料減免策に対す

る取り組みについての対応と、錦江町が2008年

から少子化対策保育料軽減策として行っており

ます保育園・幼稚園に通う園児の保育料を、第

１子・第２子は半額、第３子以降は無料とする

行政補助についてどうお考えになるか、見解を

伺います。

　学校教育の充実について。

　携帯電話の学校への持ち込みについての対応

はどうなっているのか。また、携帯の自己紹介

サイト「プロフ」についての認識を伺います。

　横浜市は、2006年に将来の小中一貫教育の導

入を目指すことを決め、2008年４月から中学校

28校と小学校57校で先行して小中一貫教育を実

施しております。2012年４月からは、すべての

市立小・中学校全491校で小中一貫教育を導入す

る方針を固めました。

　平成22年４月から、市内４つの中学校が統合

され、垂水中央中学校がスタートをいたします

が、垂水市での小中一貫教育についての見解を

伺います。

　また、教師の学校間兼務についてお教えくだ

さい。

　放課後の児童対策として、「放課後児童クラ

ブの推進を進める」と施政方針にありますが、

垂水小学校以外でも取り組むということなので

ありましょうか。お示しをください。

　市民音楽祭については、内容と時期、予算に

ついて伺います。

　景気が急速に悪化する中で、住み込みで働く

非正規労働者が派遣切りや雇い止めなどで失業

すると、すぐに生活に困窮するという現実があ

ります。今の社会は滑り台社会だと言われます

が、低所得者福祉についての取り組みについて

伺います。

　市域全体を対象にした観光メニューの開発に

ついて。

　観光に関しては、「大隅の玄関口としての役

割を果たせるよう、高峠や道の駅、猿ヶ城、宮

脇公園を連携した観光拠点として、体系づくり

に努力する」とありますが、観光メニュー開発

への取り組みと体系づくりについて教えてくだ

さい。

　財政調整基金の目標額４億4,800万円に対し、

現在３億3,000万円ということで昨日答弁があり

ましたが、一般会計補正予算第４号で景気対策

を優先したという説明がありました。平成21年

度は、財政改革プログラムの最終年度となりま

す。景気対策と財政改革プログラムとの考え方

についてお示しをください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇市長（水迫順一）皆さん、おはようござい

ます。

　池山議員の質問の高隈山トンネルにつきまし

て、昨日も尾脇議員にお答えをしたとおりでご

ざいますが、鹿屋市かいわいとの関連はどうか

という質問だろうと思います。
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　確かに、今鹿屋市が進めております定住圏構

想がございます。そうなりますと、やはり鹿屋

を中心とした発展というのが期待されますし、

鹿屋自身が中心となる機能をさらにそろえてい

かなけりゃいけない、そういうことだろうと思

います。

　鹿屋市にとりまして、一番やはり問題なのは、

私ども垂水市と同じように、鹿児島市へのアク

セスがフェリーを使うという意味では、中央駅

まで２時間ぐらいかかってしまうというような

状況がございます。このことは非常に問題でご

ざいますし、そういうことを考えますと、今後、

東九州自動車道路のインターチェンジが串良方

面にできると予定されておりますが、そこから

鹿児島市へも非常にかなり遠い時間を要するわ

けです。ですから、インターチェンジから、き

のう申しましたようにトンネルができることに

よって、垂水市へうんと近くなるということで

すね。そうなりますと、桜島架橋が実現した暁

には、どうしても鹿屋の串良方面、インターチ

ェンジを中心にしたあの地域が随分鹿児島市へ

のアクセスがよくなるという意味では、鹿屋市

も非常にこのことには興味を持っておりまして、

鹿屋市長もその辺は理解をされております。

　ですから、このことは、きのう申しましたよ

うに、鹿屋市がインターチェンジ付近を中心と

した大隅の中核としての位置づけの地域にして

いくという構想になっていけば、ますますこの

辺が便利な場所になるし、あの辺に鹿屋市とす

れば工業誘致もやっていきたいようなお話もち

ょっと聞いておりますし、それから大隅が一つ

になっていく中で、いろんな共同の組織ができ

ていくわけです。例えば、消防団も１つになる

とかいうようなことになっていきますと、その

付近が私は便利になるのではないかと、そうい

うふうに思っております。

　そういう意味からしまして、やはり鹿屋市と

の取り組み、志布志市と同じように一緒に取り

組んでいかなけりゃいけない、このように思っ

ております。

〇保健福祉課長（村山満寛）３点目のボラン

ティア活動への積極的な参加を促す促進という

ことで、霧島市のポイント制はできないかとい

う質問でございましたが、年間5,000円までを受

け取りができるということで、当初予算に盛り

込まれたようでございまして、その穴埋めとし

ては一般財源をというようなふうに考えたわけ

ですが、そのような状況を考えますと、垂水市

にとりましては、非常に慎重に対応しなければ

ならないだろうというふうに考えております。

　それから、２点目の少子化対策の県知事マニ

フェストの第３子の軽減のことでございますが、

18歳未満の児童を３人扶養しておって、その中

の３人目に対する保育料関係、幼稚園関係の経

費もということでございまして、現在、県の要

綱案については示されているものの、国の制度

がまだということでございまして、その確定を

もって要綱等が正式に決定されますので、それ

らを待って詳細を確認の後、実施する方向での

検討をしたいというふうに考えております。

〇学校教育課長（押川和成）５番目の学校教

育の充実について。

　初めに、小・中学校への携帯電話の持ち込み

禁止についてお答えをいたします。

　御存じのとおり、本年１月30日に、文部科学

省が都道府県教育委員会に対しまして、小・中

学校への携帯電話の持ち込みを原則禁止とする

指針を通知いたしました。それを受けまして、

鹿児島県教育委員会からも、２月５日に同様の

趣旨の通知が出されております。

　本市におきましても、各小・中学校への通知

文を出したところでございますが、１月末に携

帯電話の取り扱いについて独自に調査した結果、

市内８小学校で学校への携帯電話の持ち込みを

原則禁止としております。そのうち２校が、一

定の理由・事情に限って、家庭からの申請によ
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り学校への持ち込みを認めておりますが、２月

末現在、持ち込みを申請した保護者はおりませ

ん。

　中学校におきましては、４校中４校とも学校

への携帯電話の持ち込みを原則禁止としており、

例外的な申請も許可しておりません。しかし、

中には隠れて持ってきている者もいるようでご

ざいます。

　今後とも、学校・家庭と連携した取り組みや

啓発活動を通して、本市の児童・生徒を携帯電

話の被害者あるいは加害者にさせないよう、努

力してまいりたいと考えております。

　次に、プロフ問題でございますが、プロフと

いうのはプロフィールのことで、携帯でも簡単

に名前や性別、学校名、身長・体重、住所やメー

ルアドレス、電話番号、果ては顔写真まで、あ

りとあらゆる個人情報を書き込むことのできる

サイトでございます。アクセス数をふやすため

に、刺激的な写真を張ったり、あるいは文言を

書き込んだりする子供もいるようでございます。

　この問題は、援助交際などの犯罪に巻き込ま

れる可能性が大きいということ、それから陰湿

ないじめにつながる可能性があることなどでご

ざいます。

　本市の携帯電話の所持率は、昨年10月の調査

で小学校で47人、６％、中学校で69人、15.6％

でございますが、このことは都会だけの問題で

はなく、垂水市でも十分起こり得ることだとと

らえております。

　そこで、教職員や保護者を対象にした安心・

安全な携帯電話の利用の研修を実施をしており

ます。

　また、担当指導主事に、本市の学校にかかわ

る裏サイトですとか、あるいは不適切な書き込

みがないかを定期的に確認させておりますが、

今のところ確認はされておりません。

　今後も、学校・家庭との連携を図りながら、

子供たちに情報機器としての携帯電話の正しい

使い方について指導してまいりたいと考えてお

ります。

　次に、小中一貫教育についてでございますが、

このことにつきましては、同じ校舎で実施する

一体型、同じ敷地または隣接で実施する併設型、

離れた小・中学校で実施する連携型がございま

すが、垂水市の場合、検討するとすれば、統合

後は３番目の連携型になると思われます。

　薩摩川内市は特区申請をして、表現科、生き

方科、情報コミュニケーション科の新しい科を

新設して、小・中教員の相互乗り入れによる授

業や英語、音楽、図工・美術等の相互授業を実

施をしているようでございます。

　垂水市の場合は、この相互授業を考えたとき、

距離的な面で近隣の学校は可能だと思いますが、

距離のある小学校については難しくなるのでは

ないかと思われますので、現在のところ考えて

おりません。

　次に、学校間兼務についてでございますが、

このことにつきましては、県教育委員会が来年

度から特に力を入れている制度でございます。

中学校間におきましては、免許教科外担任の解

消のためにも、複数の学校をかけ持ちして授業

を実施いたします。既に市内でも南中、協和中、

牛根中の美術を１人の先生に担当してもらって

いる例がございます。

　また、小・中学校間の兼務につきましても、

特に小学校の英語が本格実施に移ること、また

音楽など特に専門性が必要とされる教科など可

能性を探るよう、校長会で指導をしております。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（村山満寛）６番目の放課後

児童クラブの推進についてでございますが、垂

水小学校以外の設置をというようなことでござ

いましたけれども、小学校の規模を勘案した場

合の利用見込み児童数、それから指導員の確保

などの観点から、他の小学校に同じような児童

クラブを設置することは現状では厳しい状況に
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ございます。

　今後、他の方策も考えながら検討していきた

いというふうに考えております。

〇社会教育課長（橋口正徳）市民音楽祭につ

いて御答弁いたします。

　市民音楽祭につきましては、ことしの１月18

日日曜日に、垂水市制施行50周年記念～未来へ

の架け橋～「垂水ふるさと夢のステージ」とタ

イトルをつけまして、市制50周年を振り返ると

ともに、これから未来に向け、我がふるさと垂

水市が新たに力強く歩き出すためのきっかけの

場として、市民参加型の芸能イベントを開催す

るとの趣旨で実施いたしました。

　構成については、一部が郷土芸能、民謡、２

部が市政の歩みと社会世相を紹介しながら、「歌

でつづるふるさと半世紀」という形で実施いた

しました。

　当日は満席となり、立ち見も出るほどで、私

ども想像以上に多くの市民の方々が参加いただ

き、元気と笑いをもらったなど、大きな反響が

ありました。

　また、各公民館からも郷土芸能の復活・継承、

発表の場提供などの面から、ぜひ続けてほしい

との声が寄せられているところです。

　このようなことですので、来年も実施するこ

とにしておりますが、内容につきましては、大

体同じような内容で実施していくことになると

思います。

〇保健福祉課長（村山満寛）８番目の低所得

者福祉についてお答えいたします。

　施政方針に書いてありましたように、これは

生活保護をというようなことでしました。それ

で、生活保護について一応お答えいたします。

　憲法第25条第１項には、「すべて国民は、健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」、第２項では「国は、すべての生活部面に

ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならない」となって

おります。それから、生活保護法においては、

「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国

が生活に困窮するすべての国民に対し、その困

窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低

限度の生活を保障するとともに、その自立を助

長することを目的とする」としておりますので、

自立に向けての就労支援等も行いながら業務に

努めてまいりたいというふうに思っております。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）市域全体を対象

にした観光メニューの開発についての御質問に

お答えします。

　本市の観光につきましては、平成17年度に牛

根地区において道の駅たるみずを開設して以来、

大隅半島でも群を抜く交流人口の増加が見られ

ております。

　道の駅に関しましては、さらに本年度は県の

魅力ある観光地づくり事業により、160メートル

のボードウオークが設置されるなど、魅力が増

してまいりました。

　また、猿ヶ城渓谷総合整備事業に関しまして

も、いよいよ新年度は新キャンプ場の整備の最

終年度となります。

　猿ヶ城の施設整備は、ほぼ順調に行われてお

り、現在、電源地域振興事業により専門家を派

遣していただくなどして、今後の管理運営のソ

フト面に関する実施方法の検討を進めておりま

す。

　他方、高峠での体験型観光の導入や宮脇公園

の整備など進みつつありますので、こうしたハー

ド・ソフトの開発により、より多機能な観光に

発展させる素地ができつつあると思われます。

　そこで、これらのことを面として結びつける

ために、今年２月に採択を受けました厚生労働

省の補助事業である地域雇用創造実現事業での

観光開発を予定しております。

　この事業は、平成22年度までの事業でありま

して、垂水市の特産品を使った新商品の開発と

観光資源を活用した旅行商品開発が事業内容で
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ございます。

　この事業には専任の活動員がおりますので、

例えばモニターツアーで観光施設、温泉、体験

型観光などと連携した垂水周遊プランを企画す

るなど考えているところでございます。

〇財政課長（岩元　明）財政改革プログラム

を達成することと、それから景気対策の予算を

編成することは別ではないかというような趣旨

のお尋ねにお答えいたします。

　財政改革は、基本的に予算を緊縮することで

あり、景気対策は積極的に公共事業や消費拡大

につながる予算編成をすることだろうと思って

おります。この相反することの折り合いをつけ

ることは、大変難しいことでございます。

　新年度は、これに加え、総合計画の実施計画

との整合性が問われることになりますので、大

変厳しい予算編成を覚悟しておりました。とこ

ろが、本年度において景気雇用対策として、国

のほうから地域活性化・生活対策臨時交付金が

交付されることになり、これにより、本市も４

号補正案でお示ししましたように、景気対策等

の施策も展開できる予算措置ができました。

　また、最終日に予定しております補正予算第

５号案では、定額給付金の支給により消費拡大

を図り、商工振興資金利子補給の追加により、

商工業者の資金繰りの緩和を図りたいと考えて

おります。

　このように、国の補正予算絡みで、例年にな

く本市の景気対策の予算化ができる一方で、財

政改革プログラムで示される財政調整基金の積

み立て達成目標にも、最終年度における21年度

には近づけることができそうでございます。

　率直に申し上げまして、本市の財政改革にこ

のようにプラスに幸いした要因があることで、

最終的に財政改革プログラムの帳じりを合わせ

られそうなことは否定はいたしません。

　しかし、一方では、２年連続の予期せぬ大災

害をこうむったことのマイナス要因もあったこ

となどから、財政調整基金は逆に取り崩してし

まったというように、なかなか思うように展開

しなかったことの御理解も賜りたいと考えてお

るところでございます。

〇池山節夫議員　市長、鹿屋とね、志布志はわ

かるんですよ。私はやっぱり、桜島架橋達成の

後と言われましたから将来のことなんでしょう

けど、やっぱり施政方針に載せられました。こ

の「高隈山トンネル」という言葉はだれが考え

たのか。市長のつくった言葉なんですかね。ど

こから出てきたのかよくわからないですが、そ

の辺、「私が考えた言葉だ」と言われるのか、

それとももう既にそういう言葉で大隅全域で使

われているのか、その辺の認識と、施政方針に

示されて、将来のこととはいえ、やはり鹿屋・

志布志に限らず大隅全域の問題ですから、やっ

ぱり錦江町なり南大隅町なりですね、その周辺

の首長さんなり、そういうところへの働きかけ

というのも必要じゃないかという１回目の質問

なんですよ。鹿屋・志布志には触れられました

けど、ほかにちょっと触れられていないですか

らね、その辺の答弁をもう１回お願いします。

　それと、桜島架橋に関して、大隅期成会です

かね、その辺での動きとか商工会議所の動きと

かあるというきのうの答弁なんですよ、尾脇議

員のね。大隅期成会あたりに関して、どんなふ

うに思われるのか、その辺についてもお聞かせ

ください。

　それから、次のボランティアなんですけど、

地域担当職員制度がありますね。この前、霧島

市議会をちょっと傍聴に行ったんですよ、みん

なで議会としてですね。そしたら、霧島市長は、

これは私は「あれっ、聞き間違ったかな」と思

って、行った議員皆さんに確認したんですよ、

「言われたよな」ということでですね。そした

ら、市の職員が地域の活動にリーダーとしての

役割を果たすとか、そういう活動をした者に対

しては、人事に考慮するという発言をされたん
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ですよ。そのことについて、水迫市長は「私も

そうする」と思われるのか、「いやあ」と思わ

れるのか、その辺をお聞かせ、そう言われたん

です。わたしはだから確認したんですよ、ほか

の議員に。「確かにこう発言されたよな」とい

うことで確認したら、みんな「そう言った」と。

議事録にも載るはずですから、その辺の大胆な

発言をされたというのか、勇気ある発言という

のか、人によってはあるでしょうけど、水迫市

長、その辺の発言をどう思われるか。

　それと、いちき串木野市の教育委員会ですか

ね、学校に、これは習字ですかね、書写の学習

ボランティアとして、地域住民４人を参加させ

たと。やっぱりそれもボランティアなんですけ

ど、さっきからのボランティアという意味で、

学校にやっぱり例えば習字とかスポーツとか、

いろんな面でそういう学習ボランティアという

のを検討していくあれはないか。これは、教育

長でも学校教育課長でもどちらでも、その辺の

ことを答弁できる範囲でお願いします。

　それから、保育料減免に関しましては、先ほ

どの答弁でじっくり対応するというようなこと

でしたかな、慎重に対応か、それでいいと思い

ます。

　蒲生町が、対象者が10人しかいないのに、電

算のシステム改修費が、対象が10人で、その支

給はわずか17万円なのに、システム改修費が115

万円かかると。それでも、将来を見据えてです

ね、県の伊藤知事のマニフェストで取ることだ

けど、将来を見据えて改修費を、多額だけどや

るというふうにしていると。垂水市のデータの

改修費はどのぐらいかかるのか、ちなみにわか

っていたら教えてください。

　それから、保育料減免に関しては、認可保育

園だけですかね、対象になるのは。だから、認

可外の保育園とか、自宅で子育てを３人されて

いるとか、そういうところには全然関係ないわ

けですよね。その辺の何というのかな、入れた

くても、例えば保育園がいっぱいで待機してい

ると、待っているというそういう、そして自宅

で育てているとか、認可外でやっているとか、

その辺の不平等な点に関しては、これはどんな

ふうに思われるか。その辺、やっぱりそういう

ことが起きると思うんですよ。だから、垂水に

関してまだ全然待機がなければそれでいいけど、

その辺のことが起こってきたらどう思われるか

な。課長ね、ちょっとその辺、考えだけお聞か

せください。

　それから、学校教育についてなんですけど、

プロフ、プロフィールですか。私がちょっと見

たところでは、他人のプロフ、自己紹介サイト

を、本人じゃなくて他人が勝手に開設して、例

えば嫌いな子を、いじめたい子、その子の自己

紹介サイトを他人がつくって、みずから悪口を

書き込むと、そういういじめが起こっていると

いうようなことを見たんですけど、垂水に関し

ては、さっき垂小で47人、６％、中学校で69人

でしたかね。これ、文部科学省の調べで、携帯

の所有率、小学校６年生で25％、中学校２年生

が46％、高校２年はもう96％。メールの使用が、

利用、電話は電話賃がかかるから余りないんで

しょうけど、メールの利用を１日30通以上やり

とりする小学校６年生は７％と。中学２年で33

％、高校２年はもう28％、こういうふうになっ

ていると。

　このプロフというのが、やっぱりそういうさ

っき言われたような出会い系とか、そういうの

の温床になっているということで、自分の子供

がそういうのを開設している、さっきの６％、

中学校で15.6％、そんなものだから、まあ垂水

ではいいかな、少ないかなとは思うんですけど、

やっぱりそういうふうに利用している子がいて、

保護者は自分の子供がプロフを開設しているの

を知らないと。

　で、フィルタリングというんですかね、悪質

サイトへ入っていく、それを防止するフィルタ
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リング機能というのを親が知らないと。だから、

その辺のことをやっぱり、さっき言われた安心・

安全な携帯の利用の方針の中でやっぱりきちっ

とやっていく。今までやっておられるのか、や

っていかれるのか、その辺をちょっと聞きます。

　それから、保護者がその辺のことが、自分の

子供がプロフをやっているというのに知らない

と、その辺の認識がどうなのか、わかる範囲で

お答えください。

　小中一貫教育についてなんですけど、私は冒

頭で横浜を読み上げたのは、横浜はまず大きな

まち、大きな市で、その一部といっても広いと

思うんですよ。その中で小中一貫教育をやれて

いると。それで、薩摩川内市の話を課長出され

ましたけど、そういう、やっぱりやろうと思え

ばまたできないことでもないだろうし、小中一

貫教育が小学校から中学校へ上がる、学級担任

制というんですかね、小学校の。全教科を先生

が受け持って学級を担任する。それが、中学校

に上がるときには教科担任になって、数学・英

語、それぞれになって、ちょっと違ってくると。

その小学校から中学校へ上がる中１ギャップが

あって、そのおかげで中学校で不登校が出たり

する。そういうのが、そこが大きな問題になっ

ているわけですから、だから小中一貫教育を言

ったんですけど、中学校統合に向けて、その辺

のことをやはり検討していったほうが、ちょっ

と遠いからという話があったんですけど、やは

り牛根小学校から来る、新城小から来る、そう

いう中で、やっぱり今までは新城小から南中に

行けていたと。牛根は牛根の中学校に行けてい

たと。それで、ある程度、地域的なもので子供

の間でも顔見知りだったんだけどというのはあ

ると思うんですね。それが、統合して、やっぱ

り全然顔を知らない、地域もちょっと離れた、

同じ市とはいえ、そういうところへ中学校へ行

くに当たって、やっぱり不安が出てくると思う

んですよ、子供にね。

　どこかあったんですけど、その薩摩川内市、

先ほど課長が言われた薩摩川内市では、2006年

度から３年間、３つの地域を指定して小中一貫

教育を実施して、小・中学校の相互乗り入れを

行っていると。そうすると、その結果、そのモ

デル地域で、地域内の１つの中学校では、2006

年度の入学者は、「入学への不安がある」と答

えたのが37％、ところが2008年度は19％に減っ

ていると。それで、もう１つのモデル地域の中

学１年で不登校になった生徒はもうゼロになっ

たと。やっぱり小中一貫教育のメリットという

のはその辺にあると思うんですよ。中学校への

入学する、その小学校から中学校へ入学すると

きの不安が和らいで、それでみんな知っている、

やっぱり顔見知りだから、中学校へ行くときの

大きな不安がなくなって、やっぱり小学６年の

ときに勉強に身が入ると。それで中１ギャップ

も解消に役立って、不登校も減ると。その辺の

ことがやっぱり検討課題というかですね。だか

ら、非常に大事じゃないかと思うんですよ。

　今の私のこういうのを聞いた上で、教育長、

ちょっと考えを聞かせてください。

　それから、放課後児童クラブなんですけど、

これは市長に聞きますかね。水之上の雇用促進

住宅、やっぱりせっかく家賃を助成したりして、

あそこに子供さんのいる家庭が入ったら安くす

ると、やっぱりそういう政策を出されたわけで

すから、もう一歩進んで、水之上小学校にも、

私は水之上出身ではないんですけど、池之上議

員は尊敬する（「妻が」と呼ぶ者あり）妻は関

係ないですけど。そういう意味で、せっかくそ

ういう政策をされるのであれば、学童保育まで

含めて考える、検討されたほうがアピール度が

高いんじゃないかと、そういうふうに思います。

　後で、たしか持留議員も何かそういうような

趣旨の通告があったと思うんですけど、その辺

についてちょっとお聞かせください。

　市民音楽祭については、先ほど答弁もらった
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んですけど、予算化されている部分があったら

教えてください。

　低所得者福祉なんですけど、不況で生活保護

の申請が急増しているというのがありまして、

それはそれで、これは国の生活保護の総額が２

兆5,175億円、すごい金額に上っています。これ、

国が４分の３、自治体が４分の１、不景気にな

って税収が少なくなって、やっぱり先ほど言わ

れたセーフティーネット、生活の最低限を守る

という意味では必要な制度であるんですけど、

これがやっぱり自治体の財政も圧迫するぐらい

経済が悪くなっていると。そういうことでは、

まあしょうがない部分はあるんですけど。

　この生活保護に関してはこれで置いておきま

して、低所得者というその基準、これが市町村

民税、これが課税基準、この課税基準が低所得

者を決める基準として大体使われていると。こ

れを介護保険に当てはめたら、世帯全員が市町

村民税の非課税、１人の場合は年収155万円以下、

これを低所得者とすると。そうすると、介護保

険の保険料とか、利用料の負担が軽減される。

　ここにそれで、ちょっと大きな問題が潜んで

いて、ある例なんですけど、東京都内に住むひ

とり暮らしの女性が、90歳ぐらいの女性なんで

すけど、所得は月額５万円ぐらいの国民年金と。

それと、ちょっと家を、部屋を貸しているのか

どうか知らんけど、家賃収入が３万5,000円あっ

て、合計で月８万5,000円。そうすると155万円

以下になるわけですね。そして、入院したら通

常1,380円、１日の食費が650に減ると。それで、

介護サービスを利用したときに払う利用者負担

の上限月額も、月額の上限が３万7,200円のとこ

ろが２万4,600円になったと。ところが、この女

の方には、御主人が亡くなって、その遺産で5,

000万円以上の預貯金があるんだと。それでも低

所得者になって、介護保険のそういう軽減が受

けられるわけですよ。これがまず１つの例と、

あと遺族年金というのがありますね。この遺族

年金が、例えば月額10万円以上あっても、税制

上、この遺族年金が非課税なものだから、これ

は低所得者になると。こういう矛盾が潜んでい

るわけですよ。

　もう１つ、世帯分離をこう、例えば所得、所

得あって、年寄りというか、もう年輩の人だけ

を１人だけ分離してしまうと。そうすると、そ

の人が低所得者になるものだから、介護保険も

安くなる、入院も安くなると、そういう、それ

を、だから私がここで言いたいのは、どうして

もそうなっている場合はしようがないですよね。

だけど、例えば同じどこか敷地に住んでいても、

世帯だけ分離したら、そういう軽減措置を受け

られると。この辺のことに関しては歯どめが必

要じゃないかと。それは国がやるべきなんでし

ょうけど、その辺をどんなふうに考えるのか。

それは課長に見解だけをお聞きしておきます。

何か歯どめが必要だとは思うんですよね。だか

ら、その辺のことをちょっとお聞かせください。

　財政改革プログラムと景気対策なんですけど、

先ほど知ったんですけど、南日本銀行は公的資

金の申請をしたと。これは、垂水の経済には影

響ないもんだろうかという話が今あったんです

けど、やっぱり公的資金の導入を申請して、そ

れを受けるということは、やはり、どんどんど

んどん潤沢に預金があるわけじゃないですから

ね、やっぱり貸し渋りをせざるを得なくなるん

じゃないかなと私個人は思いますね。そうする

と、やっぱり地域経済にとっては大変ではない

かと思うわけです。

　そこで、財政課長、私は北方議員ほど行政の

人事に詳しくないもんですから、財政課長はま

た財政課長を続けられるのか、どんな、異動に

なるのかよくわかりませんけど、４月からどう

なるかわかりませんが、５次補正で商工振興利

子補給のそれを100万円という話があったんです

けど、非常にありがたいと思うんですよ、我々

商売人としてはですね。
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　それのほかに、以前、まだ同僚で池田和弘議

員がおられたときに、プレミアつきの商品券を

発行できないかというようなのがあったんです

けど、そういう、例えば100万円利子補給、あと、

私の思いから言えば300万円ぐらい頑張ってみて、

１割プレミアムぐらいの商品券を発行できない

ものだろうか。そうすると、3,000万円、3,300

万円の流通、景気刺激になると。その点で財政

的にどうかということを聞いた上で、市長にこ

の点をお伺いします。

　それで２回目を。

〇市長（水迫順一）それじゃ、まず最初のほ

うの高隈山のトンネルの件で、大隅、もうちょ

っと、鹿屋・志布志だけじゃなくて、大隅全域

で取り組んだらどうかというような御意思だろ

うと思います。

　この発想は、高隈山にトンネルを本当に真っ

すぐ通したら、非常に近くなりますよと。イン

ターチェンジから垂水の市役所まで25分ぐらい

で行けるようになったら大変なことだと。垂水

からも宮崎方面へ行くのにも非常に便利になる

し、逆に東九州自動車道路が非常に使いやすく

なる。というのは、鹿児島市へのアクセスが、

もう国分を通って大回りせんで、垂水を下って

きて桜島から回ったほうが早いよという利用の

仕方も出てくるわけですね。ですから、そうい

う意味では大隅全体にとっても大きい、垂水市

にとっても大きな事業だというふうに思います。

　ただ、大隅の南のほうにとっては、ほとんど

メリットはないんじゃないかと、そういうふう

に思うんです。ですから、この南のほうについ

ては、大隅縦貫道路の計画がございますから、

これの整備を一生懸命うたわれるのはもう当然

だろうと思いますし、我々はこれに桜島架橋の

後はこれだよというような運動の仕方をやって

いきたいなという段階でございます。

　ですから、このことは大隅全体の理解も当然

必要ですから、大隅総合開発期成会の中でこの

辺の認知を十分していただくということと、そ

れに向けた事業計画に上げていただくというこ

とが大事だと、そういうふうに思っております。

　それから（池山節夫議員「市長の命名、高隈

山トンネルは市長の」と呼ぶ）

　これは、専門家のある技術者から知恵をいた

だきました。ですから、その技術者も、当時、

そのとき話しておったとき、高隈山にトンネル

でしたから、高隈山トンネルがいいんじゃない

かというようなことで、そういう線で話をして

おります。それはだから仮称ですから、正式に

また運動が始まって、いいネーミングがあれば

変えたらいいというふうに思っております。

　それから、ボランティアの件ですね。これは、

霧島・前田市長がどう言われたのか私は存じま

せんし、どういうお考えなのかもわかりません

が、ただ、私の考え方として、今度本当に施政

方針に取り上げたのは、今までと市の運営が、

自治体の運営自体が、本当に今までどおりやっ

ていけないだろうと。ですから、いろんな面が

厳しい環境になっておるから、やはり市民を巻

き込んだ協働のまちづくり、これは必要なんだ

と。それには、まず市役所の職員も意識が変わ

って、そして市民がそれを認めてくれて、そし

て市役所の職員があれだけ頑張っておるんだか

ら、我々も本当に汗をかいておるところを見て、

我々も加勢せんといかんというような雰囲気づ

くりがまず必要だという思いでおりました。役

所の職員も随分意識が変わってきましたし、そ

のことを市民も認め始めていただきました。

　そういうことからして、ことしはまた地域職

員制度ももうちょっと進化させなければいけな

いと、そういうふうに思っております。毎年毎

年進化させていって、全職員が地域に入り込ん

で、地域のまたいろんな活性化のために、頭や

ら、また汗を流してもらうということが必要だ

と、そういうふうに思っておるわけです。（池

山節夫議員「人事には」と呼ぶ）
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　ですから、そういう意味からしまして、いや、

人事に云々ということは考えておりません。だ

けど、もう積極的に、全職員が全ボランティア

ですから、うちのほうはそういう意味では一歩

も二歩も進んでおるというふうに思っておりま

す。

　それから、水之上の学童保育、これは、学童

保育の数が市の中ではうちは少ないだろうと思

っております。中央に子供が集中しておる関係

も要因の１つだろうと思っておるんですね。で

すけど、これはやはり子供を持つ親の仕事の関

係とか、そういうものまで大きく影響してきま

すので、このことはやはりよく考えていかなけ

りゃいけない。

　今度、きのう申し上げましたとおり、雇用促

進住宅水之上に15件の申し込みがあったという

ことは、子供の数が15人以上ふえるということ

ですから、子供の数がある程度満たされて、指

導者はいろいろ探す方法はあると思いますので、

いろんな皆さんの協力をいただきながら、やは

りできる方向へ進まなけりゃいけないだろうと、

こういうふうには思っております。

　それから、プレミアムの商品券はどうかとい

うことですね。実は議員も御存じのように、ス

タンプ会の商品券を、市役所の職員はここもう

２～３年、ボーナス時に年に２回購入してくれ

ておるんですね。これに８％のプレミアムがつ

いておりますが、もう250万円を超すぐらいの、

１回にですね、そういうような購入の仕方をし

てくれておりますし、議会も協力をしていただ

きました。

　これを、先んじて年に２回やっておりますの

で、今回は余り積極的にそれをやらなかったん

です。というのは、もう１つ、六十数店舗しか

この会に入っておりませんので、使える範囲が

非常に狭いんですね。ですから、全市の商店全

体で使える商品券であれば、また公平な効果が

あるだろうと、そういうふうに思っているんで

すが、この辺は商工会のほうも努力をしていた

だかなけりゃいけませんし、そういう環境にな

れば、本当に強い要望があれば、これはやれな

いことはないというふうには思うんですが、今

のところ、そういう職員や議員のそういうよう

なことを既にやっておりますよということとあ

わせて、やはり全事業者に、商工会に入ってお

る事業者に対応できるのは、やはり利子補給だ

ろうということで、今まで350万円だったのかな、

350万円に100万円上乗せをしたということで

（「300万に」と呼ぶ者あり）300万円に100万円

上乗せをしたということです。

　以上です。

〇保健福祉課長（村山満寛）第２回目の質問

ですが、第３子の保育料軽減のことのシステム

改修についてでございますが、保育料の徴収を

変更するシステムを、今後それが生じるわけで

すけれども、対象者が40名程度と少ないため、

保育料を通常どおり納付していただいて、後日

還付をするという事務負担の軽減で行うことと

しておりますので、現段階では改修費について

は必要ないだろうというふうに考えております。

将来的に考えますと、これがまた必要になるか

もしれませんが、現段階では考えておりません。

　それから、認可の部分だけですので、自宅に

いらっしゃる方はこの対象にはならないわけで

すが、自宅待機をといいますと、さざなみ保育

園だけを希望されている方で何名かがいらっし

ゃいますが、他の保育園に入るということにな

れば、待機はいないということになりますので、

定数には至っていないということです。

　それから、低所得者の関係で、住民基本台帳

の関係でございますので、所管が市民課になる

わけですが、これについて市民課のほうに確認

をしましたところ、入院などによって居住地が

変わった場合には住所を変更しているという状

況にあるわけです。

〇学校教育課長（押川和成）まず、学習ボラ
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ンティアの件でございますが、授業にボランテ

ィアをということでございますが、既にゲスト

ティーチャーとして、総合的な学習の時間で農

業体験の指導をしていただいたり、あるいは学

校に読み聞かせに来ていただいたり、あるいは

調理実習など家庭科の授業に参加をしていただ

いたり、そういう実践は各学校でしているよう

でございます。

　地域に、先ほどおっしゃいました書道の専門

的な方など、そういう方がいらっしゃれば、地

域人材活用という意味で、ぜひ活用を進めてい

きたいと考えます。

　次に、携帯の問題ですが、保護者が子供たち

のメールなど、携帯の利用状況をどれぐらい把

握しているかということについては、こちらも

調査はしておりませんけれども、今後フィルタ

リングの設定ですとか、そういったことでの保

護者への講習会などを積極的に実施をしていき

たいと考えます。

　次に、小中一貫教育ですが、議員おっしゃっ

たように、中１ギャップによる不登校の存在と

いうのは確かにあるわけですが、今、中学校の

統合を前に、この２月初旬に、市内の全小学校

６年生を垂水小学校に集めまして、５クラスに

分けて授業を１日実施いたしましたが、子供た

ちの感想を見てみますと、初めはなかなか友達

と話ができなかったけれども、ほかの学校の子

供たちと友達になれて非常によかった、中学校

で一緒になるのが楽しみだという感想をたくさ

ん寄せておりましたが、いい統合に向けて頑張

っていきたいと思っております。

　小中一貫教育につきましては、今のところ考

えておりませんけれども、小中連携での相互の

小学校の教員、あるいは中学校の教員がそれぞ

れの学校に乗り入れての授業を、先ほどの学校

間兼務ということも含めて、ぜひ進めていきた

いと、そのように考えているところで、３月に

入っての校長会の中でも、そのことを検討する、

小・中学校間で検討するように指示をしたとこ

ろでございました。

　以上でございます。（池山節夫議員「教育長

の考え方にちょっとだけ。その小中一貫教育に

ついてで」と呼ぶ）

〇教育長（肥後昌幸）小中一貫教育につきま

して、今、学校教育課長が答弁したとおりでご

ざいます。確かに中１ギャップというのは、こ

れがないように努力をしていかなければいけま

せんが、小中一貫教育となりますと、これは一

貫ですので、小学校と中学校のカリキュラムを

一緒になって考えないといけないということで

ございまして、非常に難しい面もございます。

　先ほどの課長の答弁にもありましたように、

１小１中、垂水小と中央中であれば非常にやり

やすいわけですけれども、ほかの学校、例えば

牛根地区、あるいは新城、柊原、そことも一緒

にこうやるとなると、非常にいろんな難しい面

もあるだろうと。また、職員の交流となります

と、いろんな人事面のことも出てまいります。

しかし、そういう離れたところでも、一貫でな

くても、小中連携というような面で今よりもも

っと進めた方法はできないか、検討してまいり

たいというふうに思います。

〇社会教育課長（橋口正徳）市民音楽祭の予

算の関係でございますが、ことしは50周年記念

事業ということで、ゲスト歌手を呼びました。

それと、プロの司会者をお願いしました。この

関係で大体150万円程度、それと郷土芸能の出場

団体、８団体ほどあったわけですが、１団体２

万円ほど補助をいたしております。来年度の場

合は、ゲスト歌手とかプロの司会者は要らない

わけですので、もうほとんどお金はかかりませ

ん。

　それと、今、文化財保護費の中に郷土芸能保

存運営補助金、これを12万円ほど組んでおりま

すが、この交付団体に出場を義務づければ、も

う金はかからないなというようなことで担当と
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は話しております。

　また、舞台等を引き締めるためには、やっぱ

りプロの司会者が必要かなというような話もあ

りますが、内容が固まり次第、補正等でちょっ

と対応したいというふうに考えているところで

ございます。（池山節夫議員「議長」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）もう終わり。（池山節夫

議員「答弁漏れで財政課長のほうの、市長がち

ょっと難しいかもと言われたけど、市商工全体

のプレミア商品券についてだけ」と呼ぶ）時間

が過ぎおっでな。

　次に、10番持留良一議員の質疑及び質問を許

可します。

　　　[持留良一議員登壇]

〇持留良一議員　おはようございます。

　それでは、総括質疑、総括質問を行っていき

たいと思います。

　今、地方財政や地方自治をめぐる状況は大き

く変化しようとしています。１つは、小泉改革

が国民全体、各層各分野への国民と地方自治体

に耐えがたい痛みをもたらし、それへの国民的

批判が始まっているということです。もう１つ

は、小泉改革の本源であるアメリカ新自由主義、

市場原理主義の経済の破綻が劇的に表面化し、

地球規模で金融経済の危機が急速に広がり、今

なお深刻の度合いを増し、国民への打撃が日々

一段と広がり、深まりゆく最中に、地方財政・

地方自治に間接・直接的に影響が反映している

ということです。

　そこで、私たちの責務として考えなければな

らないのは、働く人たちや業者を初め各層各分

野、地域住民の暮らしを守るために全力を尽く

すことではないでしょうか。

　では、そのために何が重要か。１つはやはり

仕事起こしでの雇用の創出です。２点目は、社

会保障の拡充で、市民の暮らしを支える家計を

温め、少しでも将来への不安を解消することで

す。医療や介護、福祉など各分野への充実は新

たな雇用を生み出し、地域経済を活性化させ、

景気対策としても大きな力になるものです。

　これらの取り組みの保証である予算を考える

場合、今回は08年度補正予算案と09年度予算案

を一体的にとらえることが大切だと考えます。

補正予算と09年度予算案での財源措置が有効に

活用されているか、市民の暮らしを守る内容に

なっているかどうかなどの視点を置きながら、

施政方針、各予算について総括質疑を順次行っ

ていきます。

　最初の質疑は、市政運営に関して重要な柱に

なる自治基本条例制定へ向けての取り組みの問

題です。

　御存じのとおり、地方分権一括法で自己決定・

自己責任で自治体運営ができるようになりまし

た。機関委任事務が廃止され、原則として自治

事務になり、自治体がみずから考え、条例や規

則も独自につくることが可能になったわけです。

　そこで、全国でも市民主権にふさわしい憲法

に当たる最高規範が必要だという議論が高まり、

自治基本条例の制定や議論が数年前から始まっ

ています。

　本市も、その必要性から施政方針にも掲げら

れてきましたが、市民の前にはまだ見えてきて

いません。地方政治をしっかりと築くためにも、

また改革・協働・前進などを通じ、地域民主主

義を発展させる保証制度であると確信する立場

からも、市民、議会、市長・行政３者の参加と

協働を通じてつくり上げるのが最も重要だと考

えます。どのように重要だと理解されているの

か、また、何が今必要と考え、具体化しなけれ

ばならないと考えているのか、お聞かせくださ

い。

　次に、雇用対策問題について伺います。

　昨年秋以来、日本経済は、かつて経験したこ

とのないスピードで悪化してきています。これ

らは、この間の構造改革路線が内需・家計をな

いがしろにし、日本の経済を極端な外需頼みの
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構造にしてきたことによって、アメリカ発の金

融危機という津波から国民の暮らしと経済を守

る防波堤を崩してしまったことです。政府の責

任は重大です。

　そんな中、景気悪化から抜け出し、また地域

経済再生のための国民の購買力を高め、個人消

費を温める内需主導への転換こそが重要な取り

組みになってきています。当面の問題では、失

業者等への生活支援や低所得者への公的補助で

の生活の安定を図り、消費行動を刺激する政策

です。また、政府の交付金等も活用し、仕事起

こしでの雇用の創出を図る取り組みです。

　中・長期的には自給率向上のための農林漁業

への支援、自然エネルギーなど地域資源活用へ

の取り組みなど、持続可能な社会づくりに必要

な分野に経済循環をつくり出していくことも有

効な施策になっていくと考えます。

　そこで、当面の雇用対策や生活支援対策は問

題ないのか、質疑をいたします。

　１点目は、派遣労働の実態も含め、市内の雇

用状況はどのような状況になっているのか、把

握されているのか伺います。

　２点目は、失業者や低所得者等への生活支援

の必要性について伺います。

　１つは、住民税や国保税など生活を守る対策

として減免基準がありますが、今の実際の生活

実態に合っていないと私は考えています。そこ

で、実態に合った形で減免基準の緩和はできな

いか伺います。

　もう１つは、進出企業の休業があり、そこで

働きながら子育て中の人たちの生活支援策とし

て、保育料の減免はできないかということです。

　政府は、平成７年、失業など収入が減少した

場合などは、市長が認めた場合は保育料の減免

ができるようになる通達を行っています。市長

の判断で保育料が減免できる内容です。どのよ

うな対策ができるのか伺います。

　３点目は、景気・経済対策、雇用創出をどの

ように取り組み、地域経済再生を図るかという

問題について伺います。

　１つは、市内の経済状況はどうなっているか

伺います。

　２つ目は、補正予算で示された地域活性化・

生活対策臨時交付金の取り組みの効果、経済効

果や雇用効果等をどのように見られているのか

伺います。

　３つ目は、雇用対策のもう１つの交付金、ふ

るさと雇用再生特別交付金を活用し、短期事業

で事業を終了させることなく、恒常的な事業と

して定着させていくことが景気・経済対策、そ

して雇用の創出の点からも重要だと考えます。

そのためにも、福祉教育などマンパワー事業と

して雇用の拡充創出をとらえ、体制的にも全庁

的観点から取り組むことが重要だと考えます。

どのように取り組む考えがあるのか、お聞かせ

ください。

　また、状況を踏まえると、来年度、住民の切

実な要求にこたえていくことが求められている

と考えます。さらなる景気・経済対策、雇用の

創出を検討する考えがあるのか、お聞かせくだ

さい。

　次に、子育て支援問題について伺います。

　予算では、子供の医療費の支援策など積極的

な対策が計上され、市民の皆さんも評価されて

いるところであります。しかし、施政方針にも

あるように、子育てしやすい環境づくりの点か

ら考えると、この時点でもっと支援策を検討し

ていくことがあると考えます。

　そこで、今日必要な点から、４つの点につい

て伺います。

　１点目は、先ほども出ましたけれども、水之

上小学校にも学童保育が必要であるという点で

す。若い人たちの中でも、定住促進住宅に転居

したいが、放課後が心配で、水之上にも学童保

育を整備してほしいという要望も寄せられてい

ます。補助制度が活用できなければ、県下でも
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単独でつくっているわけですから、単独でも取

り組む、そういう必要が施政方針の観点からも

求められていると考えますが、考えをお聞かせ

ください。

　２点目は、妊婦健診公費助成について。2011

年度以降も妊婦が費用の心配をせずに、必要な

健診が受けられるよう継続していくことが求め

られていると考えますが、考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

　３点目は、父子家庭への対策について質疑い

たします。

　施政方針で、「父子家庭の生活安定を図るた

め、関係機関との連携を強化しながら、相談や

支援を行っていく」と示されています。また、

母子及び寡婦福祉法の改正で、父子家庭も対象

に加えられました。私のところにも父子家庭の

方から、保育など生活への支援が欲しいと相談

がありました。

　そこでお聞きしますが、父子家庭の実態をど

のように把握されているのか。また、施政方針

や法等の改正の見地から、対策をどのように検

討されているか伺います。

　４点目は、割愛をさせていただきたいという

ふうに思います。

　次に、行財政改革の中に位置づけられている

学校給食の民間委託の問題について質疑をしま

す。

　私はこれまで、行財政改革による学校給食の

合理化は、学校給食法の立場からも問題があり、

また、営利を目的とする業者に委託することは、

教育費の公費のあり方としても問題があると訴

えてきました。今回は、根本的な点から民間委

託を問題にしたいと思います。

　１点目は、民間委託の最大の目的を経費削減

とされてきましたが、具体的な経費削減効果は

いつごろから発生するのか、額としてどのよう

な数字になるのか、お聞かせください。

　２点目は、委託契約というのはいわば請負で

あり、その契約は請負であるための条件が必要

です。職業安定法施行規則第４条では、４つの

条件を満たさない場合には、契約の形式が請負

契約であっても請け負ってはならないと定めて

います。労働者派遣法が改正され、委託業者に

調理・指揮・命令をする行為は偽装請負に該当

する可能性があると、全国の事例等からも考え

られます。違法性を否定できるのか、見解を伺

います。

　最後に、介護保険特別会計について伺います。

　介護保険制度は、制度開始から10年目に入り

ますが、高い保険料・利用料を負担できずに制

度を利用できない低所得者も少なくありません。

介護に痛ましい事件も続いています。

　そこで、だれもが安心できる介護制度にして

いくことが求められています。そのための努力

をされてきたと思いますが、第４期の介護保険

料はどうなるのか、その根拠は何か伺います。

　これ以上の保険料の値上げは許されませんが、

抑制対策としてどのようなことを検討・努力さ

れてきたのか、また基金の活用も最大限された

のか、お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。市長並びに教育長の答弁を求めます。

　再質問は保留をいたします。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、11時から再開します。

　　　　　午前10時46分休憩

　　　　　午前11時00分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　持留良一議員の質問に対する答弁を求めます。

〇企画課長（迫田裕司）自治基本条例制定の

取り組みについてお答えいたします。

　まず、自治基本条例を制定する重要性につい

てでございますが、地方分権時代の到来により、

地方自治体には「地域のことは地域で考え、地

― 122  ―



域で決める」という自己決定・自己責任に基づ

き、多様化・高度化する市民ニーズに対応し、

地域の特色を生かした行政運営が求められてい

ます。

　このため、市民の権利や自治体運営に関する

基本的事項を明確にし、市民参加のあり方や市

民と行政との協働によるまちづくりを推進し、

多様な市民参加をシステムとして構築していく

必要があります。

　そこで、市政運営の基本理念や市民と行政に

よるまちづくりの基本的なルールを定めた自治

基本条例を制定することにより、市民と行政と

が相互の情報を共有しながら、その責任と役割

を分担し、協力・協調し合うパートナーとして

の協働関係を築いていくことが重要であり、市

民参加の機会拡充、協働体制の確立を図ってい

く必要があると考えているところでございます。

　次に、そのために今何が必要と考えられるか

との御質問ですが、自治基本条例の制定に当た

っては、行政主導ではなく、議員の皆様方はも

ちろんでございますが、多くの市民の皆様の参

加のもとで、条文１つ１つについて、その考え

方や中身を共有しながら進めていくなど、その

策定過程が非常に重要でございます。

　しかしながら、このことが一番難しく、多く

の市民が主体的に参加してもらうための工夫、

また策定作業をわかりやすく、そしてスムーズ

に進めていくための工夫が必要であると考えて

おるところでございます。

　これまで、地方分権以降、「自分たちのまち

は自分たちでつくる」という地方自治の基本で

ある住民参加のための制度づくりや取り組みが

進んでいる中で、市としても積極的な情報提供

を初め、総合計画づくりに鹿児島大学公開講座

を開催するなど市民参加の機会を設けたり、ま

た市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と

市民意見提出手続パブリックコメント制度の実

施をするなど、市民が積極的に市政運営に参加

してもらうための取り組みを進めてまいりまし

た。

　しかしながら、これらの取り組みは始まった

ばかりでございます。今後は、まず身近なとこ

ろから市政に参加していただきたいということ

から、地域ごとにまちづくりの目標と取り組み

を明記した地域振興計画づくりを、地区公民館

を中心に市民と職員とで進めていきたいと考え

ておるところでございます。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）持留議員の雇用対策問題に

つきまして、その中の雇用状況についての実態

把握、それからまた市内の経済状況は、また地

域活性化・生活対策臨時交付金の効果、それか

ら来年度、状況を踏まえて景気対策・経済対策

及び雇用創出の対策を検討する考えはあるかと

いうことにつきまして、私のほうからお答えを

します。

　まず、雇用状況についての実態は把握されて

いるかと市内の経済状況の把握は、関連がござ

いますので、まずこれからお答えをいたしたい

と思います。

　私は、長年、会社の経営者という立場もござ

いまして、景気の状況とか雇用の問題には関心

を持っております。今回の米国の金融危機に端

を発する急速な景気の後退は、大変深刻な状況

に陥っております。我々地方の都市においては、

戦後最長の景気拡大期であったいざなみ景気と

言われた好景気を実感することもなく、深刻な

景気後退に直面してしまったと感じております。

　本市の主要な企業の雇用形態は女性雇用型の

企業が多く、全体的な雇用形態別で見ますと、

正規職員が６割強、パートが約３割、あとはア

ルバイト、海外からの研修生の受け入れ等でご

ざいまして、派遣労働者はごく少数でございま

す。

　市内の経済や雇用状態の把握につきましては、

私自身が直接会社訪問させていただく機会があ
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ったり、いろんな会合等で経営者の方々とのお

会いする機会、また商工会や金融機関の方々と

お話をする機会などを通じまして情報交換をさ

せていただいておりますほか、景気が悪化して

まいりました最近では、関係課に会社訪問もし

てもらったり、ハローワークとの情報交換など

した状況の報告も受けております。

　本市においても、製造業において厳しい状況

である企業や、事業所を閉鎖された企業なども

あることは把握しております。また、昨年の10

月末から受け付けが始まりました緊急保証制度

の申請の状況を見ましても、現時点のこの４カ

月間余りで50件ほどの申請件数があることや、

申請の内容からしまして厳しい状況にあること

がうかがえます。特に、本市においては、土木

建設業で受注の落ち込みが大きいところがある

ようでございます。

　次に、地域活性化・生活対策臨時交付金の効

果でございますが、このことは昨日の尾脇議員

の質問に財政課長がお答えをしましたとおり、

多くを市内の業者が受注できる事業内容であり

ますので、市内の事業者、特にただいま述べま

した土木建設業の方々には、期待どおりの効果

があるものと思っております。

　次に、景気の後退、経済対策・雇用対策につ

いてでございますが、このことについての現状

における対策は、さきの尾脇議員の御質問にお

答えしたとおりでございます。来年度につきま

しては、平成20年度に引き続いて実施します事

業もございますが、非常に重要なことでござい

ますので、国・県の動向や今後の推移を見なが

ら、状況に応じて手だてを講じてまいりたいと

考えております。

〇税務課長（川井田志郎）持留議員の解雇や

休業等に対し、生活支援対策の必要性はないか。

アで税制面での対策、住民税・国保税での減免

基準の緩和、現行基準は実態に合っているか。

これまで申請者は実態に合った緩和策の検討を

求めているとの質問につきまして、議員質問の

住民税での減免基準につきましては、税条例及

び市税減免の基準に関する規則がありますので、

税条例及び規則により対応いたしているところ

でございます。

　昨今の急激な経済状況の悪化によります解雇

や休業等での生活支援対策といたしまして、本

市の基幹産業であります水産業関係で、両漁協

で昨年８業者の廃業・倒産を把握いたしました

ので、税制面での対応としまして、市税関係の

減免申請指導を行ったところでございます。

　実態に合った緩和策の検討を求めているとの

ことでございますが、今後、他市の状況等を調

査いたしまして、緩和策の検討をさせていただ

きたいと思っております。

　以上です。

〇保健福祉課長（村山満寛）保育料の減免対

策の平成７年保育所の費用徴収取り扱いについ

ての活用についてお答えをいたします。

　失職等による相談はこれまでございませんが、

自然災害発生時に該当地域の保育園に該当する

方の調査を依頼した経緯はございます。該当す

る方はなかったということでございます。

　今後も、災害等を受けた方につきましては、

市税と整合性を図りながら対応したいと考えて

おります。

　次に、現行制度の緩和策の検討ができるとす

れば、どれかについてにお答えいたします。

　現在は、離職や生活保護者については、この

通達を運用しておりますが、出水市の取り組み

は、パイオニア閉鎖から離職された方々に対す

るものではないかと思いますが、離職につきま

しては収入減の基準があいまいなため、運用面

で厳しいものがあると思っております。

　以上でございます。

〇市民課長（三浦敬志）答弁が若干、前後い

たしますが、持留議員の国保税に係る減免基準

の要件緩和に関するお尋ねにお答えいたします。
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　議員の解雇や休業等の方々への配慮は、十分

配慮できます。ただ、垂水市の国保会計におき

ましては、ここ数年、単年度収支が赤字になる

など、非常に厳しい財政状況が続いております。

要件を緩和をすることにより、独自財源である

国保税の税率の見直しにつながるおそれもござ

います。

　このようなことから、国保税の減免につきま

しては、地方税法、垂水市国民健康保険税条例

及び垂水市国民健康保険税の減免に関する規則

の関係規定に基づき対応させていただき、緩和

策につきましては、今後の検討課題とさせてい

ただきたいと思います。

　以上です。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）ふるさと雇用再

生特別基金事業の取り組みに関する御質問にお

答えいたします。

　まず、本市の取り組みの予定についてお答え

いたします。

　この事業は、委託事業の対象分野が介護福祉

分野から教育・文化分野まで、10分野の事業メ

ニューがございまして、その中で新たに企画さ

れた事業であること、建設土木事業でないこと、

雇用機会を創出する効果が高い事業であること、

地域内にニーズがあり、かつ、今後の地域の発

展に資すると見込まれる事業であって、地域に

おける継続的な雇用が見込まれるという事業要

件がございます。

　また、この事業は、国の補正予算が成立した

ら早急に、20年度からでも実施するということ

で、緊急な取り組みでございました。

　このような背景がございまして、県のほうで

事前説明会があり、それを受けまして、本市各

課に事業の案内をいたしました。その中で、各

課から提案がありました２事業について、本市

は取り組む予定でございます。

　本市は、観光推進事業と水産振興事業を実施

する予定でございまして、具体的には申請段階

ではございますが、平成21年度から平成23年度

までの間に、観光の事業は道の駅での観光案内

や周辺地との観光連携の企画などの事業、高峠

公園や猿ヶ城での体験型観光推進のための事業

を計画しております。

　一方、水産の事業では、カンパチ・ブリなど

の２次加工品の販路開拓などの事業を行う予定

でおり、できれば４月下旬の早期実施を行いた

いと思っております。

　なお、このことで５名の雇用を計画しており

ます。

　なお、この事業につきましては、先ほど申し

ましたように、継続的な事業を見込まれるとい

うことでございますので、そのようなことも考

慮して、この事業を計画しているところでござ

います。

〇保健福祉課長（村山満寛）３番目の子育て

支援対策問題についてお答えいたします。

　まず、水之上小にも学童保育の検討について

にお答えいたします。

　学童保育につきましては、これまで幾度も御

質問をいただいておりますが、指導員の確保や

利用児童数確保等の問題から１校のみで実施と

なっており、現在までのところ、その他の校区

には児童クラブを設置していない状況にありま

すが、学校の規模等から勘案しますと、補助事

業として児童クラブの運営が成立しない、でき

ない状況にあります。

　御質問では、水之上小学校に転校しても、下

校時に安心できる居場所がないとの相談がある

とのことでございますが、学童保育開設には、

最低でも常時10名が必要であります。水之上小

学校の児童数は74名で、対象となる低学年は30

名でありますので、非常に厳しい状況にあると

言えます。今後も、その他の方法も含めて検討

していきたいと考えております。

　次に、妊婦健診助成を2011年以降も継続をと

いうことについてお答えします。
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　今回の拡大します５回目以降の９回分につい

ては、国は暫定措置として２分の１を負担する

としておりますが、平成22年度以降につきまし

ては交付税措置があるやの情報がございますの

で、それらを確認の上、予算化についてはお願

いをしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

　それから、子育て支援の中の３点目の父子家

庭への支援対策の具体的検討をということでご

ざいますが、母子家庭等日常生活支援事業の中

で対処されておりまして、県が鹿児島県母子寡

婦福祉連合会に委託している事業であります。

　事業の内容は、母子家庭等の就学等の自立促

進に必要な事由や疾病等の社会的な事由により、

一時的に生活援助や保育等のサービスが必要な

場合、または生活環境が激変し、日常生活を営

むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員

を派遣するものでございます。

　また、この事業に対する平成19年度の県全体

の実施状況は、派遣対象家庭2,560人、派遣回数

112回、登録支援員数224人となっております。

　支援員は、ヘルパー３級以上、保育士、子育

て支援の講習を受けた有資格者とされており、

本市の母子寡婦は年齢が高く、登録者なしとな

っておりますので、母子寡婦会への加入とヘル

パー取得について働きかけたいと思っておりま

す。

　また、相談等がありましたら、関係機関と連

携をとり、対処したいと考えております。

　以上でございます。

〇学校教育課長（押川和成）４番目の学校給

食の民間委託の質問についてお答えいたします。

　まず、具体的効果ということにつきましては、

給食センターだけの話で、単純に言えば、現在

調理や配送にかかっている人件費の約１億円ほ

どが、民間委託によって3,000万円あるいは4,000

万円ぐらいに落とせるということのようでござ

います。

　ただし、業務委託をするということになりま

すと、現在給食センターで働いている給食調理

員の方々の身分についての整備も必要になりま

す。仮に、職種変更を本人の希望等により実施

することになった場合、その方々が定年退職さ

れるまでは給与が支給されることになりますの

で、短期・中期的には効果はあらわれてきませ

んが、長期的には技能労務職の職員補充はしま

せんので、職員削減の効果が出てくるというこ

とのようでございます。

　次に、委託契約の偽装請負の問題でございま

すが、調理業務と配送業務をどのような形で業

務委託化していくかということについては、議

員御指摘のとおり、委託契約が偽装請負に当た

ると労働局から指摘を受けた自治体もあるよう

でございますので、今後、研究・検討してまい

りたいと考えております。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（村山満寛）第４期保険料の

設定問題についてお答えいたします。

　まず、１点目の保険料はどうなるのか、その

根拠は何かについてお答えいたします。

　介護保険算出は、関係条件、３年間の人口動

向、認定者数、各種サービス見込みに沿って、

国が示すワークシートに入力し、その試算に基

づき、今後３カ年に対応できる保険料基準額と

いたしました。

　保険料基準額は4,020円で、前回より120円増

となっております。その増加の主な理由は、国

庫負担金の算定等に関する政令の改正による影

響額が116円、小規模多機能型介護事業の３カ所

開設に伴うサービス影響額300円が大きな要因で

あると考えております。

　次に、保険料値上げ抑制対策と介護給付費準

備基金と介護従事者処遇改善等特例金の活用に

ついてお答えします。

　急激な保険料増とならないよう、保険料抑制

のため、介護給付費準備基金と介護従事者処遇
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改善等特例金を活用しておりますが、まず介護

給付費準備基金は、20年度末で約１億円となる

ことから、３カ年で4,800万円の取り崩しを見込

み、月270円の公費抑制となるようにいたしまし

た。

　次に、介護従事者処遇改善等特例基金は、介

護報酬３％アップに対し、国が２分の１を負担

しますが、保険料の55円抑制となっております。

20年度までは、所得税法の改正により激変緩和

というものがございましたが、今回の改正で国

が示した弾力化は４段階の一部を対象としてお

り、本市の場合、国民年金受給者が多く、所得

階層の上部を細分化しても本市の対象者への軽

減の恩恵は少なく、低所得者に対する影響等に

配慮し、弾力化しないことといたしました。

　また、基金の取り崩し額についても、第５期

介護保険事業計画時に団塊世代の方が65歳を迎

えること、療養病床再編による介護保険への影

響が予想されるため、急激な保険料増とならな

いよう配慮すべきと考えたことによるものであ

ります。

　また、次期改正時には、高齢者等が都市部で

進行することが予想され、これらにも配慮した

基金運用が必要と考えたものであります。

　以上でございます。

〇持留良一議員　十分でなかった点について再

質問をさせていただきます。その他については、

了解ということで御理解いただきたいと思いま

す。ちょっと順と不同になりますけれども、そ

の点はよろしくお願いしたいと思います。

　まずは子育て支援問題。

　妊婦健診の問題は、ぜひ今後、引き続き努力

をしていただいて、健診に公費助成を単独でも

やっていくという構えで、ぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。

　それから、あと父子家庭への支援策ですけれ

ども、これはやはり情報が十分行き届いていな

いという点があるんですね。それと、なおかつ

実態を把握されていない点もあるかと思います。

そのあたりをしっかりと把握していただいて、

こういう制度があるんだということで、父子家

庭の方々が困難に陥らないように、ぜひ情報の

提供等は、それからまた把握等も、民生委員さ

んとも協力していただきながら、ぜひ努力をし

ていただきたいなと思います。

　あと、学童保育の問題です。これは、市長は

今度、定住促進と子育て支援ということを施政

方針でも掲げていらっしゃいました。非常にこ

の点については私たちも評価するし、その面へ

の支援策というのは非常に重要だと思うんです

ね。

　先ほども議員のほうから出ましたけれども、

この点については、やっぱり１つのセットとし

てなさなきゃならない点があると思うんです。

そういうことを考えると、単独でもこれは可能

な問題だと思うんです。私が話した地域の方で

は、そういうことがあれば私も引き受けてもい

いですよという形で、施設も準備もあるという

状況もありますので、この点については単独で

もぜひ取り組むという姿勢を示していただくこ

とが、先ほどの施政方針の観点からも私は理に

かなった形であり、ここに今後も定住して、水

之上の学校に移り住んでいきたいという方々が

もっとふえてくると思うんですよ。だから、そ

ういう点では、やっぱりそういう環境整備をし

っかり整えていくということが、これは今の市

長の責務だというふうに思いますし、施政方針

の立場からも単独でもやっていくと。将来的に

は、ふえていけば、当然そういう国の補助等も

考えなきゃいけないと思います。

　というのは、なぜかというと、当初、学童保

育をつくるとき、否定的な意見が圧倒的でした。

利用する人はいないだろうと、そんなことはな

いだろうと。ところが、一たん利用したらもう、

とてもじゃないけれども、いっぱいの、定員を

超えるような状況にもなってきていることを考
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えると、ニーズは高いと思うんです。

　ここはやっぱり市長の政治判断だと思うんで

す。単独でもやっていくと、そういう子育て支

援のためにしっかりと取り組みをしていくとい

う観点から、市長の施政方針との関係からも含

めて、この点について単独でもうやっていくと

いう姿勢をぜひ見せていただきたいと思います。

その点について、市長の回答をお願いしたいと

思います。

　それから、基本条例の問題ですけれども、先

ほど課長のほうからも出ましたが、やはりここ

の点について大事なのは、この過程がどれだけ

やっぱり大切にされるか、市民の参加でつくっ

ていくと、単独でつくっていくんだと、コンサ

ルには投げないでやっていくんだという、その

姿勢だと思うんですけれども、私、素案の段階

でもやっぱり市民がそこに参加して、この基本

条例をみんなでつくっていくと。そして、パブ

リックコメントもされていくでしょうし、市民

の要望も聞かれていると思います。だから、要

はここは最大限、市民の手づくりでやっていく

んだという、この姿勢をぜひ貫いていただきた

い。その点をぜひお願いしたいというふうに思

います。その点について、ぜひとも努力を図っ

ていただきたいと思います。この点については、

もう回答は要りません。

　次に、学校給食の問題ですけれども、長期的

に見れば、効果は当然出てくるだろうというこ

とでした。ところが、人件費と委託費の問題を

考えると、長期的に考えると、私の試算でも、

今、50代の方々が約９名から10名ぐらいいらっ

しゃいます。９名だったと思うんですけれども、

この方々の平均が約34万3,000円、給与がですね。

そして今度10年後、例えばその方々に新しくロー

テーションしていくと、その平均が約18万4,000

円になるんですよ。約２分の１になるんです。

そうすると、大体委託費というのは、どこの計

算をしてみましても、大体１食当たり４万円と

いう計算が私のほうでは出ています。そうしま

すと、単純に考えても委託費のほうが高くなっ

ていくと。今の方々が変わっていっても、結果

として委託費が高くなっていくと。委託費が今

後安くなるということは考えられないと思うん

です。例えば宅配給食の関係でも、委託費は若

干高くなってきているはずです。

　そういうことを考えると、今後、人件費より

も委託費が長期的に見れば高くなると。そうす

ると、財政的な面から見ても、このいわゆる行

政改革は非常にこの場合は頓挫してしまうんじ

ゃないか。この第一義的な問題があると思うん

です。

　そして２点目は偽装請負の問題ですが、先ほ

ど言われたとおり、職業安定法にこれはひっか

かる問題だと。２つの点、４つの点をちゃんと

クリアしないと、これは偽装請負になりますよ

ということで、私も労働基準監督署の安定部に

行きまして、再度確認もさせていただいたとこ

ろです。要するに、業務管理上の独立性の問題

と事業経営上の独立性が担保されていないと、

これは偽装請負になると。

　そうしますと、先ほど教育委員会が回答され

ましたけれども、今後また検討していくんだと

いうことですけれども、しかし、それ以外の選

択肢は私はないと思うんです、この問題につい

ては。

　なぜかというと、例えば前考えられていた派

遣の問題でも、これは３年後には直接契約をし

なきゃならないという問題も出てきます。そう

すると、市がまたそれを抱えるのかという問題

も出てきます。

　何よりも問題なのは、国会でもこんな議論が

されていますけれども、厚生労働大臣が「民間

であれ、公務であれ、不安定雇用を促進するこ

とは労働行政上全く望ましくない」、こんなこ

とを言われているんですね。そうしますと、今

後行政が不安定雇用をみずからつくり出してい
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くことになる。そういうことをみずからがやろ

うとされるわけですよね。このことは、全くこ

れは労働行政の先頭に立って、模範になって、

なおかつ指導していく立場が、逆にそういう現

状をつくり出していくことにつながりかねない

ということになると思うんですよ。

　だから、この時点で私たちはしっかりこの問

題を受けとめて、直営をもう１回やっていくん

だという立場でこのことを整理して、例えばき

のう言われましたけれども、各学校との関係で

の例を出されましたけれども、例えば15名、17

名とか、13名体制と言われましたけれども、そ

こらも含めて検討体制を、最大限どうあれば今

の学校給食がきちっと安全面、衛生含めて守っ

ていけるのか、そういうところを含めて見直し

をしていく。このことが今の２点の指摘からも

私は言えると思うんですが、先ほど言われたそ

の検討課題の中にも、直営も含めて見直しを図

っていくという立場なのか、再度表明をいただ

きたいというふうに思います。これは教育長、

よろしくお願いいたします。

　それと、雇用の問題に移っていきたいという

ふうに思います。

　雇用の問題では、先ほど言われたとおり、現

状、一生懸命担当の課も把握され、努力もされ、

そのための対策もとられたというふうに思いま

す。

　私はやっぱり大事なのは、景気対策として何

が重要かということは、やはり雇用を確保して

いく、これは当然だと思いますね。地域の活性

化にすれば働く場がふえるという問題と、もう

１つはやはり生活安定のために、先ほど出まし

たけれども、低所得者の対策、いわゆる社会保

障の充実、このことが非常に重要だと思うんで

すね。こういう方々を支援していけば、当然、

経済的な消費行動にも刺激を与えるわけですか

ら、みずからの地域でも購買力が自然とふえて

いくという問題が出てくると思うんです。だか

ら、市長が今回、子育て支援の関係で医療費の

問題、妊婦健診の問題を出されましたけれども、

これはそういう意味では、結果としてそういう

消費を刺激する効果が生まれてくると私は確信

をしています。そういう意味では、非常に有効

的な施策だったなというふうに思います。

　そこで、考えていきたいのは、２つの面があ

ると思うんです。１つは、先ほど言いました生

活支援対策です。市長に議会が始まる前に、出

水市の事例の中で生活支援ということを市長に

お配りをしていますけれども、その中で、単に

失業者対策だけではなくて、生活支援というこ

とで、生活保護の基準以下の収入の方々に対し

ても、きっちりと減免制度をいろいろ行ってい

くという対策をとられていましたけれども、こ

の点について市長はどのようにお考えなのかで

すね。

　私は、先ほど言いましたとおり、社会保障制

度の充実、生活支援対策のためのそういう周辺

の対策を充実させることが、先ほど言いました

景気を刺激する上でも、生活を守る上でも大事

だと。だから、今こういうことができるという

ことを、薩摩川内の市長というのは非常に困難

な状況ですよね。薩摩川内市は今後、税収の問

題でも非常に困難な問題を抱えています。そう

いう中でも、やっぱり政治的な判断として、そ

ういう方々の生活を支えて、地元の経済を少し

でも困難なとき潤ってほしいというために、そ

ういう対策をとられたというふうに思いますが、

その点について改めて市長の考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと雇用対策、今、ふるさと雇用再生特別

交付金について中身が示されましたけれども、

この点については、まだ今後、地方交付税措置

されていますけれども、地域雇用創出推進費と

いうのも相当数の金額で出てくるということも

あります。そういう意味では、交付税措置され

ていますから、単純にどうするかというのは判
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断がありますけれども、私は先ほど水之上の学

童保育の問題を言いましたけれども、先ほど課

長が紹介されたとおり、今、厚生労働省が示し

たこの例示の中でトップに来ているのは、介護

や福祉なんですよね。課長も御存じだと思うん

ですけど。なぜかというと、ここはいわゆる多

くの人をここでつくり出すということで、この

ことが非常に雇用の創出にもつながるぞと、こ

のお金をそういう形で使ってほしいということ

の意味合いがこの中にあったというふうに思う

んですが、そういう意味では、やはり雇用の創

出というのはマンパワー事業であると。そのこ

とを考えた場合、もっともっとそういう人出が

いっぱいつくれるような事業を雇用のために創

出していくということが非常に大事な観点だと

いうふうに思うんですが、まだまだこの点につ

いては必要な点があると思うんです。

　私はこの間、小規模住宅改修の問題等も言っ

てきましたし、また生活道路もきのうちょっと

出ましたけれども、まだまだあると思うんです

よね。そういう意味では、短期的に終わらせる

んじゃなくて、恒常的にこの仕事を雇用につな

げていくということが非常に大事だと思うんで

すが、市長、この点について、そういうマンパ

ワー事業をもっと優先していこうじゃないかと、

雇用対策として、もっと働く場を若い人たちも、

今失業している人たちも、そこにどんどんどん

どんつくり出していこうじゃないかということ

で、やはりこういう国の交付金とか、創出費と

かいうのを活用していく、そういう考えはない

のか、改めてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　介護保険の問題です。最後は介護保険ですけ

れども、私は１つお聞きしたいのは、現状の保

険料で納める場合、どれだけの基金からの繰り

入れが必要なのか。この点について１点お聞き

しながら、厚生労働省がこんな文書を出してい

るんですけれども、「介護給付準備金について

は、従前から御連絡していたとおり、各保険者

において最低限必要と認める額を除き、基本的

には次期計画期間において歳入として繰り入れ

るべきものと考えている。すなわち、当該基金

は３年間の中期財政運営を行うことから生じる

剰余金を適切に管理するために設けられている

ものであること。介護保険制度においては、計

画期間内の給付に必要となる保険料については、

各計画期間における保険料で賄うことを原則と

し、保険料をアップする場合は、財政安定化基

金から貸し付け等を受けるものであること。被

保険者は、死亡・転居等により、保険料を納め

た保険者の被保険者ではなくなる場合があるこ

と等から、本来は当該基金が造成された期にお

ける被保険者に還元されるべきものであり、基

本的には次期計画期間内において、歳入として

繰り入れるべきものである」というふうな形で

文書が来ています。当然、これは押しつけられ

るものではないし、その立場で考えなきゃなら

ないと思うんですが、市長、先ほど市長にも高

齢者の負担のこの表をお渡しをしていると思い

ます。これだけ負担がふえたということがこの

中に、市の職員の皆さんにつくっていただいて、

12月議会でもお配りしたんですが、改めてこの

点についての感想と、今の文書等を含めて、や

はり最大限、私は据え置くべきだというふうに

思うんですが、この点について市長の回答を求

めます。

　以上です。

〇市長（水迫順一）持留議員の２回目、私に

振られた部分にお答えをしたいと思います。

　まず、水之上の学童保育の件です。これは、

先ほどもお答えをしましたとおり、雇用促進住

宅の入居の状況を見ますと、ある一定の効果は

あったなという判断をしたということを申し上

げました。この結果を踏まえて、まだこれは今

始まったばっかりですので、これからどういう

ような状況になるか、そして、そのまた保護者
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もどういうようなニーズをお持ちなのか、その

辺もひっくるめて検討していきたいと。

　だから、つくりたい方向にはもう山々なんで

すね。ですから、今までは条件を満たさなかっ

たからつくれなかった。その条件を満たすよう

であれば、それはもう早くつくりたい、そうい

うことでございます。

　それと、２番目の生活支援、景気対策の中で

の出水市の例を挙げられての生活支援ですが、

出水市の場合とはもう全然背景が、我々垂水市

とは違うということは、もう御認識をされてお

られると思いますね。あそこの場合は、ＮＥＣ

初めパイオニア初め、約1,000人の方々があっと

言う間、突然職を失ったという、本当に厳しい

背景がございます。

　本市の場合は非常に、本市も厳しくないとは

申しませんが、徐々に厳しくなってきておる中

で、今後何をしていかないといけないのかとい

うことは、今後じっくり考えないといけないと

いうふうに思っております。

　１カ所、実は工場閉鎖をされたところが本市

にございます。そこは雇用が18名でございまし

たので、その対策をどうしようかということで、

先ほど来から商工観光課も説明をしております

ように、市のほうで10名ぐらい緊急に雇用しよ

うという対策も講じました。そして、ほかの工

場、製造業を中心に調査をし、またお願いをし

て回ったところ、20名ぐらい欲しいんだよと、

５名、５名、10名というような要望もございま

したし、そういうような状況からして、ある程

度クリアできるんじゃないかというふうには思

っておるところです。

　ただ、今回の景気がこのままじゃないと、ま

だ我々こういう地方都市については、ますます

深刻になっていく傾向にあるのは間違いないと

思うんですね。そういう中で生活支援をどうし

ていくかは、状況を見ながら考えていかなけり

ゃいけないと、そのように思っております。

　それから、雇用創出、働く場の件ですが、こ

れは商工観光課のほうでいろいろ今までも、き

のうからきょうにかけて説明をしておりますよ

うに、雇用創造事業を始めまして、それからま

た引き続いて雇用創造実現事業に移っておりま

す。このことは、景気対策にも本市のまた観光

や新商品開発ということになりますと、経済対

策にも貢献するという事業でございます。

　こういうものは、今までもいろいろとこうい

うものを実施しておりますし、また改めてきの

うも説明しましたように、各省庁でいろんな地

域の活性化対策をやっていただいております。

それに積極的にうちも手を挙げて、その実施し

たことで非常に有利な事業展開ができるという

分もたくさん出てまいりました。

　今後も、ほかの市町村がどういう状況かはわ

かりませんが、うちの場合は商工観光課だけじ

ゃなくて、いろんな課で積極的にそういう、今

経済対策を含めたそういう新しい事業に積極的

に申請をして、獲得に向かって頑張ってくれて

おるという状況であるということを御認識をい

ただきたいというふうに思います。

　介護保険の件でございますが、これにつきま

しては、第３次のときに、これは当然、人口の

動向、それから認定者の動向を見ながら決めて

いくわけでございますが、第３期の場合は、御

存じのとおり560円値上げしたんですね。そして、

今回はできるだけ抑えようという中で120円とい

うことでございまして、このことについては、

できるだけ抑えていく努力をしていきたいと、

そういうふうに思っております。

〇教育長（肥後昌幸）持留議員の給食センター

民営化の２回目の御質問についてお答えいたし

ます。

　12月議会におきまして、田平議員の質問に対

して市長が、平成23年度以降に民営化に移して

いきたいという方針を出されました。教育委員

会としましても、その方向でやっていきたいと
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いうふうに思っております。

　先ほど議員のほうから、委託料のほうが高く

なるというようなこともございました。私ども

のほうで総務課と一緒になって試算をしました。

今の調理員の方々の人件費、これは給与と、そ

れから退職金を含めてでございますけれども、

その人件費の推移で委託料と比較した場合には、

平成31年度以降に委託料を下回ってくるという

データが出ておる。

　それから、偽装請負のことにつきましては、

これは法に反することでございますので、これ

は許されることではございません。しかし、民

間委託というのは、ほかの市町村でもたくさん

やっております。そういうことと、どういうふ

うにやっているのか、いろいろ研究しまして、

偽装請負ということの指摘を受けないように、

こちらではやっていきたいというふうに思って

おります。

　以上です。

〇保健福祉課長（村山満寛）準備基金の関係

で今質問がございました。国のほうからは、ほ

とんど全額を取り崩して保険料を抑えよという

話でございましたけれども、増加する部分が結

局ありまして、今回は4,800万円を取り崩して270

円の保険料が軽減、抑制されておるわけですか

ら、全額取り崩したとしたら、あと300円ほど軽

減できるだろうと。ところが、５期になったと

きに介護保険料が上がる。そのときに抑制効果

ができるかというと、抑制効果はできない。今

年度４期の場合で600円から700円ぐらいの軽減

措置ができておりますので、それが上乗せにな

って、その上にもう１回乗るということになり

ますと、その説明というか、理解は得られない

だろうということから、基金の取り崩しを4,800

万円に抑えたということでございます。（持留

良一議員「それに関する市長の答弁漏れがあり

ましたので、市長、高齢者の負担についての感

想」と呼ぶ）

〇市長（水迫順一）議員おっしゃるとおり、

高齢者を取り巻く環境の中で、そういう負担が

ふえてきておるのは事実であろうというふうに

思います。ただ、本当に高齢者がふえて、一方

では少子高齢化が進んでくる中で、医療費初め、

介護を初め、いろんなニーズのほうはどんどん

どんどん高まってきておるわけですから、この

辺がそういうやはり要因になっておるんだとい

うふうにも思いますし、それから、またできる

だけ高齢者が元気で長生きする環境をつくって

いかなけりゃいけない。そのことは我々も今後

努力をしていかなければいけない、そのように

思っております。

〇持留良一議員　今の介護保険の問題について

は、これは委員会に付託になりますので、委員

会でも今のような中身を含めて議論していただ

いて、ぜひ高齢者の立場に立った深い議論をお

願いし、討論の審査の中身をしっかりまた見て

いきたいというふうに思います。

　給食の委託の問題ですけれども、これは今や

っているじゃないかということですが、これは

今、今日問題が起きたのは、法の改正等で派遣

労働法の法も含めてそういうのがあって、改め

て平成18年にも通達が出ているんです。的確に

やるようにというような形で通達も行っている

んです。だからこそ、改めて今これが全国の労

働局でも問題になり、指摘があれば、それに対

してそれは偽装請負になりますよと、４条件、

先ほど示した基準に合致しないと、これはあく

までも偽装請負になりますよということなんで

す。

　だからこそ、言ったとおり、行政がそういう

ことをしてやっていいのかと、そういう形を含

めて今後進めていいのかということを私は問う

たわけです。そのことで市民の子供たちの安全

が守れるんですかということなんですよ。行政

がそういうことをやっていいのかと。基本はや

っぱり学校給食の立場に立って、子供たちの安
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全・安心を守るのは、もう法的責任でしかこれ

はできないんですよ。業者が責任を負うことも

できないんです。だからこそ、国もこういう改

めてそういうのが混在しているから、整理しな

きゃならないということで平成18年に通達を出

して、そういうことがないようにしてくれとい

うことを言っているんです。それまでも含めて、

あなたたちはそれでもやるというお考えなのか

ということなんです。

　私たちは、当然それに対しては、労働局も含

めてそういうことをやられれば、そういう法的

なことも含めた対応をしなきゃなりませんし、

市民にもそのことを訴えていかなきゃなりませ

ん。そういうことを含めて、改めてやっていく

という考えなのか、それともやっぱり学校給食

の今の現状をしっかり踏まえた形で、改めて検

討していく立場なのか、その点をはっきりさせ

てください。

　それと、あと雇用の問題なんですが、先ほど

言われましたとおり、私は改めて全庁的にこの

問題はいろいろと考えていただきたいと。例え

ば、先ほど言いましたとおり、短期に終わるん

じゃなくて、恒常的にやっぱりやっていくとな

ると、相当やっぱり全体の庁舎の知恵と工夫を

絞って、そのことに対してどうしていくかとい

うことを考えていかなきゃならないと思うんで

す。例えば、５年後に50人にしよう、10年後に

は100人にふやしていくと。そのためには、先ほ

ど言いました学童保育なんかをもっとつくって

いこうとか、そういう形でマンパワーの事業を

もっともっとつくっていくことは可能だと思う

んですね。それに、もっと引き出せるような事

業。

　だから、そういう意味でも、今度の交付金の

中にもそういうものもありますし、それは単年

度で終わるものでもないというふうに内容も示

されていますので、ぜひそういうことを改めて

市長にお聞きしたいんですが、全庁的な形で雇

用問題を取り組んでいくと、そういう対策方法

を含めてやっていくという考えができるのかど

うなのか、その点について２点だけお聞きをし

たいと思います。

　以上で、私の質問を終わります。

〇教育長（肥後昌幸）給食センターの民営化

の問題につきましては、今垂水市の給食センター、

非常にいい運営をしていただいており、すばら

しい給食が出ておりますけれども、これが民営

化になっても質を落とさないように、今の状況

が保てるように、全力を尽くしてまいりたいと

いうふうに思っております。また、落としては

ならないというふうに思っております。

　それから、偽装のそのことにつきましては、

先ほども申し上げましたように、そうならない

ように十分検討してまいりたいというふうに思

います。（持留良一議員「回答になっていない」

と呼ぶ）

〇市長（水迫順一）雇用につきましては、こ

れはもうこういうときだけじゃなくて、本市に

とりましてはずっと今後も重要な問題です。そ

の特定の課だけじゃなくて、全体で考えるとい

うことはもう当然だというふうに思っておりま

すし、例えば１つの例で挙げますと、農業が基

幹産業、水産業が基幹産業と言いますけど、な

かなか新たな企業誘致というのは難しいと思う

んですね。ですから、そういう１次産品から加

工品をつくるよと、そしたらそこにまた雇用が

生まれるよというようなのも、今農林課でも水

産課でもそういう方向で、新商品開発をひっく

るめてそういうことも考えてくれておりますの

で、そういうことが地に合った雇用創出という

面では厳しさもあると思います。だけど努力は

していきたい。（持留良一議員「ありがとうご

ざいました」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）次に、11番宮迫泰倫議員の

質疑及び質問を許可します。

　　　[宮迫泰倫議員登壇]
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〇宮迫泰倫議員　こんにちは。12時まで10分、

質問だけだと思います。

　質問書は２行しかないです。で、これは非常

に難しいことじゃないんですよ。当たり前のこ

とを言いますので。

　タイトルは、国際間の急速に悪化した景気の

中、市政運営と予算編成の構造変化への対応、

わかりやすく言えば、ばんそうこうか手術かと

いうことなんです。それをわかりやすく説明い

たしますので、お聞きください。

　企業の経営と市政の運営は、同じ考えだと思

います。企業の構造変化への対応について、例

を挙げて質問いたします。売り上げ、資金繰り、

企業間格差、よい企業、悪い企業と経済用語が

出ますが、市政の言葉にかえて御理解いただき

たいと思います。

　今、世の中は不景気で、構造変化が起こって

おります。どういうことかといえば、非正規雇

用の増大、それから公共投資の縮減、規制緩和、

グローバル化、少子高齢化などです。それにど

う対応するかということなんです。その構造変

化への対応が必要だと、今は時期に来ているの

ではないかと思います、民間の場合でもですね。

　まず、悪化する景気に対応することが最優先、

これはさっきから聞いておけば、市民税も入ら

ないと。住民の人たちも雇用がないとか、そう

いうことだと思います。それから、変化に対応

しなければ生き残れない。であれば、どうする

かということです。それは、変化の中にこそビ

ジネスチャンスが潜む。みんな苦しければ、だ

れかがやっぱり知恵を出して、何かせないかん

ということです。それから、変化への対応状況

が企業間格差を増大させますということなんで

す。

　悪化する景気に対応することが最優先という

ことは、売り上げの維持、資金繰りの確保です。

ことしは市税が前年度マイナス幾らとか、さっ

きありました。それから、行財政を維持するた

めには市税の確保が必要だと、そういうことも

申されました。ただそれだけです。それだけで

済むんです。しかし、それがこれからそれで済

むかということなんです。問題提起です。長い

目で見て、垂水市がどうあるかということを、

皆さんと考えるべきだと思います。

　それから、長期的な視点に立つと、構造変化

に対応することが重要なんですけれども、変化

のスピードはゆっくりですけれども、構造変化

は確実に展開・進展して、決して後戻りしない

ということです。例えば、私たちが田んぼに行

って土手を刈りますね。今、草刈りで刈ります。

全然かまで刈る人はいないんですよ。そういう

ことが大体構造変化だと思います、私たちのと

ころではですね。

　それから、構造変化への対応は、企業間の格

差を拡大させるということです。不況業種に属

していても業績がよい企業、好調業種でも業績

の悪い企業が存在する。それから、景気がよい

時期でも業績の悪い企業は存在し、景気が悪い

時期でも業績のよい企業は存在する。もう御存

じのとおりです。それから、景気拡大期であっ

たにもかかわらず、業績の悪い企業とよい企業

の格差が拡大しているということです。さっき

言いましたですね。

　なぜ企業間格差、これは大きなまち、小さな

まち、例えば垂水と出水、それでもいいです。

格差が出ておるんです。それは、企業を取り巻

くさまざまな構造変化に伴います。例えば公共

投資の縮減、外国製品の流入、いろいろあると

思うんですね。それから少子高齢化、あると思

います。それに対応しなければ生き残れないと

いうことなんです。

　例えば、ダーウィンの進化論では、必ずしも

力の強い業種が生き延びるわけじゃないと思う

んです。強い業種が、強い種が生き残る。今は、

力の強い大企業だから安泰だという時期ではな

いということです。アメリカの自動車メーカー
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がそうです。

　これからの時代は、たとえ小さな企業でも、

歩みはゆっくりでも確実に変化する企業が生き

残れる。それは垂水市も一緒だと思うんです。

そういう中に、変化の中にこそビジネスチャン

スがあるということなんですけれども、何も変

化しない世の中であれば、すべてあらゆるニー

ズが満たされてしまいます。しかし、変化があ

るからこそ新しいニーズが生まれ、満たされて

いないニーズが生まれます。そこに変化の対応

が必要だと思うんですね。そういう変化に対し

て対応しないでいる会社、対応する会社、それ

らの変化をビジネスチャンスとして積極的に対

応する会社に分かれると思います。それには、

いろんな知恵と必要だと思うんです、皆さんの

心意気がですね。

　そういう構造変化の対応として、子育て支援、

中学３年生までの医療費の自己負担分の助成、

妊婦健診の公費負担の回数を５回から15回とさ

れておりますけど、それもすばらしいことだと

思うんです。これ、世の中が変わったからこの

ことをされたと思うんです。

　それから、ここで、昨日の池之上議員の質問

にもありましたが、農業公社の事務予算額０円

についてお伺いいたします。

　鳴り物入りでの農業公社設立へ向けての努力

をされたと思いますが、今、設立断念になった

いきさつをお聞かせください。また、期待して

おった市民の皆様への説明責任はどうされます

か。これが１点です。

　それから、１月18日日曜日、文化会館で市制

50周年ふるさと夢のステージ郷土芸能が披露さ

れました。これは、地域のリーダーが高齢者か

ら小学校・中学生までを一つにして、心を一つ

にして発表を行ったと考えています。

　こういう地域の人たちのそういう郷土芸能と

いうのは、どこかでか盛り立てないといけない

と思います。これは、さっき課長からありまし

たので、これはもう答えは要りません。やっぱ

りそういうことを、消すも生かすも、これは市

の努力もあると思うんです、責任があるんです。

あれだけ同じ気持ちの人が集まったということ

ですね。

　それから、もう１つです。地域によっては高

齢者が多く、ある問題を抱えていらっしゃいま

す。それは、亡くなった人の最後の送りとして、

地区公民館の使用はできないかという相談を受

けております。今は、どうしても中央地区まで

出向かないとできないようですが、集落内の自

動車も限られており、運転者が地区全員を運ぶ

ことは遠方のため大変であり、公民館での最後

の送りなら、多数参加できるようです。この公

民館使用ができるのかどうか。できたら、地域

の方も最後の送りが、皆さんがやってよかった

と思える地域になるんじゃないかと思います。

そういうことを質問いたします。

　よろしくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、１時15分から再開します。

　　　　　午前11時58分休憩

　　　　　午後１時15分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　宮迫泰倫議員の質問に対する答弁を求めます。

〇市長（水迫順一）宮迫議員にお答えをした

いと思います。

　構造改革、それからグローバル化、本当にこ

こ最近、激変の時代だというふうに、私のほう

もそのように思っております。また、それに対

応することが非常に重要であるというのも、議

員と同じ認識でございます。それによって格差

が出るんだと、民間でもそうだというのも納得

がいけるところでございます。

　農業公社問題につきましては、池之上議員の
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さきの質問でお答えを一部いたしましたが、こ

れもまた構造改革であろうというふうに思って

おりますし、それに対応しようとした結果がま

た、構造改革の中でＪＡの参加を得られなかっ

たと。公益法人としてのＪＡの参加がどうして

も必要であるという意味からしまして、断念せ

ざるを得なかったという思いでございます。

　本当に、この激変する構造改革を初め、いろ

んなグローバル化の中で、身近に農業関係で見

られるものもたくさんあると思いますが、私は

よく例に出すんですけど、鹿屋の畑かん、笠之

原畑かんにあれだけ多くあった里芋畑が消えた

と。そしてまた鹿屋方面にあったゴボウ畑が消

えた。それからまたニンジン畑が消えたという

ことも、これはグローバル化の中での流れの１

つであろうというふうに思っておるわけでござ

います。

　そういうような中で、公社問題もやはりその

流れの中で対応していかなけりゃなりませんの

で、この公社問題につきましては、平成18年度

から多くの準備委員会の委員の方々に、垂水農

業の今後の公社を通じてのあるべき姿をいろん

な角度から検討していただきました。たくさん

の意見をいただき、いろんな今後の指針にすべ

き事柄もたくさんあったというふうに思ってお

りまして、本当に討議いただいたこのことは、

今度にまた生かしていかなければいけないと、

そのようにも考えておるところでございます。

　昨年の12月24日に、ＪＡきもつきの組合長と

最終的に私との間で話をした結果が、ＪＡきも

つきさんのほうでの現状の中で参加は無理だと

いうはっきりとした回答をいただきましたので、

今後はそれに対応すべく、いろんなことをやっ

ていかなけりゃならないというふうに思ってお

ります。

　まず、きのうからいろんな議員の方々にお答

えは一部しておりますが、まず一番問題なのは、

農業が収益をより上げられるなりわいとならな

ければいけないと。そのことが結果として後継

ぎ問題にもつながっておるし、後継ぎをされた

方でも、本当に嫁さんももらえないような状況

では、なかなか後継ぎも続かないという気がす

るわけでございます。

　そういう中で、それじゃどういうようなこと

をやっていくのかといいますと、具体的に幾つ

かちょっと挙げてみますと、これも今まで話し

ております。今の農業の中で、さらに収益を上

げさせるには、副収益的なものでもいいから、

とにかくオリーブとかユズとか、そういうもの

を収入源として加えることはできないか、また

降灰対策として荒れ地対策としてできないか、

そういうことも考えていかなけりゃいけない。

　それとまた、きのうも申しましたように、世

界的な競争の中、あるいは国内の競争の中で、

インゲンに競争相手が出てきた場合にどうする

のかといいますと、やはりいい間に次の商品を

考えておかなけりゃいけない。ポストインゲン、

キヌサヤの対策をしていかなけりゃいけない、

そのように思っております。

　それとまた、収益を上げるためには、どうし

ても流通面の強化、これは水産業でも言いまし

たとおり、この辺を市のほうで、今までは市役

所の仕事ではなかったかもわかりませんが、本

当に市のほうでそういうような流通面まで入り

込んだ支援策を講じていかなけりゃいけない、

そのように思っております。

　中間マージンをできるだけ省いて、直に量販

店、あるいはその他の消費者に直接当たるよう

な部門への納入ができないか、そういう手助け

をしていくことも必要だろうというふうに思っ

ております。

　そしてまた、条件がグローバル化、その他本

当にいろんな背景が変わっていく中で、本当に

情報を的確にとらえて、その情報を生産者に伝

えると、このことも非常に大事だと思うんです

ね。ただ価格が下がったと、去年よりは下がっ
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たというだけではやはりだめだというふうに思

っております。

　例えば、身近にある韓国あたりが、本当にパ

プリカをつくって、オランダより種を入れて、

そういうものを生産を始めて、安い価格で日本

の市場をねらってきた、あるいはトマトを日本

の市場へ状況を見ながら出荷をしておるという

ようなこと等もございます。やはり、トマト農

家にとっては何が原因で下がったのかというよ

うなことはわからない方が多いと思うんですね。

そういうようなこと等もやはり情報として教え

てあげる、情報をとることが我々の仕事でもあ

るというふうに思っております。

　また、後継ぎ問題、これはもういろんなもの

が絡んできて、難しい問題でございます。です

から、議員の前の議会で提案をされましたファー

ムオン事業、これはやはり公社ができないので

あれば、こういうことにもしっかりと事業とし

て成り立つようにしていかなけりゃいけないん

じゃないかと、そのように考えております。

　そしてまた、リーダーの育成が非常に大事で

ございます。認定農家も74人ですかね、非常に

我々垂水市としては少のうございます。この辺

の増強を図っていかなければいけません。

　そして最後に、どうしても今までの農業政策

というのが、全農家、多くの農家を一様にボト

ムアップしようというような政策が主流であっ

ただろうというふうに思っております。結果と

して、自給率40％からなかなか改善できないと

いう結果が生まれております。このことが果た

していいのかというのも反省をしなければいけ

ないし、やはりやる気のある農家に本当にもう

かっていただいて、それに脇の人たちがついて

いくというやり方でないと、全体を今後も底上

げしていくというのはなかなか厳しい面がある

だろうと、そういうふうにも思っておるところ

でございます。

　そのようなこと等を、そのほかにもいろいろ

と議員の皆さんの提案等もございましょうし、

垂水農業を今後公社なしの中でどうやっていく

かということは、時代に応じていろんなことを

積極的に取り組んでいきたい。そしてまた、果

樹試験所跡も、まだ県の所有でございますが、

いずれにしても、ここも我々にいただくという

機会が出てこようと思うわけです。この辺の有

効活用もひっくるめて考えていきたい、そのよ

うに思っております。

　次に、公民館を葬儀の場所として使用できな

いかということでございますが、大野地区公民

館を葬儀の場として使用できないかということ

につきましては、私のところにも要望が来てお

りました。それで、社会教育課に検討を指示し

ましたが、当初は社会教育法の絡みで、使用に

ついては難しいのではないかということでした

が、県への問い合わせをさせましたところ、使

用につきましては問題ないとの報告を受けたと

ころでございます。

　ですので、使用についての細かな点について、

公民館あるいは公民館長、主事との協議を行い、

地元の要望にこたえるよう指示したところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇宮迫泰倫議員　農業公社は、そういうもろも

ろのありまして、一応断念されたと。それはば

んそうこうのちょっとばっかり張ったぐらいで

治ったと思うんですよ。

　しかし、それにかわるものに、さっき言われ

ました農業経営の継承事業、ファームオンの導

入をどうしても考えていただきたいと思います。

もし農家が離農されますと、機械とか設備とか

使用されません。それから田畑が非常に荒れる

と思うんですよ。だから、そこに新しい農業後

継者が来れば、新規農業者の場合はゼロからス

タートでお金が要りますけれども、ファームオ

ンの事業をもう少し活用されていかれたらどう

かと思います。

― 137  ―



　それから、農業後継者育成として、海外へ１

年または１年半の農業研修生の制度があります。

その参加へのお考えはないのかどうか、お伺い

します。

　海外で農業研修生は外国人として、もちろん

日本人ですから、海外に行けば私たちは外人で

す。１年または１年半の農業実習をします。死

ぬ一歩前まで行きますけれども、必ず元気で帰

ってくるというプログラムなんですよ。

　この制度を利用して、毎年１人ずつ10年間続

けますと、点が輪になります。農業分野に新し

い、明るい希望が出ると思うんです。今は後継

者がいない。農業は、例えば新しい作物をつく

ってもうかればいいというんじゃないんです。

まず、垂水は１次産業は栄えないといけません。

それから２次産業、それから３次産業。今は逆

だと思います、パチンコ屋が多くてですね。そ

れはどうかと思います。実は今、そういう構造

です。

　だからやっぱり、鹿児島銀行が言われます農

業クラスター、こういう産・学の考えですね、

そういうことをもう１回皆さんと考えて、本当

に垂水の１次産業は垂水の経済を担うんだとい

うことで御検討願いたいと思います。

　それから、第１次産業生産物の加工品へのお

考えはあるのかどうか。例えば、そういう世の

中の構造変化の中で、何かしなければ生きてい

けないと思います。農業でできたグリーンピー

スや紫芋等を、魚の練り物の具として中に入れ

て、つけ揚げ等できないのか。

　それから、間伐材を温泉につけると皮が一晩

ではがれ、防腐効果のある間伐材になるそうで

す。これを床柱、床板等へ加工することで、ま

た林業の方も地域の方もすべていいのではない

かと。

　何かそういうことをしなければ、これから先、

垂水の１次産業の方々は、ただ売るばっかり、

道の駅ばっかり。じゃなくて、そういう考えも

これからしていって、「ああよかった、あのと

き市役所が言っくいやっせえよかった」という

ことになれば、また希望もわいて、それから市

税も大分上がるんじゃないかと思います。

　一応これを２回目といたします。よろしくお

願いいたします。

〇市長（水迫順一）農業研修生の件、私もこ

のことは聞いておりますが、先ほど農業公社後

のどうやるかというのを７つぐらい挙げさせて

いただいた中にも、認定農家をふやさなけりゃ

いけないということと、リーダーを育てなけり

ゃいけないという話をさせてもらいました。ど

うしても地域農業の中には、できるだけリーダー

を育てることが非常に大事でございますので、

この辺は前向きに検討してみたいというふうに

思っております。

　幸いといいますか、ふるさと納税もきのうか

ら評価をいただいておるように、たくさんいた

だいておる中で、使用目的がそれぞれございま

すので、その中で合致する部門で、本当にリー

ダーを育てるということは、今後の垂水の将来

の農業を大きく左右することでもあろうという

ふうに思っておりますので、今申したとおり、

ちょっと前向きに検討してみたいと、そういう

ふうに思っております。（宮迫泰倫議員「要綱

の制定を含めて」と呼ぶ）

　これは、要綱等をつくっていかなけりゃいけ

ませんので、その辺の検討を指示していきたい

と、そういうふうに思っております。

　それと、加工品の話をしていただきました。

確かに、収益を上げるには、よく称されるＢ品、

なかなか市場に出しても金にならない部門を金

にするということが非常に大事だと思うんです

ね。このことは、インゲン、キヌサヤにしても

そうでしょうし、それから果実にしてもそうだ

ろうと。また、水産物にしてもそうだと思うん

ですね。加工した後の、本当に残渣が金になら

ないか、あるいはその一部が、果物であれば、
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本当にちょっと傷がついたもの、ちょっと変形

なもの、そういうものが金になったら、今まで

捨てておったわけですから、非常に収益的には

助かりますし、その加工品を、今、きのうから

説明しておりますように、雇用創造実現事業と

いう中で、垂水市にも新商品を開発しようとい

うことで事業に取り組むことを決定しておりま

す。人材も集めておりますので、今後これには

しっかりと力を入れていかなけりゃいけない、

そのように思います。

〇宮迫泰倫議員　それからまた、要望、まあお

答えがあればお答え願いますけれども、例えば

農林課に技術員が少なければ、ＪＡきもつきか

ら１年、２年借りて、それから市の職員をＪＡ

に出向けて、そういう交流はできないものか、

事務でですね。そうすれば、垂水の農業もまた

ある程度、そういう技術者がおられると、今で

も十分なんですけど、それ以上に上げるために

は、そういう考え方もどうかと思います。

　それから、今経済環境の悪化により、前年比

でことしは2,311万4,000円の市税が減るという

ことなんです。しかし、持続可能な財政改革の

ため、基本は人件費・借入金の圧縮、それから

市税・地方交付税の安定的確保なんですよ。一

方は減って、一方は安定的な確保と言われます

けれども、そこら辺がこれはもう言いっ放しで、

各課ではこういうことなんですけれども、これ

を何か１つにする方法はないかと。例えば課長

会で、事務的じゃなくて、何かきょうは課題と

か、毎日でもいいと思うんです。いろんな問題

をやってもらって、こういうことをどうされる

か。ただ、１年じゃないと思うんです。なぜ第

４次総合計画はあるのか、財政改革はあるのか、

そこをもう１回皆さんで検討していただいて、

市民の皆さんがいいようにやってもらえればと

思います。

　それから、自主防災組織が75％の達成を21年

度目的とされておると聞きますが、近年中に100

％にしていただきたいと思います。垂水は災害

が多くて、皆さん懲り懲りだと思うんです。し

かし、なぜ100％普及まで行かないか。これは、

私たちの集落は安全、災害は起こらないと。し

かし、同じ市民として安心・安全に暮らせれば、

災害がなくても自主防災組織はつくれるはずで

す。それをできるのはだれかといえば、やっぱ

りそういう地域に住んでおられる職員の方たち

です。近いうちにあると思うんです、集落総会

がですね。そこに行って、垂水は自主防災組織

が100％達成を目指している。そうすれば、もし

災害がなくても、どこかの災害のあったところ

に炊き出しとか、いろんなことができると思う

んですよ、水を配ったりですね。だから、そう

いうことで、自助・共助・公助の考え方をもう

１回皆さんで考える時期ではないかと思います。

　それから、最後なんですけれども、これから

はお願いなんですけれども、市役所が解決しな

ければならないことがあります。市役所が主体

となり、市民の参加を得て解決することが必要

なことがあります。市役所と住民の協力、市民

の協力によって解決することもできます。それ

から、市民が主体となって、市役所が支援して

解決することがあります。市民が解決すること

があります。どこにターゲットを置かれるか。

この問題は市役所、これは市民の方。そうすれ

ば非常に楽だと思うんです、何もかも抱え込ま

なくてですね。そうすれば、皆さんも楽しく、

安心・安全に暮らせるのではないかと。

　それからまた、さっき言われたふるさと納税、

あれはやっぱり自分は垂水に育って、今現在大

阪・東京にいるんだと。それのお返しなもので

すから、それも有効に使っていただければ、私

は垂水出身者の思いが皆さんに伝わると思いま

す。だからそういうことで、もし何か市長のお

考えがあればお知らせください。

　以上です。

〇市長（水迫順一）もう大体、さっき話した
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とおりでよろしく。（宮迫泰倫議員「では、よ

ろしくお願いいたします」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）次に、12番川達志議員の

質疑及び質問を許可します。

　　　[川達志議員登壇]

〇川達志議員　霞が関で、またぞろ政治と金

の問題が出てまいりました。自民党と民主党の

権力闘争だろうという話もあります。今までは、

我が国の権力闘争は自民党の内部だけの権力闘

争、体制に大きな変化はありませんでした。と

ころが、今回のこの政治闘争は、政権が変わる

という政治闘争。古来より、そういう闘争があ

るときは、執行部が指導力を失ったとき、そし

て役人の堕落・腐敗があり、大衆が困窮したと

きに大きな政変が起きております。今、我が国

はそういう状態にあるんだろうと思います。い

つまで漂流をしていくのか、非常に残念な話で

あります。

　ただ、私たちは、この政治闘争だけに目を奪

われてはいけない。これで一番喜んでいるのは

だれなのか。腐敗・堕落をし切った官僚であり

ます。来年度予算も粛々と進行していくでしょ

う。そういった話し合いの場が国会で持たれず

に、独立行政法人に12兆円を超す金がまた流れ

ていきます。このことを我々はしっかり見てい

かないといけないと思います。そして、一刻も

早く強いリーダーシップを持った政府、これを

早く実現するために、我々も頑張っていかなけ

ればならないと思います。（「じゃっど」と呼

ぶ者あり）ありがとうございます。

　我が垂水でも、この場にいる我々が大きな責

任を持たなければなりません。優しい議員と物

わかりのいい執行部、これが垂水をだめにする

んだろうと思います。緊張感のある質問をして

いきたいと思います。どうか答弁、簡潔に、よ

ろしくお願いをしたいと思います。

　まず、通告第１点目、事業計画の策定方法と

ローリングについてであります。

　農業公社、それから新たな中学校の校舎、こ

のダブルの「こうしゃ」が、大きな政策の変更

があったようであります。まず、このことにつ

いては高い評価をしたいと思います。

　しかしながら、この両方とも、どう見ても最

初の計画策定がおかしかったんじゃないかなと

いう疑問があります。

　農業公社について言えば、一番の連携先であ

る農協と調整がされたのか、甚だ疑問でありま

す。さらには、農業公社をつくり、そのことが

具体的にどういう方策でつくるのか、何を目的

として。ただ漠然と、本市の農業振興のためと

いう策定の仕方とするならば、策定時点で大き

な過誤があったと思います。

　学校の校舎についてもしかり、耐震性だけの

問題であったんだろうと思います。要するに、

耐震性をクリアし、清潔な環境、それから安全

な設備、まずここいらから入るべきだったんだ

ろうと思います。最初から新校舎ありき、農業

公社も最初からありき、その間の議論がほとん

どされていない。こういう政策の決定でいいん

だろうか。

　なぜ私がこれにこだわるかと申しますと、垂

水南漁港推進の話、何を水揚げをするのか、漁

港として。議論がされたのか、執行部。それか

ら、牛根の境の漁業集落環境、この事業につい

ても、本当に境の皆さん方と話ができたのか。

自信満々で執行部は進めたのか。

　この２つの事業は、本市にとって大きな悔い

を残す事業になるんだろうと思います。そうい

うことがあるので、今回こういう質問をさせて

いただきました。

　そこで、市長にお伺いをしたいが、もともと

政策は、皆さん方でしっかりと勉強をして、納

得した上で皆さん方が議会に、市民に提供すべ

きものだろうと思います。まず、市長にこのこ

とを、私が今申し上げたことが正しいのかどう

か、お伺いをいたします。
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　それともう１点、議会に出す場合には、我々

と、市民とと言いましょうか、議論にたえ得る

資料を出していただきたい。このことがなされ

ていないから、後で変なローリングをしなきゃ

いけなくなる。今回の２つの「こうしゃ」は、

全くそういう例だと思います。ただ、特に、こ

こで中止したから将来に禍根を残さなかった、

この１点については特に感謝をしたいと思いま

す。

　まず、１点目については以上でございます。

　それから、財政プログラムについて。要する

に、何でこの問題を言いますかというと、合併

をし損なったときのあの悔しさですよ、貧乏と

言われて。さらには、最近できました地方財政

健全化法、これに伴って、各自治体の実力が多

分マスコミで公表されます。そのときに、いつ

も申し上げるのでありますが、鹿屋市に負けち

ゃいけないよって、そのために奥歯をかんで、

みんな辛抱しているはずであります。

　いろいろ市長が先頭になって対策を講じられ

ております。今、大阪が橋下知事が登場されて、

わずか１年で黒字転換をしておる。やればでき

るんですよ、あの大阪ですら。800万いる、800

万。それこそ、教育委員会との熾烈な話し合い、

労働組合とも。この姿勢が、今私たちもまだま

だ求められているんだろうと思います。給食セ

ンターの民営化の話でもそう、早く結論を出す

べきところは出さなきゃいけない。市長に、い

ま一段のリーダーシップを望むものであります。

　それでは、本題に入りますが、国保特会、こ

れは厳しくなりますと、国保税の値上げか、一

般財源からの繰り入れしか方法はないのであり

ます。しかるに、数年前、県から指定を受け、

また先般、今度は国から受けた。確かに執行部

はそれぞれの手を打ったとおっしゃられるんで

ありますが、県から指定を受けて、また国から

指定を受けて、何もしなかったと一緒なんです。

はっきり申し上げます。いろんな対策等、打た

れたんだろうけれども、それは結果として出て

いない。もしこれが一般財源が繰り入れになっ

たときに、また市の財政は厳しくなります。そ

のことを私は申し上げたいんです。

　そこで、まず１点目、県の指定を受けたとき

に、その重立った理由は何だったのか。それに

対して、どのような対策を打たれた結果、また

国の指定を受けたのか。まず、そのことをお伺

いをしたいと思います。

　それから、境の漁業集落環境、これも排水の

この施設の話である。水産課から生活環境課が

バトンタッチをされました。しかも１名増員の

中でです。排水施設への加入に対して、どのよ

うな努力をされたのか。そしてまた、１名増員

したが、そのための増員であったように記憶を

しておりますが、どのような仕事をされたのか。

まず、この２点をお伺いをしたいと思います。

　それと、これについて、ことしの持ち出し、

漁集に対して幾らあるのか。多分、これはずっ

と未来永劫続いていくのかなという思いがあり

ます。まず、その２点をお伺いをしたいと存じ

ます。

　さらには農業政策ですが、きのう以来、いろ

んな話が出ております。今、我が国も初め、私

たちのところも高齢化の波で、後継者がなかな

か育たない。こういう厳しい現状があります。

農家で、本当に後継者がいる家庭が何件あるん

だろうか。年々これは少なくなっていく。先ほ

ど来、いろんな議論がありますけれども、少し

だけ切り口を変えてみたいと思います。

　農地が荒れるイコール国土が荒れるというこ

とであります。国土が荒れるということは、災

害が当然起きてまいります。この保全を、今農

家だけでできるか。ノーです。拓くことなんて

到底できない。まず、この厳しい現実を直視を

していただきたい。

　そういった中、見回しますと、この苦しい厳

しい経済状況の中で、路上生活者も非常にふえ
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ている。垂水出身の人もいるのかなという思い

がしております。

　そうしたときに、受け皿として何があるのか。

私は、今、全国的に農業に企業参入の動きがあ

ります。新しい農業政策の中で、企業の参入、

これに拍車をかけるべきだろうと思います。そ

して、そこで雇用の場を生めばどうなんだろう

か。まず、このことについて、市長の見解をお

伺いをしたいと思います。

〇市長（水迫順一）最初、私に振られた分で、

事業を実施するに当たっての検討が足りなかっ

たんじゃないかというようなことで、南港と牛

根の集落問題、漁業集落問題を例に挙げて話を

されました。このことは、当時の首長を初め、

議会の承諾を得て決定したことで、当時とすれ

ば本当にいいことだという判断のもとにされた

と思いますから、私からのコメントは避けたい

と思いますし、ただ漁業集落については、湾奥

に本当にブリの養殖場があるよと、ここの環境

整備は非常に必要であると。ですから、あのこ

とがやはり加入者がふえて、やっぱり海へ垂れ

流す水がきれいになる、それが大きな目的の１

つでございますから、その目的はこれからだろ

うというふうに思っておりますし、それに向か

ってできたものであるから、しっかり努力はし

ていかなけりゃいけない、そのように思ってお

ります。

〇市民課長（三浦敬志）川議員の国民健康

保険特別会計に関するお尋ねにお答えいたしま

す。

　国民健康保険制度は、市民医療の確保と健康

の保持増進に、また福祉の向上に大きな役割を

果たしております。しかしながら、国保を取り

巻く環境は、急速な少子高齢化の進展や生活習

慣病の増加による疾病構造の変化、医療技術の

高度化等による医療費は平成12年度以降年々増

加しており、また国民健康保険財政は赤字の財

政を基金の取り崩し等で充当するなど、厳しい

財政状況にあります。

　この厳しい財政状況は、長期入院患者が多い

点に本市の高医療費の一因があるようです。

　入院の原因は、生活習慣病に起因するものが

多いようで、その対策といたしましては、長期

入院に伴うレセプト点検の充実や、生活習慣病

とならないための健康づくり事業としまして、

保健福祉課におきまして基本検診の結果に基づ

く保健指導を行ってまいりました。

　また、平成17年度の県の指定を受けてからの

対策といたしまして、健康で長寿を目指すため

の丹田呼吸法、１つの呼吸方法の例であります

が、力を抜き、背筋を伸ばし、東洋体操である

生命の貯蓄体操も導入し、現在まで自主講座と

して続いております。

　そのほか、高医療費であることについては、

平成19年度の実績で申しますと、出前講座や制

度改正説明会時において、計44回ほど市民の皆

様には御説明させていただいております。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）農業の企業参入について

の見解をお求めになったと思いますが、企業が

今就農するのにはいろんな規制がございます。

それがやはり撤廃の方向に私は進むんだろうと

いうふうに思っておるんですね。

　ただ、その大きな危惧されるところは、企業

に本当に農地を渡して、自分の利益のために、

農業以外のほうに農地が使われやしないかとい

うようなこと等の危惧があると思うんですね。

ですから、このこと等をクリアしながら企業が

やっていく農業の確立、これは私は賛成だと思

っております。賛成の立場でおります。

　というのは、やはり就農者が、今現状を考え

てみると本当に休みもないよと、雨の降る日し

か休めないよというような就農体制がほとんど

だと思うんですね。企業でぴしゃっとそういう

日曜日は必ず休めるよというような就農者、そ

ういうことによって若い人たちが収入も安定す
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るわけですから、という農業、その会社に入社

できるんじゃないかというようなこと等を考え

ますと、新しい方向としてこの辺の企業の力を

借りていくというのは、非常に大事だろうと思

っております。それには規制があるから、その

辺の撤廃が必要だと、そういうふうに思ってい

ます。

〇生活環境課長（太崎　勤）漁業集落排水処

理施設特別会計についての御質問でございます

が、まず１点目、どのような努力をしたかとい

うことでございます。

　まず、集落排水の加入状況でございますが、

平成21年２月末日現在の排水処理対象全世帯数

430世帯中175世帯の加入で、加入率は40.7％で

ございます。本年度、水産課から事務移管後、

現在21世帯の加入でございました。

　加入促進につきましては、随時、地区の下水

道加入促進委員会の委員であります振興会長さ

ん及び排水設備工事店連絡会の方々にお願いを

いたしております。

　それと２点目の、先ほど議員が言われました

とおり、昨年４月から漁業集落排水処理施設特

別会計の事務が移管されたのに伴い、４月１日

付で職員１名が増員をされました。

　この特別会計の事務事業につきましては、水

産課との引き継ぎの中で加入促進が大変重要だ

との認識で、漁集地区内の地理や地元住民にも

精通した、従前から生活環境課に在籍しており

ました牛根境地区出身の中堅職員を充てる課内

異動をいたしまして、業務に対処しております。

　以上でございます。

〇川達志議員　１点目、市長もう１回、答弁

漏れでもう１回、後でお願いしましたんですが、

議論にたえ得る資料を出してきたのかというこ

とです。私たちも、そういった問題が出てきて

いれば、しっかりと質問をしているはずであり

ます。私はそこが非常に不満。農業公社、学校

校舎についても。見ればすぐわかるんですよ、

そういったことなら。こういうこともあります

と、心配されますということを出して、その中

で議論をしていかなきゃいけない問題だと。本

当にそういう議論にたえ得る議会と議論にたえ

得る資料が出たのかということ、答弁をお願い

します。

　それと、この点については総務課長にも答弁

の予定をしておりましたが、質問でしたが、北

方議員で了解をしましたので、あえて答弁を求

めません。

　それと、政策決定に当たって、トップダウン

なのか、それとももしくは総合計画に基づく下

からのボトムアップなのか。そうしたときに、

いずれにしても議論が出てくるはずであります。

きのうからの答弁を聞いておりますと、自分の

ところなのに市長が答えている。市長に答弁さ

せる、責任がないんであります。ということは、

市長が言ったから私は知りません、市長が言っ

たからこれをやりますということだとするなら

ば、これは言語道断。皆さん方はそれぞれが、

それぞれの中の責任者ですよ。「市長、これは

私がやりますよ」っていう発言をされた方が何

人いらっしゃるのか、今回の一般質問でも。そ

ういうことをして初めて政策は決定していくべ

きものだろうと思います。すべて市長の責任、

皆さん方は後ろに控えて、そういう図式が見え

てしょうがないんですよ。皆さん方が前に出る

べきなんです。

　で、トップダウンが多いのか、政策決定につ

いて、ボトムアップが多いのか。市長、どっち

が多いのか。すべての政策決定の中で。そして

その中で、厳しいことを言う管理職がいるのか

どうか。この２点をお伺いをしたいと思います。

　それから、国保ですけれども、私が言ったの

は、３年間で結果が出ていない。このことはど

こに責任があるかという話なんです。県の指定

を受けて、まず国の指定を受ける。何もしてい

ないのと一緒なんですよ。いろいろされたと言
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うけれども、結果として出ないことには。その

ことについて、もう１回答弁をお願いします。

　成人病の話をおっしゃいましたけれども、要

するに基本は事前の検診なんですよ、早期発見・

早期治療。

　ということでお伺いしますが、人間ドック、

それから特定健診の状況。

　それから訪問指導員ですか、県の費用の中で

いらっしゃると思うんですが、その方はどのよ

うな仕事をされているのか。多分、頑張ってい

らっしゃると思うんだけれども、この人の仕事

にも光を与えてあげないといけない。やる気が

出てくると思うんですよ。ぜひ、訪問指導員の

仕事の内容、実績をお伺いをしたいと思います。

　それと、きのうの答弁の中で、特定健診の受

診率が予想よりも高かったとおっしゃったけれ

ども、ここいらも私に言わすと言語道断、目標

設定が甘かったんですよ。なぜかというと、県

の指定を受けた厳しい状況の中で、ハードルが

低過ぎたから、ああいう答弁になると思う。危

機的な状況にあるわけですよ。これはもう答弁

は要りませんけれども。

　それともう１点、課長、私たちが総務委員会

で、委員長が12月で報告をしたと思うんです。

先進地の、沖縄の。ここいらについて、一から

つくるのはなかなか大変だと思うんですよ。先

進地を見て参考にするためにも、若手の職員、

ぜひそういうところに派遣をして、見て、聞い

て、体で味わう。そういうことから対策を講じ

ていくべきじゃないかと思います。

　これについては、課長では答弁できんでしょ

うから、市長、沖縄で非常にいいところがあっ

たんですよ。そこに12月議会、総務委員長の出

張報告の中で触れられております。ぜひ調べら

れて、そういうところに若い連中を派遣する気

はないか。そういうことをお伺いをしたいと思

います。

　漁集について、21戸ふえたんですか、今年度。

確認です。21戸増えましたか。（「そうです。

21世帯」と呼ぶ者あり）

　何でこの漁集を持ち出したかといいますと、

多分100％加入は無理だと思うんです。その中で、

毎回毎回こういうことをしちゃいけないんです、

質問しちゃ。最善の努力をして、短期間に。そ

れでしょうがないと、これはもう。一般財源か

ら持ち出し、しょうがないという評価を受ける

まで頑張っていますか。そうしないと、ずるず

るずるずる行っちゃうんですよ。どこかでか、

こういう事業は見切りをつけないと。だって、

これからいろんなことが起きてくるんですよ、

生活環境課は。環境問題をひっくるめ、早い話

が、早く結論を出すためには一般財源から出す

と。これをみんなで了解するためには、最善の

努力をすることですよ。そのことに間違いがな

いかどうか。

　それと、ことし幾ら出したかという話ですね。

これをもう１回、お伺いをしたいと思います。

　それから、企業農業のことですけれども、農

林課長、今、本市でもそういう動きがあるやに

聞いております。私の昔いたジャパンファーム

では20町歩、ゴボウを植えております。これは

直接東京で取引をするそうで、中間マージンが

ないんだそうです。なぜゴボウなのかというと、

鹿児島は、台風は根菜は強いんだそうです。そ

ういったことを研究してジャパンファームはや

っておる。

　一例ですけれども、本市の企業農業について

の実態について、どのような把握のされ方をし

ていくのかということをお伺いをしたいと思い

ます。

　市長も大枠賛成をされたということで理解を

しますが、要するに私は、これは農業だけの話

じゃないんです。雇用の場として、そういう感

覚で新たな政策として提言をして言うのであり

ます。市長がおっしゃったように、企業農業、

それは勤めですから、当然日曜日は、土・日が
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あると思うんです。企業だから。その中で、土・

日は両親の手伝いをしたり、また子供たちのス

ポーツにつき合ったりしていく、そういう夢を

私は見る。そういった中、行政としても全面的

な支援体制をつくるべきである。規制緩和がど

こがされていないのか。農林課長、わかってい

れば、それも聞きたい。

　それと、今、企業農業ばっかり言いましたけ

れども、今ある農業、これについてもしっかり

とてこ入れをしながら、両面作戦でやっていく

べきだと思うんです。これは、市長の見解をお

伺いしたいと思います。

〇市長（水迫順一）まず、答弁漏れと言われ

ましたが、政策決定時の議論が足りないんじゃ

ないかと、議論にたえ得る政策説明があるべき

じゃないかという件ですが、今回、学校の大規

模改築と、それから農業公社について政策の変

更をしたことをとらえてのことだと思うんです

が、今まで説明しましたように、学校の校舎に

つきましては、４つの学校が１つになるんだか

ら、できたら気持ちとしても新校舎に入れてあ

げたいということで説明をしてまいりました。

これは私もそういう考えで、教育長との見解を

一緒にしておるわけですが、そういう気持ちで

あったんですが、やはり全国には、もう本当に

40年前後使った校舎がいっぱいあるわけで、こ

れが一遍に新築改造になった場合に、莫大なお

金が要ることになります。政府の考え方として、

どうも方向が変わってきたというのもございま

す。使える部分は使いなさいよと、それで効率

よくそういう校舎建設に向かって努力をしてほ

しいというような方向に変わってきたのも事実

でございます。

　そしてまたもう１つ、これは私どもの反省点

なんですが、平成26年度ぐらいから公債費の面

で見ますと、非常に借金を返すその金額が随分

減ってくるなと。この時点で校舎をつくってあ

げれば、新たな借金ができるなというふうに思

っておった、こういうような２つの原因等もあ

って、希望として最初に言ったような、１つの

学校に新築をというような希望的なところもあ

って、そういう方向で検討してきたんです。

　ところが、今言ったようなこと等もありまし

たので、ここは政策を思い切って変えなけりゃ

いけないという思いから、そういう大規模改造

したところを見学したり、いろんな意見を聞い

たりしてまいりました。これでも十分、新しい

統合校にいっときでも早く、26年度以降を待た

ずに、生徒たちにそういうような環境をつくっ

てあげることは必要だということ等の判断等も

加わって、そういうふうにしたわけでございま

す。その面はそういうような背景があるという

ことを、ぜひお知りおきをいただきたいと。

　公社問題については、12月１日ですか、公益

法人の改定がございました。この中でＪＡが加

わらないことでの設立が難しくなったわけです。

そういうことで、それじゃ、それにかわること

は、今後しっかりとこれを生かしながらやって

いこうと。先ほど宮迫議員にお答えをしたとお

りなんですね。ですから、そういう２つとも議

論が足りずに云々という問題の後に、いろんな

問題が発生した、流れが変わったという面があ

るということは十分御認識をいただきたい。

　それから、ボトムアップかトップダウンかと

いうようなお話の質問もございました。これは、

私は最近、いろんなところで申し上げるんです

が、平成16年３月に合併ができなかったことに

よって、非常にうちの職員は、ほかの市町村の

職員に比べて本当に汗をかいているし、考え方

が随分変わってきた、意識が変わってきたと、

そういうふうに思っております。ですから、政

策その他事業をやるには、ボトムアップも非常

に必要なんですね。それから、トップダウンも

必要なんです。その辺を兼ね合わせながらやっ

ていくことが非常に大事で、トップダウンだけ

ではできません。それから、ボトムアップだけ
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では時間の浪費があったり、なかなか進まなか

ったり、そういう面もございます。ですから、

その辺のいいところを取り合いながら、ここで

やはりトップダウンが必要だと判断すれば、そ

れはやっていかなけりゃいけない、そういうふ

うに思っております。

　基本的には、やはり私は、よく市民の集会で

も言うんですが、これだけの垂水で260名からい

るシンクタンクだから、ここの知恵が今後垂水

づくりに必要なんだと。専門家も、専門的な力

を持った人たちがこれだけ集まった場所はない

わけで、これの本当に市民に対して有効に知見

その他を使っていく。そして、結果として垂水

の発展、市民のサービスにつながるということ

が必要だと、そのように思っております。

　沖縄の件は、ちょっとよく聞いていませんの

で、また勉強させていただきます。

　企業の点も最後言われました。先ほど考え、

私の見解を申し上げたとおりなんですね。企業

が民間としての果たす役割、これは非常に農業

についても大きいものがあるというふうに思っ

ておりますので、その考え方に変わりはござい

ません。

〇市民課長（三浦敬志）まず、議員お尋ねの

実績について御報告いたします。

　訪問指導員によります重複・頻回受診者戸別

訪問指導の実績でありますが、この事業は平成

18年度から県の交付金により始めました。

　まず、実績でありますが、平成18年度が253名

の訪問、平成19年度は290名、平成20年度は12月

までの実績でありますが、191名の訪問をいたし、

病院受診時の相談、それから多受診がある場合

のそのときの状況等の相談をいたしております。

　次に、垂水中央病院と鹿児島市の厚生連病院

で実施しております人間ドックの利用状況であ

りますが、データといたしましては平成９年度

からデータがございますが、垂水中央病院で脳

ドックが始まりました平成17年度からの中央病

院と厚生連病院の合計数を申し上げます。平成

17年度が79名、平成18年度が82名、平成19年度

が67名、平成20年度は12月までの実績でありま

すが、54名となっております。

　健診につきましては、国保が把握しておりま

す今年度から始まりました特定健診の実績であ

りますが、その結果について申し上げます。こ

の検診の受診率等については、本会議ではまだ

発表しておりませんので、もう１回、議員指摘

のパーセンテージが出ましたので、報告させて

いただきます。

　対象者は40歳から74歳までの方で4,217名、そ

のうち受診者が1,556名でありました。受診率に

いたしますと36.9％となり、目標としておりま

した30％を上回った実績となりました。今後は、

この受診率のさらなる向上と、現在実施してお

ります受診者のデータをもとにした特定保健指

導への参加者の向上に努めてまいりたいと思い

ます。

　それから、３年間事業をやったのに、なぜ実

績が出ないのかという御質問がございました。

２月18日に、こういう関係で県の指導を受けま

した。その時点で、県の保健指導のトップの方

ちょっと名前はありますが、ちょっと省か

せていただきます が我々に指導していただ

いた言葉といたしまして、「３年間ぐらいでは

実績が出ませんけれども、これを継続的にやっ

てください」という御指導がありましたので、

その言葉をもとに、今後努力してまいりたいと

思います。

　以上です。

〇生活環境課長（太崎　勤）漁業集落排水処

理施設特別会計の、まず運営の状況でございま

すが、20年度漁集特別会計の総額は2,224万4,000

円で、うち下水道使用料299万8,000円、一般会

計からの繰入金1,782万9,000円と前年度繰越金

141万7,000円の予定で20年度は運営をいたして

おります。
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　今後の見通しと具体的な対策といたしまして

は、引き続き地区の加入促進委員や工事関係者

の御協力をいただきながら事業の加入を促進し、

使用料の増収を図ってまいります。

　また、一般会計からの繰入金の削減ができる

ような努力をしてまいりますが、高齢者が多く、

また世帯人員も１人から２人世帯が多くを占め

ておりまして、工事には多額の費用もかかるこ

とから、厳しい見通しではございます。

　それと、近い将来、牛根境地区は国道歩道の

拡幅整備の計画がございますので、家屋の移設

や改造等に下水道の加入促進も若干図れるので

はないかと期待をしているところでございます。

〇農林課長（山口親志）川議員の企業農業

参入の実態把握について並びに規制緩和につい

ての質問にお答えいたします。

　現在のところ、１～２件の相談はありますが、

実際の希望数の把握はできておりません。ただ

し、今言われたとおり、企業の農業への参入に

ついては、本市の農業振興、それから耕作放棄

地対策につながるものと考えております。

　また、規制緩和としまして、利用権設定等で、

現在国の農地法の改正を進めているところ、そ

れとあわせまして農業経営基盤強化促進法との

絡みもあります。

　こうした中で、農地法の改正を行うことで企

業参入が今から非常に多くなってくるんじゃな

いかと思いますので、今後は実態の把握に努め

てまいりたいと思います。

〇川達志議員　１点目については、市長、慎

重に慎重に検討して政策決定をしていただいて、

そして今、世の流れが時代の流れがどんどんど

んどん速くなっていきます。そうしたときに、

実態に合ったローリングをしていかないと、こ

のような問題が出てくるんだろうと思います。

ぜひ、まず最初にやるべきことは、慎重な議論

の上でしていただきたい、執行部内で。そして

また、議会にもしっかりと我々と議論ができる

だけの資料の提示をしていただきたい。そして

その上で、さまざまな場所でローリングをして

いくことが大事だろうと思います。

　その中で、市長、１点だけ、こういう事業計

画をつくるに当たって、一番背骨になるのが総

合計画であると。前も申し上げたんですが、総

合計画の中にある将来の垂水の人口の推計、こ

れが10年間１万8,000のまま、この数字が一番基

礎になるはずなんです。これについても、一た

ん決定はしたんだけれども、我が垂水市だけで

つくったんだから、その気になれば変えてもい

いはずであります。憲法も変える議論をしても

おかしくない。

　そういった意味で、この人口の推計について、

より具体的に正確に近い数字に変えるつもりは

ないかということをお伺いをしたいと思います。

　それから、国保特会ですけれども、この問題

は国保だけでは取り組めない。保健福祉課長、

あなたのところの保健推進員、ここいらとの連

携を図っていくべきだと思うが、どのように考

えるか。

　それと、もともとこの２つの話というのは、

一般会計からの繰り入れが心配で私は質問を求

めております。財政課長、この私の見解につい

て問題はないのか、この２点をお伺いをしたい

と思います。

　それから市民課長、要するにこういう運動は、

皆さんで一生懸命取り組んだんだけれども、市

民の末端まで浸透していないから成果が見えな

い。従来のやり方をやっているから。もう１つ

ここは、大きな市民運動として、健康管理の話

ですから、もう１回原点に返って、市民を巻き

込んでそういう運動にしていかないと活路は開

けない。早期発見をするために。

　ぜひ、そこいらについて前向きに検討して、

そのためには、先ほども申し上げたように先進

地を見ることです。自分たちで積み上げること

も大事だけれども、これはなかなか時間がかか
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ると。いいとこ取りをするためには、先進地を

見ることであります。市長、そういうことです。

ぜひそこらについても、まずそういう勉強をし

っかりしていただいて、大きな市民運動として

取り組んでいく。これは、市民の健康を守るた

めにも、国保特会を守るためにも、市の財政を

守るためにも必要なことだろうと思います。ぜ

ひ、課長の答弁をお願いします。

　それから、企業農業ですけれども、非常に前

向きな答弁をいただいたというふうに思ってお

ります。農林課長も正直にほとんど把握してい

ないと、非常に好感の持てる答弁であっただろ

うと思います。別につくる必要はないんです。

事実をそのままおっしゃるべきだ。つまびらか

にした上で、これから新しく考えていくんだと

いうふうに私は理解をしたいと思います。

　その中で、この企業農業について、今算入さ

れている企業は幾らかはあるように聞いており

ますが、この人たちを集めて事情聴取ですか、

どういう意向があるのか、そういったことの、

金もかからないことだろうし、ぜひ、このこと

に取り組む気はないのか。

　以上。

〇市長（水迫順一）総合計画の中で、１万8,

000人の見直しに触れられました。非常に人口対

策、総合計画の中でも大事だということは私も

同じ認識です。

　もう１つさらに、その前に大事なのは、本当

にソフト面をひっくるめて、垂水に本当に住ん

でよかったと思えるまちづくりとか、きらりと

光る垂水市でなければいけないと、そういうふ

うに思うんですね。結果として、人口も１万8,

000人ですよと。推計で行きますとかなり減るの

を、１万8,000人に何とか持ちこたえよう、それ

に向かって努力をしようという総合計画の精神

ですので、まだ始まらない前から修正は、とて

も考えておりません。逆に、２万人にせんかと

かいうような、なるように、お互いに議会とも

努力をし合っていくことが大事だろうというふ

うに思います。

〇財政課長（岩元　明）特別会計への一般会

計からの繰り入れというのは、これ以上の繰り

入れというのは考えておりません。

〇保健福祉課長（村山満寛）基本健診が始ま

ったときに保健推進員は設置されました。これ

は補助事業でございましたので、基本健診がな

くなった段階で保健推進員は消滅したというこ

とになります。だから、連携といいますと、保

健師が保健指導をするということでございまし

て、今は夜間にみんなを集まっていただいて、

保健指導をしている状況でございます。

〇市民課長（三浦敬志）研修等で現地に行っ

て、肌で感じることが一番大事なことだろうと

思います。ただ、そういう立派なところは、今

インターネットですぐ出ます。確実なのを出し

てくれます。ですから、半分はこれで理解でき

ますので、その点は御理解をいただきたいと思

います。（川達志議員「見聞を広める」と呼

ぶ）

〇農林課長（山口親志）企業の農業参入につ

いての情報収集のために希望者を集めてみたら

どうですかという提案ですが、先ほども申し上

げましたとおり、地域活性化のためにも農業振

興は重要な位置にあると思います。

　その１つとしまして、先ほども言いました農

地法の改正等も行われてまいりますので、企業

の農業参入への進出が必要になってくると思い

ますので、御提案いただいた件については努力

をして、希望者の方々を集めて、要望等を聞い

てまいりたいと思います。

　以上であります。（川達志議員「ありがと

うございました」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時40分から再開します。

　　　　　午後２時28分休憩
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　　　　　午後２時40分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　15番篠原則議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［篠原則議員登壇］

〇篠原則議員　最後になりました。よろしく

お願いをいたします。

　結構重複する点がございますけれども、関係

なく御答弁をお願いいたします。

　先ほど、川議員は農業公社、中学校の、あ

えて新築と申し上げますけれども、新築から大

規模改装への転換、評価されているようでござ

いますが、私は全く評価いたしません。

　私は行政マンでございませんけれども、さか

のぼって22年前のお話をさせていただきたいと

思います。22年前、ひょんなことで行政につい

てお話を聞く機会がございました。これを話せ

ば一晩じゃ済みませんので、頭だけ話させてい

ただきます。

　そのとき、その方のお話は、行政とは何やろ

かいということで、お話で始まったわけでござ

いますけれども、行政とは、まず冒険をしちゃ

いかんと。２番目に、信念を持って取り組まん

ないかんということ。そして、３番目におしろ

いを塗っちゃいかんと、行政に。そういうお話

を聞きました。そういう観点から質問をさせて

いただきたいと思います。

　まず、農業振興についてでございますけれど

も、農業公社については去年、平成20年第２回

定例会での私、質問をしておりますが、課長の

答弁によりますと、大変前向きな答弁であった

と記憶しております。設立準備委員会も設置さ

れ、３年も取り組んでこられたわけですけれど

も、設立できなかった説明責任があると思いま

すけれども、どのように考えておられるか、お

聞きいたします。

　また、堆肥センターについてでございますが、

堆肥センターの周辺に大変においがしていると。

農家の方々は、大変嫌な思いで農作業をなさっ

ておられます。解決策があれば、教えていただ

きたいと思います。

　新規作物について、ポストキヌサヤ、インゲ

ンということで、インゲン、キヌサヤに次ぐ作

物ということだろうと思いますけれども、どの

ような作物を検討されているか、教えていただ

きたいと思います。

　また、大葉を導入されている農家があるとお

聞きしますが、そこら辺についても説明ができ

たら、教えていただきたいと思います。

　それからもう１つ、バイオ事業等の関係で、

液肥について、液肥を研究をされているとお聞

きしておりますが、その点についても教えてい

ただきたいと思います。

　それから、商工観光行政ですけれども、宮脇

公園整備について。

　宮脇公園の整備については、県事業での公園

整備が進みつつあり、芝の緑が映えるころには

きれいになるだろうと期待をしているところで

ございます。

　一方で、市が検討を進めておられる中学校跡

地の利用計画については、いろいろ今後検討さ

れることがあると思われますが、その点につい

て１点質問いたします。

　このことについては、地域からの声といたし

まして、柊原・新城地区には、どこも使えるよ

うな広い広場がないので、建物を除去して、芝

を張った広場にしたらどうかというような若い

方々の御意見もございますので、御説明をよろ

しくお願いいたします。

　これまでの説明では、校舎を改修し、物販施

設もつくりたいとの計画でありましたが、牛根

地域の道の駅ができて、多くの来場者もありま

すが、運営は決して楽ではないとお聞きしてお

ります。確かに国道220号の通過交通量は１日１

万4,000台ほどで、道の駅前の交通量の３倍ぐら
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いであります。交通量が３倍であるからといっ

て、来場者も相当見込めるという判断はそのま

ま当たらないのじゃないかと思いますが、今後

の規模、運営方法の検討が進んでいらっしゃい

ましたら、聞かせていただきたいと思います。

　これに関連いたしまして、南中前の歩道橋は

どうなるのか。

　それからもう１つ、宮脇公園の整備をしなが

ら、端っこのほうにちりステーションがありま

すけれども、あれはいかがなものかと考えてお

ります。

　それから、次に物産展についてお尋ねいたし

ます。垂水市の特産物のＰＲのために、いろい

ろな機会での物産展などに参加されているとお

聞きします。農水産業の今後の振興を考えると、

確かに安全・安心でおいしい良質な品物の生産

も大事なことでありますが、売れなければ産業

として成り立ちません。消費者の理解を広め、

ひいては販路の確保拡大のためにも、特産品Ｐ

Ｒの機会は必要だと思いますが、これまでの経

過と状況はどうであったか、お伺いいたします。

　また、最近、自治会館でふるさと市場が開催

されたとお聞きしております。垂水の出店は２

月26日と27日、３月５日と６日であったとお聞

きしておりますが、どうであったかをお答えい

ただきたいと思います。

　次に、地域雇用創造実現事業について。

　施政方針に、「地域雇用創造実現事業という

新事業によって、本市特産品を使った新商品の

開発や販路開拓事業及び観光資源を活用した観

光メニューの開発事業などによる雇用創出に取

り組む」とありましたが、この事業についても

少し詳しく説明をしていただきたいと思います。

　最後に、市の花と市の木についてお伺いいた

します。

　平成20年は、本市の市制施行50周年という記

念すべき年でありました。このことは、商工観

光行政とは少し離れるかもわかりませんけれど

も、市の花は高峠ツツジ、市の木は牛根松と決

められ、長年経過してきております。

　そこで、この市の花と市の木の制定に関する

経緯と現状について、まずお答えいただきたい

と思います。

　それと、今後も市の花は高峠ツツジという、

まあそれはいいでしょうけれども、市の木、牛

根松は検討すべきじゃないかと考えております

が、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

　次に、教育行政についてお尋ねいたします。

　２月初めの中学生の件で、私、親戚でござい

まして、市役所の皆さんを含め御父兄の方々、

多くの市民の方々に御迷惑をかけたことに、私

のほうからもおわびと御礼を申し上げたいと思

います。本当に御迷惑をかけました。済みませ

んでした。

　ま、そういうことでですね、それはそれとい

たしまして、考え方を変えますというと、その

子が学校、教育委員会に警報を鳴らしたんじゃ

なかろうかとも思っております。ということで

質問させていただきます。

　まず、新校舎建てかえの件でございますけれ

ども、平成20年３月議会の大薗議員の質問に対

して、できるだけ早い時期に建てかえをしたい

と答弁をされております。しかし、わずか１年

後の今回、本会議の全員協議会では、大規模改

造したいとの説明がございました。

　市長は、常日ごろから「市民が主役、市民目

線で行政をやるんだ」と言われております。小・

中学校の児童・生徒やその父兄も立派な市民で

ありますが、中学校建設が当初大規模改造計画

で、その計画が新築に変わったというように、

建設計画が市民に喜ばれる方向に変わったのな

ら理解しますが、今回の場合は全く逆方向であ

ります。

　本市の財政状況を勘案しますと、やむを得な

いことかもしれませんが、今回の中学校建設と

いう重要な計画については、その計画段階でし
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っかり協議すべきだったのではないかと思って

おります。たとえいかなる理由があろうとも、

計画がくるくる変わるようでは、市民の信頼は

得られないのではないかと思う次第でございま

す。もう少し慎重にならなければならないと考

えております。

　この話を聞いた児童・生徒、父兄は、多分が

っかりしているはずでございます。こういうこ

とは、慎重の上にも慎重を期して計画をしてい

ただきたいと思っております。大人が子供をだ

ましてはいけないと私は思っております。教育

長の見解をお願いいたします。

　次に、いじめ・不登校問題についてお尋ねし

ますが、本市小・中学校における過去３年間の

いじめ及び不登校の状況についてお示しいただ

きたいと思います。

　また、関連をしまして、垂水中学校の生徒が

授業中に教室を抜け出したり、また登校時間が

不規則な生徒がいるとお聞きしますが、どうで

あるか。また、学校生活の指導の実態と取り組

みについてを教えていただきたいと思います。

　それからもう１つ、中学校統合後の部活につ

いては、多くの部活が選択できるようにと、広

がりを説明されておりましたが、環境整備のほ

うをどう考えておられるか、こっちのほうもお

答えをいただきたいと思います。

　最後に、財政課長にお尋ねをいたします。

　全員協議会で示されたこの資料でございます

けれども、全くそのとおりであると考えており

ます。これがなぜ、中学校改築、新築、統合の

協議中に出されておれば納得をするわけですけ

れども、こういうのが今ごろ出るということは、

こじつけといいますか、私に言わせますと、て

げてげなこっじゃなあと思っております。

　数字を見れば、これでわかるわけですけれど

も、１つ疑問に思う点がございますので、これ

をちょっと読み上げてみたいと思います。

　まず、教育長の全員協議会でのお話によりま

すと、新築という改築と大規模改造はそんなに

変わらんということでございました。それは、

見かけは変わらんかもわかりませんけれども、

何か整合性がとれないといいますか、変わらん

とであれば、耐用年数にしても一緒だと思うん

ですよね。変わるから新築で60年、大規模改造

で20年、大体こういう変わらんという表現は当

てはまらないと私は考えております。

　それから、これはもっと当てにならん話が書

いてありまして、今回は大規模改造で対応して、

15年ほど経過してから、児童数の減少を考慮し

て校舎の新築をすればいいじゃないかというよ

うなことも書いてございます。１年前の約束が

守れないのに15年先、まあ財政課長が市長でも

しちょけば別だと思いますけれども、年齢的か

ら考えましても、15年先は恐らく市長はしてい

らっしゃらないと思いますので、ぜひここらに

ついても答弁をよろしくお願いいたしまして、

１回目の質問を終わります。

〇農林課長（山口親志）篠原議員の質問の農

業振興対策の１番目の農業公社の経緯について

お答えいたします。

　農業公社の設立につきましては、平成17年度

に県果樹試験場の移転計画に基づき、跡地の有

効活用を図ることと、垂水市の地域農業の振興

と活性化を図り、農業者の経済的・社会的向上

と発展に貢献することを目的としまして、平成

18年度から施政方針にも掲げ、基本的な問題等

を協議する設立準備委員会を設置してまいりま

した。

　下部組織として幹事会、専門部会を組織し、

実施すべき15分類の32項目や必要経費について

の試算の検討、また農家へのアンケート、他市

の公社の実態把握等の研修もしてまいりました。

　県との協議で、平成20年12月１日に公益法人

制度が改正される情報の中、垂水市独自の単独

での公社も検討してまいりましたが、新制度に

より法人の設立と公益性の認定が分離され、公
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益事業を目的とする法人については、農業関係

団体の参入がなければ、単独での認可は難しい

との県の見解でありました。

　このようなことを受けまして、実施する事業

も含め、鹿児島きもつき農業協同組合長と市長

と、12月24日話し合いを行いました。結果、現

在の鹿児島きもつき農協は２市４町の合併農協

で、現状は非常に厳しい状況にあることから、

農業公社の参入については、１市の農業公社の

ために毎年会費などを出資することは、理事会

や総会において承認が得られないだろうという

ことから、今回、公社参入は見送りたいとのこ

とでありました。

　以上のことから、農業公社の設立につきまし

ては厳しいとの見解で、２月23日、準備委員会

及び幹事会で市長の考えを聞かせていただきま

して、設立については断念いたしました。

　確かに施政方針にも掲げ、農業振興のために

検討してまいりましたが、このような結果にな

りました。スタートの議論はどうだったのかの

検証をしっかりしてまいり、これからは準備委

員会、幹事会等で検討した項目を十分に生かし、

一層の農業施策の検討をしてまいりたいと思い

ます。

　続きまして、堆肥センターの臭気対策につい

てお答えいたします。

　堆肥センターは、平成14年に本格稼働しまし

てから７年が経過しようとしておりますが、稼

働当初からしますと、悪臭となるアンモニア臭

気等の数値も下がり、幾分かはにおいも和らい

できておりますが、依然として施設外でもにお

いがするため、周辺の耕作者の皆様に、御指摘

のとおり御迷惑をおかけしているところであり

ます。

　臭気対策については、これまで脱臭施設の改

修・改善はもちろんのこと、社団法人におい・

かおり環境協会の顧問等の学識経験者や県畜産

試験場に職員の派遣をお願いし、好気性醗酵を

させるための諸条件などの指導を仰いでまいり

ました。

　市におきましても、スクラバー内のアンモニ

ア臭を水と吸着させるために投入された充てん

剤の清掃や、えひめＡ－１の菌の散布など、い

ろいろ対策を講じてまいりましたが、他市町村

の堆肥センターと違い、当センターは畜ふんに

加え、生ごみやし尿汚泥などの多種にわたる材

料を原料としているため効果が出ておらず、苦

慮している状況にあります。

　現在、１業者より脱臭試験の申し入れがあり、

提案書も提出され、業者負担により今月25日か

ら27日の３日間にわたり、実験を行う予定であ

ります。

　今後も、センター内ででき得る対策などは小

まめに実施し、また臭気対策についての情報の

収集にも努め、臭気問題が解決できるよう努力

してまいりたいと思います。

　最後に、新規作物導入についてお答えいたし

ます。

　新規作物導入についての考えとしましては、

インゲン、キヌサヤに続く作物及び補完作物と

して農家の収益向上にならないかとの考えで、

オリーブとユズを計画しております。それと、

昨年度から大葉の作付を施設でしておりますが、

作付の状況を御報告いたします。

　１つの農業法人にお願いしまして、大葉を作

付しているんですが、大葉に対しては、一枚一

枚集荷するわけですので、集荷における人員の

確保、それから相対で１枚単価を決めておりま

すが、単価の１枚当たりの設定、そういった諸

問題が今出てきておりますが、先ほども言いま

したとおり、新規作物ということで、会社のほ

うにもお願いしまして、いろんな問題はありま

すが、21年度も大葉の作付で検討していただけ

るようにお願いはしてあります。

　最後に、液肥の利用でありますが、バイオマ

ス事業の副産物としまして、約10トンの液肥が
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今出てまいります。このことを、肥料高騰対策

等も兼ねまして、この液肥料をどうにか垂水市

の農業に利用できないかということで、今検討

しているところであります。２月の末にも、山

鹿市が液肥を使った農業をしておりますので、

日帰りで研修をしてまいりました。

　ただ、まだ問題になっているのが、今、直で

出てきておりますにおい対策、それから散布方

法、散布機、そういった問題が出てきておりま

すが、すぐ農業に活用するというわけじゃない

ですが、先ほども言いましたとおり、今後、肥

料等の高騰のことを考えますと、液肥の利用に

ついて考えていかなければならないということ

で、液肥利用をした農業推進を検討をしている

ところであります。

　以上で、農林関係の質問にお答えを終わりた

いと思います。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）御質問の２点目

の商工観光行政についてお答えいたします。

　まず、宮脇公園の整備につきましては、議員

御指摘のとおり、確かに交通量が３倍あるから、

それだけの来場者を見込めるかというと、そう

単純ではないだろうと思いますが、交通量が多

いということは、それだけの要素はあって、目

にもつきやすい場所ですので、立ち寄っていた

だける可能性は高いものと思っております。

　このことにつきましては、実態調査をするこ

とも検討いたしたいと思っております。

　また、宮脇公園周辺整備検討協議会での現段

階で聞いております御意見は、物販施設の設置

に関しましては前向きな御意見を賜っていると

理解いたしております。

　なお、物販施設を設置するとすれば、校舎の

解体費用等が多額に上ることを勘案しますと、

耐震診断を確認した上で、既存の校舎など活用

するほうが現実的であろうと考えます。

　現時点では規模の調整まではできかね、運営

方法についても、指定管理者制度による民間で

の管理代行方式が適当ではないだろうか程度の

検討しかいたしておりません。

　次に、地域スポーツへの活用についてでござ

いますけれども、先ほどお答えいたしましたよ

うに、物販施設をもしつくった場合に、既存の

校舎を利用するとなると、全面的な利用という

のはできなくなります。また、現状の運動場を

そのまま活用するとなると、また駐車場等の問

題も生じますけれども、そこらは今後、この検

討協議会の中にもメンバーの方も入っていただ

いておりますので、調整のとれるような方向で

検討してまいりたいというふうに考えます。

　次に、歩道橋についての御質問をいただきま

した。

　歩道橋につきましては、中学校跡地、また現

宮脇公園を連絡する手段として、非常に大事な

点であろうと考えているところでございまして、

この計画案ができましてすぐ、市長が国のほう

へ残してもらえないかということで要望に行っ

ておられます。

　私が判断いたしますところで想定いたします

と、現状の形で、現状の幅、現状の高さを考え

ましたときに、幅は見たところ、幅はそのまま

でも国道の改良はできるんじゃないかと思いま

すけれども、一方、高さのほうが、もし車両制

限令における高さをクリアできないようであれ

ば、ちょっと残すことも難しいようには思って

おります。

　それと、ちりステーションにつきましては、

このちりステーションをどうするかということ

を協議会の中でも御提言いただきまして、検討

するようにということで宿題を賜っていたわけ

でございますけれども、現在、全体的な検討を

先に進めておりまして、まことに申しわけない

んですが、この検討にまで至っておりません。

このことにつきましては、公園がきれいになり

ますと、当然目につくことになりますので、今

後検討させていただきたいと思います。
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　次に、物産展についてでございますが、これ

まで特産物の販売ＰＲのために、行政と漁協・

商業者などが連携しながら、関西ファンデーや

福岡市及び鹿児島市のスーパーでのかごしまう

まいものフェアなど、物産展に参加しておりま

す。

　また、先般開催されました自治会館ふるさと

市場では、延べ４日間、カンパチ、ブリ、温泉

水などの販売・ＰＲをしております。

　このふるさと市場は、自治会館が確定申告の

会場になりますことから、多くの人に県下の特

産品をＰＲしようと、県町村会などが主体とな

って開催されたものであります。小規模なイベ

ントではありましたが、多額にはなりませんで

したものの、思った以上の売り上げもあり、成

果があったものと考えております。

　次に、地域雇用創造実現事業は、地域雇用創

造推進事業を行っているか、もしくは実施予定

のところが実施対象となるという採択要件があ

って、今年２月に採択を受けたばかりで、平成

22年度までの事業でございます。

　本市は、観光資源を活用した旅行商品開発と

農産品を活用した２次加工品の開発による雇用

の創出を計画しております。

　具体的には、これまであった観光資源を再評

価し、地域資源と組み合わせながら、モニター

ツアーの実施など新しい旅の提供を企画・実践

することや、既存施設を生かした体験メニュー

等を開発し、体験型観光の振興を図ること、ま

たビワ、インゲン、ブリ、カンパチ、エビなど

の２次加工品の開発と販路開拓に取り組みます。

　なお、この事業は、３月１日付で活動員を雇

用し、活動を既に始めております。

　次に、市の木・市の花は、御承知のとおり高

峠ツツジと牛根松でありまして、昭和43年に市

制施行10周年記念の際に、市民憲章、市の花・

市の木の制定がなされております。

　選定に当たりましては、公募、市民アンケー

ト等実施し、高峠のツツジは貴重な自然の群生

地であって、このときに高峠ツツジと命名され

たと記録があります。また、牛根松は、牛根地

方で選抜・淘汰された品種の松で、雄大に伸び

る木性は、垂水の発展を支える底力を表現して

いると記録されております。

　この高峠ツツジと牛根松の現状でございます

が、高峠ツツジはこれまでの議会でもお答えし

ておりますとおり、このところ開花状況が思わ

しくなく、施肥や虫害対策など、花の再生に取

り組んでいるところであります。

　一方、牛根松は、松くい虫防除対策のための

空散事業を終了してからは、ほとんど牛根松は

残っていないような現状のようでございます。

　このようなことを考えますと、制定の見直し

という御指摘もあろうと思いますので、結論を

出すには時間を要すると思いますが、関係課と

協議をしてみたいと考えております。

〇教育長（肥後昌幸）教育行政についての御

質問にお答えいたします。

　垂水中学校施設整備の変更の経緯につきまし

ては、全員協議会での説明や、きのうの北方議

員の御質問にもお答えしたとおりでございます。

また、先ほど市長の答弁もございました。

　これまで、改築の方向で関係者に説明してま

いりましたので、今回の変更は関係者に大変御

迷惑をおかけすることや、改築での整備に期待

されていた方々が残念な思いをされたのではな

いかというふうに思っております。

　保護者等関係者には、機会をとらえて御説明

をしてまいりますけれども、きのう、教委の総

務課長が説明しましたように、大規模改造事業

というのは、建物の主要部分のみを残し、外装・

内装をすべてリフォームいたしますので、大変

きれいになるものでございます。

　曽於市の大隅中学校が校舎整備を大規模改造

で行っておりまして、私も視察に行ってまいり

ました。新築のようにさま変わりしておりまし
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た。きのう、大薗議員も同中を視察されたとい

うふうにお話をされておりましたが、きっと同

じような感想を持たれただろうというふうに思

っております。

　垂水中学校も、この事業で整備をいたします

ので、また同時に耐震化や運動場整備等も進め

てまいります。関係者の皆様にも御理解を賜り

たいというふうに思っております。

　次に、統合後の生徒の部活についての御質問

がございました。

　統合によりまして、平成22年４月の時点で、

生徒数は430名程度になります。現在の垂水中学

校の生徒数よりも、約130名多くなる見込みでご

ざいます。このことは、多種多様な部活の編成

が可能になります。現在の各中学校の実態より

も生徒の選択肢が広がることは、もう確実でご

ざいます。

　しかしながら、部活でのハード面が整備され

ていなければ、その部活の活性化は図れないと

いうことは申し上げるまでもございません。施

設の整備計画で、22年度から校舎の改造に着手

する予定でございますので、文化系の部活動に

ついては、特別教室の整備など、十分配慮した

いというふうに思っております。

　また、体育系の部活動につきましては、運動

場整備も必要でございますので、きのうも北方

議員からの御提案がありましたように、十分な

広さが確保できるように検討したいと思います。

　さらに、必要に応じて陸上競技場等の施設の

活用もできるように配慮したいというふうに思

っております。

　これらのことを踏まえまして、部活動の活性

化が図られるように環境整備に努め、それぞれ

の生徒の個性、特技、技能が伸ばせるように努

力したいと思っております。

　以上でございます。

〇学校教育課長（押川和成）次に、いじめ問

題と不登校の状況についてお答えいたします。

　まず、いじめについてでございますが、教育

委員会へ学校から報告があったものは、平成18

年度、19年度はそれぞれ小学校で２件、中学校

で１件で、３件ずつでございました。平成20年

度は、２月末現在で小学校１件、中学校１件の

計２件、３年間で合計８件でございました。

　いじめの態様としては、冷やかしや悪口が７

件、仲間外れが１件という内訳でございました。

今後も各学校に対して、道徳の授業やいじめ問

題週間の充実、定期的ないじめの実態調査につ

いて指導して、いじめ問題に対して児童・生徒

が主体となって考えたり、取り組んだりする活

動や、保護者・地域への啓発活動の一層の工夫・

改善を促し、問題の早期発見と早期解決に取り

組んでいくようにしてまいりたいと存じます。

　次に、不登校の状況でございますが、年間30

日以上の欠席者数は、平成18年度は小学校が３

人、中学校10人の計13人、19年度が小学校４人、

中学校７人の計11人でした。本年２月末現在に

おける状況は、小学校３人、中学校12人、合計

15人となっております。

　本市の実態は、小・中学校ともに地区、県の

割合を下回ってはおりますけれども、平成21年

度においては、県のスクールカウンセラー配置

事業に加え、本市でもスクールカウンセラーを

配置し、児童・生徒やその保護者に対するカウ

ンセリングの機会をふやして、不登校問題に対

応する体制を整備しようとしているところでご

ざいます。

　次に、垂水中学校の生徒指導上の問題につい

てお答えをいたします。

　議員御指摘のとおり、昨年11月ごろから、一

部の生徒ではありますが、授業の抜け出しのほ

か、警察に補導される事項が少なからず発生し

ております。３年生はもとより、１・２年生も

落ちついた雰囲気で学校生活を送ることができ

るよう、教職員・ＰＴＡが連携した取り組みを

行っているところでございます。
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　具体的には、２月23日から３月４日までの期

間、市役所職員のうち、垂水中学校に生徒が在

籍している保護者で、朝のあいさつや登校指導

の立哨活動と、５・６校時の授業参観を実施を

いたしました。

　また、垂水中学校の取り組みといたしまして

は、３学年の保護者を対象として臨時の学年Ｐ

ＴＡを実施し、２学期後半からの校内外におけ

る問題行動等の現状及び今後の対応策について

説明するとともに、保護者からの意見も交え、

対応策を検討しております。

　さらに、生徒全員が自己実現を図るために、

望ましい環境づくりへの理解と家庭での協力を

求めております。

　さらに、臨時の職員会議を行い、生徒のある

べき姿を全職員で共通理解するとともに、基本

的な生活習慣や学習習慣の確立に向けた具体的

な実践事項について共通理解を図っております。

　教育委員会としましても、平成22年度垂水中

央中学校への統合を控え、垂水中学校への定期

的な学校訪問を実施し、生徒指導上の問題の未

然防止について指導をしてまいりました。今後

も、複雑な家庭環境にある生徒や本人の発達障

害の側面等、問題行動を引き起こす背景をさま

ざまな視点から分析して、垂水中学校はもとよ

り、他の３中学校の生徒指導体制の充実に向け

た支援に努めてまいります。

　また、教員一人一人の生徒観や生徒指導に対

する危機意識高揚に向けた具体的な指導や管理

職研修会、あるいは生徒指導主任研修会等を活

用した指導を充実させる所存でございます。

　平成21年度は、垂水中学校を肝属地区、市の

生徒指導研究協力校に指定して、生徒指導の充

実と、そのもう１つの柱である学習指導の充実

の研究を、市内８小学校と３中学校の協力を得

ながら実践的に推進して、現垂水中学校の教職

員の指導力向上に取り組んでまいります。

　今後とも、旧垂水中学校に通うことになる垂

水南中学校、協和中学校、牛根中学校の生徒や

保護者が安心して楽しく垂水中央中学校へ通う

ことができるよう、警察、大隅児童相談所等、

関係機関との連携を一層強化して、本市小・中

学校の生徒指導の充実に努力してまいりたいと

考えております。

　以上でございます。

〇財政課長（岩元　明）中学校統合に関しま

して、建てかえと大規模改造の比較論といいま

すか、検証結果の資料をもう少し早く市長等に

示すべきではなかったかという御指摘でござい

ましたけれども、これは全くそのとおりでござ

いまして、その御指摘は甘んじて受けたいと思

っております。

　ただ、若干それまでの経緯を、せんだっての

全員協議会でも申し上げましたように、まず市

長・教育長の一般質問の答弁に対しまして、市

長・教育長が建てかえの意向を示されたという

のは私も承知しておりまして、これは市長・教

育長の希望的な考え方なんだろうなという受け

とめ方をしておりましたんですけれども、いよ

いよそういった建てかえの対応を検討しなけれ

ばならないだろうとは思っておったわけです。

　建てかえの合意承認は、市長・教育長はそう

申しておりますけれども、議会の皆様方の意思

といいますか、それは得ておらないということ

に私、気がつきまして、議員の皆様方は一体こ

のことに対して、どういうふうな御意見を持っ

ていらっしゃるんだろうかというのは直接聞い

たことはございませんので、確認といいますか、

そういうことをしなければならないだろうなと

いうふうに考えておったわけです。

　一番いい方法は、私もそのときまで建てかえ

というのを考えておりましたので、今度の３月

議会あたりで建設準備基金条例案を提出して、

それを御承認いただければ、建てかえの建設へ

のゴーサインだということで受けとめられるな

というふうに判断しておったわけです。
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　その前に、昨年11月から、私どもは新年度予

算の予算ヒアリングを各課から聴取しておりま

したけれども、その時点で、新しい中学校の統

合前の改修費用が大体要求として6,000万円ほど

出てきまして、それでびっくりしたようなわけ

で、建てかえを予定しているのに、6,000万円も

かけるのかというような議論になりまして、改

めて、じゃあ建てかえた場合と大規模、そのと

きは大規模改造というのは余り考えていなかっ

たんですけれども、建てかえの検証をしてみよ

うやということで、財政課のほうで検証してみ

た結果が、先日お配りしました資料でございま

す。

　ここで、「最大の誤算」とそこでも申し上げ

ましたけれども、国庫補助が２分の１というこ

とですけれども、大体文科省の補助率というの

は額面どおりにはいかないというのは定説でご

ざいまして、それでも３分の１ぐらいはあるの

かなと思っておりましたけれども、きちっと検

証してみますと、４分の１しか国庫補助は得ら

れないと。仮に建てかえの事業費を20億円とし

た場合に、10億円が国庫補助と考えておりまし

たところ、わずか５億円程度しか来ないという

ことで、残りの15億円を借金で賄わなければな

らないというようなことでございます。借金を

するにしましても、過疎債という有利な事業が

ございますので、これで行きますと70％ほどが

また交付税で返ってきますので、かなり有利な

んでございますが、この過疎債を使っても相当

の一般財源の負担が出てくると。

　それで、財政がたえ得るかなということを検

討したんですけれども、そのときに代案としま

して大規模改造ではどうだろうかということも

あわせて検討したわけです。そうしますと、大

規模改造の場合は、建てかえに比べまして、一

般財源ベースで４億円ほどの差が出てくるとい

うことで、これは、そうだったら代案として大

規模改造ということを市長に進言してみようと

いうことで、私どもが進言したわけでございま

す。そのとき市長は、すぐにこのことを理解し

ていただきまして、引き返すことの御決断をし

ていただいたような次第でございます。

　ですから、これにつきましては、篠原議員も

お認めになりましたように、この資料を見れば、

提示すれば一目瞭然、大規模改造しかできない

んじゃないかというような資料を部下職員がつ

くってくれましたので、これを持って市長も御

理解をいただきまして、議員の皆様方にも御理

解をいただきたいということで、全員協議会を

開いたわけでございます。

　それから、この中身をもう１点、「今回は大

規模改造で対応し、15年ほど経過してから児童

数の減少を考慮した場合の新築でもいいのでは

ないか」という表現が、いかにも信用ができな

いというような御指摘もございましたけれども、

この表現は、あくまでも私どもは建てかえその

ものを、まだこの時点で否定はしていないと。

建てかえに逆にまだ希望を持たす意味で15年と、

15年ごろと、単なる、15年というのは全くあい

まいな数字でございますけれども、この時点で

はまだ建てかえそのものを全く否定していると

いうことじゃなくて、そういう単なる15年とい

う表現を使ったということで御理解いただきた

いと思っております。

〇篠原則議員　一々反論をしておりますと、

あと15分しかございませんので、反論はいたし

ませんが、次の質問をさせていただきます。

　新規作物について、いろいろ検討していただ

いているわけですけれども、垂水では長年耕作

されている作物がたくさんあります。インゲン

を初めキヌサヤ、メロン、トマトと、いろいろ

野菜・果物等も含めて多くの作物がございます。

結果的にこういう作物は、垂水市の風土といい

ますか、地理に適していると考えられるわけで

すよね。そういうものと新規作物の整合性があ

ると思いますけれど、私はこの今の作物を、ぜ
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ひ農家の方々の収量が上がって、収益が上がる

対策を考えていただきたいとお願いをいたしま

す。もう答弁は要りません。時間が15分しかね

で。

　それから、堆肥センターの件ですけれども、

建設当初、ペレット化も検討されたと私は記憶

しておりますけれども、そっちのほうも検討し

ていただきたいと考えております。もう答弁は

要りませんので、よろしくお願いします。

　商工観光課のほうも、もう了解いたしました。

　学校のほうを、ちょっとだけまた質問をさせ

ていただきたいと思います。

　学校生活の指導については、先ほども説明が

ございましたが、御父兄の方々のお話を聞きま

すというと、女性の先生方が多いと。また、先

生方は一生懸命取り組まれてはおりますけれど

も、それでも限界があるんじゃなかろうかと、

こういう話が親御さんから教育委員会のほうに

相談は来ていないのかとか、また生徒たちに、

こういう女性の先生方が多い中で影響は出てい

ないのか、そこら辺を教育長、教えていただき

たいと思います。

　それから、今、学校教育課の課長さんのほう

から答弁がございました、垂水中学校の保護者

の方々が校門で朝の立哨と授業参観をされたと。

これがよかったのか、悪かったのかは別といた

しまして、垂水中学校の生徒たちの風紀の様子

が明らかになったわけですよね。

　そういう中で、本当、「たまげた」という表

現ですよね。授業参観して感じたことをちょっ

とお聞きしましたけれども、１・２年生はまあ

よいと。３年生は、授業をしているのか、休み

時間なのかわからないと。ざわめいていると。

ある生徒が授業を抜け出しても、先生は構わな

いと。注意しない状況にあると。あれでは授業

できる状態ではないんじゃなかろうかというよ

うなお話を聞いております。

　また、授業を抜け出した生徒は、保健室やほ

かのクラスへ行ったり、外へ出ていくすごい状

態であったと。話では聞いておったが、本当に

たまげたと。こういうＰＴＡの方々が授業参観

をしていらしても、平気で抜け出していくとい

うようなことであったそうでございます。

　このような状態になってからは、とめようが

ないと感じられたと。傷が浅いうちに手を打た

ないといけないと。来年も同じようなことにな

るんじゃなかろうかと、本当に懸念されており

ます。

　とにかく、垂水中学校の先生が現体制のまま

では、中学校統合に大きな影響が出てくるおそ

れがあるんじゃなかろうかと、来年があと１年

統合まで、うまく乗り切れるのかと心配をなさ

っております。

　そこで、質問いたしますけれども、時間の関

係でどうなるかわかりませんが。

　そこで、授業参観して、保護者の方々が感じ、

また改善していただきたいことをお聞きしてき

ましたので、答弁をしていただきたいと思いま

す。

　１つ目、全体で男の先生方が３割程度しかい

ないということ、それから、先生方の男女比率

が悪いから、３年生の担任は、３クラスあって

も女の先生方が２名の方が担任を持っておられ

ると。それから、男先生の指導力が、指導力の

ある先生がいなくて、生徒と体を張って向き合

える先生がいないと。それで、市内に期限つき

の教員が多いのは、市教育委員会が県の教育委

員会に力を入れてお願いしていないんじゃなか

ろうかと。幾ら垂水中学校が統合するにしても、

期限つきの先生にしては県内バランスよく人事

をするようにお願いできないものかということ

でございます。

　そして、指導力のある先生を１人でも多く来

ていただきたいということでございます。生徒

へ悪いことは悪いと、しっかりと生徒と向き合

っていく先生が３年生の担任に必要であるから、
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ぜひ教育委員会のほうで指導していただきたい

と。先ほど、部活の面で環境整備をしていただ

くという御答弁がありましたけれども、御父兄

のほうからも、部活ででも指導力のある、生活

指導ですね、スポーツなら技術だけじゃなくて

生活指導のできる先生を来ていただけるように

努力していただきたいということでございます。

　それでなければ、今の学校で、事なかれ主義

でしていらっしゃるように受けとめていらっし

ゃるようでございます。そこあたりを教育委員

会として、ちゃんと学校を指導していただきた

いと注文が来ておりますので、ぜひよろしくお

願いいたします。

　２回目を終わります。

〇教育長（肥後昌幸）篠原議員の御質問に、

時間がございませんけれども。

　まず、垂中の現状でございますが、男女比が、

教師のですね、悪いのじゃないかという御指摘

がありました。おっしゃるとおりでございまし

て、中学校で今、人数をはっきりとここで、は

っきりはしておりませんが、恐らく５・５じゃ

なくて、先ほど３割ぐらいしかとおっしゃいま

したけど、そういうことはございませんで、恐

らく4.5対5.5か４・６、どこかそのぐらいか、

ちょっと女子のほうが多いという状況にはある

ようでございます。

　これも、人事上のことを申し上げますと非常

に複雑でございまして、短時間では御説明でき

ませんけれども、このことは教育事務所にもず

っと申し上げておりまして、毎年改善を図るよ

うにお願いはしております。

　ただ、教諭職員の場合には、いわゆる勤務年

数というのが決まっておりまして、標準年数、

これが６年なんですね。そうすると、年数が来

ないとかえられないというのがある。ですから、

年次的にかえておる場合、例えば、今度22年度

に統合いたしますと、大体教員が５名ほどふえ

ます。だから、そういうときに22年、ことしが

ほとんど人数がふえないもんですから、余り大

きく変わらないんですけれども、22年には５名

ふえますので、そういうときにこの男女比の改

善というのはしていきたいというふうに思って

おります。

　それから、期つきが特に垂水の場合には、ほ

かのところに比べて多いのではないかというこ

とでございましたけれども、そういうことは決

してございませんで、どこの地区もこれは似た

ようなものがあるはずなんです。

　ただ、本市の場合には、再来年度ですね、22

年度に統合するというのが決まっておりますの

で、例えば牛根中、協和中、南中にはきちんと

した教員を配置できない事情がございます。と

いいますのは、統合したときに、これは垂中に

来るわけでございますけれども、そのときに教

科制ですからね、いわゆるその専門の教師がお

れば過員を抱えることになる。そうすると、年

数が来ていないのに動かすことになると。そう

いうのが人事上できないものですから、３中学

校には非常に御迷惑をおかけしておりまして、

それはまた22年には、これは解消できるという

ふうに思っております。

　指導力のない教員が多いのではないかという

ことがございましたけれども、今垂中では、校

長が本年度かわりまして、非常に一生懸命取り

組んでくれております。それがなかなか功を十

分奏していないというのは事実でございますけ

れども、今徐々に、これは手のひらを返したよ

うにはなかなかできないと思いますけれども、

今鋭意努力をしておりますし、また教育委員会

としましても、指導主事をしょっちゅう学校の

ほうにも派遣をしております。また私も、うち

の学校教育課長も折を見て行って、そしてまた

指導もしております。ことし１年ございますの

で、来年の統合のときには非常に生まれ変わっ

たと言われるように、一生懸命頑張ってまいり

たいというふうに思っております。

― 159  ―



　以上でいいでしょうか。

〇篠原則議員　教育委員会にお願い、もう１

回質問をさせていただきます。

　校舎問題については、いろいろ問題や事情が

あるという説明もありましたが、やはり大人が

子供の夢を壊さないように、希望を持たせてい

ただきたいと。子を持ち上げ落とすようなこと

はいけないと私は考えております。

　また、農業公社についても言えることですけ

れども、市の職員は、目先のことも大事であり

ますけれども、将来のことを考え、本市の進む

べき道を慎重に見きわめることも大事じゃなか

ろうかと思っておりますので、市長、この辺も

職員の方々等御指導いただけるよう、よろしく

お願いいたします。

　次に、やはり親御さんは、学校に安心して預

けられる環境を望んでいらっしゃいます。教育

長も、できるだけ県の教育委員会に働きかけて

いただきまして、なるべく生活指導に関して指

導力のある、男性の教員がいいということです

ので、多い学校にしてもらいたいと、父兄から

のお願いでございます。これも教育長の仕事で

はなかろうかと考えております。もう答弁は要

りませんが。

　いじめ・不登校問題についてですが、私がな

ぜこの問題を取り上げますかといいますと、平

成24年４月には市内中学校が統合され、新たに

垂水中央中学校として出発いたしますわけです

けれども、今回の中学校の諸問題が発覚したと

き、多くの方々から「垂水中央中学校に行くこ

とか」というようなお話も聞いております。そ

ういう不安の声が多いそうでございます。また

その辺は、統合に向けてしっかり問題を解決し

ていただきたいわけですけれども、議長のほう

でも大変心配をなさっていらっしゃいまして、

境はもちろん、牛根から中央中学校に来る人は

いなくなりますよと、議長も心配していらっし

ゃいます。

　このことについても、時間があれば答弁をい

ただきたいわけですけれども、もう時間がござ

いませんので、要望で終わらせていただきます。

また機会があったら質問をさせていただきます

ので、よろしくお願いします。

　ありがとうございました。

〇議長（徳留邦治）以上で、平成21年度施政方

針並びに各会計予算案に対する総括質疑及び一

般質問を終わります。

　　　△委員会付託

〇議長（徳留邦治）お諮りします。

　平成21年度各会計予算案を各所管常任委員会

にそれぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、平成21年度各会計予算案は、各所管

常任委員会にそれぞれ付託することに決定しま

した。

　　　△日程報告

〇議長（徳留邦治）本日の日程は、以上で全

部終了しました。

　明12日から18日までは、議事の都合により休

会とします。

　次の本会議は、３月19日午前10時から開きま

す。

　　　△散　　会

〇議長（徳留邦治）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後３時42分散会
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平成21年３月19日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第１号～議案第14号、議案第28号

　　　　～議案第42号、陳情第14号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第１、議案第１号か

ら日程第14、議案第14号まで並びに日程第15、

議案第28号から日程第29、議案第42号までの議

案29件、及び日程第30、陳情第14号の陳情１件

を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします

議案第１号　垂水市企業立地の促進等による地

　　　域における産業集積の形成及び活性化に

　　　関する法律第10条第１項の規定に基づく

　　　準則を定める条例　案

議案第２号　垂水市企業立地の促進等による地

　　　域における固定資産税の特別措置に関す

　　　る条例　案

議案第３号　垂水市介護従事者処遇改善臨時特

　　　例基金条例　案

議案第４号　垂水市病院事業の設置等に関する

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第５号　垂水市ひとり親家庭医療費助成に

　　　関する条例の一部を改正する条例　案

議案第６号　垂水市乳幼児医療費助成条例の一

　　　部を改正する条例　案

議案第７号　垂水市教育委員会教育長の給与に

　　　関する条例等の一部を改正する条例　案

議案第８号　垂水市職員の給与に関する条例の

　　　一部を改正する条例　案

議案第９号　垂水市職員退職手当支給条例の一

　　　部を改正する条例　案

議案第10号　垂水市防災会議条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第11号　垂水市個人情報保護条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第12号　垂水市認可地縁団体印鑑の登録及

　　　び証明に関する条例の一部を改正する条

　　　例　案

議案第13号　垂水市国民健康保険条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第14号　垂水市道路線の認定について

議案第28号　平成21年度垂水市一般会計予算　

　　　案

議案第29号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計予算　案

議案第30号　平成21年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計予算　案

議案第31号　平成21年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計予算　案

議案第32号　平成21年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計予算　案

議案第33号　平成21年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計予算　案

議案第34号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計予算　案

議案第35号　平成21年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計予算　案

議案第36号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　予算　案

議案第37号　平成21年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計予算　案

議案第38号　平成21年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計予算　案

議案第39号　平成21年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計予算　案

議案第40号　平成21年度垂水市水道事業会計予

　　　算　案

議案第41号　平成21年度垂水市病院事業会計予
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　　　算　案

議案第42号　垂水市介護保険条例の一部を改正

　　　する条例　案

陳情第14号　ＷＴＯ農業交渉に関することにつ

　　　いて

〇議長（徳留邦治）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長堀添國尚議員。

　　　［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］

〇産業厚生委員長（堀添國尚）おはようござ

います。

　去る２月26日、３月10日及び３月11日の本会

議において産業厚生委員会付託となりました各

案件について、３月13日委員会を開き審査いた

しましたので、その結果を報告します。

　最初に、議案第３号垂水市介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例案、議案第４号垂水市病院

事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例案、議案第５号垂水市ひとり親家庭医療費助

成に関する条例の一部を改正する条例案、議案

第６号垂水市乳幼児医療費助成条例の一部を改

正する条例案及び議案第14号垂水市道路線の認

定についてについては、いずれも原案のとおり

可決されました。

　次に、議案第28号平成21年度垂水市一般会計

予算案中の所管費目については、原案のとおり

可決されました。

　次に、議案第33号平成21年度垂水市地方卸売

市場特別会計予算案、議案第34号平成21年度垂

水市介護保険特別会計予算案、議案第35号平成

21年度垂水市老人保健施設特別会計予算案、議

案第36号平成21年度垂水市と畜場特別会計予算

案、議案第37号平成21年度垂水市潮彩町排水処

理施設特別会計予算案、議案第38号平成21年度

垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算案、

議案第39号平成21年度垂水市簡易水道事業特別

会計予算案、議案第40号平成21年度垂水市水道

事業会計予算案及び議案第41号平成21年度垂水

市病院事業会計予算案については、いずれも原

案のとおり可決されました。

　次に、議案第42号垂水市介護保険条例の一部

を改正する条例案ついては、原案のとおり可決

されました。

　次に、閉会中の継続審査となっていました陳

情第14号ＷＴＯ農業交渉に関することについて

は、採択とし、意見書案を提出することに意見

の一致を見ました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）次に、総務文教委員長池之

上誠議員。

　　　［総務文教委員長池之上　誠議員登壇］

〇総務文教委員長（池之上　誠）おはようご

ざいます。

　去る２月26日及び３月11日の本会議において

総務文教委員会付託となりました各案件につい

て、３月16日及び17日委員会を開き審査いたし

ましたので、その結果を報告します。

　最初に、議案第１号垂水市企業立地の促進等

による地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則

を定める条例案については、審議過程で関係各

課の連携不足の点が見受けられ、否決されまし

た。

　次に、議案第２号垂水市企業立地の促進等に

よる地域における固定資産税の特別措置に関す

る条例案については、議案第１号と関連がある

という認識に基づき、否決されました。

　次に、議案第７号垂水市教育委員会教育長の

給与に関する条例等の一部を改正する条例案、

議案第８号垂水市職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例案、議案第９号垂水市職員退

職手当支給条例の一部を改正する条例案、議案

第10号垂水市防災会議条例の一部を改正する条

例案、議案第11号垂水市個人情報保護条例の一

部を改正する条例案、議案第12号垂水市認可地
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縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例案及び議案第13号垂水市国民健

康保険条例の一部を改正する条例案については、

いずれも原案のとおり可決されました。

　次に、議案第28号平成21年度垂水市一般会計

予算案中の所管費目及び歳入全款については、

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第29号平成21年度垂水市国民健康

保険特別会計予算案、議案第30号平成21年度垂

水市老人保健医療特別会計予算案、議案第31号

平成21年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算

案及び議案第32号平成21年度垂水市交通災害共

済特別会計予算案については、いずれも原案の

とおり可決されました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　それでは、議案31号及び34号、42号について、

反対の立場で討論させてもらいます。

　まず最初に、議案第31号平成21年度垂水市後

期高齢者医療特別会計予算案について、反対の

立場で討論をします。

　昨年スタートした後期高齢者医療制度は、実

施前から、「こんな保険料を取られたらとても

生きていけない」「長生きは罪ですか」と、名

称も含めて、日本列島を揺るがす怒りが沸き起

こりました。75歳という年齢を重ねただけで、

今まで加入していた国保や健保から追い出され、

保険料も年金天引きされ、また、払えない高齢

者の保険証の取り上げ問題もありました。さら

に、委員会でも健診率が低くなっていることが

明らかになった健康診断から、外来、入院、終

末期まで、あらゆる段階で安上がり差別医療を

押しつけている問題もあります。今後、時がた

てばたつほど国民負担も高齢者への差別医療も

どんどんひどくなっていく仕組みです。

　今、１年が経過しようとしていますが、この

制度への国民の批判はおさまっていません。も

ともと高齢者を別枠の保険に囲い込み、医療費

を削減しようとする発想が間違っていると考え

ます。制度実施後、政府は国民の批判に押され、

見直しや改善を重ねていますが、一層制度を複

雑にしています。そして、国民の不安や怒りは

広がるばかりであり、それをあらわすものの１

つとして、不服請求の申請は１万件を超えてい

ます。また、全国の議会でも制度の廃止を求め

る意見書が多数上がっています。

　このような国民の怒りが広がっていることや、

制度の見直しが繰り返されることは、構造的な

欠陥を抱えていることを証明しているようなも

のです。これでは、高齢者差別の害悪は解決で

きないと確信をします。制度が存続すればする

ほど高齢者を苦しめるものになり、高齢者の命

と暮らしを守るものにはなりません。

　このように、この医療制度の問題点は、１つ

目は、医療費削減のために高齢者を差別するよ

うな法は許されないことです。２つ目には、制

度が存続すればするほど国民を苦しめるものに

なるということです。75歳以上の人口がふえれ

ば自動的に値上がりする制度です。３つ目は、

すべての世代に重い負担を押しつける制度であ

るということです。後期高齢者の医療費がふえ

れば、連動して国保や健保の後期高齢者支援金

にも負担が求められます。

　このようなことから、私は、憲法25条の生存

権や憲法14条の「法の下の平等」を踏みにじる

ような高齢者差別法は撤廃するしか解決の道は

ないと考えます。そして、国民は今、国が社会
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保障の削減路線をやめ、医療に伴う予算を増額

し、高齢者が安心できる医療制度を実現してい

くことを求めています。

　よって、以上のような理由により、後期高齢

者医療特別会計の予算案には反対をします。

　次に、議案34号平成21年度垂水市介護保険特

別会計予算案と、議案42号垂水市介護保険条例

の一部を改正する条例案に反対する立場で討論

します。両議案は関連する内容がありますので、

統一的に討論をいたします。

　介護保険制度は、４月で、2000年の制度開始

から10年を迎えます。この間、介護サービスの

総量はふえましたが、社会保障切り捨ての「構

造改革」のもとで負担増や「介護取り上げ」が

進み、家族介護の負担は今も重たく、１年間に

14万人近い人が家族の介護のために仕事をやめ

ると言われています。また、高い保険料や利用

料を負担できず、制度を利用できない低所得者

も少なくないと言われています。さらに、介護

現場では、たび重なる介護報酬の引き下げによ

り劣悪な労働条件になっています。一刻も早く

このような問題を解決し、だれもが安心して利

用でき、安心して働ける介護保険制度への抜本

的な見直しが今、求められています。

　さて、問題の保険料は３年ごとに見直されて

いますが、本市でもそのたびごとに値上げにな

ってきています。これは、現在の介護保険は、

利用がふえたり、労働条件が改善されれば、直

ちに低所得者も含めて、保険料・利用料が連動

して値上げされるという根本的な矛盾を抱える

ところに問題があります。今の介護保険制度は、

介護サービスを受ける人も、提供する人にとっ

てもつらい制度になっているのが現状です。

　そんな中、政府は、国民の批判を受け、人材

不足のために４月から介護報酬を引き上げるに

当たり、保険料の値上げを抑えるため、これま

で自治体に厳しく禁じてきた介護保険への一般

財源の繰り入れを決めました。2009年度は引き

上げ分の全額を、2010年度は半分を国庫負担と

する内容です。これは、制度の矛盾を政府自身

が認めざるを得なくなった結果でもあります。

だれもが安心して利用でき、働ける制度にして

いくためには、政府は国庫負担を介護保険が実

施される前の５割に引き上げるべきです。また、

全国でも平均で4,000円の介護保険料の負担は重

たく、負担能力に応じて払える水準にすべきで

あると考えます。先般の総括質疑でも示したよ

うに、本市でも保険料がこの４年間で最低でも

5,000円、最高で４万円も引き上げられ、高齢者

の生活に大きな影響を与えています。

　今、国民の暮らしを支え、命と健康を守るべ

き社会保障が、生活苦や将来不安を逆に増大さ

せている。特に、低所得者が真っ先に命と健康

を守る社会保障制度から排除され、社会保障制

度自体が格差と貧困に追い打ちをかける状況に

あります。こんな中、介護保険料の値上げは問

題ではないでしょうか。

　今回示された値上げの要因は、今まで述べた

内容からも、被保険者に求めるものではないと

考えます。ましてや、この間の介護保険法の改

悪で給付抑制が進められてきて、各市町村に2008

年度末で、高齢者から取り過ぎた保険料は推定

で3,800億円も積み立てられています。本市では

1億1,535万8,000円の給付準備基金となっていま

す。これは３年前の見直しときの約３倍です。

この結果は、介護予防の取り組みでの職員の皆

さんの努力もあるし、家族の負担や献身的な支

援もあると考えます。であるならば、高齢者に

返すのが当然のお金ではないでしょうか。政府

も「本来当該基金が造成された期における被保

険者に還元されるべきものである」と示してい

るように、準備基金は被保険者に還元し、保険

料の値上げの抑制に使用する性格のものです。

今回、一定額は使用されていますが、最低でも

現在の保険料を引き上げないということが、基

金の活用でできたと考えます。また、「高齢者

― 165  ―



が増加し、認定率も高くなる」と値上げの要因

を挙げていますが、介護予防の活動など、高齢

者の生活支援や健康づくりには自治体が大いに

責任を果たすべきものです。高くなると決めつ

けるのは問題ではないでしょうか。

　よって、高齢者の生活実態や準備基金の性格

や内容からも、また、高齢者の命と健康、そし

て生活を守るためにも、介護保険料の値上げは

認められません。両議案に反対をいたします。

　以上です。

〇議長（徳留邦治）以上で、通告による討論

は終わりました。

　ほかに討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　総務文教委員長の報告で否決とありました議

案第1号及び議案第２号、並びに御異議がありま

す議案第31号、議案第34号及び議案第42号を除

き、各議案を委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、総務文教委員長の報告で否決とあり

ました議案第１号及び議案第２号、並びに御異

議があります議案第31号、議案第34号及び議案

第42号を除き、各議案は、各委員長の報告のと

おり決定しました。

　次に、議案第１号及び議案第２号に対する委

員長の報告は否決でありますので、原案につい

て採決いたします。

　まず、議案第１号を原案のとおり決すること

に賛成の方は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（徳留邦治）ただいま１名欠席で、可

否同数です。

　よって、地方自治法第116条第１項の規定によ

り、議長において本議案に対する可否を採決し

ます。

　本議案については、議長として否決と採決し

ます。

　次に、議案第２号を原案のとおり決すること

に賛成の方は、起立を願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（徳留邦治）起立多数です。

　よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。

　次に、御異議がありますので、議案第31号、

議案第34号及び議案第42号について、採決しま

す。

　まず、議案31号を起立により採決いたします。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（徳留邦治）起立多数です。

　よって、議案第31号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第34号を起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（徳留邦治）起立多数です。

　よって、議案第34号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第42号を起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（徳留邦治）起立多数です。

　よって、議案第42号は委員長の報告のとおり
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決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　陳情第14号を委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、陳情第14号は採択とすることに決定

しました。

　　　△議案第43号～議案第51号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第31、議案第43号から

日程第39、議案第51号までの議案９件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第43号　市長専決処分事項の指定の一部改

　　　正　案

議案第44号　垂水市職員定数条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第45号　過疎地域自立促進市町村計画の変

　　　更について

議案第46号　平成20年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第５号）案

議案第47号　垂水市副市長の選任について

議案第48号　垂水市監査委員の選任について

議案第49号　人権擁護委員候補者推薦につき意

　　　見を求めることについて

議案第50号　人権擁護委員候補者推薦につき意

　　　見を求めることについて

議案第51号　平成20年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第６号）案

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

　議会運営委員長川畑議員。

　　　［議会運営委員長川畑三郎議員登壇］

〇議会運営委員長（川畑三郎）議案第43号市

長専決処分事項の指定の一部改正案について、

提案理由を御説明申し上げます。

　訴えの提起は、地方自治法第96条第１項第12

号に規定されておりますように、議会の議決事

項でございます。

　今回の改正は、市営住宅及び定住促進住宅に

係る家賃等の請求及び明け渡しの請求に関する

訴えの提起、和解及び調停に関することを、地

方自治法第180条第1項の規定により、市長が専

決処分して議会に報告することで事務の効率化

を図ることを目的としております。

　内容としましては、退去者、死亡者及び行方

不明者等に対しては不納欠損処分を行うととも

に、継続入居者等に対しては、連帯保証人への

保証債務の履行、裁判所における即決和解や明

け渡し訴訟などの法的措置を円滑に行い、住宅

使用料の徴収率の向上につなげようとするもの

でございます。

　具体的には、別紙新旧対照表のとおり、１の

指定事項に、３号としまして、「市営住宅及び

定住促進住宅に係る家賃等の請求及び明け渡し

の請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関

すること。」を追加するものでございます。

　なお、施行期日は、平成21年４月１日からと

いたしております。

　以上で提案理由の説明を終わりますが、御賛

同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇総務課長（今井文弘）議案第44号垂水市職

員定数条例の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。

　現在、牛根分遣所の勤務体制につきましては、

職員数42名体制時、所長以下11名でありました

が、２名の退職後、平成17年４月1日からは所長

以下9名体制となり、昼間については、土・日・

祝日を除き、所長以下４名で、夜間については

３名で消防・救急業務を行ってきております。

　しかしながら、現体制では、消防法施行令第

44条に規定されております救急自動車１台当た

りの救急隊員の乗車３名以上という体制がとれ

ない状況にあります。

　そこで、市民が不安、不信を招かないように、
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また消防全体の信用を失墜させないためにも、

法に規定された救急隊員の確保のため人員の増

を図る必要がありますことから、今回、職員定

数の改正を行うものであります。

　改正内容でありますが、新旧対照表で御説明

いたします。

　第２条７号中の消防職員「40人」を「44人」

に改め、同条９号中の職員数の合計を「292人」

から「296人」に改めようとするものであります。

　なお、この条例は、附則におきまして、平成

21年４月１日から施行しようとするものであり

ます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇企画課長（迫田裕司）議案第45号過疎地域

自立促進市町村計画の変更について、御説明い

たします。

　さきに平成16年12月１日付議決第101号をもっ

て議決した過疎地域自立促進市町村計画の内容

を、別紙のとおり変更したいので、過疎地域自

立促進特別措置法第６条第６項の規定に基づき、

議会の議決を求めようとするものでございます。

　なお、今回の変更は、新たに道の駅増設整備

事業を追加しようとするもので、その内容につ

いては商工観光課長が説明します。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）議案第45号の過

疎地域自立促進市町村計画の変更について、事

業内容を御説明申し上げます。

　この道の駅増設整備事業は、道の駅の今後の

運営に関する課題の１つでございましたレスト

ラン・物販施設を、手狭な状況にございました

ことから、拡張整備しようとするものでござい

まして、概算事業費はお示ししておりますとお

りで、現在の施設面積約238平方メートルを拡張

いたしまして、348平方メートルほどに規模を広

げ、施設の充実を図り、サービスの向上に努め

ようとするものでございます。

　この事業は、農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金事業により事業実施する予定でござい

まして、これによる補助金のほかに、なおも不

足する市負担分について過疎債を充当いたした

く、この計画の変更について議決を求めるもの

でございます。

　御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇財政課長（岩元　明）議案第46号平成20年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案を御説

明申し上げます。

　今回の補正は、国の２次補正予算による定額

給付金の支給、及び農山漁村活性化プロジェク

ト交付金を財源とする観光施設整備の新年度か

らの前倒し、並びに子育て応援特別手当の支給

のほか、市単独の商工振興資金利子補給の追加

補助などに伴う予算措置と、本年度事業費の確

定及び繰り越し状況を明らかにしようとするも

のでございます。

　今回、歳入歳出とも５億3,555万5,000円追加

しますので、これによる補正後の歳入歳出予算

総額は、95億5,506万7,000円になります。

　補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲げ

てあるとおりでございます。

　地方自治法第213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越して使用することになりました経費

は、５ページの第２表繰越明許費にお示しして

あります。

　項目が多いのでわかりにくいと思いますが、

整理しますと、６ページの土木管理費の建設残

土処分場整備事業と、道路橋梁費の市道瀬戸山

線道路改良事業ほか３路線は、通常事業の繰り

越しでございます。そのほかは、さきの４号補

正でお示しした地域活性化・生活対策臨時交付

金による全事業、及び今回の５号補正案でお示

しします定額給付金並びに農山漁村活性化プロ

ジェクト交付金事業と子育て応援特別手当でご

ざいます。このうち、通常事業の建設残土処分
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場整備事業と市道改良事業４路線は、それぞれ

の理由により十分な工期が確保できなくなった

ため、繰り越すものでございます。

　繰り越しに要する財源は、市債と一般財源で

す。

　いずれも本年４月末までに完成する予定でご

ざいます。

　本議会初日に提出しました４号補正の地域活

性化・生活対策臨時交付金による全事業及び本

日提出しました５号補正案の定額給付金の事務

費の一部を除くほとんどの額、並びに農山漁村

活性化プロジェクト交付金事業と子育て応援特

別手当の支給に係る全額を繰り越します。

　繰り越しに要する財源は、国庫補助金と市債、

及び一般財源でございます。

　定額給付金の支給を初め、できるだけ早急な

予算執行を図ってまいります。

　地方債にも補正がありましたので、７ページ

をごらんください。

　港湾整備ほか３事業は、一般公共事業債が認

められておりましたが、充当率が90％から100％

に引き上げられましたので、一般財源の負担を

緩和するため、お示ししております額をそれぞ

れ追加借り入れようとするものでございます。

　また、観光施設整備として、道の駅整備が農

山漁村活性化プロジェクト交付金事業として国

の２次補正予算に認定されましたので、新年度

当初予算から前倒して予算化し、なお不足する

財源は過疎債を借り入れようとするものでござ

います。

　８ページは、御承認いただいていたそれぞれ

の事業の借入額を、右の欄にお示しする額に増

減し、借入総額を７億9,940万円から９億2,050

万円に変更しようとするものでございます。こ

のうち、辺地債で継続実施している猿ヶ城キャ

ンプ場整備も農山漁村活性化プロジェクト交付

金事業として国の２次募集に認定されましたの

で、新年度当初予算から前倒しで実施しようと

するものでございます。

　14ページからの歳出事項別明細について説明

いたします。

　総務管理費の企画費は、定額給付金とその支

給に要する事務費でございます。

　民生費の児童福祉費は、子育て応援特別手当

交付金とその支給に要する事務費でございます。

　16ページから17ページは、事務事業の確定に

伴う予算整理です。

　18ページの商工費のうち、商工業振興費は、

経済対策の一環として、市商工振興資金の利子

補給を追加措置するものでございます。

　観光施設整備は、先ほどから何度も申し上げ

ておりますように、猿ヶ城キャンプ場整備と道

の駅整備に係る事務事業経費の新年度からの前

倒しの分でございます。

　19ページ以降は、事務事業の確定と翌年度繰

り越しに伴う予算整理でございます。

　これらに対する歳入は、前に戻りますが、９

ページの事項別明細書の総括表及び11ページか

ら歳入明細にお示ししてありますように、国庫

支出金と市債を増額し、地方消費税交付金及び

県支出金並びに財政調整基金からの繰入金を減

額して、予算の均衡を図りました。

　以上で説明を終わります。よろしく御審議方

願います。

〇市長（水迫順一）議案47号から50号までの

人事案件につきまして御説明を申し上げます。

　まず、議案第47号垂水市副市長の選任につい

てを御説明申し上げます。

　現在副市長であります水迫恒美氏が、平成21

年３月31日をもちまして任期満了となることか

ら、新たに小島憲男氏を副市長として選任しよ

うとするものでございます。

　選任しようとする小島憲男氏の住所は、垂水

市田神2281番地でございます。生年月日は、昭

和21年10月22日でございます。

　なお、この議案の上程は、地方自治法第162条
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の規定に基づき、議会の同意を求めるものでご

ざいます。

　御同意いただきますようよろしくお願いを申

し上げます。

　次に、議案第48号垂水市監査委員の選任につ

いてを御説明申し上げます。

　識見を有する者のうちから選任いたしました

監査委員小島憲男氏が、平成21年３月31日をも

って辞職されることから、新たに馬籠義人氏を

監査委員として選任しようとするものでござい

ます。

　選任しようとする馬籠義人氏の住所は、垂水

市錦江町１番地47でございます。生年月日は、

昭和23年８月12日でございます。

　なお、この議案の上程は、地方自治法第196条

第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるも

のでございます。

　御同意をいただきますようよろしくお願いを

申し上げます。

　次に、議案第49号及び議案第50号について、

一括して御説明を申し上げます。

　両議案とも、人権擁護委員候補者の推薦につ

き、議会の同意を求めるものでございます。

　まず、議案第49号は、現在人権擁護委員であ

ります川畑弘子氏が、平成21年６月30日をもっ

て任期満了となりますことから、引き続き同氏

を推薦するに当たり、人権擁護委員法第６条第

３項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの

でございます。

　推薦しようとする川畑弘子氏の住所は、垂水

市本町８番地、生年月日は、昭和15年４月３日

でございます。

　次に、議案第50号でございますが、現在人権

擁護委員であります黒石田時江氏が平成21年６

月30日をもって任期満了となりますことから、

引き続き同氏を推薦するに当たり、人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見

を求めるものでございます。

　推薦しようとする黒石田時江氏の住所は、垂

水市新城829番地２、生年月日は、昭和18年６月

１日でございます。

　なお、人権擁護委員の任期は３年でございま

す。

　以上で両議案の説明を終わりますが、よろし

く御審議をいただきますようお願いを申し上げ

ます。

〇財政課長（岩元　明）議案第51号平成20年

度垂水市一般会計補正予算（第６号）案を御説

明申し上げます。

　今回の補正の理由は、平成20年度の地方交付

税のうち、特別交付税が前年度交付額より4,188

万6,000円上回り、本年度予算に計上していた額

を9,380万円上回って交付されたことに伴い、本

年度予算に計上していた財政調整基金からの繰

り入れ予定１億6,553万円のうち、特別交付税の

予算計上額を上回った9,380万円を充て、繰り入

れ解消をしようとするものでございます。

　歳入財源の組み替えだけでございますので、

歳出補正は伴わず、予算総額も変わりません。

　なお、これにより、財政調整基金の本年度末

の残高は、前年度末の４億3,600万円から若干ふ

えて４億4,500万円になります。

　よろしく御審議方お願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時44分休憩

　　　　　午前11時26分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。
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〇篠原則議員　議案第44号垂水市職員定数条

例の一部を改正する条例案に対しまして、基本

的には賛成でございますけれども、少し質問を

させていただきます。

　県との関連があるというような指摘を受けて

おるわけですから、これは何で今ごろ出るのか

という気持ちで質問をさせていただきます。

　先ほど議案第１号が否決されたわけですけれ

ども、これも議会で決めたわけですからいたし

方がないと思いますけれども、県が推進する企

業立地に関する条例案でございますので、県の

ほうから不審を抱かれるんじゃなかろうかと心

配もしております。また、これが新聞記事なん

かに載ってしまいますというと、県内の自治体

からも不信感を持たれるんじゃなかろうかと私

は考えております。

　そういう意味から、この定数条例、これにつ

いて私、いろいろ消防のほうを調査、いろいろ

して、これＡ４で11枚ぐらいなんですけど、こ

れを全部読み上げたら大変ですので、肝心なと

ころをお聞きしたいと思います。

　まず、消防法は、皆さん御存じのとおり、救

急車は３名以上乗務しなければならないと規則

で定められているわけですけれども、これにつ

いて、県内何カ所かそういう規則違反といいま

すか、それがあったわけで、去年、20年２月、

鹿児島県の危機管理局長より通達があったはず

でございます。それを総務課長、お尋ねします

が、通達をちゃんと総務課長が受けておれば、

この議案は昨年の３月議会に出るのが妥当では

ないかと考えるわけですけれども、その辺につ

いてお尋ねをいたします。

〇総務課長（今井文弘）今、議員が御質問の

とおりに、平成20年の２月に県からの通知が来

ております。これは消防本部のほうに来ており

まして、この通知が私どものほうに回ってきて

ないということで、本当に申しわけないんです

けれども、そういう連携について非常にできて

いないという面で申しわけないんですが、そこ

ら辺は私も今回初めて知ったということで、議

員が御指摘のとおりに、これが私どものほうに

回ってきておれば確かにそういうことで、ここ

で改正、当然すべきではないかという協議にも

入ったと思っております。今回こうしてなった

のは、そういうことで、ここまでの連携がとれ

ていなかったのかなと非常に反省はしていると

ころでございます。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇篠原則議員　総務課のほうに消防から来て

いなかったと、そういうことじゃ、市長が一生

懸命いろんなことで県のほうにお願いされても、

県からの通知を守れないと、１年間もですね、

そういうことじゃ、またこっちのほうでも県の

ほうから不信感を抱かれるんじゃなかろうかと

思っております。

　そういうことで定数条例が出されたわけです

けれども、私は、人員をふやせばいいというわ

けでもないと思いますけれども、しかし、市民

の安全・安心という意味からはいたし方ないの

かなと考えております。

　そこで消防長、ちょっとお尋ねしますけれど

も、人員が何名になろうと、私、聞いた、いろ

いろ調べたところによりますというと、ある方

は「垂水の消防は10年近くおくれている」とい

う言葉も聞きました。それは何でやろかいとい

うことで、特に救急救命士、そういうことによ

って研修、そこら辺に行くにはやっぱり予算が

伴うと思うわけですけれども、予算要求をした

のか、消防署員の資質の向上のために予算要求

をしたのか、それとも当局が予算をつけてくれ

なかったのか、それだけよろしくお願いします。

〇消防長（関　修三郎）篠原議員の今の質問

にお答えします。

　他市町村からしますと10年近くおくれている

んじゃないか、研修、それ等も実施したのかと
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いうことでありますけど、研修については、今

の現在の人員では研修にやる人材が、体制がと

れない状況でありましたので、それで実際はや

っておりません。それと、予算要求も、当然こ

れも実施しておりません。

　それで、現状でありますと、消防学校の学校

入校、あるいは救急救命士の気管挿管、そうい

う面についても、人員が不足について、やれる

体制ではなかったということであります。

　以上です。

〇篠原則議員　最後ですけど、消防長の答弁

がありましたが、理解するところもありますけ

れども、なかなか理解しがたいところもござい

ます。

　消防学校には行っているわけですよね。（「は

い」と呼ぶ者あり）消防学校に行っているとい

うことは、人員が足っても足らんでも、やらん

ないかんわけですよね。（「はい」と呼ぶ者あ

り）

　そういうことで、消防職員の皆さんはもう大

変な仕事だとは考えております。だから、ここ

で定数をふやすということは賛成ではございま

すけれども、１勤１休ですよね、そういう中で、

大変な仕事の中でも、休みの日はそれなりに余

裕のある生活をなさっているように私は考えて

おります。

　そこで、県内の消防関係の方のお話を聞きま

すというと、どこの自治体も、職員にしろ消防

職員にしろ、目いっぱいのところで、定員であ

ると考えております。そこで、３交代制を検討

されているところもあるとお聞きしております

けれども、そこら辺について御答弁をよろしく

お願いします。

〇消防長（関　修三郎）県内の３交代制も、

熊毛地区と阿久根地区で実施しております。そ

れは、３交代制も検討しましたけど、今の人員

では、本署でありますと８名確保、あるいは分

遣所においては４名確保でありますので、常時

12名いなければできないんです。それを３部制

にしますと、36名の隔日勤務者が必要なもんで

すから、現在34名であるもんですから、それで

は研修もやれないし、また特別休暇等が発生し

た場合、やはり今の体制では人員が足らないと

いうことで、今回いろんな人員増もいろいろ検

討しましたけど、もうどうにもならないという

ことで、今回こういう体制の人員増を要望いた

しました。現状ではちょっと難しい、３部制は、

今までよりか、この体制よりか悪く、研修も何

もやれない状況になります。

　以上です。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇川達志議員　篠原議員との関連であります

ので。

　今回の消防の件でありますけれども、いろい

ろ言いたいことはあるんですが、ただ１点、消

防内でこの難問に、本当に真剣に検討したのか、

ただ法律でそうなったから増員じゃなかったの

か。こんなばかな話はない、この厳しい財政状

況の中で。その点は指摘をしておきます。答弁

は要りません。

　今回の定数条例もそうであります。けさの１

号議案もそうであります。これまでにも、議案

の上程方法を見ても、私は何回も言いましたけ

れども、判断基準が甘いような気がしました。

本当に十分な議論や検証をされたのか、そうし

た上での条例の上程がなされたのか、本当に疑

問に思います。各所管課長は、自分の業務にお

いて責任を持って協議・検討を行う必要があり

ます。そして、場合によっては関係課と調整を

図り、責任を持って判断をすべきであります。

　今、コンプライアンスという言葉があります

が、きょうの議会でもそうであります。すべて

法律に基づいて進行されている。法治国家であ

ります。当然です。そういった中、垂水の職員

の皆さん方に、法律を守っていく、コンプライ
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アンス、危機感を持って仕事をされているのか

非常に疑問です。

　総合計画にも掲げてあります。市民のニーズ

にこたえられる職員の養成・育成が必要である。

当然のことです。さらには、問題を解決する能

力、危機回避能力も職員は身につけていかなけ

ればならない。そういう時代であります。

　そういったことを踏まえて、実質上の人事管

理上の責任者である総務課長、見解をお伺いを

したい。

〇総務課長（今井文弘）それでは、川議員

の御質問にお答えいたします。

　各課それぞれ所管業務がございます。そして、

法律改正や各省庁の指針等が出された場合、そ

してまた、先ほどもありましたが、通知が来た、

そういう場合、所管課で受理をしまして、その

内容につきまして所管課で検討・協議して、条

例改正等の必要があるのかどうか判断すること

になります。判断に迷った場合、そういう場合

は、その手法等につきましては事前に所管課と

総務課と協議をすることになりますけれども、

条例改正が必要と判断した場合には、所管課が

起案をして、総務課のほうに合議で回ってくる

というような流れでございます。

　総務課としましては、改正の内容については、

中身につきましては所管課で吟味されていると

いうものと判断して、関連規定の整合性、その

手法等をチェックしているのが現状でございま

す。

　御質問の件なんですけれども、業務内容の改

正となりますと、やはり責任を持って、このこ

とは所管課での協議・検討が大前提であるとい

うふうには思います。また、条例改正をすべき

かどうかについても、また判断が必要ではない

かというふうに思っております。

　今言われましたが、所管課、所管業務につい

ては、所属職員がやはり危機感を持って執務に

従事して、そして、所管の規定をまず熟知して

おくことが大事ではないかというふうに思って

おります。

　今出ました御指摘のコンプライアンスという

言葉があるということでございますが、やはり

そのとおりで、今後、職員に対して、所管業務

についての確認、規定に基づく厳重な業務遂行、

そういうのはもちろんのことでありますが、さ

まざまな問題についての組織としての判断・対

応、そういうあり方、そういうことを職員みん

なに再認識させるように今後、努力をしてまい

りたいと思っております。

〇川達志議員　こういう職員を育てるために

何が一番必要なのかというと、私は、やはり外

に出してやることが大事なんだろうと思います。

明治時代、薩摩があれだけ頑張れたのは、やは

り外の空気を吸ってきたから、これじゃいけな

い。さらには、この前、小泉総理が米100俵の話。

今、若い職員を研修させろと私は何回も言って

いるんですが、なかなか出た形跡がない、出さ

れた形跡がない。垂水市役所だけでは井の中の

カワズなんですよ、はっきり申し上げます。外

に出て先進地を見ることが一番の勉強になりま

す。民間企業は必ず、いい情報があると、まず

見に行ってこいと。そのかわり厳しい復命書で

すか、を要求をされます。目的を持って職員を

出す、この制度を充実させていただきたい。

　ここで言っては恐縮ですけれども、私は国保

の問題で、沖縄を見にやってくれと申し上げま

したけど、インターネットがありますと。これ

はこれで結構なんでしょうけれども、やはりそ

こいらをもう１回検証する必要があるんじゃな

いかと思います。

　ほかにもいろいろ言いたいことはありますけ

れども、基本は人間であります。ぜひ総務課長、

答弁を。

〇総務課長（今井文弘）先ほども申し上げま

したが、一緒に、ちょっと重なる部分もござい

ますけれども、やはり今後、職員の皆さんがや
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はり危機感、そういうものを持って、自分たち

の仕事を十分に把握した上で業務に当たる。そ

してまた我々総務課といたしましても、今後、

やはり職員のそういう資質の向上も含めまして、

いろいろ研修にも積極的に行かせるような体制

もとっていきたいというふうに考えております。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇池山節夫議員　済みません、市長に１つだけ

お伺いします。

　補正６号で、特別交付税、ちょっと多くて積

み立てられたんですけど、議案第51号ですね、

非常によかったなと、頑張っていただいてよか

ったと思います。

　私は一般質問でもちょっと提案して、明確に

答弁をもらえなかったんですけど、プレミアム

つきの商品券を垂水市内の景気対策としてどう

かというお願いをしたんですけど、そのときは

まだ特別交付税の金額が決まっていなくてです

ね、市長も答えにくかったとは思うんですけど、

この予定より多かったと、個人で頑張っていた

だいたのもあってですね。その辺について今後、

検討する気があるかどうかだけ、１点聞かせて

ください。

〇市長（水迫順一）景気対策、今、本当に、

議員が心配されておられるように、自分で商売

していらっしゃるからなおそういう気持ちだろ

うと思うんですけれども、非常に必要なときだ

と思います。

　それで、この利子補給も100万円上乗せしまし

て、400万円ということになったわけですけれど

も、今までどこの、ほとんどの市町村がこの機

会にそういうプレミアムつきの商品券を発行し

ているという事実は知っております。うちも何

かできないかなと思って、結果として、利子補

給のほうをやったんですけれども、といいます

のは、今までスタンプ会が中心で、やはりこの

プレミアムつきの商品券というのは、商工会も

やる気になってもらって、一緒にやらなければ

いけないと思うんですね。特に商店街の活性化

につなげないといけない。

　そういう意味では、商店街の、商工会が持っ

ております今のスタンプ会の加入店舗数が大体

60店舗ぐらいということで、非常に少ないもん

ですから、議員の皆さんも買っていただいたり、

職員が買ってくれて、年に２回のボーナス時は

200万円から250万円、これを消化しておるわけ

ですけど、１回につき200万円から250万円消化

しているわけですけど、こういうのをさらに大

きくするには、商工会のそういうスタンプ会に

入っていない商店をピックアップしてもらって、

それでそこも一緒にやりますよという機運をつ

くってもらわなければいけません。行政だけで

なかなかできない部門だと思うんですね。です

から、それとまた、これは一般市民が買っても

らわなければ効果がありません。ですから、ス

タンプ会の消化を見ながら、今度も臨時に商工

会がスタンプ会用の商品券を発行するんです。

ですから、これは500名対象に10％の上乗せをし

てやりますので、この結果なんかを見て、まだ

それでも足りないか、それからもうちょっと私

の希望とすれば、本当に新城とか牛根方面もひ

っくるめて、それが商店街が有効に利用できる、

そして、できたら市外に本社のあるところ、大

手の量販店とかそういうところに全部商品券が

行ってしまうといけませんので、そういう対策

等もひっくるめて、今後できるのかどうかも、

そういう要望、ニーズがある、そしてまたやら

なければいけない状況になれば、やる気持ちは

ございます、今後もですね。

　ですから、そういう新たなスタンプ会の状況

等も見たいなと、それから商工会の意向も参考

にしたいなと、そのように思っております。

〇池山節夫議員　きのう商工会の松永事務局長

とちょっとお話をして、要するにスタンプ会だ

けではちょっと数が足りないと、だから、商工
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会に入っていらっしゃる店舗で全部取り扱える

ような、そのぐらいのことで検討してください

というお願いはしたんですよ。ですから、そう

いう方向で商工会も前向きに検討するというよ

うなことでしたので、その辺についてまたよろ

しくお願いします。一言、そうなったときに。

〇市長（水迫順一）最初言いましたように、

一番今やらなければいけないことだと思います

ので、前向きに考えてはいきたいと思います。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇持留良一議員　44と46、51について、ちょっ

と若干質疑をさせていただきたいんですが、先

ほど川議員と篠原議員のほうから出ましたの

で、特別問題はないんですけれども、要はこの

問題で、私も含めて、消防の問題を考えるとき

に、消防力水準というのがあって、例えば貯水

タンクだとか器具類、それから車、そして人員

の問題とあったわけですよね。本市を見ても、

人員というのは約５割に達しないかどうかとい

う状況であったわけですよね。だから、やっぱ

りそのあたりも含めてきちっと考えていけば、

ある点、こういう問題というのはそういうとこ

ろからきちっとチェックができたのではないか

なというふうに思うんですね。

　だから、そういうところを改めてやっぱりき

ちっと見直しをし、含めて、それに対しては、

そのあたりのことも検討しながら消防の問題を

考えていくというふうにならないと、やはり今

後、問題もいろんな点で引き起こしてくるのか

な。一律に行財政改革だということで人員を減

らすんじゃなくて、やっぱり消防というのは住

民の安全と財産を守るという観点からいくと、

やっぱり国もそれなりの水準は示していると思

うんですね。しかし、それはやっぱり一般財源

でやらなきゃならないという非常に困難な面は

あるかと思いますが、そのあたりはやっぱりき

ちっと対応していくという観点に市長は立たれ

る必要があると思うんですが、そのあたりの今

までの現状も含めて、そういう水準、観点でも

って対応していくんだという考え方を持つとい

うことが大切だと思うんですが、市長はどのよ

うにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思

います。

　それから２点目は、46号の企画費の定額給付

の問題についてお聞かせいただきたいんですけ

れども、１つは、垂水はないと思うんですけれ

ども、住民登録困難な人たちへの対応、この点

についてはどうされるのかですね。それとあと、

これは南大隅町議会でも出た問題点ですけれど

も、南日本新聞に載っていたんですが、老健施

設等に行かれると、そうすると住所を移す、こ

の給付の申請というのは世帯主じゃなきゃだめ

なわけですよね。２月１日付で、その後、亡く

なった場合に、当然その方は世帯主だから、手

続ができないと、亡くなっても２月１日付だっ

たら対象になると思うんですけれども、そうい

う場合はどんなふうに検討されたのかですね。

　その点と、あと、国もＱアンドＡの関係で、

税を滞納している人については、差し押さえは

趣旨に合致しないからそういうのはだめという

ふうに見解を出していますけれども、本市は、

いわゆる税の滞納者がいた場合、それも極端な

話、差し押さえするんだということはないと思

うんですけれども、国の示している見解どおり

の立場だと思いますが、これは確認という意味

で担当課の課長がもしわかれば教えていただき

たいし、これは企画課だと思うんですが、企画

課であればまた、どっちでもいいんですけれど

も、答えていただきたいと思います。

　それから、51号の特別交付税、きのうの新聞

にも、特別交付税が新聞にも出ていましたけれ

ども、その大きな趣旨として、雇用対策など6,

796億円盛り込んだというふうになっていますけ

れども、先ほどの議案だと、財調へ戻すんだと

いうようなお考えでしたが、それも１つの考え
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なんですけれども、しかし、今回の趣旨、また

は現状に置かれている垂水の現状、そしてやっ

ぱり雇用を求めていらっしゃる方々、経済対策

等を含めて、何らかのやっぱりこの趣旨を生か

した形で、市長も答弁の中で、次年度そういう

ことも検討をしなきゃならないようなことを若

干述べられたと思うんですが、そういう意味で、

この使い方というのは、もう結果として、来年

度この趣旨を生かした取り組みというのはなさ

れないのか、この点についてお聞かせください。

〇市長（水迫順一）私のほうで消防の件にお

答えをしたいと思いますが、消防、御存じのと

おり、県内７つのブロックで統合の話が進んで

おりまして、４年後に統合されるという環境に

あることは御存じのとおりだと思います。

　ただ、本市の場合は、本当に海岸線も長いし、

特に牛根の場合は本庁から間に合わないと、特

に火事とかそういうものについては対応ができ

ないと。それで、人家が密集しておりますので、

非常に危険地域だという考えでいなければいけ

ないと思いますし、分遣所ができたこと自体が

そういうことの目的が大きかっただろうと、そ

ういうふうに思うんですね。

　ですから、統合後も、本当に牛根地区がそう

いう環境が変わるわけじゃありませんから、安

心・安全、それから財産も守ってもらえるんだ

よという分遣所をしっかりと残したままの統合

にしてもらわなければいけません。このことは

主張するように、今までの話し合いの中の消防

長にも指示をしております。ですから、今後も、

本署はもちろんですが、牛根分遣所をしっかり

とした形で統合後も存続させるんだと、そこに

は人員も、今足りなかった分もしっかりと補充

して、これが本当に法に照らされた人員配置な

んだというものをキープしながら、統合に向け

てやっていかなければいけない、そういうふう

に思っています。

　今までのことは、本当に１号議案でもありま

したように、ちょっと庁舎内の横の連絡という

面では本当に皆さんにも御心配をおかけいたし

ましたが、ただ、職員も非常にやる気で一生懸

命になってきてくれております。私はそういう

意味では、すべてにうちの職員はすばらしいよ

ということを申し上げております。ただ、縦割

りの弊害というのは相変わらず残っている部分

があると思うんですね。ですから、来年度４月

からはちょっと横の連携というのをとろうとい

うことを課長会でも確認をしておりますし、そ

ういう方向で、そういうことのないようにして

いかなければいけない、そのように思っていま

す。

〇企画課長（迫田裕司）住民登録の困難な人

ですか。例えばどんな、ちょっと説明してくだ

さい。（発言する者あり）

　あくまでも垂水市に住所のある方を中心にし

ますので、それと、住民基本台帳に記載されて

いる人が中心になりますので、住所のない人は、

申請期間中、２月１日にさかのぼって住民登録

できるということでございます。

　それから、世帯主が死亡した場合ということ、

世帯主がですね、施設に入っている方の場合で

すかね、特に。施設の職員などの代理申請が可

能だということらしいです。

　それから、差し押さえについては、給付金の

差し押さえはいたしません。

　以上でございます。

〇財政課長（岩元　明）雇用対策につきまし

ては、国の補助事業を得た雇用創造実現事業等

を初め、それが7,500万円、それからもう１本、

決まりかけているのが4,500万円ぐらいの補助事

業がございますので、それにゆだねたいという

部分もございます。

　それから、経済対策につきましては、先ほど

市長も池山議員の質問にも答弁しておりました

ように、いろんな対策を講じていかなければな

らないと思っておりますけれども、とりあえず
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４号、５号の補正予算、それから新年度の当初

予算、こういったことが４月１日より一斉に予

算執行されますので、その効果を見きわめなけ

ればならないだろうと思っております。経済対

策につきましては、今、政府内でも追加経済対

策等が計画されておりますようでございますの

で、それにも期待されるところがあります。

　で、御質問の特別交付税が多く来たことで、

本市もそのようなことをしなければいけないん

じゃないかという御質問ですけれども、これ決

定が17日だったもんですから、それは、沿った

計画そのものもできなくて、とりあえず財調の

取り崩しの解消ができていなかったもんですか

ら、財調のほうにとにかくもとに戻した形です。

　そういったことで、皆さんが一番御承知のよ

うに、若干余裕が出てきたなと思っていらっし

ゃるでしょうから、必要に応じてそういった経

済対策等、雇用対策等は、今後、市長の判断で

講じていかれるものと思っているところでござ

います。

〇持留良一議員　今の消防の問題もあれなんで

すけれども、やっぱり次、行財政改革が、また

次の計画が出てまいりますよね。そうなってき

たとき、やっぱり教育だとか、あと消防、安全、

福祉とか、こういうところはひとつのやっぱり

単なる行財政改革で削減すればいいというもの

だけではないものが、やっぱりこの取り組みの

中で明らかになってきたと思うんですね。

　だから、そういう意味ではきちっと安全対策、

やっぱり教育の問題等々含めて、やっぱりその

あたりは今後、行財政改革で一律に対応しない

と、そして経費削減という点でもやっぱり慎重

に議論していただいて、本当に何が必要なのか、

何を今、よく市長が言われるとおり、あれもこ

れもじゃなくてというやっぱりそういうきちっ

とした、きちっと言うと変ですけれども、そう

いうやっぱり重点を置いた対策というのをしっ

かりまた取り組んでいただきたい。そういうこ

とがされれば、やっぱりこういう問題も未然に

防ぐことが私は可能だというふうに思いますの

で、ぜひそのあたりは努力していただきたいな

というふうに思います。

　それからあと、最後の51号議案ですけれども、

確認という意味であれなんですけれども、いわ

ゆる基金を優先するものではないと、やはり現

状に応じた臨機応変な対策をとっていくんだと

いうことを確認してよろしいでしょうか。

〇財政課長（岩元　明）そのように解釈して

いただいても結構だと思っております。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　議案第43号から議案第46号まで、及び議案第

51号の議案５件について、討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　まず、議案第43号から議案第46号まで、及び

議案第51号の議案５件について、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第43号から議案第46号まで、及

び議案第51号の議案５件については、原案のと

おり可決されました。

　次に、議案第47号について、同意することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第47号垂水市副市長の選任につ

いては、同意することに決定しました。

　次に、議案第48号について、同意することに
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御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第48号垂水市監査委員の選任に

ついては、同意することに決定しました。

　次に、議案第49号について、適任とすること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第49号については、適任とする

ことに決定しました。

　次に、議案第50号について、適任とすること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第50号については、適任とする

ことに決定しました。

　　　△意見書案第16号・意見書案第17号一括

　　　　上程

〇議長（徳留邦治）日程第40、意見書案第16

号及び日程第41、意見書案第17号の意見書案２

件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

意見書案第16号　ＷＴＯ農業交渉に関すること

　　　について

意見書案第17号　非正規労働者等の雇用とくら

　　　しを守るための意見書について

〇議長（徳留邦治）案文は配付いたしており

ますので、朗読を省略いたします。

　　ＷＴＯ農業交渉に関する意見書（案）

　ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉は、12月の閣僚

会合を視野に、年内のモダリティ確立に向けた

動きが再び加速しています。

　新たな農産物貿易ルールは、貧困の拡大、気

候変動など地球規模の課題解決に資するものと

して、世界の食料・農業のあるべき将来像と関

連づけながら、中長期的視点から議論される必

要があります。とりわけ、金融・経済が世界的

な危機にある今こそ、人間の生命にとって不可

欠な食料が工業製品と同様に取り扱われること

があってはなりません。

　自給率が40％と著しく低いわが国にとって、

食糧増産を通じた食料主権の確立はまさに国益

そのものであります。途上国の人口増大等を背

景とした国際的な食料需要のひっ迫が食料争奪

を深刻化させているにもかかわらず、早期妥結

のみを優先させていることは、世界各国の食と

農の将来に重大な禍根を残しかねないと懸念し

ます。

　つきましては、交渉は、かつてない重大局面

を迎えようとしていますが、このような実情を

ご賢察いただき、下記事項が確保されるよう、

特段のご配慮を賜りますよう、要請申し上げま

す。

記

１、100％を超える農産物関税は対象品目数を厳

　しく制限するとともに、代償を求める議長案

　となっているが、食料鈍輸入国にのみ一方的

　な犠牲を強いる上限関税は断固阻止すること。

２、国内農業生産、地域経済の維持等に不可欠

　な米麦、乳製品などの基幹品目を守るため、

　十分な数の重要品目を確保するとともに、砂

　糖などについて自主指定を可能とすること。

３、ミニマム・アクセス米は現在でも極めて過

　重な負担となっており、関税割当の拡大幅を

　可能な限り圧縮するなど、重要品目の取り扱

　いについて最大限の柔軟性を確保すること。

４、輸入急増の影響に対処し得る特別セーフガー

　ド（ＳＳＧ）の仕組みを堅持すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成21年３月19日

― 178  ―



鹿児島県垂水市議会　議長　徳留　邦治

内閣総理大臣　麻生　太郎　殿

農林水産大臣　石破　　茂　殿

外 務 大 臣　中曽根弘文　殿

産業経済大臣　二階　俊博　殿

自民党総合農政調査会長　谷津　義男　殿

　　非正規労働者等の雇用とくらしを守るため

　　の意見書（案）

　アメリカ発の金融危機が世界に広がり、景気

悪化が深刻になってきた。雇用への影響では、

派遣社員や期間社員など非正規労働者の「雇い

止め」として大量解雇の動きになってきている。

厚生労働省の「すべて把握したわけではない」

という全国調査でも、年度末までに約３万人に

達するといわれている。このような事態はかつ

て経験したことのない大量解雇である。その対

象になっている労働者の多くは若者であり、貯

えも十分でないために職を失えばただちに路頭

に迷う人たちである。何の責任もない労働者に

その犠牲を回すようなことがあってはならない。

　企業は、雇用に対する社会的責任を果たすこ

とが重要である。また、安定した雇用を維持す

るための手だてを尽くすことは政治の責任でも

ある。

　よって、本市議会は以下の点について政府及

び国会に対して、速やかに対策を講じられるよ

うに強く要望するものである。

記

１、派遣社員、期間社員をはじめとする大量解

　雇、「雇い止め」を中止し、雇用を維持する

　ための最大限の努力を払うよう、経済団体や

　主要企業に対して指導と監督を強化すること。

２、非正規労働の雇用の維持と機会を増やすた

　めの具体策を早急に講じること。

３、雇用保険制度の機能を強化し、非正規労働

　者の適用基準「１以上の雇用見込み」を「６

　ケ月以上」に緩和すること。

　以上、地方自治法弟99条の規定により意見書

を提出する。

　平成21年３月19日

鹿児島県垂水市議会　議長　徳留　邦治

内閣総理大臣　麻生　太郎　殿

厚生労働大臣　舛添　要一　殿

〇議長（徳留邦治）お諮りします。

　ただいまの意見書案２件については、提出者

の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇宮迫泰倫議員　意見書案第17号について、ち

ょっとお伺いします。

　「労働者の多くは若者であり」、「何の責任

もない労働者にその犠牲を回すようなこと」と

書いてあります。本当に、労働者にも何の責任

もないと思われますか。派遣社員、私は派遣社

員だからということで、きょうは君は残業をし

てくれないか、いや、私は派遣社員だからと言

ってばんばん帰る人もおるそうです。そういう

人たちが何の責任もないと思われますか。

　それから、企業は雇用に対する社会的責任を

果たすことが重要であります。しかし、逆もあ

ります。労働者は、企業に対する社会的責任も

果たすことが重要であると思うんです。逆もだ

と思うんですよ。

　だから、これもなんですけれども、私たちは

まだ頭に入れなければならないのは、この垂水

市はどうするかということです。第４次総合計

画もあります。一次産業が発達しなければ垂水

もだめなんです。これも必要ですけれども、私

は第４次総合計画、垂水市の第一次産業を考え
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るのが私たちの仕事でないかと思います。

　ということで、今申しましたのは、この逆も

あるということを提案申し上げます。

　以上です。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　まず、意見書案第16号を原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第16号は原案のとおり可決

されました。

　次に、意見書案第17号を原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」「異議あり」等呼ぶ者あ

　　　　り］

〇議長（徳留邦治）御異議がありますので、

意見書案第17号を起立により採決いたします。

　意見書案第17号を原案のとおり決することに

賛成の方は、起立を願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（徳留邦治）起立多数です。

　よって、意見書案第17号は原案のとおり可決

されました。

　　　△陳情第15号上程

〇議長（徳留邦治）日程第42、陳情第15号垂水

市運動公園陸上競技場「公認４種」申請につい

てを議題とします。

　お諮りします。

　陳情第15号は、総務文教委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、陳情第15号は、総務文教委員会に付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、議会運営委員会及び各常任委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、議会運営委員会及び各常任

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　ここで、副市長から発言を求められておりま

すので、これを許可します。

　　　［副市長水迫恒美登壇］

〇副市長（水迫恒美）皆さん、どうも御苦労

さまでございます。

　議長より発言の機会を与えていただきました

ことに、心から感謝を申し上げます。

　私ごとでございますが、この３月末日をもっ

て副市長の職を退任することになりました。

　私は、皆様の御同意をいただきまして、平成

15年４月に収入役、平成17年４月に助役、地方

自治法の改正によりまして平成19年４月に副市

長、締めて６年間、職員の期間も合わせまして

38年と９カ月、市役所で過ごさせていただきま

した。私は私なりに市民の方々のために一生懸

命頑張ったつもりでございますけれども、多く

の方に御迷惑もかけたのかなと、そういう思い

でございます。

　もとより浅学非才な私ではございますが、議

会の皆様、市長、職員、市民の方々に、公私に

わたる温かい御指導、御助言をいただきながら、

どうにかその職責を大過なく過ごすことができ

ました。心より感謝を申し上げ、深くお礼を申

し上げます。

　今後は、一市民として皆様に御協力を申し上

げ、市勢の発展を心から祈ってまいりたいと思
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います。

　本当にありがとうございました。（拍手）

　　　△閉　　会

〇議長（徳留邦治）これをもちまして、平成

21年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。

　　　　　午後０時９分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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